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１ 適用範囲

本仕様書は、進入灯、滑走路灯、滑走路末端灯、滑走路末端補助灯及び誘導

路灯の地上型標識灯（以下「灯器」という。）に適用する。

２ 適用法規及び規格

(1) 航空法施行規則 （昭和２７年７月運輸省令第５６号）

(2) 日本工業規格 （ＪＩＳ）

(3) 関 連 仕 様 書

航空照明用プラグ・レセップ仕様書

航空照明用接手仕様書

航空照明用アダプタ－仕様書

航空照明用ハロゲン電球仕様書

航空灯火用干渉膜透過フィルタ仕様書

３ 用語の定義

防 灯 仕 第 ５ ７ 号

防 灯 仕 第 １ ６ ０ 号

防 灯 仕 第 １ ８ ８ 号

防 灯 仕 第 ２ ３ １ 号

防 灯 仕 第 ２ ６ ４ 号

：灯器によって得られる光色の不動光をいう。

：規定された光度の灯光の開きをいう。

：主光柱の外側において規定された光度の灯光の広がり

をいう。

：主光柱、副光柱の開きの範囲を示す曲線をいう。

：主光柱曲線内の各点の光度を平均した値の要求下限値

をいう。

： JIS W ８ ３０１ (航空標識の色 )に規定された色度を有

する灯火の色をいう。

：灯器に表示された電流をいう。

：灯器に表示された消費電力をいう。

：光源が点灯しなくなるまでの通算点灯時間をいう。

：長時間にわたり製造された同一型式の光源の平均値に

基づいて公表された寿命をいう。

：灯器に装着されたランプが、定格電流（電圧）での点

灯において、規定する要求光度の７０％を維持する時

間をいう。

：可視の光学的放射を作るための電気を利用した発光部

品（ハロゲン電球、ＬＥＤ等）をいう。

：抵抗体に電流を流すことにより、白熟させた際の発光

を利用する電気による光源をいう。

： Light E mi tt ing D io deの 略で、電子が結合したときの

発光エネルギーを利用した半導体の一種をいう。

：光学特性を得るためにＬＥＤ取付基板、配光制御用レ

ンズ、ホルダー、給電端子、保護回路等を一体化した

モジュールをいう。

： LEDユニットへ電源を供給するための、直流変換及び光

度制御機能を一体化したモジュールをいう。

：地上型灯器に航空機が接触した場合に、航空機に損傷

を与えないことをいう。

(1)

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

( 8 )

( 9 )

( 1 0 )

( 1 1 )

( 1 2 )

( 1 3 )

( 1 4 )

( 1 5 )

( 1 6 )

( 1 7 )

灯 光

主 光 柱

副 光 柱

光 柱 曲 線

最 低 平 均 光 度

光 色

定 格 電 流

定 格 電 力

寿 命

定 格 寿 命

有効ランプ寿命

ラ ン プ

電 球

Ｌ Ｅ Ｄ

ＬＥＤユニット

点 灯 ユ ニ ッ ト

脆 弱 性
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４ 灯器の種類

本仕様書に規定する灯器の種類は、表１のとおりとする。

表 １ 灯器の種類

灯 火 名 灯 光 灯器型式 光柱特性

進 入 灯 センターライン 航空可変白 ＥＨＵ－３１ 付図 １

クロスバー 航空白 ＥＨＵ－３１Ｄ

進入端 航空緑 ＥＨＵ－３２ 付図 ２
ＥＨＵ－３２Ｄ

滑 走 路 末 端
灯 終 端 航空赤 ＥＨＵ－３３ 付図 ３

ＥＨＵ－３３Ｄ

進入端／終端 航空緑／赤 ＥＨＢ－３４ 付図２、３
ＥＨＢ－３４Ｄ

滑走路末端 ＥＨＵ－３１
航空緑 ＥＨＵ－３１Ｄ 付図 ４

補助灯

滑 走 路 灯 航空可変白／黄 ＥＨＢ－３５ 付図 ５

航空白／黄 ＥＨＢ－３５Ｄ

誘 導 路 灯 航空青 ＥＬＯ－３８Ｄ／Ａ 付図 ６

注 1 灯器の型式は下記の例による。

１ ） ハ ロ ゲ ン 電 球 式

Ｅ Ｈ Ｕ － ３ ２

↑ ↑ ↑ ↑ ↑

第 １ 項 第 ２ 項 第 ３ 項 第 ４ 項 第 ５ 項

２ ） Ｌ Ｅ Ｄ 式

Ｅ Ｈ Ｕ － ３ １ Ｄ

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

第 １ 項 第 ２ 項 第 ３ 項 第 ４ 項 第 ５ 項 第 ６ 項

第 １ 項

第 ２ 項

第 ３ 項

Ｅ：地上型を示す。 (Elevate Type)

Ｈ：高光度 (High intensity)

Ｌ：低光度 (Low intensity)

Ｕ：１方向 (Uni- directional)

Ｂ：２方向 (Bi- directional)

Ｏ：全方向 (Omni- directional)
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５ 基本性能

５．１ 光学性能

５．１．１ 灯 光

(1) 灯光は表１及び表２に示す光色の不動光とする。

(2) 光色はＪＩＳ Ｗ ８３０１（航空標識の色）に規定された色度範囲

とする。

(3) 点灯電流と光度比の関係は表３のとおりとする。

表 ２ 光 色 の 種 類

注 ＊１ 定格光度の５％まで減光した場合も適合するものとする。
＊２ ＬＥＤ灯火の場合は「制限緑Ⅰ」

ＬＥＤ灯火以外の場合は「制限緑Ⅱ」
＊３ 定格光度の１０％まで減光した場合も適合するものとする。

第 ４ 項

第 ５ 項

第 ６ 項

３：ＣＡＴ－Ⅲ対応灯器

１：進入灯（センタ－ライン及びクロスバ－）、滑走路末端補助灯

２：滑走路末端灯（進入端）

３：滑走路末端灯（終 端）

４：滑走路末端灯（進入端／終端）

５：滑走路灯

８：誘導路灯

Ｄ ：ＬＥＤ灯器（５段階自動式光度切替対応型）

Ｄ／Ａ：ＬＥＤ灯器（３段階自動式光度切替対応型）

色 略 号 光 色 の 種 類

Ｒ 航 空 赤 　 ＊ 1

航 空 緑 　 ＊ 1

　 　 　 　 　  ＊ 2

Ｙ 航 空 黄 　 ＊ 1

Ｂ 航 空 青 　 ＊ 3

航 空 可 変 白

航 空 白 　 ＊ 1

Ｇ

Ｗ
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５．１．２ 光柱特性

(1) 灯器の光柱光度は、定格電流で点灯し、付図１～６に示す特性を有

するものとする。

(2) 前項に示す光柱曲線内の最小光度は、規格最低平均光度の０．５倍

以上であり、最大光度は実測最小光度の３倍以内とする。

なお、光源を電球とするもの等の最大光度は実測平均光度の１．５

倍以内とする。

(3) 全方向形の灯器にあってはリブや電球のフィラメントのサポートの

影響により遮光され、規格値を満足しない範囲は最大３０％とする。

５．２ 電気的特性

(1) 灯器の定格電流は６．６Ａとし、導電部の通電容量は定格電流の１．

５倍とする。

(2) 灯器は、ランプの断芯又は故障時に生じる絶縁変圧器の二次解放電圧

に耐え、７．３項を満足するものとする。

(3) 灯器の定格電力は、表４に示す値を標準とする。

(4) 半導体を有する灯器は耐雷性を考慮する。

5 4 3 2 1

- - 100 30 10

表３　点灯電流と光度比の関係
光度段階

点灯電流
灯器形式
EHU-31
EHU-31D
EHU-32
EHU-32D
EHU-33
EHU-33D
EHB-34
EHB-34D
EHB-35
EHB-35D

点灯電流
灯器形式
ELO-38D/A

6.6A 5.2A 4.1A 3.4A 2.8A

- - 6.6A 5.5A 4.8A

光
度
比

（
％

）

100 25 5 1 0.2
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表 ４ 定格電力及び適用ランプ

灯 器 型 式 定格電力 適用ランプ
( )はランプの種類

ＥＨＵ－３１ 200W JＦ６ .６Ａ ２００ＷＶ 3

１方向型 ＥＨＵ－３１Ｄ 60W以下 （ＬＥＤ）

ＥＨＵ－３２ 200W ＪＦ６ .６Ａ ２００ＷＶ 3

ＥＨＵ－３２Ｄ 60W以下 （ＬＥＤ）

ＥＨＵ－３３ 100W ＪＦ６ .６Ａ １００ＷＶ 3

ＥＨＵ－３３Ｄ 60W以下 （ＬＥＤ）

ＥＨＢ－３４ 250W ＪＦ６ .６Ａ ２５０ＷＶ 3
２方向型

ＥＨＢ－３４Ｄ 60W以下 （ＬＥＤ）

ＥＨＢ－３５ 150W ＪＦ６ .６Ａ １５０ＷＶ 3

ＥＨＢ－３５Ｄ 60W以下 （ＬＥＤ）

全方向型 ＥＬＯ－３８Ｄ／Ａ 6W以下 （ＬＥＤ）

５．３ 耐環境特性

５．３．１ 防 水

灯体の内部に正常な機能を阻害する浸水がないものとする。

５．３．２ 周囲温度

灯器は、－５５℃～＋５５℃の環境下において連続使用ができるものと

する。（ランプにＬＥＤを用いるものについては－３５℃～＋５５℃とす

る）

５．３．３ 熱衝撃

灯器は、使用中の降雪等による熱衝撃に耐えるものとする。

５．３．４ 耐食性

灯器は、ＪＩＳ Ｃ ６００６８－２－５２（環境試験方法－電気・電子

－塩水噴霧 (サイクル )試験方法）による試験を９６時間実施しても異常の

ないものとする。

５．４ 耐航空機特性

５．４．１ 風 圧

滑走路灯及び滑走路末端灯は１６０ m／ sec、その他の灯器は９０ m／ sec

の風速に耐えるものとする。
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５．４．２ 脆弱性

灯器は、航空機が接触した場合に、航空機に対し損傷を与えない構造と

する。

５．４．３ 振 動

灯器は、航空機の離着陸・走行時及びジェットエンジン・ブラストによ

る振動に耐えるものとする。

５．５ 加速寿命

灯器は、加速寿命試験を実施後、最低平均光度の８０％以上の光度を有す

るものとする。

５．６ 灯器システム性能

５．６．１ 標準化と構成

(1) 灯器の保全作業をより容易にするために、灯器の各部は整合性を考

慮したものとする。

(2) 灯器を構成する部品群は、共通部品の割合を高くし、各種部品の組

み替えにより異なった種類の光柱が得られるよう標準化が図られてい

るものとする。

なお、標準構成は表５のとおりとする。

(3) ランプの定格電力は、適切な値に標準化するものとする。

表 ５ 灯器の標準構成表

構 成 部 品

ラ ン プ（ＬＥＤユニット及び点灯ユニット）

光 学 系

灯 器 灯体

共通機械部品

共通電気部品

５．６．２ 保全性能

(1) 灯器は、現場における灯体部の交換及び保全作業・分解・点検・交

換が容易に行える構造とする。

(2) 灯器の構造は、航空機運航等の外的要因によって、本仕様書の規定

する性能が損なわれないものとする。

５．６．３ 互換性と標準寸法

(1) ハロゲン電球式灯器の構成部品は、各種灯器相互間の互換性を有す

るものとする。

(2) 灯器の地上突出高さは、３６ｃｍ以下であること。

なお、積雪地対応として、灯器の地上突出高さを６０ｃｍまでとす

ることが可能な構造とする。
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５ .６ .４ 隣接機材との整合

(1) 灯器は、ＪＩＳ Ｂ ０２０２（管用平行ねじ）に取付けられるもの

とする。

(2) 灯器は、取付用カップリングが傾いたとき、４度まで修正が可能な

ものとする。

６ 仕様及び細部性能

６．１ ランプ

(1) ラ ンプは、「航空照明用ハロゲン電球仕様書」（防灯仕第２３１号）

によるもの又はＬＥＤユニット及び点灯ユニットにより構成するものと

し、適合ランプは表４による。

(2) ランプは、ソケット等により所定の位置に確実に取り付けられ、かつ、

航空機の運航による衝撃及び振動によって光源の位置ずれを生じること

のないものとする。

(3) ランプは、光学系からの着脱が容易なものとする。

(4) ランプの光学系への取付けは確実であり、使用中又は取扱中に緩みが

生じないものとする。

６．２ 光学系

６．２．１ 光学系の構成

(1) 光学系は、レンズ、プリズム、グロ－ブ、フィルタ、反射鏡、ソケ

ット等により構成されているものとする。

(2) 部品の交換及び点検が容易であり、点検後の組立に際し特別の光柱

調整を必要としないものとする。

(3) ハロゲン電球式灯器は、ランプ及び光学系部品を交換することによ

って、異なった光柱をもつ灯器に組替えが可能なものとする。

６．２．２ レンズ、プリズム、グロ－ブ

(1) 光学特性を低下させる気泡、くもり、傷、汚れ等がなく、耐温度性、

耐候性、耐食性を有するものとする。

(2) 切削加工を加える場合はクラックなどが生じないように仕上げを行

い、必要に応じて強化処理が行われているものとする。

(3) ハロゲン電球式灯器のグロ－ブは、締付けバンドにより調整座に取

付けが可能なものとする。

６．２．３ フィルタ

(1) 光学特性を低下させる気泡、くもり、汚れ等がなく、耐温度性、耐

候性、耐食性を有するものとする。

(2) フィルタの透過率は表６による。

(3) 干渉膜透過フィルタを使用する場合は、「航空灯火用干渉膜透過フ

ィルタ仕様書」（防灯仕第２６４号）による。
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表 ６ フ ィ ル タ の 透 過 率

フ ィ ル タ の 色 透 過 率 (%) 備 考

赤 １ ３ 以 上

緑 １ ５ 以 上

黄 ４ ０ 以 上

６．２．４ 反射鏡

(1) 光学特性を低下させる傷、汚れ、色むら、粉ふき等がなく、耐温度

性、耐候性、耐食性を有するものとする。

(2) ハロゲン電球式灯器の材質は、ＪＩＳ Ｈ ４０００（アルミニウム

及びアルミニウム合金の板及び条）に規定されたＡ１０８０Ｐ又は同

等以上とする。

(3) ハロゲン電球式灯器の反射面は必要に応じ電解研磨を行い、その後

はＪＩＳ Ｈ ８６０１（アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸

化皮膜）等による処理が施されているものとする。

６．２．５ ソケット

(1) ソケットは、必要な通電容量、絶縁性、耐温度性及び耐候性を有す

るものとする。

(2) 受金は、ＪＩＳ Ｃ ７７０９（電球類の口金及び受金）に規定され

たＧＹ９ .５とする。

６．３ 灯 体

６．３．１ 構 成

(1) 灯体は、調整座、下部台座及び灯体ヘッド（一方向型灯器のみ）に

より構成されているものとする。

(2) 灯体の材質は、アルミニウム合金鋳物とする。

(3) ＬＥＤ式は、点灯ユニットの交換が容易に行える構造で、収納でき

るものとする。

６．３．２ 調整座

(1) ハロゲン電球式灯器の調整座は、光源及び光学系部品を収納し、開

閉部を開くことにより、光源及び光学系部品を容易に交換できるもの

とする。

(2) 下部に下部台座を取付け、蝶ボルトにより鉛直から４度以内の水平

レベル補正調整と、一方向型灯器にあっては仰角８度までの光柱の向

きの調整が可能なものとする。

６．３．３ 下部台座

(1) 下部台座には、可折接手が取付けられる構造とする。

(2) 水平方向の光柱角度を設定後、セットボルトにより確実に固定でき

るものとする。
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６．３．４ 灯体ヘッド（ハロゲン電球式灯器のみ）

(1) 前部にパッキンを介して前面ガラス（フィルタ）を取り付け、締付

けバンドにより調整座に取り付けられるものとする。

(2) 前面ガラス（フィルタ）を交換することにより、異なった光色の灯

器に組替えができるものとする。

６．４ 共通機械部品

６．４．１ 締付けバンド

ステンレス製とし、パッチン錠にて容易にグロ－ブ又は灯体ヘッドを調

整座に締付け、固定できるものとする。

６．４．２ ガスケット

(1) ガスケットの材質は、ＪＩＳ Ｂ ２４０１（Ｏリング）に規定され

た４種Ｃ以上の物理的性能を有するものとする。

(2) Ｏリングを使用する場合は、ＪＩＳ Ｂ ２４０１（Ｏリング）及び

ＪＩＳ Ｂ ２４０６（Ｏリング取付け溝部の形状・寸法）の規定に準

じて設計されたものとする。

６．４．３ 接手

灯体下部には「航空照明用接手仕様書」（防灯仕第１６０号）によるＣ

－３型接手を設ける。

６．４．４ ボルト・ナット類

(1) 灯体に使用するボルト・ナット類はＪＩＳ Ｇ ４３０３（ステンレ

ス鋼棒）に規定された SUS 410、 SUS 416、 SUS 304、 SUS XM7とし、構

造上必要とされる締付けトルクに耐えるものとする。

なお、 SUS 410、 SUS 416にあっては、導電部に使用されるものを除

き、黒色酸化皮膜処理が施されているものとする。

(2) ボルト・ナット類は、ＪＩＳ Ｂ ０２０５（メ－トル並目ねじ）及

びＪＩＳ Ｂ ０２０９（メ－トル並目ねじの許容限界寸法及び公差）

に規定されたはめあい区分は中以上に仕上げされたものとする。

(3) かみつきを生じやすいボルト・ナット類には、かみつき防止処理を

施すものとする。

６．５ 共通電気部品

６．５．１ リ－ド線

(1) リ－ド線は、ＪＩＳ Ｃ ３３２７（６００Ｖゴムキャブタイヤケ－

ブル）に規定された２種ＥＰゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤ

ケ－ブル（２ＰＮＣＴ）２芯１．２５ｍｍ２以上とし、必要な長さに

標準化されているものとする。

(2) リ－ド線の接続部は、電気的、機械的に確実に接続されたものとす

る。

(3) リ－ド線の端末には「航空照明用プラグ・レセップ仕様書」（防灯

仕第５７号）によるＰ－３Ａプラグが装着されているものとする。
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(4) リ－ド線とソケットの接続部には、通常発生するリ－ド線への張力

が加わらないよう止め金具が設けられており、かつ、絶縁性が保持さ

れているものとする。

６．５．２ 異常発報回路

(1) ラ ンプがＬＥＤの場合（ＥＬＯ－３８Ｄ／Ａを除く。）、ランプが

不点および不点に準ずる状態となったとき、直ちに灯器への入力を開

放する異常発報回路を取付ける構成とする。

(2) 不点及び不点に準ずる状態とは、下記による。

① 一つの灯火に対し、開放又は短絡により全体の５０％を超えてＬ

ＥＤが故障したと見なされた場合

② 点灯電流と光度比に対応する制御が故障したとみなされた場合

③ 点灯ユニットが故障したとみなされた場合

６．６ 金属部品

(1) 使用する金属は、耐候性、耐食性に優れたものとし、耐候性、耐食性

を向上させる表面処理が施されたものとする。

(2) 電解腐食を生じやすい異種金属接触部分には、金属メッキやその他の

方法により腐食防止処理が施されているものとする。

(3) 表面処理を施す場合は、表７を標準とし、使用場所によって耐摩耗性

及び耐熱性等を考慮するとともに、必要に応じて防錆塗装が施されてい

るものとする。

表 ７ 金属部分の表面処理

素 地 関 連 規 格

ア ル ミニ ウム ＪＩＳ Ｈ ８６０１ に規定するもの

銅及び銅合金 ＪＩＳ Ｈ ８６１７ に規定する１種３級又は２種３級

ＪＩＳ Ｈ ８６１０ に規定する２種４級

ＪＩＳ Ｈ ８６１５ に規定する３種
その他の素地

ＪＩＳ Ｈ ８６１７ に規定する２種４級

ＪＩＳ Ｈ ８６４１ に規定するもの

６．７ 非金属部品

合成樹脂等の非金属部品は、耐候性、耐温度性に優れた材料が使用されて

いるものとする。

６．８ 塗 装

地表面より露出する部材の塗装色は、ＪＩＳ Ｗ ８３０１（航空標識の色）

に規定された標識色（航空黄赤色）とする。
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６ ． ９ 接 地

灯 体 の 内 外 面 に 接 地 端 子 を 設 け 、 灯 体 内 部 に お い て リ － ド 線 の 接 地 側 線 に 接

続するものとする。

７ 試 験

７．１ 外観・構造

構造・寸法・仕上げ・塗装・重量・部品の着脱等が、本仕様書に適合する

ものとする。

７．２ 光学特性試験

７．２．１ 光柱光度（副光柱を含む。）試験

(1) 光柱光度試験は、定格電流で特性が安定するまで点灯させ、５ｍ以

上の距離（低光度のものは１ｍ以上の距離）で規定された光色の光度

を測定する。このとき、灯器の中心軸は正確に調整されているものと

する。

なお、照度を測定する場合は、受光器の種類により色補正を行い、

測定値の光度に換算するものとする。

(2) 実測平均光度は、付図１～６に示す最低平均光度以上であり、かつ、

５．１．２ (2) 項に適合するものとする。

(3) 測定点は下記により選定するものとする。

ア 全面平均の測定点

光度は、主光柱においては水平角・鉛直角ともに２度以下の間隔

とする。ただし、最低９点以上となるよう間隔を調整する。

イ ５点平均の測定点

主光柱は、水平角・鉛直角ともに光柱の中心と、光柱曲線の光柱

軸が交わる４点の計５点とする。

ウ 副光柱の測定点

副光柱においては、光柱曲線の光柱軸と交わる４点以上とする。

ただし、鉛直角０度以下は除外する。

エ 全方向型灯器の水平測定点

全方向型灯器にあっては、水平角は３０度以下の間隔とする。

(4) 光柱光度の計算方法と結果

ア 計算結果

光柱光度の計算結果は、５．１．２項に適合するものとする。

イ 換 算

測定に照度計を使用する場合は、下記により光度に換算する。

光度 (cd)＝照度 (lx) ×測定距離 (m)×測定距離 (m)

ウ 実測平均光度の計算

(ｱ) 全面平均の計算方法

Σ Iｎ
計算式： 実測平均光度 (cd)＝

測定点数 (n)

Ｉｎ：各測定点の実測光度 (cd)
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(ｲ) ５点平均の計算方法

1 4 Ｉ o＋Ｉ n
計 算 式 ： 実 測 平 均 光 度 (cd)＝ Σ

4 I-1 2
Ｉ o ： 光 柱 中 心 の 実 測 光 度 (cd)
Ｉ n ： 光 柱 曲 線 上 の 光 度 (cd)

７．２．２ 色度試験

(1) 光色は定格電流で特性が安定するまで点灯させ、ＪＩＳ Ｚ ８７２

４（光源色の測定方法）により測定したとき、５．１．２項に適合す

るものとする。

(2) 測定点は、楕円又は円形の等光度曲線の場合、中心と主光曲線と光

柱軸との交わる４点とし、矩形の等光度曲線の場合、中心と対角線の

終点の４点とする。ただし、光源を電球とするものについては、中心

の一点とする。

(3) 光源がＬＥＤでフィルタを使用する灯器においては、（２）と共に

最も外側の等光曲線と垂直軸との交わる１点も測定する。

７．３ 電気特性試験

７．３．１ 絶縁抵抗試験

次項の耐電圧試験の前後、導電部の接地側端子を外し、ランプ及び導電

部一括と灯体（非導電部）間を５００Ｖ絶縁抵抗計で測定したとき、３０

ＭΩ以上とする。

７．３．２ 耐電圧試験

導電部の接地端子を外し、ランプを装着した導電部一括と灯体（非導電

部）間に、周波数５０Ｈｚ又は６０Ｈｚの正弦波に近い交流電圧１，５０

０Ｖを１分間印加したとき、これに耐えるものとする。

７．３．３ 過電流点灯試験

灯器に７ .２Ａの電流を１０秒間通電したとき、ランプの断芯又は破損

がないものとする。

７．３．４ 誘導雷試験

ランプがＬＥＤの場合、交流入力端子間に±１．２／５０μｓ，４．５

ｋＶのインパルス電圧を正負各３回印加してこれに耐えるものとする。

７．３．５ 異常発報確認試験

ランプがＬＥＤの場合（ＥＬＯ－３８Ｄ／Ａを除く。）、ランプの不点

および６．７．５項の不点に準ずる状態において、異常発報の動作が行わ

れることを確認する。なおランプの不点および不点状態を実現することが

難しい場合は、その状態を下図のようにを模擬し異常発報の動作が行われ

ることを確認してもよいものとする。
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図：異常発報確認試験

７．４ 耐環境試験

７．４．１ 防水試験

ＪＩＳ Ｃ ０９２０（電気機械器具の防水試験及び固形物の侵入にたい

する保護等級）のうち［保護等級・４、種類・防まつ形］により試験を行

ったとき、灯器の内部に正常な動作を阻害する浸水がないものとする。

７．４．２ 高温試験

灯器を＋５５℃±２℃の環境条件下において、連続２４時間定格電流で

点灯させた後、灯器及び部材に変形、亀裂、腐食、破損及び緩みを生じな

いものとする。

７．４．３ 低温サイクル試験

灯器を－５５℃±２℃の環境条件下において、８時間以上放置、８時間

以上定格電流点灯を３回繰り返した後、灯器及び部材に変形、亀裂、腐食、

破損及び緩みを生じないものとする。（ランプにＬＥＤを用いるものにつ

いては－３５℃±２℃とする。）

７．４．４ 熱衝撃サイクル試験

灯器を常温環境下において定格電流で４時間以上点灯させた後、直ちに

温度差－１０℃以上の水（最低５℃）を投光面に７ .４ .１項の方法で１０

秒間以上散水したとき、灯器及び部材に変形、亀裂、腐食、緩み及び浸水

を生じないものとする。

７．４．５ 表面処理試験

灯器をＪＩＳ Ｃ ６００６８－２－５２（環境試験方法－電気・電子－

塩水噴霧 (サイクル )試験方法）のうち厳しさ２の方法で４回累計９６時間

以上実施したとき、灯器及び部材に腐食、損傷を生じないものとする。

なお、灯器の部品については、ＪＩＳ Ｃ ６００６８－２－１１（環境

試験方法 (電気・電子 )塩水噴霧試験方法）によるものとする。

点灯ユニット

不点模擬治具 LEDユニット

入力
開放部

制御部
入力部
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７．５ 耐航空機特性試験

７．５．１ 風速試験

５．４．１項に示された数値の風を、５分間灯器の側面から当てたとき

損傷、破損及び緩みを生じないものとする。

なお、本試験は模擬試験（風速計算を含む。）とすることができる。

７．５．２ 振動試験

定格電流で点灯させた灯器を試験機に取付け、光軸と平行方向に加速度

１６Ｇ、最大振幅１．２７ｍｍ以下、振動数１０～２００回／ secの 条件

下で１０分間行ったとき、灯器及び部材に亀裂、破損、緩み、電球の回転

や移動、フィラメントの変形及び電球の断芯を生じないものとする。

なお、光源に損傷を生じた場合は、新しい光源と交換した後、定格電流

で点灯させ、加速度を３Ｇとして再試験を行うものとする。

７．５．３ 脆弱性試験

灯器の光学系直下の灯体部に対して、約６８０Ｎ・ｍの水平静荷重を加

えたとき、確実に破損するものとする。

なお、荷重速度は、１分間当り約２２ｋｇとする。

７．６ 加速寿命試験

灯器を＋５５℃±２℃の環境条件下において、ランプの定格寿命時間の１

／２以上（ＬＥＤについては５００時間以上）連続して定格電流で点灯させ

た後、７．２．１項 (1)の光柱光度試験を行ったとき、最低平均光度の８０

％以上の光度を有するものとする。

また、灯器や部材に変形、膨れ、熱による損傷の形及び腐食が生じないも

のとする。
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８ 検 査

立会い検査は、表８のとおりとする。

表 ８ 検 査 の 項 目

種 別 Ａ 欄
Ｂ 欄 備 考

検 査 項 目 (ア ) (イ )

7.1 外 観 ・ 構 造 ５ ％ ５ ％ ○

7.2.1 光 柱 光 度 ５ ％ ５ ％ ○

7.2.2 色 度 １ 台 ５ ％ ○

7.3.1 絶 縁 抵 抗 ５ ％ ５ ％ ○

7.3.2 耐 電 圧 ５ ％ ５ ％ ○

7.3.3 過 電 流 点 灯 ○

7.3.4 誘 導 雷 ○

7.3.5 異常動作発報確認 ○

7.4.1 防 水 １ 台 １ 台 ○

7.4.2 高 温 ○

7.4.3 低 温 サ イ ク ル ○

7.4.4 熱 衝 撃 サ イ ク ル ○

7.4.5 表 面 処 理 ○

7.5.1 風 速 ○

7.5.2 振 動 ○

7.5.3 脆 弱 性 ○

7.6 加 速 寿 命 ○

注 1 A欄 (ア )に原則として監督官立会いの上行う試験項目を、Ａ欄 (イ )

に製造者が社内において行う試験・検査項目を、Ｂ欄に製造者が同一

設計で最初の製品について行う試験・検査項目を示す。

2 Ｂ欄○印は試験・検査の実施を示す。

3 検査対象品の５％の数が３個以下の場合、検査個数は最低３個とし、

検査対象品が３個未満の場合は全数とする。

4 Ａ欄 (イ )における光柱光度試験で、７．２．１ (３ )ウ項の副光柱の

検査数量は、５％（最低３台）とし、検査対象品が３個未満の場合は

全数とする。

９ 表示及び梱包

９．１ 表 示

９．１．１ 灯体表示

灯体には、次の事項を明確に表示する銘板を取付けるものとする。

また、灯器を構成する主要部品には、製造者名、部品名及び製造年月を
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表す管理記号を鋳造、刻印、不滅インク等で表示する。

型式・品名

製 造 年 月

製 造 番 号

製 造 者 名

９．１．２ 梱包表示

梱包の２側面には、適当な方法で次の事項を表示する。

型式・品名

数 量

製 造 者 名

９．２ 梱 包

運搬中損傷しないよう、十分な強度を有する木箱又はダンボ－ル等の適

切な方法で梱包する。

９．３ 取扱説明書

灯器及び内部構成部品の組立又は設置についての必要な取扱説明書を添

付する。

９．４ 工具類

灯器及び内部構成部品の組立、施工又は保守管理に特殊工具が必要な場

合には付属するものとする。
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第２章

Ｆ型標識灯仕様

（防灯仕 第 268号）





防灯仕 第２ ６ ８ 号

Ｆ型標識灯仕様書

平成 ３ ０年 １ ０月 １ １日 制定

防衛省 整備計画局 施設技術管理官
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図 ２ 灯器外形寸法図
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１ 適用範囲

本仕様書は 、進入灯 、滑走路灯 、滑走路末端灯等の埋込型標識灯 （以下 「 灯器 」

とい う 。 ） に適用する 。

２ 適用法規及び規格

航空法施行規則 （昭和 ２ ７年 ７月運輸省令第５ ６号 ）(1)
日本工業規格 （ Ｊ Ｉ Ｓ ）(2)
関 連 仕 様 書(3)
航空照明用プラグ ・ レセ ップ仕様書 防灯仕第 ５ ７号

航空照明用アダプタ－仕様書 防灯仕第１ ８ ８ 号

航空照明用ハロゲン電球仕様書 防灯仕第２ ３ １ 号

航空灯火用干渉膜透過フ ィルタ仕様書 防灯仕第２ ６ ４ 号

Ｆ型標識灯用埋込基台仕様書 防灯仕第２ ６ ９ 号

３ 用語の定義

灯 光 ：灯器によ っ て得 られ る光色の不動光をい う 。(1)
主 光 柱 ：規定された光度による灯光の広が り をい う 。(2)
副 光 柱 ：主光柱の外側において規定 された光度に よ る灯光の広が(3)

り をい う 。

光 柱 曲 線 ：光柱の広が りの範囲を示す曲線をい う 。(4)
最低平均光度 ：光柱曲線内の各点の光度を平均した値の要求下限値をい(5)

う 。

光 色 ： Ｊ Ｉ Ｓ ８ ３ ０ １ （ 航空標識の色 ）に規定する色度を有する灯(6) W
火の色をい う 。

定 格 電 流 ：光源に表示された電流をい う 。(7)
定 格 電 力 ：光源に表示された消費電力をい う 。(8)
寿 命 ：光源が点灯しな くなるまでの通算点灯時間をい う 。(9)
定 格 寿 命 ：長時間にわた り製造された同一型式の光源の平均値に基(10)

づいて公表された寿命をい う 。

４ 灯器の種類

本仕様書に規定する灯器の種類は、表 １の とお り とする 。
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表 １ 灯器の種類

灯 火 名 灯 光 灯器型色 光柱特性 外形寸法

センタ－ラ イン 可変白
進 入 灯 ＦＨ Ｕ－ ３ １ 図 ４ 図 ２*2

ク ロ スバ－ 可変白

進入端 緑 ＦＨ Ｕ－ ３ ３ 図 ５*2

滑走路末端灯 終 端 赤 ＦＨ Ｕ－ ３ ４ 図 ６ 図 ２*2

進入端／終端 緑／赤 ＦＨ Ｂ－ 図 ５ ６ 図 ２33/34*2 .

滑走路末端
緑 ＦＨ Ｕ－ ３ ５ 図 ７ 図 ２*2

補助灯

滑 走 路 灯 可変白／黄 ＦＨ Ｂ－ ３ ６ 図 ８ 図 ２*1

注 灯器の型式は下記の例による 。

Ｆ Ｈ Ｕ － ３ １ Ⅱ

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

第 １項 第 ２項 第 ３項 第 ４項 第 ５項 第 ７項

第 ７項 Ⅱ ：除雪対策型灯器 （表中＊ １によ る ）

た だ し 、 調整 リ ン グ 、 保護枠で対応する灯器は表中＊ ２ で示す 。

第 １項

第 ２項

第 ３項

第 ４項

第 ５項

(Flush Type)Ｆ ：埋込型を示す。

(High intensity)Ｈ ：高光度

(Uni- directional)Ｕ ： １方向

(Bi- directional)Ｂ ： ２方向

３ ： Ｃ Ａ Ｔ－Ⅲ対応灯器

－１ ：進入灯 （センタ－ライン 、 ク ロ スバ－ ）

－ ３ ：滑走路末端灯 （進入端 ）

－ ４ ：滑走路末端灯 （終 端 ）

－ ５ ：滑走路末端補助灯

－６ ：滑走路灯
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５ 基本性能

５ １ 光学性能.
５ １ １ 灯 光. .

灯光は表１及び表 ２に示す光色の不動光とする 。(1)
光色は Ｊ Ｉ Ｓ Ｗ ８ ３ ０ １ （ 航空標識の色 ）に規定された色度範囲 （図 ３参照 ）(2)
とする 。

表 ２ 光色の種類

光 色 光色の種類

赤 図３の赤

緑 図 ３の緑

黄 図 ３の黄

可変白 図３の可変白

注 定格光度の ５％まで減光した場合も適合する こ と 。

５ １ ２ 光柱特性. .
灯器の光柱光度は 、定格電流で点灯し 、図 ４～ ８に示す特性を有するもの(1)
とする 。

前項に示す光柱曲線内の実測光度は、最低平均光度の ０ ５倍以上であ り 、(2) .
実測平均光度の １ ５倍以内とする 。.
灯光窓部に雨水が滞留した と きの平均光度は 、最低平均光度の ７ ０％以上(3)

とする 。

５ ２ 電気的特性.
灯器の定格電流は６ ６ Ａ と し 、導電部の通電容量は定格電流の １ ５倍 とす(1) . .
る 。

灯器は 、電球断芯時に生ずる絶縁変圧器の二次解放電圧に耐え、 ７ ３項を(2) .
満足するもの とする 。

灯器の定格電力は 、表 ３に示す値を標準とする 。(3)
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表 ３ 定格電力及び適合電球

灯 器 型 色 定格電力 適 合 電 球(w)

275 . w 3ＦＨＵ－ ３ １ Ｊ Ｆ ６ ６ Ａ ２ ７ ５ Ｓ Ｆ

200 . w 3ＦＨＵ－ ３ ３ Ｊ Ｆ ６ ６ Ａ ２ ０ ０ Ｓ Ｆ
１方向型

150 . w 3ＦＨＵ－ ３ ４ Ｊ Ｆ ６ ６ Ａ １ ５ ０ Ｓ Ｆ

275 . w 3ＦＨＵ－ ３ ５ Ｊ Ｆ ６ ６ Ａ ２ ７ ５ Ｓ Ｆ

200 (33) *1 . w 3Ｊ Ｆ ６ ６ Ａ ２ ０ ０ Ｓ Ｆ
33 34ＦＨ Ｂ－ ／

150 (34) *1 . w 3Ｊ Ｆ ６ ６ Ａ １ ５ ０ Ｓ Ｆ
２方向型

100 . w 3ＦＨ Ｂ－ ３ ６ Ｊ Ｆ ６ ６ Ａ １ ０ ０ Ｓ Ｆ(1 )方向当たり

150 . w 3ＦＨ Ｂ－ ３ ６Ⅱ Ｊ Ｆ ６ ６ Ａ １ ５ ０ Ｓ Ｆ(1 )方向当たり

注 ＊１ （ ）内は灯火側を示す 。1
Ｆ Ｈ Ｂ－ ３ ６ Ⅱ型以外のⅡ型 （除雪対策型灯器 ）は 、他 と同じ とする 。2

５ ３ 耐環境特性.
５ ３ １ 防水性. .

７ ４ １項の試験を満足するものとする 。. .

５ ３ ２ 周囲温度. .
－５ ５℃～＋ ５ ５℃の環境下において連続使用ができる もの とする 。(1)
７ ４ ２項 、 ７ ４ ３項の試験を満足するもの とする 。(2) . . . .

５ ３ ３ 温度衝撃. .
７ ４ ４項の試験を満足するものとする 。. .

５ ３ ４ 湿 度. .
７ ４ ５項の試験を満足するものとする 。. .

５ ３ ５ 耐食性. .
７ ４ ６項の試験を満足するものとする 。. .

５ ４ 耐航空機特性.
５ ４ １ 荷 重. .

７ ５ １項 、 ７ ５ ２項 、 ７ ５ ３項の試験を満足するもの とする 。. . . . . .

５ ４ ２ 機械的衝撃. .
７ ５ ４項の試験を満足するものとする 。. .

５ ４ ３ 水衝撃. .
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７ ５ ５項の試験を満足するものとする 。. .

５ ４ ４ 振 動. .
７ ５ ６項の試験を満足するものとする 。. .

５ ５ 温度性能.
７ ６項の試験を満足するもの とする 。.

５ ６ 加速寿命.
７ ７項の試験を満足するもの とする 。.

５ ７ 灯器システム性能.
５ ７ １ 標準化と構成. .

灯器の保全作業をよ り容易にするために 、灯器の各部は整合性を考慮した(1)
もの とする 。

灯器を構成する部品群は、共通部品の割合を高く し 、各種部品の組み替え(2)
に よ り 異 なっ た種類の光柱が得 られ る よ う 標準化が図 られてい る も の と す る 。

なお 、標準構成は表４の とお り とする 。

光源の定格電力は 、適切な値に標準化されているもの とする 。(3)

表 ４ 灯器の標準構成表

構 成 部 品 記 事

光 源

灯 器 光 学 系

灯 体

調整リング

基 台 防灯仕第２ ６ ９ 号による

５ ７ ２ 保全性能. .
灯器は 、現場における灯体の交換及び保全作業が容易に行えるもの とする 。(1)
灯体を現場で調整 リングから着脱して も 、湿度が灯体内部に侵入しないも(2)

のとする 。

灯体を調整 リングに設置する際に、その都度光軸調整を必要と しないもの と(3)
する 。

灯体 （光源 、光学系を含む ）の重量は 、 １ ２ ｇ以下 とする 。(4) k
灯器の保全作業にあた り 、分解 ・ 点検及び交換が容易に行える もの とする 。(5)

５ ７ ３ 互換性能 と標準寸法. .
構成部品又は部品組立は 、図 １に示す各種灯器相互の互換性を有する も(1)

のとする 。

灯体及び調整 リングは 、基台 との整合性を確保するため 、 「 Ｆ型標識灯用埋(2)



1 － 2 － 6

込基台仕様書 」 （防灯仕第 ２ ６ ９ 号 ） に示す寸法を標準とする 。

５ ７ ４ 隣接機材 との整合. .
灯体は、基台の上に調整 リングを設け、正確に取付けられるものとする 。(1)
灯体及び調整 リングを基台に取付けたとき 、基台内に雨水が侵入しないも(2)
のとする 。

５ ７ ５ 構造仕様. .
灯器の構造は堅牢かつ強固なもの と し 、航空機の運航等の外的要因によっ(1)
て本仕様書の規定する性能が損なわれないもの とする 。

積雪寒冷地域用の灯器は 、除雪機材に取付けられた硬質ウレタンゴム排雪(2)
板によ り損傷しないもの とする 。

硬質ウレ タンゴム排雪板の仕様は 、次の とお り とする 。(3)
比 重 ： １ ２ ７± ０ ０ １. .
硬さ Ｊ Ｉ Ｓ ： ９ ０ ± ２( )

%反発弾性 ： ５ ０

６ 仕様及び細部性能

６ １ 光学系.
６ １ １ 構 成. .

光学系は、光源 、レンズ 、カ ラ－フ ィル タ 、反射鏡及びソケ ッ ト等によ り構成(1)
されているもの とする 。

ただし 、光色が航空可変白の場合は、カ ラ－フ ィルタを含まない 。

部品の交換及び点検が容易であ り 、点検後の組立に際し特別の光柱調整(2)
を必要と しないもの とする 。

灯器は 、光学系部品を交換するこ とによって 、異なった光柱をもつ灯器に組(3)
み替えが可能なもの とする 。

また 、光学系はユニッ ト型 と し 、一括交換ができる もの とする 。

６ １ ２ 光 源. .
電球は 、 「航空照明用ハロゲン電球仕様書 」 （ 防灯仕第 ２ ３ １ 号 ） に よ る もの

とする 。なお 、適合電球は表３によ る 。

６ １ ３ レ ンズ. .
材質は耐熱ガラス と し 、 ７ ４項 、 ７ ５項の試験を満足するものとする 。(1) . .
切削加工を加える場合は 、 ク ラ ッ ク を生じないよ うに仕上げられてお り 、 また 、(2)
必要に応じて強化処理が行われているもの とする 。

６ １ ４ フ ィルタ. .
フ ィル タは 「航空灯火用干渉膜透過フ ィルタ仕様書 」 （ 防灯仕第 ２ ６ ４ 号 ） に

よ る 。
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６ １ ５ 反射鏡. .
光学特性を低下させる傷 、汚れ 、色むら及び粉ふき等がな く 、対温度性 、耐(1)
候性を有するもの とする 。

材質は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｈ ４ ０ ０ ０ （ ア ル ミ ニ ウ ム及びアル ミニ ウ ム合金の板及び条 ）(2)
に規定されたＡ １ ０ ８ ０ Ｐ又は同等以上とする 。

反射面は必要に応じ電解研磨を行い、その後は Ｊ Ｉ Ｓ Ｈ ８ ６ ０ １ （ アル ミニウ(3)
ム及びアル ミニ ウ ム合金の陽極酸化皮膜 ） 等に よ る処理が施 されている も の

とする 。

６ ２ 灯 体.
６ ２ １ 仕 様. .

灯体は、航空機の荷重を受ける灯体部 と 、部品交換等のための開閉部よ り(1)
構成されているもの とする 。

灯体は、光源及び光学系を収納し 、開閉部を開閉するこ とによ り 、光源と光(2)
学系部品を容易に交換できる もの とする 。

灯体の内部に容易に湿気が侵入しないもの とする 。(3)
灯体は、保全作業にあた り容易に分解組立ができる もの とする 。(4)
除雪対策型灯器は 、除雪機材が装着したゴム排雪板による レンズへの直(5)

撃を防止するこ とができる もの とする 。

なお 、対策は表 １に示された灯器の うち

＊ １の灯器は 灯体 リブ補強

＊ １以外の灯器は 保護枠と調整 リング

による ものとする 。

リ － ド線が灯体を貫通する部分には、適切な防水及び絶縁処理を施したも(6)
のとする 。

航空機のタイヤが接触する灯体上面角部は、滑らかな丸みを有し 、航空機(7)
のタイヤに損傷を与えないものとする 。

灯体と調整 リングを組合わせた灯器の地上突出高さは、表 ５の値以下とす(8)
る 。

表 ５ 灯器の地上突出高

項 目
地上突出高 備 考

灯器型式

ＦＨ型 以下 ただし 、 Ⅱについては 以下30mm FHB-36 25mm

６ ２ ２ 性 能. .
灯体は 、 ５ ３ 項 、 ５ ４ 項の性能を満足するに必要な強度を有するもの とする 。(1) . .
フランジ面に接する面は、気密保持に必要な平面滑度を有するもの と し 、 ま(2)
た 、その他の面は滑らかな形状 とする 。

灯体の材質は耐食性に優れ、 ５ ７ ２ 項を満足するアル ミニウム合金又は(3) . . (4)
同等以上のもの とする 。
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リ－ ド線およびこれに付属するプラグ並びに電球ソケ ッ トは 、 ６ ４項によ る も(4) .
のとする 。

６ ２ ３ 調整 リング. .
調整リングは 、基台上に堅固に設置され 、灯体等を容易に据付け又は着脱(1)
できる ものとする 。

調整 リングの外周辺は、ほぼ同一レベルで舗装面に接し 、図 ２に示す灯体(2)
表面とほぼ同じ勾配で立上が り 、 その中央部に灯体を定められた突出高で

正確な方向に設置できる もの とする 。

なお 、調整 リ ン グ内径 と灯体表面の勾配とは著 しい段差が生じ ない もの と

する 。

(3) . . . . (3)調整リングは ５ ３項 、 ５ ４項の性能を有するもの と し 、その材質は ６ ２ ２

項を満足するもの とする 。

灯体と基台又は間座と接する接触面は、気密保持に必要な平面滑度を有(4)
するもの とする 。

表面処理を施す場合は、 ６ ５ 項による もの とする 。(5) . (3)
調整リングは 、基台に取り付ける際に 、光軸を調整 （水平± ５度 ） で き る もの(6)
とする 。

６ ２ ４ 基 台. .
「 Ｆ 型標識灯用基台仕様書 」 （防灯仕第 ２ ６ ９号 ） によ る もの とする 。

６ ３ 共通機械部品.
６ ３ １ ガ スケッ ト. .

ガスケ ッ トの材質は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｂ ２ ４ ０ １ （ Ｏ リ ング ）に規定された ４種 Ｃ以上の(1)
物理的性能を有するもの とする 。

Ｏ リ ン グを使用する場合は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｂ ２ ４ ０ １及び Ｊ Ｉ Ｓ Ｂ ２ ４ ０ ６ （ Ｏ リ ン グ取(2)
付け溝部の形状 ・寸法 ）の規定に準じて設計されたものとする 。

６ ３ ２ ボル ト ・ ナ ッ ト類. .
灯体に使用するボル ト ・ナ ッ ト類は Ｊ Ｉ Ｓ Ｇ ４ ３ ０ ３ （ ス テンレ ス鋼棒 ）に規定(1)

された 、 、 、 と し 、構造上必要と される締付SUS 410 SUS 416 SUS 304 SUS XM7
け トル クに耐えるもの とする 。

なお 、 、 にあっては、導電部に使用されるものを除き 、黒SUS 410 SUS 416
色酸化皮膜処理を施すもの とする 。

灯体以外に使用されるボル ト ・ ナ ッ ト及びワ ッシ ャは 、導電部に使用される(2)
ものを除き とす る 。SUS 304
ボル ト ・ ナ ッ ト類は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｂ ０ ２ ０ ５ （ メ － トル並目ねじ ）及び Ｊ Ｉ Ｓ Ｂ ０ ２ ０ ９(3)

（ メ － トル並目ねじの許容限界寸法及び公差 ）に規定された メ－ トル並目ね

じで 、 ３級以上に仕上げされたもの とする 。

かみつきを生じやすいボル ト ・ ナ ッ ト類には 、かみつき防止処理を施すもの(4)
とする 。
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６ ４ 共通電気部品.
６ ４ １ ソ ケ ッ ト. .

ソ ケ ッ トは 「航空照明用ハロゲン電球仕様書 」 （ 防灯仕第 ２ ３ １号 ）に よる口(1)
金に適合したものとする 。

ソ ケ ッ ト は 、容易に電球を着脱できる もの と し 、電球の発熱によって異常を(2)
生じないものとする 。

電気接触部は 、 ５ ２ 項の通電容量を満足する材料による もの と し 、接触(3) . (1)
面は適切な形状を有するもの とする 。

金属部分は 、 ６ ５項によ る ものとする 。(4) .

６ ４ ２ リ－ ド線. .
灯体外部のリ－ ド線は、必要 と される端末処理 （ Ｐ－ ３ Ｃ型レセップタ クルに(1)
適合するプラグ等 ）がな されているもの とする 。 こ の リ－ ド線の固定部は 、通

常発生する リ－ ド線への張力に耐え 、灯器の気密性 、絶縁性が保持されてい

るもの とする 。

リ－ ド線は、 ２ 以上の軟銅よ り線 と し 、 ７ ３項を満足する電線とする 。(2) mm .2

なお、電線は必要な可 と う性を有するもの とする 。

導電接続部を設ける場合は 、外部配線とのプラグ ・ レセ ップ接続を除き灯体(3)
内とする 。

接続部は電気的 、機械的に確実に接続がなされているもの とする 。

絶縁材料は、使用温度に充分耐えられるもので 、かつ 、吸湿性の少ない電(4)
気的特性の良好なもの とする 。 ま た 、表面が切削等の加工によ り吸湿性が大

き くな る場合は、適切な表面処理を行 う もの とする 。

プラグは 、 Ｐ－ ３ Ａ型プラグ と同等以上の性能を有し 、かつ 、十分な接合が(5)
確保できる もの とする 。

灯器内に ２個の電球 と ソケ ッ ト及び ２個のプラグを有する場合は、プラグ 、 ソ(6)
ケ ッ ト取付け部には一対であるこ と を示す記号等を付する ものとする 。

６ ４ ３ バ イパス回路. .
フ ィルムカッ トア ウ ト を取付けるこ とができる構造とする 。

６ ５ 金属部分.
使用金属は、耐候性、耐食性に優れたもので 、 また 、耐候性、耐食性を向(1)
上させる表面処理が施されたもの とする 。

電解腐食を生じやすい異種金属接触部分には、金属メ ッキその他の方法(2)
によ り腐食防止処理が施されているもの とする 。

表面処理を施す場合は 、表 ６を標準とし 、使用場所によって耐摩耗性及び(3)
耐熱性等を考慮する と と も に 、 必要によ っては防錆塗装が施 されてい る も の

とする 。
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表 ６ 金属部分の表面処理

素 地 関 連 規 格

ア ル ミ ニ ウ ム Ｊ Ｉ Ｓ Ｈ ８ ６ ０ １ に規定するもの

銅及び銅合金 Ｊ Ｉ Ｓ Ｈ ８ ６ １ ７ に規定する １種 ３級又は ２種 ３級

Ｊ Ｉ Ｓ Ｈ ８ ６ １ ０ に規定する ２種 ４級

Ｊ Ｉ Ｓ Ｈ ８ ６ １ ５ に規定する ３種
その他の素地

Ｊ Ｉ Ｓ Ｈ ８ ６ １ ７ に規定する ２種 ４級

Ｊ Ｉ Ｓ Ｈ ８ ６ ４ １ に規定するもの

６ ６ 塗 装.
舗装表面に露出する部分の塗装色は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｗ ８ ３ ０ １ （ 航空標識の色 ） に規

定された標識色 （航空黄赤色 ）又は無彩色系とする 。

７ 試 験

７ １ 外観 ・構造.
構造 ・寸法 、仕上げ 、塗装 、重量及び部品の着脱性が 、本仕様書に適合する

もの とする 。

７ ２ 光学特性試験.
７ ２ １ 光柱光度 （副光柱を含む ）試験. .

光柱光度試験は、定格電流で特性が安定するまで点灯させ 、 ５ ｍ以上の距(1)
離で規定された光色の光度を測定する 。 こ の と き 、灯器の中心軸は正確に

調整されているもの とする 。

なお 、照度を測定する場合は 、受光器の種類によ り色補正を行い 、測定

値を光度に換算するもの とする 。

主光柱の実測平均光度は 、図 ４～ ８に示す最低平均光度以上であ り 、かつ 、(2)
５ １ ２ 項に適合するもの とする 。. . (2)
また 、実測平均光度の算出方法及び測定位置並びに副光柱光度の測定

位置は、次の 、 の各項による 。(4) (5)
投光窓部が舗装面よ り下になる部分がある場合は 、その部分を遮蔽して前(3)
項 の測定を行い、 ５ ･１ ･２ 項を満足するもの とする 。(2) (3)
測定点は次によ り選定するもの とする 。(4)

ア 前面平均の測定点 （同一設計製品における初回検査 ）

光度は 、主光柱においては水平角 ・鉛直面 と もに ２ 度以下の間隔とす る 。

ただし 、最低 ９点以上 となるよ う間隔を調整するもの とする 。

イ ５点平均の測定点 （納入検査時 ）

主光柱は 、水平角 、鉛直角 と もに光柱の中心と 、光柱曲線の光柱軸 と交

わる ４点の計 ５点 とする 。
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ウ 副光柱の測定点

副光柱においては 、光柱曲線の光柱軸と交わる上を ４点 とする 。

ただし 、鉛直角 ０度以下の点が存在する場合は除外して 、 ３点 とする 。

光柱光度の計算方法と結果(4)
ア 光柱光度の計算結果は、 ５ １ ２項に適合するものとする 。. .
イ 測定機器が照度計の場合は、下記の式で光度の換算をする 。

2光度 ＝照度 ×測定距離(cd) (lx) (m)
ウ 実測平均光度の計算

ｱ 全面平均の計算方法)
Σ ｎI

計算式 ： 実測平均光度 ＝(cd)
(n)測定点

(cd)Ｉ ｎ ： 各測定点の実測光度

ｲ ５点平均の計算方法)
1 o n4 Ｉ ＋ Ｉ

計算式 ： 実測平均光度 ＝ Σ(cd)
4 2Ｉ =1

o (cd)Ｉ ： 光柱中心の実測光度

n (cd)Ｉ ： 光柱曲線上の光度

７ ２ ２ 色度試験. .
フ ィル タを装着 し 、定格電流で特性が安定するまで点灯させた後 、色度を測

定し 、 ５ １ １ 項に適合するもの とする 。. . (2)

７ ３ 電気特性試験.
７ ３ １ 絶縁抵抗試験. .

次項の耐電圧試験の前後 、 光源を外 し た導電部一括 と灯体 （ 非導電部 ）

間を ５ ０ ０ 絶縁抵抗計で測定した と き 、 ３ ０ＭΩ以上とする 。v

７ ３ ２ 耐電圧試験. .
光源を装着した導電部一括と灯体 （非導電部 ）間に 、周波数 ５ ０ 又は ６ ０Hz

Ｈ ｚ の正弦波に近い交流電圧 １ ５ ０ ０ を １分間印加した と き 、 これに耐えるも, v
のとする 。

７ ４ 耐環境試験.
７ ４ １ 漏洩試験. .

気密構造に設計されている部分は 、給気口を設けた試験用治具を準備し 、

灯器を組立てた状態で水中に浸し 、空気圧 １ ５ ／ （ １ ４ ７ ） を １分. kg cm kPa２

間以上供給した と き 、漏洩がないもの とする 。

ただし 、本試験は機械的衝撃試験後に行 う もの とする 。

７ ４ ２ 高温試験. .
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灯器を＋ ５ ５℃± ２℃の環境条件下において 、連続 ２ ４時間定格電流で点

灯させた後 、灯器及び部材に変形 、亀裂、腐食、破損及び緩みを生じない も

の とする 。

７ ４ ３ 低温サイクル試験. .
灯器を水中に浸 し 、 － ５ ５ ℃± ２℃の環境条件下において 、 ２ ４ 時間放置 、

３ ０ 分又は氷が溶ける まで定格電流で点灯させ 、 これを ３回連続 して繰 り返

し た と き 、 灯器及び部材に変形 、 亀裂 、腐食 、破損及び浸水等を生 じ ない

もの とする 。

７ ４ ４ 温度衝撃サイクル試験. .
灯器を常温環境下において ４時間定格電流で点灯させた後 、直ちに温度

５℃以下で深さ ３ ０ の水中に ４時間以上放置する 。 これを ３回繰 り返した とcm
き 、灯器内部への浸水 、 レ ンズの破損及びその他部品に損傷が生じない もの

とする 。

７ ４ ５ 高湿試験. .
灯器を温度 ８ ０℃ 、 湿度 ９ ０％以上の環境条件下で ３ ６ ０ 時間以上放置した

と き 、灯器及び部材に損傷、腐食その他異常が生じないもの とする 。

７ ４ ６ 表面処理試験. .
灯器は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｚ ２ ３ ７ １ （ 塩水噴霧試験方法 ） に規定 された方法で ９ ６時間

実施した と き 、腐食及び錆の発生がないものとする 。

( )なお、灯器の部品については Ｊ Ｉ Ｓ Ｃ ０ ０ ２ ３ （ 環境試験方法 電気 ・電子

塩水噴霧試験方法 ）に よる もの とする 。

７ ５ 耐航空機特性試験.
７ ５ １ 垂直静荷重試験. .

灯器を試験器に取付け 、硬度 （ シ ョ ア－の硬 さ ） ５ ０ ～ ７ ０ の ゴ ム ブ ロ ッ ク と 、

ゴ ムブ ロ ッ クの荷重を均一にするため灯器外形と等しい金属板を介して試験

を行 う も の とす る 。なお 、 ゴムブロ ッ ク及び金属板の寸法等は表 ７に よ る もの と

す る 。

荷重を毎分 ４ ４ （ ４ ， ５ ０ ０ ｇ ｆ ） 以下の速さで規定値に達するまで加えたkN k
と き 、有害な変形、亀裂、破損、剥離及び脱落を生じないものとする 。

荷重規定値は、灯器の上面投影面積に対し ３ ２ ／ （約 ３ １ ３ ０ ） とkgf cm kPa2

する 。

表 ７ ゴムブロ ッ ク等の寸法

(cm) (cm)ゴムブロ ッ クの寸法 金属板の寸法
灯 器

直 径 厚 さ 直 径 厚 さ

ＦＨ型 ４ ０ ３ ８ ４ ０ 以上. 0.9
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７ ５ ２ 水平静荷重試験. .
光軸方向に １ ３ ６ ０ （ 約 １ ３ ） の荷重を ２ ０回繰 り返し加えたと き 、有害, kgf kN
な変形 、亀裂、剥離及び脱落等を生じないもの とする 。

７ ５ ３ 機械的衝撃試験. .
灯器を厚さ 、 １ 平方の鋼板又は厚さ １ ０ 以上のコン ク リ－ トベ－2.5cm m cm

. Kgス上に設置し 、定格電流によ り ２時間以上点灯させた後、灯体中心部に ２ ３

の鋼球を １ ８ の高さから ５分間隔で １ ０回落下させる 。. m
こ の と き 、 光学系に損傷や部品の位置ずれがな く 、 かつ 、 ７ ４ １ 項 を満足. .

するもの とする 。

７ ５ ４ 水衝撃試験. .
灯器を水深 １ ５ の深さに浸し 、 レンズ部分に直径４ ５ のピス ト ンを も. cm . cm

つシ リンダを置 き 、 ピ ス ト ン上方 １ ８ の高 さか ら ２ ３ の鋼球を ５回落下. m . Kg
させる 。なお 、シ リ ンダ内には空気がないもの とする 。

試験後、 ７ ２ １ 項の試験を満足するもの とする 。. .

７ ５ ５ 振動試験. .
光源部を短絡 した灯器を試験器に取付け 、定格電流を流し 、表 ８の振動数

と加速度の条件で、次の ３方向にそれぞれ １ ０分間加える 。

ア 上下に振動させる 。

イ 水平に振動させる 。振動方向は、投光方向と平行とする 。

ウ 水平に振動させる 。振動方向は、投光方向と垂直とする 。

表 ８ 振動条件

加速度段階 振 動 数 最大復振幅

～ 回／ 以下10 G 20 500 sec 1.27mm

～ 回／ 以下15 G 500 2,000 sec 1.27mm

その結果、次の異常がないもの とする 。

ｱ 試験中電流の断続がない 。)
ｲ 構成部品に機械的損傷がない 。)
ｳ 構成部品又はねじ類の緩みがない 。)
ｴ 電球のフ ィ ラ メ ン トの変形、移動並びに回転がない 。)

また 、試験の結果、電球の外面又はフ ィ ラ メ ン トが損傷した場合は 、 これを

交換した後 、再び前項の姿勢で電流は流さずに ２ ０～ ２ ０ ０ ０ 回／秒の範囲で

加速度３Ｇにて １ ０分間振動させたとき 、異常を生じないものとする 。
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７ ６ 表面温度試験.
灯器を側面及び下面共 １ ２ ５ ｃ ｍ 以 上の厚 さ の乾燥砂中に固定す る 。.
なお 、 こ の と き の 環境は無風状態 とす る 。

灯器は、定格電流で ２時間以上連続点灯させた後、厚さ 以上のゴムシ－5mm
ト で 灯器上部を覆い 、灯器上面 と ゴムシ－ ト と の間に熱電対を挿入 し温度を測

定する 。 また 、放射熱による表面温度の上昇値が大きい灯器については 、航空

機のゴム タ イヤ片を灯光窓部に走行状態に近似して置 き 、ゴ ム タ イヤ片の灯光

の当たる部分に直射光を受けない処置をした熱電対を挿入して温度を測定する 。

いずれの場合も １ ０分後の温度上昇値は１ ３ ０℃を越えない もの とする 。

７ ７ 加速寿命試験.
灯器を側面及び下面共 １ ２ ５ ｃ ｍ以上の厚さの乾燥砂中に固定し 、上面は灯.

器がか くれ る程度に乾燥砂をふ りかけ る 。 ただ し 、 舗装面 よ り 上にな る部分の

灯光窓は砂を取 り 除い て も よ い も の と す る 。

. .この状態で 、電球の定格寿命時間の １／ ２以上連続して点灯させた後 、 ７ ２

１項の光柱光度試験を行った と き 、最低平均光度の ８ ０％以上の光度を有する も

の とする 。

ま た 、 灯器に変形 、膨れ及び熱によ る損傷の形跡並びに腐食が生じない もの

とする 。

８ 検 査

立会い検査は 、原則 と し て監督官立会いの うえ行 う もの と し 、項目は表 ９の とお

り とする 。
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表 ９ 検査の項目

種 別 Ａ 欄
Ｂ 欄 備 考

( ) ( )検 査 項 目 ア イ

外 観 ・ 構 造 ５ ％ 全 数 ○7.1

7.2.1 4光 柱 光 度 全 数 ○ 注

色 度 １ 台 ５ ％ ○7.2.2

絶 縁 抵 抗 ５ ％ 全 数 ○7.3.1

耐 電 圧 ５ ％ 全 数 ○7.3.2

漏 洩 ５ ％ 全 数 ○7.4.1

高 温 ○7.4.2

低温サイ クル ○7.4.3

温度衝撃ｻｲｸﾙ ○7.4.4

高 湿 ○7.4.5

表 面 処 理 ○7.4.6

垂 直 静 荷 重 ○7.5.1

水 平 静 荷 重 ○7.5.2

機 械 的 衝 撃 ○7.5.3

水 衝 撃 ○7.5.4

振 動 ○7.5.5

表 面 温 度 ○7.6

加 速 寿 命 ○7.7

注 Ａ欄 ア に原則と して監督官立会いの うえ行 う検査項目を 、 Ａ欄 イ に1 ( ) ( )
製造者が社内において行 う試験 ・検査項目を 、 Ｂ欄に製造者が同一

設計で最初の製品について行 う試験 ・検査項目を示す。

Ｂ欄○印は試験 ・検査の実施を示す。2
検査対象灯器の ５％の数が３個以下の場合 、検査個数は最低限３個と3
する 。

社内検査時における光柱光度試験の うち 、 ５ １ ２項 の冠水と 、 ７ ２ １4 . . (3) . .
項 ウの副光柱の検査数量は、 ５％ （最低 ３台 ） とする 。(4)
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９ 表示及び梱包

９ １ 表 示.
９ １ １ 灯体表示. .

灯体には、次の事項を明確に表示する銘板を取付けるもの とする 。

ま た 、灯器を構成する主要部品には 、製造者名 、部品名 、製造年月を表す

管理記号を鋳造、刻印 、不滅インク等で表示する 。

型式 ・品名

製 造 年 月

製 造 番 号

製 造 者 名

９ １ ２ 梱包表示. .
梱包の２面側には、適当な方法で次の事項を表示する 。

型式 ・品名

数 量

製 造 者 名

９ ２ 梱 包.
運搬中損傷しない よ う 、 充分な強度を有する木箱又はダンボ－ル等の適切な

方法で梱包する 。

９ ３ 取扱説明書.
灯器及び内部構成部品の組立又は設置についての必要な取扱説明書を添

付する 。

９ ４ 工具類.
灯器及び内部構成部品の組立 、施工又は保守管理に特殊工具が必要な場合

には特記によ り付属する ものとする 。
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１ 適用範囲

本仕様書は、埋込式標識灯（Ｆ型標識灯及びＬ型標識灯）の基台に適用する。

２ 適用法規及び規格

(1) 航空法施行規則 （昭和２７年７月運輸省令第５６号）

(2) 日本工業規格 （ＪＩＳ）

(3) 関 連 仕 様 書

Ｆ型標識灯仕様書 防灯仕第２６８号

Ｌ型標識灯仕様書 防灯仕第２８６号

３ 基台等の種類

(1) 基台の種類と寸法は、表１－１及び図２～４によるものとする。

表 １－１ 基 台

灯器型式 品名 ･種類 深 さ (mm) 寸法図 備 考

５５０±５
基台 Ａ 図 ２ 変圧器外置型

５５５±５※
ＦＨ型、Ｌ型

６２０±５ 図 ３
〃 Ｂ 変圧器収納型

６５０±５※ 図 ４

※印は積雪地仕様を示す。

(2) 間座の種類は表１－２及び図５によるものとする。

表 １－２ 間 座

灯器型式 品名・種類 厚さ (mm) 寸法図 備 考

Ｌ型 Ｌ３型間座Ｃ ５ｍｍ 図 ５

４ 基本性能

基台及び間座は下記の特性に適合するものとする。

４．１ 耐環境特性

４．１．１ 周囲温度

周囲温度－５５℃～＋５５℃の環境下において、連続使用ができるもの

とする。

４．１．２ 気密性

６ .２ .１項の試験を行ったとき、これに適合するものとする。

４．１．３ 耐食性

６．２．２項の試験を行ったとき、これに適合するものとする。
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４．２ 耐航空機荷重特性

４．２．１ 荷 重

６ .３ .１及び６ .３ .２項の試験を行ったとき、これに適合するものとす

る。

４．３ 標準寸法

４．３．１ 標準寸法

(1) 基台は、図１に示す各種の灯器に対応できるものとする。

(2) 調整リングと基台及び間座との整合性を確保するため、図２に示す

寸法により標準化を行うものとする。

４．３．２ 隣接機材との整合

灯体を、基台の上に調整リング及び必要に応じて間座を介して正確に取

り付けられるものとする。

４．３．３ 構造仕様

基台の構造は堅牢かつ強固なものとし、航空機の運航等の外的要因によ

って、本仕様書に規定する性能が損なわれないものとする。

５ 仕様及び細部性能

５．１ 共通部品

５．１．１ ガスケット

(1) ガスケットの材質は、ＪＩＳ Ｂ ２４０１（Ｏリング）に規定され

た４種Ｃ以上の物理的特性を有するものとする。

(2) Ｏリングを使用する場合は、ＪＩＳ Ｂ ２４０１及びＪＩＳ Ｂ ２

４０６（Ｏリング取付け溝部の形状・寸法）の規定に準じて設計され

たものとする。

５．１．２ ボルト、ナット類

(1) 基台及び調整リング用ボルトの材質は、ＪＩＳ Ｇ ４３０３（ステ

ンレス鋼棒）に規定された SUS410以上の機械的強度と耐食性を有する

もので、かつ、実用上必要とする締付けトルクに耐えるものとする。

(2) 前 (1)以 外のボルト、ナット及びワッシャの材質は、 SUS304以 上と

する。ただし、工事中の仮止め等に使用するボルト類は除くものとす

る。

(3) ボルト、ナットのねじは、ＪＩＳ Ｂ ０２０５（メ－トル並目ねじ）

及びＪＩＳ Ｂ０２０９（メ－トル並目ねじの許容限界寸法及び公差）

に規定されたメ－トル並目ねじで、３級以上に仕上げされたものを使

用する。

(4) ボルト、ナット類は、緩みを生じにくい処置を講じたものとする。

(5) かみつきを生じやすいボルト、ナット類には、かみつき防止処理を

施すものとする。
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５．１．３ 金属部分

(1) 使用する金属は、耐食性に優れた材料又は耐食性を向上させる表面

処理を施したものとする。

(2) 表面処理方法は表３を標準とし、使用場所、目的によって適した耐

摩耗性 や耐温度性等を考慮するものとする。

また、必要により防錆（耐熱）塗装を施すものとする。

(3) 異種金属間の接触による電解腐食を生じやすい金属を使用する場合

は、金属めっきその他の方法による防止を図るものとする。

(4) 舗装面に露出する部材の塗装色は、ＪＩＳ Ｗ ８３０１（航空標識

の色）に規定された標識色（航空黄赤色）又は無彩色系とする。

表 ３ 金属部分の表面処理

素 地 関 連 Ｊ Ｉ Ｓ

アルミニウム ＪＩＳ Ｈ ８６０１ に規定するもの

ＪＩＳ Ｈ ８６１０ に規定する２種４級

ＪＩＳ Ｈ ８６１５ に規定する３種
その他の素地

ＪＩＳ Ｈ ８６１７ に規定する２種４級

ＪＩＳ Ｈ ８６４１ に規定するもの

５．２ 基 台

(1) 基台は、埋込配管工法による舗装面の開孔部に灯器を設置する場合に

使用できるものとする。

(2) 基台は、灯体リ－ド線と引込線との着脱が容易にでき、また、これら

を収納する十分な容積を有するものとする。

(3) 基台の材質は６．３項の条件に適合する強度を有し、かつ、耐食性に

優れたものとする。

(4) 基台の寸法は、 表１及び図２～図４に適合するものとする。

(5) 基台の上面は、気密保持に必要な平面度を有するものとする。

(6) 表面処理を施す場合は、５．１．３（２）項によるものとする。

(7) 基台下部側面の１～４箇所に、外部配管が接続できるねじを有する接

続部を設けるものとする。

(8) 基台下部の内側及び外側に、接地端子を設けるものとする。

５．３ 間 座

(1) 間座は、Ｌ型標識灯を基台Ａの積雪地仕様に設置する場合、基台と調

整リングとの間に挿入してかさ上げに対応できるものとする。

(2) 調整リングと基台に相接する接触面は気密性に必要な平面度を有する

ものとする。
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６ 試 験

６．１ 外観・構造

構造・寸法、仕上げ、灯器の取り付け等が本仕様書に適合するものとする。

６．２ 耐環境特性試験

６．２．１ 漏洩試験

気密構造に設計されている部分は、給気口を設けた試験用治具を準備し、

灯器を組立てた状態で水中に浸し、空気圧０ .９ｋｇ／ｃｍ ２（８８ｋＰａ）

を１分間以上供給したとき漏洩がないものとする。

６．２．２ 表面処理試験

基台はＪＩＳ Ｚ ２３７１（塩水噴霧試験方法）に規定された方法で、

９６時間実施したとき、腐食又は錆の発生がないものとする。

６．３ 耐航空機荷重特性試験

６．３．１ 垂直静荷重試験

試験用治具を用意し組立てられた状態で試験器に灯器を設置した状態で

取付け、硬度（ショア－の硬さ）５０～７０のゴムブロックと、ゴムブロ

ックに荷重を均一にするため灯器外径と等しい大きさの金属板を介して試

験を行うものとする。

なお、ゴムブロック及び金属板の寸法は表４によるものとする。

荷重を毎分４ ,５００ kg以下の速さで規定値に達するまで加えたとき、

有害な変形、亀裂、破損、剥離及び脱落を生じないものとする。

荷重規定値は灯器投影面積に対し３２ kgf／ cm 2（約３ ,１４０ kPa)と す

る。

表 ４ ゴムブロック等の寸法

ゴムブロックの寸法 (cm) 金属板の寸法 (cm)
灯 器

直 径 厚 さ 直 径 厚 さ

ＦＨ型 ４０ ３ .８ ４０ ０ .９ 以上

６．３．２ 水平静荷重試験

試験用治具を取付け光軸方向に１ ,３６０ kgf (約１３ｋＮ )の荷重を２

０回繰り返し加えたとき、有害な変形、亀裂、剥離及び脱落を生じないも

のとする。

７ 検 査

立会い検査は表５のとおりとする。
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表 ５ 検査の項目

種 別 Ａ 欄

Ｂ 欄 備 考

検 査 項 目 (ア ) (イ )

6.1 外 観 ･ 構 造 ５ ％ 全 数 ○

6.2.1 漏 洩 ５ ％ 全 数 ○

6.2.2 表 面 処 理 ○

6.3.1 垂直静荷重 ○

6.3.2 水平静荷重 ○

注 1 Ａ欄 (ア )に原則として監督官立会いの上行う検査項目を、Ａ欄

(イ ) に製造者が社内において行う試験・検査項目を、Ｂ欄に

製造者が同一設計で最初の製品について行う試験・検査項目を

示す。

2 Ｂ欄○印は、試験・検査の実施を示す。

3 検査対象灯器の５％の数が３個以下の場合、検査個数は最低限

３個とし、検査対象灯器が３個未満の場合は全数とする。

８ 表示及び梱包

８．１ 梱包表示

梱包の２側面には、適当な方法で次の事項を表示する。

型式・品名

数 量

製 造 者 名

８．２ 梱 包

運搬中損傷しないよう、十分な強度を有する木箱等の適切な方法で梱包す

る。

８．３ 取扱説明書

基台の組立又は設置についての必要な取扱説明書を提出する。

８．４ 工具類

施工及び保守管理に特殊工具が必要な場合には付属するものとする。



灯
体

主
要
展
開
部
品

調
整
リ
ン
グ

間
座

基
台

備
考

灯
体

レ
ン
ズ

光
学

系
光

源
プ
ラ
グ

進
入
灯
用

２
７
５
ｗ

一
方
向

一
方
向
用

Ａ
末
端
灯
用

２
０
０

w
Ｆ
Ｈ
型
灯
器

Ｆ
Ｈ
用

プ
ラ
グ

終
端
灯
用

１
５
０

w
二
方
向

二
方
向
用

滑
走
路
灯
用

１
０
０

w

一
方
向

一
方
向
用

Ｌ
型
灯
器

Ｌ
用

Ｌ
Ｅ
Ｄ

プ
ラ
グ

Ｃ

二
方
向

二
方
向
用

Ｂ

フ
ィ
ル
タ
仕
様
書

電
球
仕
様
書

関
連
仕
様
書

（
Ｆ
Ｈ
型
の
み
）

（
Ｆ
Ｈ
型
の
み
）

基
台
仕
様
書

標
識

灯
仕

様
書

図
１

互
換

性
能

展
開

図



外側Ｍ６

内側Ｍ４

※印の寸法はＦＨＢ-３６Ⅱの場合は５５±１とする。

4-M12

スタッドボルト

(SUS410)

φ292±0.3

φ330

φ350

5
5
0
±

5

5
0
±

1

※

1
2

45以上

3.2

接地端子

SGP

φ412±1

通過するケーブル仕上り外径に

適合したサイズとする。

6
0
±

5

3

鋼板

SUS304

鋼板

図 ２ ＦＨ型／Ｌ型標識灯用埋込基台外形・寸法図

（配管が１本／１方向の場合）



45以上

外側Ｍ６

内側Ｍ４

（断面図の斜線部）

スタッドボルト

(SUS410)

鋼板

SUS304

トランス設置板

(3.2t)

鋼板SGP

接地端子

3

φ412±1

φ292±0.3

φ330

φ290

6
0
±

5 1
2
0

6
2
0
±

5

3.2

1
2

5
0
±

1

4-M12

□
3
4
0

φ350

通過するケーブル仕上り外径に

適合したサイズとする。

図 ３ ＦＨ型／Ｌ型標識灯用埋込基台外形・寸法図

（配管が２本／１方向の場合）

ｾﾊﾟﾚ-ﾀ (3.2t)



45以上

接地端子

外側Ｍ６

内側Ｍ４

（断面図の斜線部）

（１個所または２個所）

φ330

φ290

φ292±0.3

3.2

6
5
0
±

5

1
2
0

6
0
±

5

SGP 鋼板

鋼板

SUS304

φ412±1

8
0
±

1
1
2

3
0

φ350

3 190

(3.2ｔ)

トランス設置板

ｾﾊﾟﾚ-ﾀ (t3.2)

4-M12

スタッドボルト
(SUS410)

□
3
4
0

図 ４ ＦＨ型／Ｌ型標識灯用埋込基台外形・寸法図

（配管が２本／１方向・積雪地Ⅱ型用の場合）

通過するケーブル仕上り外径に

適合したサイズとする。



φ３
５０

φ４００±２

φ２９２

５

図５　Ｌ３型間座Ｃ外形・寸法図



第４章

ＭＴ－１型誘導標識灯仕様

（防灯仕 第1001号）





防灯仕 第１ ０ ０ １号

ＭＴ－１型誘導標識灯仕様書

平成 ３ ０年 １ ０月 １ １日 制定

防衛省 整備計画局 施設技術管理官



目 次

１ 適用範囲 1-4-1
２ 適用法規及び規格 1-4-1
３ 灯器の構成 1-4-1
４ 基本性能

４ .１ 光 学 性 能 1-4-1
４ .２ 電気的特性 1-4-1
４ .３ 耐環境等特性 1-4-1

５ 仕様及び細部性能

５ .１ 光 学 系 1-4-1
５ .２ 灯 体 1-4-2
５ .３ 接 手 1-4-2
５ .４ リ － ド 線 1-4-2
５ .５ 塗 装 1-4-2

６ 試 験

６ .１ 外 観 ・ 構 造 1-4-3
６ .２ 光 学 試 験 1-4-3
６ .３ 電気特性試験 1-4-3
６ .４ 防 水 試 験 1-4-3
６ .５ 温 度 試 験 1-4-3

７ 検 査 1-4-3
８ 表示及び梱包

８ .１ 表 示 1-4-4
８ .２ 梱 包 1-4-4
８ .３ 取 扱 説 明 書 1-4-4
８ .４ 工 具 類 1-4-5

図 １ 配光曲線

図 ２ 灯器外形図



1 － 4 － 1

１ 適用範囲

本仕様書は 、誘導路を示すために設置するＭ Ｔ－ １型誘導標識灯 （以下 「灯

器 」 とい う 。 ） に適用する 。

２ 適用法規及び規格

航空法施行規則 （昭和 ２ ７年 ７月 運輸省令第 ５ ６号 ）(1)
日本工業規格 （ Ｊ Ｉ Ｓ ）(2)
関 連 仕 様 書(3)
航空照明用プラグ ・ レセ ップ仕様書 防灯仕第 ５ ７号

航空照明用電球仕様書 防灯仕第 ８ ９号

航空照明用接手仕様書 防灯仕第１ ６ ０号

３ 灯器の構成

灯器は 、図 １ に示 され る形状 ・ 寸法で 、次の各部分に よ り構成 され る も の と す る 。

灯 体(1)
光 学 系 （光源 、レンズ 、 フ ィルタ 、 ソ ケ ッ ト等 ）(2)
リ － ド 線(3)
接 手 部(4)

４ 基本性能

４ １ 光学性能.
灯光は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｗ ８ ３ ０ １ （ 航空標識の色 ）に規定された航空青の不動光と(1)

する 。

規定の電球を使用し定格電流で点灯した と き 、図 １に示す配光を有するも(2)
のとする 。

４ ２ 電気的特性.
灯器の定格電流は ６ ６ Ａ とする 。(1) .
導電部は ６ ０ ０ 以上の絶縁耐力を有する もの と し 、 また 、通電容量は１ ０ Ａ(2) v
以上とする 。

４ ３ 耐環境等特性.
灯体の内部に正常な機能を阻害する浸水がないもの とする 。(1)
周囲温度－３ ０℃～＋ ４ ５℃の環境下において、屋外使用ができる もの とす(2)
る 。

風速 ４ ５ ／ 以下のすべての気象条件下において 、屋外使用ができる(3) m sec
もの とする 。

灯器は 、航空機が接触した場合、航空機が受ける損害を最小とする脆弱性(4)
を有するもの とする 。

５ 仕様及び細部性能

５ １ 光学系.
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５ １ １ 光学系の構成. .
光学系は、光源、レンズ 、 フ ィルタ及びソケ ッ ト等によ り構成されているもの(1)
とする 。

レ ンズは優良なる耐熱性ガラス （ ワ ンピ－ス ） と し 、有害なる気泡、歪み 、傷(2)
等がないもの とする 。

フ ィル タは 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｗ ８ ３ ０ １ （ 航空標識の色 ）に規定された航空青とし 、材(3)
質は耐熱性ガラス とする 。

５ １ ２ 光 源. .
光源は 、 「航空照明用電球仕様書 」 （防灯仕第 ８ ９号 ）に よ る Ａ Ｆ ６ ６ Ａ ６ ０(1) .
電球とする 。w
ソ ケ ッ トは 、前 同仕様書による Ｐ ２ ８ Ｓ／ ２ ５ とす る 。(2) (1)

５ ２ 灯 体.
灯体の材質は、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｇ ４ ３ ０ ５ （ 冷間圧延ステンレス鋼板 ）に規定するステ(1)

ンレス鋼板とする 。

灯体はレンズ枠、筺体及び球座によ り構成され 、 レンズ枠はレンズ及び(2)
フ ィ ル タ を装着し 、筺体内部にソケ ッ ト を保持し 、外部に着脱用懸金を設け

上半部と容易に分離できる構造 とする 。

灯体の底部には、直径 ～ の水抜き孔を ２箇所以上設けるもの とする 。(3) 2 3mm
灯器には左右各々４°の角度が調整できる水平調整装置を設けるもの とす(4)

る 。

灯体の下部は接手が取付けられる構造とする 。(5)
灯体の適切な位置に接地端子を設け、 ５ ４項の リ－ ド線に接続されるもの(6) .

とする

光学系を含めた灯体の重量は ４ 以下 とする 。(7) kg

５ ３ 接 手.
灯体下部には 「航空照明用接手仕様書 」 （ 防灯仕第 １ ６ ０号 ） によ る Ｂ－ ３型接

手を設ける 。

５ ４ リ－ ド線.
リ － ド線は、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｃ ３ ３ ２ ７ （ ６ ０ ０ ゴムキ ャブ タイヤケ－ブル ）に規定され(1) v

2た ２種 Ｅ Ｐゴ ム絶縁ク ロロプレンゴムキャブタイヤケ－ブル （ ２ Ｐ Ｎ Ｃ Ｔ ） 1.25mm
－ とし 、長さは約 １ ５ を標準とする 。2c cm
リ － ド線の一端には 「航空照明用プラグ ・ レセ ップ仕様書 」 （防灯仕第 ５ ７号 ）(2)

による Ｐ－ ３ Ａプラグを装着する 。

リ－ ド線の接続端子部には、通常発生する リ－ ド線への張力が加わらない(3)
よ う止金具を設けるもの とする 。

５ ５ 塗 装.
灯体の塗装色は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｗ ８ ３ ０ １ （ 航空標識の色 ） に規定 された標識色 （航

空黄赤色 ） とする 。
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６ 試 験

６ １ 外観 ･構造.
構造 ・寸法 、仕上げ 、塗装及び各部品の着脱性能が本仕様書に適合する も

の とする 。

６ ２ 光学試験.
規定電球によ り定格電流で特性が安定するまで点灯させ 、 １ 以上の距離にm

おいて白色光によ り測定した と き 、水平よ り ° ′上方の全方向光度は６ ０ ０4 30
以上 とす る 。 た だ し 、 ビ －ム軸の仰角に対 し ては許容誤差± ２ °以内 とす る 。cd
また 、その他の光度は図 １に示された配光曲線に適合するもの とする 。

６ ３ 電気特性試験.
６ ３ １ 絶縁抵抗試験. .

次項の耐電圧試験の前後 、光源を取外し導電部一括と灯体 （非導電部 ）間

及び導電部両極間を ５ ０ ０ 絶縁抵抗計で測定した と き 、 ３ ０ Ω以上 とする 。v M

６ ３ ２ 耐電圧試験. .
( ) Hz Hz光源を取外し 、導電部一括と灯体 非導電部 間に周波数 ５ ０ 又は ６ ０

の正弦波に近い交流電圧１ ０ ０ ０ を １分間印加した と き 、 これに耐えるもの, v
とする 。

６ ４ 防水試験.
Ｊ Ｉ Ｓ Ｃ ０ ９ ２ ０ （ 電気機械器具の防水試験及び固形物の侵入に対する保

護等級 ）の うち ［保護等級 ・ ４ 、 種類 ・防 まつ形 ］に よ り試験を行い、灯器等の

内部に正常な動作を阻害する浸水がないもの とする 。

６ ５ 温度試験.
灯器を常温環境下において 、 ３時間以上定格電流で温度上昇値が一定と

なるまで点灯させた後 、温度差－ １ ０℃の水 （最低 ２℃ ） を ６ ４ 項の要領で.
散水した と き 、各部に変形 、亀裂及び破損等の異常が生じないもの とする 。

７ 検 査

立会い検査は 、原則 と し て監督官立会いの うえ行 う もの と し 、項目は表 １の とお

り とする 。
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表 １ 検査の項目

種 別 Ａ 欄

Ｂ 欄 備 考

( ) ( )検 査 項 目 ア イ

外 観 ・ 構 造 ５ ％ 全 数 ○6.1

光 学 １ 台 ５ ％ ○6.2

絶 縁 抵 抗 ５ ％ 全 数 ○6.3.1

耐 電 圧 ５ ％ 全 数 ○6.3.2

防 水 １ 台 ５ ％ ○6.4

温 度 － １ 台 ○6.5

1 ( ) ( )注 Ａ欄 ア に原則と して監督官立会いの うえ行 う検査項目を 、Ａ欄 イ

に製造者が社内において行 う試験 ・検査項目を 、 Ｂ欄に製造者が同

一設計で最初の製品について行 う試験 ・検査項目を示す 。

Ｂ欄○印は、試験 ・検査の実施を示す。2
検査対象灯器の５％の数が ３個以下の場合、検査個数は最低限３個3
とす る 。

８ 表示及び梱包

８ １ 表 示.
８ １ １ 灯体表示. .

灯体には、次の事項を表示した銘板を取付けるもの とする 。

型式 ・品名

製 造 年 月

製 造 番 号

製 造 者 名

８ １ ２ 梱包表示. .
梱包の ２面体には 、適当な方法で次の事項を表示する 。

型式 ・品名

数 量

製 造 者 名

８ ２ 梱 包.
運搬中損傷しないよ う 、 充分な強度を有する木箱等の適切な方法で梱包する 。

８ ３ 取扱説明書.
灯器及び内部構成部品の組立又は設置についての必要な取扱説明書を提
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出する 。

８ ４ 工具類.
灯器及び内部構成部品の組立 、施工又は保守管理に特殊工具が必要な場合

には付属する 。
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１ 適用範囲

本仕様書は 、誘導路出入口を示すために設置する Ｔ－ ２型誘導標識灯 （以下

「灯器 」 と い う 。 ） に適用する 。

２ 適用法規及び規格

航空法施行規則 （昭和 ２ ７年 ７月 運輸省令第 ５ ６号 ）(1)
日本工業規格 （ Ｊ Ｉ Ｓ ）(2)
関 連 仕 様 書(3)
航空照明用プラグ ・ レセ ップ仕様書 防灯仕第 ５ ７号

直列点灯回路用ゴム被覆絶縁変圧器仕様書 防灯仕第 ９ ９号

航空照明用接手仕様書 防灯仕第１ ６ ０号

３ 灯器形式

灯器は表１のとお り と し 、形状は図 １に示すとお り とする 。

表 １

灯器形式 光色 備考

Ｔ－ ２ 航空青 Ｌ Ｅ Ｄ

４ 基本性能

４ １ 光学性能.
灯光は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｗ ８ ３ ０ １ （ 航空標識の色 ） に規定された航空青の不動光とす

る 。

４ ２ 光度性能.
灯器は 、水平面よ り上方全ての角度において 、 ０ ． ２ ｃ ｄ 以上である こ と 。(1)
灯器は 、水平面よ り ６ ° ま での全ての角度において 、 ２ ｃ ｄ 以上であ る こ と 。(2)
配光は 、図 ２に示す値以上とする 。(3)

４ ３ 電気性能.
灯器の定格電流は ６ ． ６ Ａ と し 、 通電部は定格電流の １ ． ５ 倍の通電容量を(1)
持つこ と 。

電子部品を有する灯器は 、耐雷性を有するこ と 。(2)

４ ４ 耐環境性能.
４ ４ １ 防水性能. .

灯器は 、内部に正常な性能を阻害する浸水がないこ と 。

４ ４ ２ 耐温度性能. .
灯器は 、－ ３ ５℃か ら＋ ５ ５℃の環境下において連続使用ができる こ と 。

４ ４ ３ 熱衝撃性能. .
灯器は 、点灯中に降雪等による熱衝撃に耐えるこ と 。

４ ４ ４ 耐高温 ・高湿性能. .
灯器は 、高温 ・高湿の環境下で長期保管しても異常がないこ と 。

４ ４ ５ 耐食性能. .
灯器は 、長期間使用しても 、性能を阻害する腐食がないこ と 。
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４ ５ 対航空機性能.
４ ５ １ 耐振動性能. .

灯器は 、航空機のブラス トに よる振動に耐える構造であるこ と 。

４ ５ ２ 耐風圧性能. .
灯器は 、航空機のブラス トの直接風に耐える構造であるこ と 。

４ ５ ３ 脆弱性. .
灯器は 、 航空機が接触 し た場合 、 航空機が受け る損害 を最小 とす る脆弱性

を有するもの とする 。

４ ６ 施工性 ・保守性.
灯器は 、施工性及び保守性に優れた構造であるこ と 。

５ 仕様及び細部性能

５ １ 灯 体.
灯体の材質は 、耐久性に優れた材質とするこ と 。(1)
灯器の地上突出高は ３ ６ ｃ ｍ以下と し 、極力突出を抑えた形状であるこ と ｡(2)
灯器を積雪地域に設置する場合は、地上突出高を ６ ０ ｃ ｍ まで変更でき る構(3)
造とするこ と 。

５ ２ 光学系.
光学系は 、必要に応じて 、グ ローブや反射材等を用いるこ と 。(1)
光学系は、航空機の運航による振動によってずれが生じない構造であるこ(2)
と 。

光学系は 、交換等が容易な構造であるこ と 。(3)
光学系として使用する部材は、 Ｊ Ｉ Ｓ 規格に規定されているものは 、 Ｊ Ｉ Ｓ 規格(4)
に準拠したものを使用するこ と 。

５ ３ 光 源.
光源は、航空機の運航による振動によって光源位置にずれが生じない構造(1)
である こ と 。

光源は 、交換等が容易な構造であるこ と 。(2)
発光部の長さは 、 ０ ． ５ ｍ以上である こ と 。(3)

５ ４ リ－ ド線.
リ － ド線は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｃ ３ ３ ２ ７ （ ６ ０ ０ ｖ ゴ ムキ ャブ タイヤケ－ブル ）に規定され(1)

2た ２種 Ｅ Ｐゴ ム絶縁ク ロロプレンゴムキャブタイヤケ－ブル （ ２ Ｐ Ｎ Ｃ Ｔ ） 1.25mm
－ とし 、必要な長さに標準化されているものとする 。2c
リ － ド線の一端は圧着端子によ り点灯装置の １次側端子に接続し 、他端に(2)
は 「航空照明用プラグ ・ レセ ップ仕様書 」 （ 防灯仕第 ５ ７号 ） に よる Ｐ－ ３ Ａプ

ラグを装着する 。

リ－ ド線の接続端子部には、通常発生する リ－ ド線への張力が加わらない(3)
よ う止金具を設けるもの とする 。

５ ５ 接 手.
灯体下部には 「 航空照明用接手仕様書 」 （ 防灯仕第 １ ６ ０ 号 ） に よ る Ｃ－ ３ 型
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接手を設ける 。

５ ６ その他.
５ ６ １ その他部品. .

その他部品は 、 Ｊ Ｉ Ｓ に 規定 されてい る も のを使用する場合は 、 Ｊ Ｉ Ｓ 規格に準

拠する こ と 。 なお 、 Ｊ Ｉ Ｓ 規格内の規格 （ ク ラ ス ） の選定にあたっては 、保守性及

び耐久性を考慮し選定するこ と 。

５ ６ ２ 塗 装. .
地表面に露出す る部材は原則 と し て 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｗ ８ ３ ０ １ に 規定 され た黄赤色

で、耐久性等に優れた塗装を施すこ と 。

５ ６ ３ 表面処理. .
異種金属間の接触によ り電解腐食を生じやすい金属を使用する場合は 、 こ

れを防ぐのに必要な表面処理を施すこと 。

５ ６ ４ 接 地. .
灯器の内外面に接地端子を設けるこ と 。

６ 試 験

６ １ 外観 ･構造.
構造 ・寸法 、仕上げ 、塗装及び各部品の着脱性能が本仕様書に適合する もの

とする 。

６ ２ 光学試験.
６ ２ １ 光度試験. .

測定点(1)
①垂直角

水平面から ６ °までは 、 ３°以下の間隔と し 、 ６ °か ら ９ ０ ° ま

では 、 ２ ０°以下の間隔とする 。

②水平角

水平角は 、 ３ ０°以下の間隔とする 。

③要求光度

光度は、 ４ ． ２ を満足するこ と 。

６ ２ ２ 色度試験. .
光色は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｚ ８ ７ ２ ４ に よって測定し 、 ４ １ を満足する こ と 。.

６ ３ 電気特性試験.
６ ３ １ 絶縁抵抗試験. .
測定は 、 ５ ０ ０ Ｖ 絶縁抵抗計で導電部一括 と 灯体間 非導電部 を測定 し 、 ３ ０( )
ＭΩ以上であるこ と 。

６ ３ ２ 耐電圧試験. .
試験は 、耐電圧試験器で導電部一括 と灯体間 非導電部 に 、交流 １ ， ５ ０ ０ Ｖ( )
を １分間印加し 、 これに耐える こ と 。

６ ３ ３ 過電流試験. .
灯器に ７ ． ２ Ａの交流電流を １ ０秒通電して 、点灯状態に異常がないこ と 。

６ ３ ４ 誘導雷試験 （電子部品を有する灯器のみ ）. .
灯器の交流入力端子間に± １ ． ２ ／ ５ ０μ ｓ 、 ４ ． ５ ｋ ｖ の イ ンパルス電圧を正負



1 － 5 － 4

各 ３回印加して 、 これに耐える こ と 。

６ ４ 耐環境性能試験.
６ ４ １ 防水試験. .

灯器は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｃ ０ ９ ０ ２ に規定された保護等級 ５の試験を行い、内部に正常

な性能を阻害する侵入がないこ と 。

６ ４ ２ 高温試験. .
灯器は 、＋ ５ ５ ℃± ２℃の環境条件下で 、 ２ ４ 時間連続点灯した と き 、変形 、

亀裂、腐食、破損、緩み等の異常がないこ と 。

６ ４ ３ 低温サイクル試験. .
灯器は 、－ ３ ５ ℃± ２℃の環境条件下で 、 ８ 時間以上放置後 、 ８ 時間以上

点灯 させ 、 これを ３ 回連続して繰 り返 した時 、変形 、亀裂 、腐食 、破損 、緩み等

の異常がないこ と 。

６ ４ ４ 熱衝撃試験. .
灯器は 、常温の環境下で ４ 時間以上点灯した後 、直ちに温度差 １ ０ ℃以下の

水を １ ０ 秒以上散水した時 、変形 、亀裂 、腐食 、破損 、緩み等の異常がないこ

と 。

６ ４ ５ 高温高湿試験. .
灯器は 、＋ ８ ０ ℃ 、湿度 ９ ０ ％以上の環境下で 、 ３ ６ ０ 時間放置し た時 、変形 、

亀裂、腐食、破損、緩み等の異常がないこ と 。

６ ４ ６ 表面処理試験. .
灯器または同等に処理した部材 テ ス ト ピー ス を 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｃ ６ ０ ０ ６ ８ － ２－( )
５ ２ に規定 された厳 し さ ３ の試験を行い 、変形 、亀裂 、腐食 、破損 、緩み等の( )
異常がないこ と 。

６ ４ ７ 加速寿命試験. .
灯器は 、＋ ５ ５℃± ２℃の環境下で 、光源の定格寿命の １／ ２ ， も し く は ５ ０ ０

時間以上連続点灯した後に 、 ６ ． ２ ． １ の試験を実施 し 、 規程の ８ ０ ％以上であ

り 、かつ変形、亀裂 、腐食、破損 、緩み等の異常がないこ と 。

６ ５ 対航空機性能試験.
６ ５ １ 風圧試験. .

灯器は 、 ９ ０ ｍ ／ ｓ の風を ５ 分間灯器に当てた時 、変形 、 亀裂 、破損 、緩み等

の異常が ない こ と 。 なお 、 こ の試験は風力計算に よ る静荷重試験に変え る こ と

ができる 。

６ ５ ２ 脆弱試験. .
灯器は 、光学系直下の灯体部に対して 、 ６ ８ ０ Ｎ ・ ｍの水平静荷重を加えた

時 、確実に破損する こ と 。 なお 、加重速度は 、 １分間当た り ２ ２ ｋ ｇ とす る 。ただ

し 、接手を使用する場合は 、 この試験を省略するこ とができる 。

６ ５ ３ 振動試験. .
灯器は、点灯状態において 、加速度 １ ６ Ｇ 、最大振幅数 × 以下 、振1.27 10-3 ｍ

動数 １ ０ ～ ２ ０ ０ 回／秒の条件下で １ ０分間振動させたと き 、変形 、亀裂 、破

損 、緩み等の異常がない こ と 。 た だ し 、 試験中に光源が消灯した場合 、光源を

交換し 、加速度を ３ Ｇに変更して再試験を行 う こ と 。
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７ 検 査

立会い検査は 、原則 と して監督官立会いの うえ行 う もの と し 、項目は表 ２の とお

り とする 。

表 ２

種 別 Ａ 欄
Ｂ 欄 備 考

( ) ( )検 査 項 目 ア イ

外 観 ・ 構 造 ５ ％ 全 数 ○6.1

光 学 １ 台 ５ ％ ○6.2.1

光 色 １ 台 ５ ％ ○6.2.2

絶 縁 抵 抗 ５ ％ 全 数 ○6.3.1

耐 電 圧 ５ ％ 全 数 ○6.3.2

過 電 流 ― ― ○6.3.3

誘 導 雷 ― ― ○6.3.4

防 水 １ 台 ５ ％ ○6.4.1

高 温 ― ― ○6.4.2

低温サイ クル ― ― ○6.4.3

熱 衝 撃 ― ― ○6.4.4

高 温 高 湿 ― ― ○6.4.5

表 面 処 理 ― ― ○6.4.6

加 速 寿 命 ― ― ○6.4.7

風 圧 ― ― ○6.5.1

脆 弱 ― ― ○6.5.2

振 動 ― ○6.5.3

注 Ａ欄 ア に原則として監督官立会いの うえ行 う検査項目を 、 Ａ欄 イ に製造1 ( ) ( )
者が社内において行 う試験 ・ 検査項目を 、 Ｂ欄に製造者が同一設計で最初

の製品について行 う試験 ・検査項目を示す 。

Ｂ欄○印は 、試験 ・検査の実施を示す。2
検査対象灯器の５％の数が ３個以下の場合、検査個数は最低限３個 とする 。3

８ 表示及び梱包

８ １ 表 示.
８ １ １ 灯体表示. .

灯体には、次の事項を表示した銘板を取付けるもの とする 。
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型式 ・品名

製 造 年 月

製 造 番 号

製 造 者 名

８ １ ２ 梱包表示. .
梱包の ２面体には 、適当な方法で次の事項を表示する 。

型式 ・品名

数 量

製 造 者 名

８ ２ 梱 包.
運搬中損傷しないよ う 、 充分な強度を有する木箱等の適切な方法で梱包する 。

８ ３ 取扱説明書.
灯器及び内部構成部品の組立又は設置についての必要な取扱説明書を提出

する 。

８ ４ 工具類.
灯器及び内部構成部品の組立、施工又は保守管理に特殊工具が必要な場合

には付属する 。
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１ 適用範囲

本仕様書は、誘導路、エプロン等の外縁に設置する埋込型Ｔ－５型標識灯（以

下「灯器」という。）に適用する。

２ 適用法規及び規格

(1) 航空法施行規則 （昭和２７年７月運輸省令第５６号）

(2) 日本工業規格 （ＪＩＳ）

(3) 関 連 仕 様 書

航空照明用プラグ・レセップ仕様書 防灯仕第５７号

航空照明用ハロゲン電球仕様書 防灯仕第２３１号

３ 灯器型式

灯器は表１のとおりとする。

表１

灯器型式 光 色 備 考

Ｔ－５
航空青

Ｔ－５Ｄ ＬＥＤ

４ 基本性能

４．１ 光学性能

(1) 灯光は、ＪＩＳ Ｗ ８３０１（航空標識の色）に規定された航空青の

不動光とする。

(2) 配光は図１に示す値以上とする。

(3) リブ等の構造上配光が満足出来ない部分を水平面から上方６°までの

範囲と６°を超え９０°までの範囲においてそれぞれ１０％以下とする

こと。

(4) 灯光窓部に水が滞留したとき、平均光度が最低平均光度の７０％以上

であること。

４．２ 電気的特性

(1) 灯器の定格電流は６．６Ａとし、導電部の通電容量は定格電流の１．

５倍とする。

(2) 灯器は、電球断芯時に生ずる絶縁変圧器の二次解放電圧に耐え、６．

３項を満足するものとする。

(3) 灯器の定格電力はハロゲン型は６０Ｗ、ＬＥＤ型は５Ｗ以下とする。

(4) 電子部品を有する灯器は、耐雷性を有すること。

４．３ 構 造

灯器は、次の部分からなっていること。

(1) 灯器の保全作業をより容易にするために、灯器の各部は整合性を考慮

したものとすること。

(2) 灯器を構成する部品群は、共通部品の割合を高くし、各種部品の組み

換えにより標準化を行うこと。灯器は、表２に示す構成を標準とする。

(3) 灯器はハロゲン型、ＬＥＤ型の２群に分けて灯器構成の標準化を行う
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こと。

表２

４．４ 耐環境性能

４．４．１ 防水性

６．４．１項の試験を満足すること。

４．４．２ 耐温度性能

灯器は周囲温度－５５℃から＋５５℃、風速毎秒４５ｍ以下で、砂粒及

び塩分を含んだ湿った大気中その他あらゆる天候下において、屋外で連続

使用ができること（ランプにＬＥＤを用いるものについては－３５℃から

＋５５℃とする。）。

４．４．３ 熱衝撃性能

６．４．４項の試験を満足すること。

４．４．４ 耐高湿性能

６．４．５項の試験を満足すること。

４．４．５ 耐蝕性能

６．４．６項の試験を満足すること。

４．５ 耐航空機性能

４．５．１ 機械的衝撃性能

６．５．４項の試験を満足すること。

４．５．２ 耐航空機荷重性能

６．５．１項、６．５．２項、６．５．３項の試験を満足すること。

４．５．３ 水衝撃性能

６．５．５項の試験を満足すること。

４．５．４ 振動性能

６．５．６項の試験を満足すること。

灯火 灯器 ランプ（ハロゲン電球、ＬＥＤユニット等）

光学系（プリズム、フィルタ等）

灯体（灯体部、開閉部）

調整リング

基台
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４．５．５ 温度性能

６．６項の試験を満足すること。

４．５．６ 加速寿命性能

６．７項の試験を満足すること。

４．６ 灯器システム性能

４．６．１ 保全性能

調整、点検手入れ、部品の交換などが簡単であること。

また、灯器は、施工性及び保守性に優れた構造であること。

４．６．２ 互換性能と標準寸法

(1) 灯体の寸法は図２のとおりとし、６ｋｇ以下とすること。

(2) 灯器と調整リングを組み合わせた灯器の地上突出高さは、図２のと

おりとすること。

４．６．３ 隣接機材との整合

(1) 灯器は、基台の上に正確に取り付けられること。

(2) 灯器を基台に取り付けたとき、基台内に雨水が浸入しない構造であ

ること。

４．６．４ 構造性能

(1) 灯器の構造は、堅牢かつ強固なものとし、航空機の運航等の外的要

因によって本仕様書の性能が損なわれるものであってはならない。

(2) 積雪地域用の灯器は、除雪機材に取り付けられた硬質ウレタンゴム

排雪板により損傷しない構造であること。

(3) 硬質ウレタンゴム排雪板の性能は下記のとおりとする。

比 重 ：１ .１～１ .３

硬さ（ＪＩＳ） ：９０～９５

反発弾性 ：３６～６８ %

５ 仕様及び細部性能

５．１ ランプ

５．１．１ ランプの構成

(1) ランプは、ハロゲン電球又はＬＥＤユニット及び点灯ユニットによ

り構成すること。

(2) ランプは、灯体に適合するものを使用すること。

(3) 点灯ユニットはＬＥＤユニットに適合するものを使用すること。

５．１．２ ＬＥＤユニット

(1) ＬＥＤユニットは、耐熱性、放熱性が考慮されていること。

(2) 灯体へ組立時に、取付方向など誤りを生じさせない処置を施すこと。

(3) ６．３．４項の耐雷性能を有すること。

(4) ＬＥＤの故障時には回路を保護する機能を有すること。
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５．１．３ 点灯ユニット

(1) ６．６Ａ定格に対応する制御回路を有すること。

(2) ６ .３ .４項の耐雷性能を有すること。

(3) ＬＥＤユニットの故障時や、点灯ユニットとＬＥＤユニット間の配

線の断線時に半導体回路を保護する機能を有すること。

５．２ 光学系

５．２．１ 光学系の構成

(1) 光学系は、プリズム、フィルタ、反射鏡、ランプホルダー等のうち

必要部品により構成すること。

(2) 光学系は、構成部品の交換及び点検が容易であり、点検後の組立に

際し特別の光柱調整を必要としないものであること。

５．２．２ プリズム

(1) プリズムの材質は、硬質で電球を使用する場合は耐燃性ガラスとし、

６．４項、６．５項の試験を満足するものであること。

(2) 切削加工を加える場合は、クラックを生じないように仕上げを行う

こと。

また、必要により強化処理を行うこと。

５．２．３ フィルタ

色フィルタは、２．２％程度の全透過率を有し、Ａ光源と組み合わせた

場合、ＪＩＳ Ｗ ８３０１（航空標識の色）に規定された航空青の色度範

囲であること。

５．２．４ 反射鏡

(1) 反射鏡の材質は、ＪＩＳ Ｈ ４０００（アルミニウム及びアルミニ

ウム合金の板及び条）に規定されたＡ１０８０Ｐ又はこれと同等以上

のものを使用すること。

(2) 金属製の反射鏡は、必要に応じて表面は電解研磨を行い、その後Ｊ

ＩＳ Ｈ ８６０１（アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮

膜）等に規定する処理を施すこと。

また、光柱特性を低下させるキズ、汚れ、色ムラ、粉ふき等がなく、

熱による損傷が生じないこと。

５．２．５ ランプホルダー

(1) ランプの着脱が容易であり、使用時にランプの位置ずれや脱落を起

こさないものであること。

(2) ランプの着脱時には、ランプのガラス部に手を触れることなく着脱

が可能であり、かつ、光中心を常に正規の位置に保持できるものであ

ること。
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５．３ 灯 体

５．３．１ 構成

灯体は、航空機の荷重の受ける灯体部、内蔵部品交換のための開閉部よ

り構成すること。

５．３．２ 構造

(1) 灯体には、ランプ及び光学系を収納し、開閉部を開くことにより、

構成部品を容易に交換できる構造であること。

(2) 灯体の内部に湿気が侵入しない構造であること。

(3) 灯体は、保全作業等に当たり容易に分解組立てが出来る構造である

こと。

(4) 灯体には、受電するためのリード線又は端子を備えること。

また、リード線又は端子が灯体を貫通する部分には、適切な防水及

び絶処理を施すこと。

(5) 灯体は、基台の円周上に等間隔に配置されたＭ８もしくはＭ１０の

スタッド及びナットで基台に緊定する構造で、緊定したとき、スタッ

ド及びナットの頭はすべて灯器外面の輪郭より引込んでいなければな

らない。

また、灯器に衝撃が加わった場合の横振れを防ぐため、灯体は基台

中に７ｍｍ以上入り込む構造であること。

(6) 埋込型灯器に航空機のタイヤが接触する灯器上面角部は、滑らかな

丸みを有し、航空機のタイヤに損傷を与えないこと。

５．３．３ 性能

(1) 灯体は、４．４項、４．５項の性能を満足するに必要な強度を有す

るものであること。

(2) フランジ面に接する面は、気密保持に必要な平面度を有すること。

その他の表面は、滑らかな形状であること。

(3) 灯体の材質は、耐蝕性に優れ、かつ、４．６．４項を満足すると共

にアルミニウム合金又はこれと同等以上のものであること。

(4) リード線、端子及びこれに付属するプラグ並びにランプソケットに

ついては、５．６項の電気共通部品によること。

５．３．４ 調整リング

(1) 調整リングは、基台上に堅固に設置され、灯体等を容易に据付け又

は着脱できるものとする。

(2) 調整リングの外周辺は、ほぼ同一レベルで舗装面に接し、図２に示

す灯体表面とほぼ同じ勾配で立ち上がり、その中央部に灯体を定めら

れた突出高で正確な方向に設置できるものとする。

なお、調整リング内径と灯体表面の勾配とは著しい段差が生じない

ものとする。

(3) 調整リングは４．４項、４．５項の性能を有するものとし、その材

質は５．５．３項を満足するものとする。

(4) 灯体と基台が接する接触面は、気密保持に必要な平面滑度を有する

ものとする。
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(5) 表面処理を施す場合は、５．５．３（３）項によるものとする。

(6) 調整リングは基台に取り付ける際に、光軸を調整（水平±５度）で

きるのものとする。

５．４ 基 台

(1) 基台の材質は６．５項の条件に適合する強度を有する鋳鋼製とし、

かつ、耐食性に優れたものとする。

(2) 基台の寸法は、図３によるものとする。

(3) 基台下部側面の１箇所に、外部配管が接続できるねじを有する接続

部を設けるものとする。

(4) 基台下部の内側及び外側に接地端子を設ける。

５．５ 共通機械部品

５．５．１ ガスケット

(1) ガスケットの材質は、ＪＩＳ Ｂ ２４０１（Ｏリング）に規定され

た４種Ｃ以上の物理的特性を有するものであること。

(2) Ｏリングを使用する場合は、ＪＩＳ Ｂ ２４０１（Ｏリング）及び

ＪＩＳ Ｂ ２４０６（Ｏリング取付溝部の形状・寸法）の規定に準じ

て設計されたものであること。

５．５．２ ボルト・ナット・ワッシャ

(1) 灯体などに使用されるボルト、ナット類は、ＪＩＳ G ４３０３（ス

テンレス鋼棒）に規定されたＳＵＳ４１０、ＳＵＳ４１６、ＳＵＳ３

０４、ＳＵＳＸＭ７又は同等品以上とし、構造上必要とされる締め付

けトルクに耐えるものであること。

なお、ＳＵＳ４１０、ＳＵＳ４１６にあっては、黒色酸化被膜処理

又は同等の防食性能を有する処理を施すこと。ただし、導電部に使用

されるボルト、ナット類は除く。

(2) 前項以外のボルト、ナット及びワッシャは、ＳＵＳ３０４以上とす

ること。ただし、充電部のボルトは除く。

(3) これらのボルト、ナット類は、ＪＩＳ Ｂ ０２０５－１～４（一般

用メートルねじ－第１部～第４部）及びＪＩＳ Ｂ ０２０９－１～５

（一般用メートルねじ－公差－第１部～第５部）に規定された「はめ

あい区分」は中以上に仕上げられたものであること。

(4) ボルト、ナット類は、航空機の運航によって生じる振動、荷重で緩

みを生じにくいこと。

(5) ねじのかみつきを生じやすい部分には、かみつきを防ぐ処理を施す

こと。

５．５．３ 金属部分

(1) 使用金属は、耐蝕性に優れたアルミニウム合金等の材料又は耐蝕性

の良い表面処理を行うこと。

(2) 異 種 金属の接触による電解腐食を生じやすい金属を使用する場合

は、金属メッキその他の方法でこれを防ぐこと。

(3) 表面処理を施す場合は、表３を標準とし、使用環境、耐摩耗性、耐
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熱性等を考慮すること。また、必要に応じて（耐熱）防錆塗装を施す

こと。

(4) 舗装表面に露出する部材の塗色は、ＪＩＳ Ｗ ８３０１（航空標識

の色）による一般標識の表面色の黄赤又は無彩色系とすること。

表３

素地 関連ＪＩＳ

アルミニウム ＪＩＳ Ｈ ８６０１に規定するもの。

銅および鋼合金 ＪＩＳ Ｈ ８６１７に規定するもの。

その他の素地 ＪＩＳ Ｈ ８６１０に規定するもの。

ＪＩＳ Ｈ ８６１５に規定するもの。

ＪＩＳ Ｈ ８６１７に規定するもの。

ＪＩＳ Ｈ ８６４１に規定するもの。

５．６ 共通電気部品

５．６．１ リード線

(1) 灯体外部のリード線は、基台内で外部配線と接続及び切離しが容易

にできる適切な長さとし、端部には必要とされる端末処理（Ｐ－３Ｃ

型レセップに適合するプラグ付など）がなされていること。このリー

ド線の固定部は、通常発生するリード線への張力に耐え、灯器の気密

性、絶縁性を保持すること。

(2) リード線は、ＪＩＳ Ｃ ３３２７（クロロプレンキャブタイヤケー

ブル）に規定された２種２芯１．２５ｍ㎡のものを使用し、長さはリ

ード線引出口から計って５０±５ｃｍとする。ＬＥＤユニット、点灯

ユニットなどの電子部品に使用されるリード線は、０．３㎜ ２以上の

軟銅より線とし、６．３項を満足する電線であること。

なお、電線は必要な可とう性を持つものであること。

(3) 導電接続部を設ける場合は、外部配線とのプラグ・レセップ接続を

除き灯体カバー部とすること。接続部は、電気的、機械的に確実に接

続が保持されること。

(4) 絶縁材料は、使用温度に十分耐えられる絶縁物で、かつ、吸湿性の

少ない電気的特性の良好なものを使用すること。また、表面が切削等

の加工により吸湿性が大きくなる場合は、適切な表面処理を行うこと。

５．６．２ プラグ

プラグは、Ｐ－３Ａ型プラグと同等以上の性能を有し、かつ十分な接合

が確保できるものであること。

５．６．３ ランプの接続端子

(1) 接続端子は、防灯仕第２３１号「航空照明用ハロゲン電球仕様書」

に規定する口金に適合するか、リード線付きランプの場合は、平型接

続端子、スプリング端子台等を用いたコネクタと適合すること。

(2) 接続端子は、容易に光源から着脱できるものとし、ランプの発熱に

よって異常を生じないものであること。

(3) 電気接触部は、４．２項の通電容量を満足する材料を使用し、接触

面は適切な形状であること。
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(4) 金属部分は、５．５．３項の規定によること。

５．６．４ ソケット

ソケットは、ＩＥＣ（国際電気規格会議）規格ＧＹ９．５口金に適合す

る磁気性のものとする。ソケットの受金には、りん青銅を使用し、電気的

接触を確実にするため割を入れ、管型スプリングにて弾性を与えること。

５．６．５ バイパス回路

(1) ランプが不点となったとき、直ちに補助回路を閉じることができる

バイパス回路を取付け可能な構造とする。ＬＥＤのＤタイプは、点灯

ユニット内にバイパス回路機能を有するものとする。

(2) バイパス回路に、フィルムカットアウトを使用する場合は、下記に

よる。

① フィルムカットアウトを装着する適当なホルダーを用いること。

② フィルムカットアウトの着脱は容易であり、使用時に脱落しない

ものであること。

③ フィルムカットアウトは５０Ｖ未満では絶縁破壊せず、５０～９

０Ｖで確実に絶縁破壊し、回路を短絡できるものであること。

５．７ その他

５．７．１ アース用端子

下部灯体の適当な位置に、アース用端子を設けること。アース用端子は、

Ｍ５のステンレス鋼製のねじどめとする。

６ 試 験

６．１ 外観・構造

構造・寸法、仕上げ、塗装、重量及び部品の着脱性が、本仕様書に適合す

るものとする。

６．２ 光学特性試験

６．２．１ 光柱光度（副光柱も含む。）試験

(1) 光柱光度試験は、灯器を定格電流で特性が安定するまで点灯し、５

ｍ以上の距離を置いて規定された光色の光度を測定する。ただし、規

定光柱平均光度が５０ｃｄ以下の灯火については距離を縮めて測定し

てもよい。

また、安定に長時間を必要とするときは、そのデータに基づき点灯

直後に測定し換算しても良い。このとき、灯器の中心軸は、正確に調

整されていること。

なお、光色の照度を測定する場合は、受光器の種類、光色の種類（Ｌ

ＥＤなどの狭いスペクトル光源時）により色補正を行い、測定値を光

度に換算する。

(2) 実測平均光度は、図１に示す最低平均光度以上であり、かつ、４．

１．２項を満足すること。

(3) 灯光窓部が舗装面より下になる部分がある場合には、その部分を遮

蔽して前項の測定を行い、４．１ (4)項を満足すること。



1 － 6 － 9

(4) 測定点は、下記により選定すること。

① 全方向型灯器の水平測定点

全方向型灯器にあっては、垂直角は水平面より３０°までは、３

°以下の間隔とし、３０°から９０°までは２０°以下の間隔とす

る。また、水平角は３０°以下の間隔とする。

(5) 光柱光度の計算方法と結果

① 光柱光度の計算結果は、４ .１ (2)(3)(4)項に合致すること。

② 測定機器が照度計の場合は、下記の計算式で光度の換算をするこ

と。

計算式：光度（ｃｄ）＝照度（ｌｘ）×測定距離 ²（ｍ）

６．２．２ 色度試験

フィルタを使用する陶器は、フィルタを装着して灯器を定格電流で特性

が安定するまで点灯した後、色度を測定し、４．１ (1)項を満足すること。

６．３ 電気特性試験

６．３．１ 絶縁抵抗試験

(1) 測定は、５００Ｖ直流絶縁抵抗計で下項の箇所を測定し、３０ＭΩ

以上であること。

(2) 測定箇所は、ランプ及びバイパス回路を外した導電部一括部と灯体

（非導電部）間と導電部間を測定する。

６．３．２ 絶縁耐力試験

ランプ及びバイパス回路を取り付け、充電（入力、出力）部一括と灯体

間に交流１，５００Ｖを１分間印加し、異常を生じないこと。

６．３．３ 過電流点灯試験

灯器に７．２Ａの交流電流を１０秒間通電して、ランプが断芯又は破損

しないこと。

６．３．４ 誘導雷試験

ランプがＬＥＤの場合、交流入力端子間に±１．２／５０μｓ、４．５

ｋＶのインパルス電圧を正負各３回印加してこれに耐えること。

６．４ 耐環境特性試験

６．４．１ 漏洩試験

気密構造に設計されている部分は、給気口を設けた試験用治具を準備し、

組み立てられた状態で水中に浸し、灯体内部に圧力約１４７ｋＰａ（１．

５ｋｇｆ／ｃｍ ²）の空気を１分間以上供給し、空気漏れのないこと。

６．４．２ 高温試験

周囲温度５５℃±２℃の環境下において２４時間定格電流で連続点灯す

る。その結果、灯器に変形、亀裂、腐食及び部品の損傷がないこと。
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６．４．３ 低温試験

埋込型灯器を水中に浸し、－５５℃±２℃（ランプにＬＥＤを用いるも

のについては－３５℃±２℃）の環境条件下で２４時間経過後、３０分間

又は氷が溶けるまで定格電流で点灯する。これを３回連続的に繰り返す。

その結果、灯器や材料に変形、亀裂、腐食、損傷、破損、緩み、浸水等を

生じないこと。

６．４．４ 温度衝撃サイクル試験

灯器を常温の環境下において、４時間以上定格電流で点灯した後、直ち

に温度５℃以下の水中３０ｃｍ以上の深さに浸し、４時間以上放置する。

これを３回繰返し、灯器内部への浸水、レンズの破損、その他の部品の損

傷がないこと。

６．４．５ 高湿試験

温度８０℃、湿度９０％以上の環境下に３６０時間放置したとき、損傷、

腐蝕、その他の異常がないこと。

６．４．６ 表面処理試験

灯器表面の耐蝕性を確認するため、ＪＩＳ Ｚ ２３７１（塩水噴霧試験

方法）に規定された方で９６時間実施し、錆の発生がないこと。

なお、灯器の内部部品については、ＪＩＳ Ｃ ６００６８－２－１１（環

境試験方法（電気・電子）塩水噴霧試験方法）とする。

６．５ 耐航空機荷重特性試験

６．５．１ 垂直静荷重試験

灯器を試験器に取付け、硬度（ショア－の硬さ）５０～７０のゴムブロ

ックとゴムブロックに荷重を均一にする灯器外形と等しい金属板を介して

灯器に荷重を加える。

なお、ゴムブロック及び金属板の直径及び厚さは、表４による。荷重は、

毎分約４４ｋＮ（４．５ｔｆ）以下の早さで規定値に達するまで加え、有

害な変形、亀裂、破損、剥離、脱落等の異常が生じないこと。荷重規定値

は、灯器の上面投影面積に対し１ｃ㎡あたり約３１４０ＫＰａ（３２ｋｇ

ｆ／ｃ㎡）とする。

表４ ゴムブロック寸法等

ゴムブロックの寸法：ｃｍ 金属板の寸法：ｃｍ

直径 厚さ 直径 厚さ

２０ ２．５ ２０ ０．９以上

６．５．２ 水圧静荷重試験

灯器を水で満たした水槽内に取付け、均一な水圧荷重約６９００ｋＰａ

（７０ｋｇｆ／ｃ㎡）を１分間加えたとき、有害な変形・亀裂・剥離・脱

落等を生じないこと。
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６．５．３ 水平静荷重試験

灯器に試験用治具を取付け、光軸方向に約１３ｋＮ（１．３６ｔｆ）の

荷重を２０回加え、有害な変形・亀裂・剥離・ねじの緩み・脱落等を生じ

ないこと。

６．５．４ 機械的衝撃試験

灯器を厚さ２５ｍｍ、１ｍ角の大きさの鋼鈑か、又は厚さ１００ｍｍ以

上のコンクリートベースの上に取付け、２時間以上定格電流で点灯した後、

灯体中心部（非窓部）に２．３ｋｇの鋼球を１．８ｍの高さから５分間隔

で１０回落下する。試験後、光学系に損傷や位置ずれを生じないこと。

また、６ .４ .１項を満足すること。

６．５．５ 水衝撃試験

灯器を上面約１５ｍｍの水深に浸し、プリズム部分に直径４．５ｃｍの

ピストンを持つシリンダを置き、ピストン上方１．８ｍから２．３ｋｇの

鋼球を５回落とす。

なお、シリンダ内には空気がないこと。試験後、６．２．１項の試験を

満足すること。

６．５．６ 振動試験

ランプ部を短絡した埋込型灯器を試験器に取り付け、定格電流を流し、

表５の振動数と加速度の条件で、下記の３方向それぞれ１０分間加える。

イ 上下に振動させる。

ロ 水平に振動させる。振動方向は、投光方向と平行とする。

ハ 水平に振動させる。振動方向は、投光方向と直角とする。

表５

加速度段階 振動数 最大複振幅

１０Ｇ ２０～５００回／秒 １．２７ｍｍ以下

１５Ｇ ５００～２０００回／秒 １．２７ｍｍ以下

その結果

（１） 試験中入力電流の断続がないこと。

（２） 構成部品の機械的損傷がないこと。

（３） 構成部品又はねじ類の緩みがないこと。

（４） ランプのフィラメント等の変形、移動並びに回転がないこと。

なお、試験の結果、ランプの外面又はフィラメントが損傷した場合は、

ランプを交換し、ランプ部の短絡を外した後、再び前項の姿勢で定格電流

で点灯し、２０～２０００回／秒の範囲で加速度３Ｇにて１０分間振動さ

せ異常のないこと。

６．６ 表面温度試験

灯器を側面及び下面共１２．５ｃｍ以上の厚さの乾いた砂の中に、舗装面

に設置する場合と同様に設置する。

なお、環境は無風状態であること。灯器は、定格電流で２時間以上連続点
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灯した後、厚さ５ｍｍ以上のゴムシートで灯器上部を覆い、灯器上面とゴム

シートの間に熱電対を挿入して温度を測定する。また、放射熱による表面温

度の上昇が大きい灯器については、航空機のゴムタイヤ片を灯光窓部に停留

状態に近似して置き、ゴムタイヤ片の投光の当たる部分に直射光を受けない

処置をした熱電対を挿入して温度を測定する。いずれの場合も１０分後の温

度上昇値は１３０℃を超えないこと。

６．７ 加速寿命試験

灯器を側面及び下面共１２．５ｃｍ以上の厚さの乾いた砂の中に置き、上

面は灯器が隠れる程度に乾いた砂をふりかける。ただし、舗装面より上にな

る部分の投光窓は、砂を取り除いて良い。この状態でハロゲン電球型の場合

は定格寿命時間の１／２、ＬＥＤをランプとするものについては５００時間

以上連続して定格電流による点灯を行った後、６．２．１項の光柱光度試験

を行い、最低平均光度のそれぞれ８０％以上であること。

また、灯器に変形、膨れ、熱による損傷の形跡及び腐蝕があってはならな

い。
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７ 検 査

立会い検査は、表５のとおりとする。

表 ５

種 別 Ａ 欄
Ｂ 欄 備 考

検 査 項 目 (ア ) (イ )

６ .１ 外 観 ・ 構 造 ５ ％ 全 数 ○

６ .２ .１ 光 柱 光 度 ５ ％ 全 数 ○

６ .２ .２ 色 度 １ 台 ５ ％ ○

６ .３ .１ 絶 縁 抵 抗 ５ ％ 全 数 ○

６ .３ .２ 絶 縁 耐 力 ５ ％ 全 数 ○

６ .３ .３ 過 電 流 点 灯 ○

６ .３ .４ 誘 導 雷 ○

６ .４ .１ 漏 洩 １ 台 １ 台 ○

６ .４ .２ 高 温 ○

６ .４ .３ 低 温 ○

６ .４ .４ 温度衝撃 ｻｲｸﾙ ○

６ .４ .５ 高 湿 ○

６ .４ .６ 表 面 処 理 ○

６ .５ .１ 垂 直 静 荷 重 ○

６ .５ .２ 水 圧 静 荷 重 ○

６ .５ .３ 水 平 静 荷 重 ○

６ .５ .４ 機 械 的 衝 撃 ○

６ .５ .５ 水 衝 撃 ○

６ .５ .６ 振 動 ○

６ .６ 表 面 温 度 ○

６ .７ 加 速 寿 命 ○

注 1 Ａ欄 (ア )に原則として監督官立会いの上行う検査項目を、Ａ欄 (イ )に

製造者が社内において行う試験・検査項目を、Ｂ欄に製造者が同一設計

で最初の製品について行う試験・検査項目を示す。
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2 Ｂ欄○印は試験・検査の実施を示す。

3 検査対象灯器の５％の数が３個以下の場合、検査個数は最低限３個と

し、検査対象灯器が３個未満の場合は全数とする。

８ 表示及び梱包

８．１ 表 示

８．１．１ 灯体表示

灯体には、次の事項を表示した銘板を取り付けるものとする。

型式・品名

製 造 年 月

製 造 番 号

製 造 者 名

８．１．２ 梱包表示

梱包の２面体には、適当な方法で次の事項を表示する。

型式・品名

数 量

製 造 者 名

８．２ 梱 包

運搬中損傷しないよう、十分な強度を有する木箱等の適切な方法で梱包す

る。

８．３ 取扱説明書

灯器及び内部構成部品の組立又は設置についての必要な取扱説明書を提出

する。

８．４ 工具類

灯器及び内部構成部品の組立、施工又は保守管理に特殊工具が必要な場合

は付属する。
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１ 適用範囲

本仕様書は 、航空機が離陸する際の目標とする と と もに 、過走帯の境界を示す

ために設置するＧＭ－Ａ型離陸目標灯 （以下 「灯器 」 とい う 。 ） に適用する 。

２ 適用法規及び規格

航空法施行規則 （昭和 ２ ７年 ７月 運輸省令第 ５ ６号 ）(1)
日本工業規格 （ Ｊ Ｉ Ｓ ）(2)
関 連 仕 様 書(3)
航空照明用接手仕様書 防灯仕第 １ ６ ０号

３ 灯器の構成

灯器は 、図 １に示 され る形状 ・寸法で 、次の各部分によ り構成され る もの とする 。

灯 体(1)
光 学 系 （覆ガラス 、光源 、 ソケ ッ ト等 ）(2)
支 持 管(3)
接 手(4)
リ － ド 線(5)

４ 基本性能

４ １ 光学性能.
灯光は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｗ ８ ３ ０ １ （ 航空標識の色 ） に規定された航空黄の不動光とす

る 。

４ ２ 配 光.
規定の電球を使用し定格電圧で点灯した と き 、図 １ に示す配光を有する もの

とする 。

４ ３ 電気的特性.
灯器の定格電圧は １ ０ ０ とする 。(1) v
導電部分は ６ ０ ０ 以上の絶縁耐力を有するもの と し 、 また 、通電容量は ６(2) v
Ａ以上とする 。

４ ４ 耐環境等特性.
灯体の内部に正常な機能を阻害する浸水がないもの とする 。(1)
周囲温度－３ ０℃～＋ ４ ５℃の環境下において屋外使用ができる ものとする 。(2)
風速４ ５ ／ 以下のすべての気象条件下において屋外使用ができ る(3) m sec

も とす る 。

灯器は 、航空機が接触した場合、航空機が受ける損害を最小とする脆弱性(4)
を有するもの とする 。
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５ 仕様及び細部性能

５ １ 光学系.
５ １ １ 光学系の構成. .

光学系は 、光源、覆ガラス及びソケ ッ ト等によ り構成されているもの とする 。(1)
覆ガラスは 、厚さ ± の優良な耐熱性黄色ガラス と し 、有害な気泡、(2) 4mm 1mm
歪み 、傷等がないもの とする 。色は Ｊ Ｉ Ｓ Ｗ ８ ３ ０ １ （ 航空標識の色 ） に規定

された航空黄に適合するもの と し 、透過率は４ ０％以上とする 。

５ １ ２ 光 源. .
光源は、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｃ ７ ５ ０ １ （ 一般照明用電球 ）の規定された １ ０ ０ １ ０ ０ 電(1) v, w

球とする 。

ソケ ッ トは 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｃ ７ ７ ０ ９ （ 電球類の口金及び受金 ）に規定されたＥ ２ ６型(2)
とする 。

５ ２ 灯 体.
灯体の主要材料は 、軽合金鋳物及び鋼材を使用し 、その他の金属材料と(1)

と もに耐食性を向上させる耐食処理を施したものとする 。

灯体は 、本体、覆ガラス枠及びガ－ ドによ り構成され、覆ガラス枠は覆ガラ(2)
スを装着した ヒ ンジに よ り本体に取付けた もの とする 。

本体は内部にソケ ッ ト を保持し 、外部に設けた ３個の蝶ねじによ り覆ガラス

を締め付ける構造 とする 。

灯体底部には、直径 ～ の水抜き孔を ２箇所以上設けるものとする 。(3) 2mm 4mm
光学系及び標準長さ ５ ０ の支持管を含めた灯体の重量は８ 以下とす(4) cm Kg
る 。

５ ３ 支持管.
支持管の材質は、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｇ ３ ４ ５ ２ （ 配管用炭素鋼鋼管 ）に規定された鋼管(1)
（ ５ ０ Ａ ） と し 、長 さは ５ ０ を標準 とする 。cm
支持管の下部には接手取付用のねじを設ける 。(2)

５ ４ 接 手.
支持管下部には 、 「 航空照明用接手仕様書 」 （ 防灯仕第 １ ６ ０ 号 ） に よ る Ｅ－ ３

型接手を設ける 。

５ ５ リ－ ド線.
リ － ド線は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｃ ３ ３ ２ ７ （ ６ ０ ０ ｖ ゴ ムキ ャブ タイヤケ－ブル ）に規定され(1)

2た ２種 Ｅ Ｐ ゴム絶縁クロ ロプレンゴムキャブタ イヤケ－ブル （ ２ Ｐ Ｎ Ｃ Ｔ ） 1.25mm
－ とし 、長さは ７ ５ を標準とする 。2c cm
リ － ド線の接続端子部には 、通常発生する リ－ ド線への張力が加わらない(2)

よ う止金具を設けるもの とする 。

５ ６ 塗 装.
灯体の塗装色は 、外部支持管 も含み Ｊ Ｉ Ｓ Ｗ ８ ３ ０ １ （ 航空標識の色 ） に規定

された標識色 （航空黄赤色 ） とする 。
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６ 試 験

６ １ 外観 ･構造.
構造 ・寸法 、仕上げ 、塗装及び各部品の着脱性能が本仕様書に適合す る もの

とする 。

６ ２ 光学特性試験.
定格電球を定格値によ り点灯させ 、 １ ｍ以上の距離において測定した と き 、光

源の中心を含む水平面下 １ ５°から上方全方向の光度は２ ０ 以上 とする 。cd
ただし 、ガ－ド部分は除く もの とす る 。

６ ３ 電気特性試験.
６ ３ １ 絶縁抵抗試験. .

次項の耐電圧試験の前後 、光源を取外し導電部一括と灯体 （非導電部 ）間

及び導電部両極間を ５ ０ ０ ｖ 絶縁抵抗計で測定した と き 、 ３ ０ Ω以上 とする 。M

６ ３ ２ 耐電圧試験. .
Hz Hz光源を取外し 、導電部一括と灯体 （非導電部 ）間に周波数５ ０ 又は ６ ０

の正弦波に近い交流電圧 １ ０ ０ ０ ｖ を １ 分間印加した と き 、 これに耐える もの と,
する 。

６ ４ 防水試験.
Ｊ Ｉ Ｓ Ｃ ０ ９ ２ ０ （ 電気機械器具の防水試験及び固形物の侵入に対する保護

等級 ）の う ち ［保護等級 ・ ４ 、 種類 ・防 まつ形 ］に よ り試験を行い、灯器等の内部

に正常な動作を阻害する浸水がないものとする 。

６ ５ 温度試験.
灯器を常温環境下において 、 ３時間以上定格電圧で温度上昇値が一定と

な る まで点灯させた後 、温度差－ １ ０℃の水 （ 最低 ２℃ ） を ６ ４ 項の要領で散.
水した と き 、各部に変形、亀裂 、破損等の異常が生じないもの とする 。

７ 検 査

立会い検査は 、原則 と し て監督官立会いの うえ行 う もの と し 、項目は表 １の とお

り とする 。
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表 １ 検査の項目

種 別 Ａ 欄

Ｂ 欄 備 考

( ) ( )検 査 項 目 ア イ

外 観 ・ 構 造 全 数 全 数 ○6.1

光 学 特 性 １ 台 全 数 ○6.2

絶 縁 抵 抗 全 数 全 数 ○6.3.1

耐 電 圧 全 数 全 数 ○6.3.2

防 水 １ 台 １ 台 ○6.4

温 度 １ 台 １ 台 ○6.5

1 ( ) ( )注 Ａ欄 ア に原則と して監督官立会いの うえ行 う検査項目を 、Ａ欄 イ

に製造者が社内において行 う試験 ・検査項目を 、 Ｂ欄に製造者が同

一設計で最初の製品について行 う試験 ・検査項目を示す 。

Ｂ欄○印は、試験 ・検査の実施を示す。2

８ 表示及び梱包

８ １ 表 示.
８ １ １ 灯体表示. .

灯体には、次の事項を表示した銘板を取付けるもの とする 。

型式 ・品名

製 造 年 月

製 造 番 号

製 造 者 名

８ １ ２ 梱包表示. .
梱包の ２面体には 、適当な方法で次の事項を表示する 。

型式 ・品名

数 量

製 造 者 名

８ ２ 梱 包.
運搬中損傷しないよ う 、 充分な強度を有する木箱等の適切な方法で梱包する 。

８ ３ 取扱説明書.
灯器及び内部構成部品の組立又は設置についての必要な取扱説明書を提

出する 。
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８ ４ 工具類.
灯器及び内部構成部品の組立 、施工又は保守管理に特殊工具が必要な場合

には付属する 。
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１ 適用範囲

本仕様書は 、着陸しよ う とする航空機に対し着陸の方向を指示するため設置す

るＴ型着陸方向指示灯 （以下 「灯器 」 とい う 。 ） に適用する 。

２ 適用法規及び規格

航空法施行規則 （昭和 ２ ７年 ７月 運輸省令第５ ６号 ）(1)
日本工業規格 （ Ｊ Ｉ Ｓ ）(2)
関 連 仕 様 書(3)
航空照明用電球仕様書 防灯仕第８ ９号

３ 灯器の構成

灯器は 、図 １ に示 され る形状 ・ 寸法で 、次の各部分に よ り構成 され る も の と す る 。

灯 体(1)
光 学 系 （覆ガラス 、光源 、 ソケ ッ ト等 ）(2)
支 持 軸(3)
電動制御装置(4)
回路制御装置(5)
方向指示装置(6)
配 線(7)

４ 基本性能

４ １ 光学性能.
灯光は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｗ ８ ３ ０ １ （ 航空標識の色 ）に規定された航空赤 、航空緑の不

動光とする 。

４ ２ 電気的特性.
灯器の定格電圧は １ ０ ０ とする 。(1) v
導電部は ６ ０ ０ 以上の絶縁耐力と 、適切な通電容量を有するものとする 。(2) v

４ ３ 耐環境等特性.
灯体の内部に正常な機能を阻害する浸水がないもの とする 。(1)
周囲温度－３ ０℃～＋ ４ ５℃の環境下において、屋外使用ができる もの とす(2)
る 。

風速 ４ ５ ／ 以下のすべての気象条件下において 、屋外使用ができる(3) m sec
もの とする 。

４ ４ 動作特性.
風速８ ／ 以下において遠隔制御によ り任意の方位に指示し固定され(1) m sec

る もの とする 。

なお 、その指示精度は５度以内とする 。

風速 ２ ５ ／ 以上において、風向を自由に指向できる もの とする 。(2) . m sec
なお、その指示精度は前 と同様 とする 。(1)
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５ 仕様及び細部性能

５ １ 光学系.
５ １ １ 構 成. .

光学系は、光源、着色覆ガラス及びソケ ッ ト等によ り構成されているもの と(1)
する 。

着色覆ガラスの色は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｗ ８ ３ ０ １ （ 航空標識の色 ）に規定された航空赤(2)
及び航空緑 （制限Ⅱ ） に適合する もの と し 、透過率は航空赤 、航空緑 と も １ ５

％以上とする 。

着色覆ガラスは 、灯体頭部に航空赤 、灯体胴部に航空緑を配置する 。(3)

５ １ ２ 光 源. .
光源は 、 「航空照明用電球仕様書 」 （ 防灯仕第 ８ ９号 ）に よる Ａ Ｆ １ ０ ０ ２ ０(1) v
電球とする 。w
ソ ケ ッ トは 、前 の同仕様書による Ｂ Ａ １ ５ Ｄ／ １ ９する 。(2) (1)

５ ２ 灯 体.
灯体の主要材質は、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｈ ４ ０ ０ ０ （ アル ミニ ゥ ム及びアル ミニ ゥム合金の(1)
板及び条 ）に規定するアル ミニ ゥム板 、鋼管及び軽合金鋳物等とし 、その他

の金属材料と と もに耐食性を向上させる耐食処理を施したもの とする 。

灯体は頭部、胴部及び尾部よ り構成され 、鋼管等によ り組立てられた骨組(2)
に ０ ８ 以上の外覆用アル ミニ ゥ ム板を鋲止めと した構造とする 。. mm
灯体は少な く と も ４組に分離され 、かつ 、現場における組立が容易な もの(3)

とす る 。

灯体の平衡を保持する必要がある場合は 、頭部中央に突出させた支持棒(4)
に鋳鉄製カウン タ－ウエ ィ ト を取付ける もの とする 。

灯体頭部には航空赤の 、灯体胴部には航空緑の灯器を配置する 。(5)

５ ３ 支持軸及び箱体部.
支持軸は、灯体を支持、回転させるに十分な強度を有するもの と し 、軸に加(1)
わるス ラ ス ト及びラジアル負荷を受けるため 、ボ－ルベア リ ング及びロ－ラ－

ベア リングを使用する ものとする 。

箱体部と支持軸との間は適切な防水処置を施したもの とする 。(2)
箱体は軽合金鋳物製 （底板は鋳鉄製 ）又は鋳鉄製と し 、内部に電動制御装(3)
置等を設置する 。

箱体側面には点検扉を設ける 。点検扉は 、側部又は下部にヒ ンジを設け ４～(4)
８ 個の蝶ねじで締付ける防水構造と し 、 また 、施錠できる ものとする 。

５ ４ 電動制御装置.
装置は電動機 、導電装置 、 ク ラ ッチ機構及び減速機構等で構成される もの と

し 、その仕様は次の各項による ものとする 。
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電動機(1)

表 １ 電動機仕様

仕 様 及 び 定 格

型 式 コンデンサ起動式単相誘導電動機

定 格 連 続

v Hz Hz定格電圧 １ ０ ０ ５ ０ 又は ６ ０

. kw定格出力 ０ ４

導電装置(2)
灯器への電源供給用と して 、支持軸下部に集電環及び刷子を設ける 。

ク ラ ッチ機構(3)
電動機の回転方向の変更及び電磁操作によ る自由指向又は電動指向とす

るための機構で、十分な機械的強度を有し 、確実に動作するもの とする 。

減速装置(4)
ウ ォ－ムギ ャ及び平ギャを組合わせたもので 、主要な軸受部にはボ－ルベ

ア リングを使用、回転騒音が少ないものとする 。

５ ５ 回転制御装置 （配電盤 ）.
装置は継電器 、開閉器 、端子盤によ り構成され 、厚 さ １ ６ 以上の鋼板製. mm

による防水型箱内に組込み、筺体の側部に取付けるもの とする 。

継電器(1)
継電器は電動機及び照明回路の制御用とし 、消費電力 １ ０ 以下 、最少w
動作電圧は ８ ０ とする 。v
開閉器(2)
Ｊ Ｉ Ｓ Ｃ ８ ３ ７ ０ （ 配線用遮断器 ）に規定された遮断器とする 。

端子板(3)
各端子には配線記号を明記するもの とする 。

５ ６ 方向指示装置.
装置は 、 ５ ３ 項の支持軸 と連動 して灯体指示角度を伝送する もので 、発信器.
と し てセルシン電動機を支持軸下部に取付け 、管制塔内の灯火運用卓に受信

器を設け表示する方式とする 。

セルシン電動機の性能は次のとお り とする 。
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表 ２ セルシン電動機の仕様

発 信 用 受 信 用

100v 50Hz 60Hz 100v 50Hz 60Hz電 源 単相 又は 単相 又は

一次電流 以下 以下0.3 A 0.3 A

36 v 1 v ( 90 v) 36 v 1 v ( 90 v)二次電圧 ± 又は ± 又は

最大回転力 ･ 以下 ･ 以下450g cm (4.4 N) 150g cm (1.4 N)

精 度 ± °以下 ± °以下1 1

注 受信機には度数目盛及び方位目盛を記入した目盛板を設ける 。

５ ７ 配 線.
配線には 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｃ ３ ３ ０ ７ （ ６ ０ ０ ビ ニル絶縁電線 ）に規定された 以v 0.75mm2

上の絶縁電線を使用する 。 なお 、灯体の分離部では配線も切離しができ る よ う

な接続方法とする 。

５ ８ 塗 装.
灯体の塗装は 、耐食性下地塗料によ り下地塗装を施した後 、灯体外部 、回転

制御装置 、箱体部 と も Ｊ Ｉ Ｓ Ｗ ８ ３ ０ １ （ 航空標識の色 ） に規定された標識色 （航

空黄赤色 ）のラ ッカ－吹付け塗装とする 。

６ 試 験

６ １ 外観 ･構造.
構造 ・寸法 、仕上げ 、塗装 、及び各部品の着脱性能が本仕様書に適合する も

の とする 。

６ ２ 電気特性試験.
６ ２ １ 絶縁抵抗試験. .

次項の耐電圧試験の前後 、光源を取外し導電部一括と灯体 （非導電部 ）間

及び導電部両極間を ５ ０ ０ 絶縁抵抗計で測定した と き 、 ５ Ω以上とする 。v M

６ ２ ２ 耐電圧試験. .
Hz Hz光源を取外し 、導電部一括と灯体 （非導電部 ）間に周波数５ ０ 又は ６ ０

の正弦波に近い交流電圧１ ０ ０ ０ を １ 分間印加した と き 、 これに耐えるもの, v
とする 。

６ ３ 防水試験.
Ｊ Ｉ Ｓ Ｃ ０ ９ ２ ０ （ 電気機械器具の防水試験及び固形物の侵入に対する保

護等級 ）の うち ［保護等級 ・ ４ 、 種類 ・防 まつ形 ］に よ り試験を行い、灯器等の

内部に正常な動作を阻害する浸水がないもの とする 。



1 － 8 －5

６ ４ 温度試験.
灯器を常温環境下において 、 ３時間以上定格電圧で温度上昇値が一定と

な る まで点灯させた後 、温度差－ １ ０℃の水 （ 最低 ２℃ ） を散水した と き 、 各

部に変形 、亀裂、破損等の異常が生じないものとする 。

６ ５ 荷重試験.
支持軸に （ ） の静荷重を軸と直角に １ ０分間加えても異常のない300kgf 2.9kN

もの とする 。

６ ６ 動作試験.
遠隔操作によ り 自由指向 、電動指向の動作を行った と き 、 その方向指示の誤

差は ５度以下 とする 。 ま た 、風力に対する動作試験は 、尾部においてのスプ リ ン

グバ ラ ン スに よ り測定し 、 その換算値は ４ ４項に示す値以上を有する もの とする 。.

７ 検 査

立会い検査は 、原則 と し て監督官立会いの うえ行 う もの と し 、項目は表 ３の とお

り とする 。

表 ３ 検査の項目

種 別 Ａ 欄

Ｂ 欄 備 考

( ) ( )検 査 項 目 ア イ

外 観 ・ 構 造 全 数 全 数 ○6.1

絶 縁 抵 抗 全 数 全 数 ○6.2.1

耐 電 圧 全 数 全 数 ○6.2.2

防 水 １ 台 １ 台 ○6.3

温 度 １ 台 １ 台 ○6.4

荷 重 ○6.5

動 作 ○6.6

1 ( ) ( )注 Ａ欄 ア に原則と して監督官立会いの うえ行 う検査項目を 、Ａ欄 イ

に製造者が社内において行 う試験 ・検査項目を 、 Ｂ欄に製造者が同

一設計で最初の製品について行 う試験 ・検査項目を示す 。

Ｂ欄○印は、試験 ・検査の実施を示す。2
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８ 表示及び梱包

８ １ 表 示.
８ １ １ 灯体表示. .

灯体には、次の事項を表示した銘板を取付けるもの とする 。

型式 ・品名

製 造 年 月

製 造 番 号

製 造 者 名

８ １ ２ 梱包表示. .
梱包の ２面体には 、適当な方法で次の事項を表示する 。

型式 ・品名

数 量

製 造 者 名

８ ２ 梱 包.
運搬中損傷しないよ う 、 充分な強度を有する木箱等の適切な方法で梱包する 。

８ ３ 取扱説明書.
灯器及び内部構成部品の組立又は設置についての必要な取扱説明書を提

出する 。

８ ４ 工具類.
灯器及び内部構成部品の組立 、施工又は保守管理に特殊工具が必要な場合

には付属する 。











第９章

２型風向灯仕様

（防灯仕 第 278号）
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平成 ３ ０年 １ ０月 １ １日 制定

防衛省 整備計画局 施設技術管理官
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図 ２ 外照式風向灯外形図

図 ３ 外照式風向灯水平面照度配光図
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図 ５ 吹流し詳細図
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１ 適用範囲

本仕様書は 、風向指示器 （以下 「吹流し 」 と い う 。 ） を照明する脆弱型の ２型風

向灯 （以下 「灯器 」 とい う 。 ） に適用する 。

２ 適用法規及び規格

航空法施行規則 （昭和 ２ ７年 ７月 運輸省令第５ ６号 ）(1)
日本工業規格 （ Ｊ Ｉ Ｓ ）(2)
関 連 仕 様 書(3)
航空照明用接手仕様書 防灯仕第１ ６ ０号

航 空 障 害 灯 仕 様 書 防灯仕第２ ４ ３号

３ 用語の定義

灯 光 ： 灯器によって得られる光色の不動光をい う 。(1)
定格電圧 ： 光源及び機器に表示された電圧をい う 。(2)
定格電力 ： 光源及び機器に表示された消費電力をい う 。(3)
脆弱構造 ： 灯器に航空機が接触した場合に 、航空機に与える損傷を最小(4)

にするよ う な構造をい う 。

内 照 式 ： 吹流しの照明を 、吹流しの内部に設けた照明器具で行 う方式(5)
をい う 。

外 照 式 ： 吹流しの照明を 、吹流しの外部に設けた照明器具で行 う方式(6)
をい う 。

４ 灯器の種類

本仕様書に規定する灯器の種類は、表 １の とお り とする 。

表 １ 灯 器 種 類

型 式 総 高 さ 吹流し高さ 吹流し照明方式(m) (m)

２ Ａ Ｌ型 ５ ４ 以下 約 ４ ５ 内照式. .

２ Ａ Ｈ型 ６ ４ 以下 約 ５ ５ 内照式. .

２ Ｂ 型 ８ １ 以下 約 ５ ５ 外照式. .

５ 基本性能

５ １ 光学性能.
吹流しの指示する方向及び円形帯は 、夜間において少な く と も ３ ０ ０ ｍの上空

から明瞭に視認できる もの とする 。

５ ２ 電気的特性.
灯器の定格電圧は 、 １ ０ ０ と し 、 導電部は充分な通電容量を有する もの と(1) v
する 。
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灯器の定格電力は 、次を標準とする 。(2)
吹流し照明灯及び円形帯照明灯 ・ ・ ・ 合計 以下800w

（ ただし 、 ２ Ａ Ｌ型は 以下 ）1,000w
100w航 空 障 害 灯 ・ ・ ・

５ ３ 動作特性.
吹流しは、ポ－ルの周囲を自由に回転するこ とができ 、 １ ５ ／ ｓ ｅ ｃ 以上(1) . m

の風速のと き真の方向を示すもの とする 。

ポ－ル支持枠は、吹流し 、照明器具及び航空障害灯を低い位置に移動し(2)
て 、地上で清掃、電球交換等の保守作業ができる構造 とする 。

５ ４ 耐環境特性.
灯器は 、次の条件下で連続使用し て も変形及び歪み等を生 じ ない も の と す

る 。

灯器は、周囲温度－ ３ ０℃～＋ ５ ５℃の環境下において連続使用ができ る(1)
ものの とする 。

完全に組立てられた灯器については、 ３ ５ ／ の風速に 、吹流しを外し(2) m sec
た灯器について ４ ５ ／ の風速に耐え 、 また 、すべての天候下におけるm sec
屋外使用ができる ものとする 。

５ ５ 耐航空機特性.
灯器は 、航空機が接触した場合 、航空機が受ける損害を最小 とする脆弱構造

とする 。

５ ６ 標準構成.
灯器は、図 １及び図 ２に示す次の部分から構成されているもの とする 。

吹流し(1)
吹流し支持枠(2)
ポ－ル(3)
照明器具(4)
内照式では吹流し照明器具 と円形帯照明器具 、外照式では両者を

兼ねるもの 。

航空障害灯(5)
ロ－ タ リ－コネ ク タ装置 （内照式のみ ）(6)
ポ－ル支持枠(7)
可 折 部(8)
基 台(9)

６ 仕様及び細部性能

６ １ 吹流し.
吹流しは、別表 １に示す材料を使用し 、形状及び寸法等の詳細は、図 ５に(1)

よ る もの とする 。
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両端の直径は各 １ ０ 、 ０ ３ と し 、全長は ３ ５ とする 。(2) . m . m . m
縫いピ ッチは、 ２ ５ 当た り ７～ １ １目 と し 、縫目は上下糸の張力が均一(3) . cm
で糸のつれ、たるみ 、目飛び又は糸切れ等のないもの とする 。

また 、縫いつなぎは １ ０ 以上の重ね縫いとする 。. cm
特別の道具を使用するこ とな く容易に取外しができるよ う 、鳩目 ２ ８個以上(4)
を等間隔に設け 、吹流し入口を紐によ り吹流し支持枠に取付ける もの とする 。

吹流しの取付け部分などで 、金属部分と擦れやすい箇所は同質の善意材(5)
料で二重に補強する 。

吹流しの取付け部分付近に黒色の容易に褪色しないインクで 、品名 、製造(6)
者名、製造年月、製造番号を直接押印するもの とする 。

６ ２ 吹流し支持枠.
吹流し支持枠は、常時吹流し入口を開いた状態に保持するもので 、直径(1)
１ の円筒形 とする 。m
吹流し支持枠は、ポ－ルを軸と して自由に回転できるよ うベア リ ング等を使(2)

用してポ－ルに取付け 、可動部分には塵埃や水分が侵入しないよ う適切な

遮断装置を設けるもの とする 。

６ ３ ポ－ル.
ポ－ルは吹流し 、照明器具及び航空障害灯を支持するもので 、ポ－ルを倒(1)
し吹流し等を低 く して交換できるよ うに 、回転軸にてポ－ル支持枠に取付け

固定する構造 とする 。

ポ－ルの材質は、 ／ （ ／ ）の抗張力を有する Ｊ Ｉ Ｓ Ｇ ３(2) 30kgf mm 290N mm2 2

４ ４ ４ （ 一般構造用炭素鋼管 ） に規定 された （ 継目無鋼管 ） を使用する 。

ポ－ルは回転軸を中心と して容易に回転ができる もので 、ポ－ルの下部に(3)
は回転軸を中心 と してポ－ルの上下の重さが釣 り合 う よ う な重量の錘を取付

ける 。

ポ－ルを倒して吹流し等を低 くする場合、ポ－ルが適切な位置で止まるた(4)
め及び接手部で破断した と きの飛散防止対策と して 、ポ－ル下端と基台 との

間に鎖を設けるもの とする 。

６ ４ 照明器具.
照明器具は 、吹き流 し 、並びに円形帯を照明し 、必要な照度を与える もの

で 、その詳細は次の各項による もの とする 。

６ ４ １ 内照式. .
吹流し用器具は吹流し内に 、円形帯用器具は吹流し外に設置する 。(1)
吹流し外面の輝度は 、図 ４に示す最低輝度以上とする 。(2)

６ ４ ２ 外照式. .
吹流しと円形帯の両照明用で、吹流し上部に設置する 。(1)
吹流し中心を含む水平面の水平照度は図 ３に示す最低輝度以上とする 。(2)
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６ ４ ３ 円形帯照度. .
円形帯全面の照度の平均値は１ ０ 以上 とする 。lx

６ ４ ４ 光 源. .
光源には 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｃ ７ ５ ０ １ （ 一般照明用電球 ）又は Ｊ Ｉ Ｓ Ｃ ７ ５ ２ ５ （ 反射形

投光電球 ）に規定する電球を使用する 。

なお 、配光は航空機にまぶし さを与えないもの とする 。

６ ５ 航空障害灯.
灯器は 、 「 航 空障害灯仕様書 」 （ 防 灯仕第 ２ ４ ３ 号 ） に よ る ＯＭ－ ３ Ａ型航

空障害灯と し 、最頂部に設置する 。

６ ６ ロ－タ リ－コネク タ装置.
内照式において 、吹流しの方向がどのよ う に変化して も 、照明器具に必要

電力の供給ができる もの とする 。

６ ７ ポ－ル支持枠.
ポ－ル支持枠の材質は、 ／ （ ／ ）の抗張力を有する(1) 30kgf mm 290N mm2 2

Ｊ Ｉ Ｓ Ｇ ３ ４ ４ ４ （ 一般構造用炭素鋼管 ） に規定された （継目無鋼管 ） を使用

す る 。

支持枠は回転軸に よ り ポ－ル を取付け 、 ポ－ル を倒 し た位置で固定で き 、(2)
下部に接手を取付ける構造で適切な脆弱性を有するものとする 。

脆弱性の基準は 、吹流し部に水平に （ ） の ３倍の荷重を加えても(3) 58kgf 560N
倒壊するこ とな く 、 これを越える可及的小さい荷重で倒壊するもの とする 。

この確認は計算によ り代える こ とができる もの と し 、計算は次による 。

吹流し部に水平に （ ） の力が加わった と き 、接手に生ずる最大58kgf 560N
応力が接手の破断してはいけない荷重 と して規定された荷重が接手に加わっ

た と きに接手に生ずる最大応力の 、 １／ ３ から １／ ５以内とする 。

６ ８ 可折部.
各支柱脚部には、 「航空照明用接手仕様書 」 （ 防灯仕第 １ ６ ０号 ）に よ る Ｆ－

２型接手を ３～ ４個使用し 、 コ ン ク リ－ ト基礎に固定された基台に取付ける構

造 とする 。

６ ９ 基 台.
基台は、厚 さ 以上の鋼板を使用し 、可折部のＦ－ ２型接手を確実に(1) 20mm
装着できるねじが加工されたもの とする 。

材料は耐食性に優れたもの 、又は溶融亜鉛めっきを施したもの とする 。

基台は、 コン ク リ－ ト基礎に埋込まれたアンカ－ボル トによ り確実に固定す(2)
る方式とする 。
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６ １ ０ 配 線.
地上よ り約 １ｍの位置に 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｃ ８ ３ ７ ０ （ 配線用遮断器 ）に規定された ２(1)

Ｐ ３ ０ Ａの配線用遮断器を収納した防水型開閉器箱を設ける 。

開閉器箱よ り灯器への配線には、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｃ ３ ３ ２ ７ （ ６ ０ ０ Ｖ ゴムキ ャブタイヤ(2)
ケ－ブル ） に規定された ２種 Ｅ Ｐ ゴ ム絶縁ク ロ ロプレ ンゴ ムキ ャブタ イヤケ－ブ

ル （ ２ Ｐ Ｎ Ｃ Ｔ ） ２芯 を使用する 。2mm2

外部に露出する配線は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｃ ８ ３ ０ ５ （ 鋼製電線管 ）又は Ｊ Ｉ Ｓ Ｃ ８ ３ ０ ９(3)
（ 金属製可と う電線管 ）に よ り保護するもの とする 。

６ １ １ 塗 装.
金属部分等の表面の塗装色は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｗ ８ ３ ０ １ （ 航空標識の色 ）に規定され

た標識色 （航空黄赤色 ） とす る 。

７ 試 験

７ １ 外観 ･構造.
構造 ・寸法 、仕上げ 、塗装、動作等が本仕様書に適合する もの とする 。

７ ２ 風向指示試験.
１ ５ ｍの風速で試験を行い、吹流しの方向は真の方向に対して± ５°以内と.

する 。 なお 、適当な風速 、風向が得られない場合は、次の方法で代行するこ とが

できる もの とする 。

cm 22kg吹流しを取付けた状態で 、ポ－ルの垂直軸よ り １ ３ の点の接線方向に

･ （ ） の力を加えた と き 、吹流しがポ－ルの周囲を自由に回転でき る ものf cm 215N
とす る 。

７ ３ 防水試験.
Ｊ Ｉ Ｓ Ｃ ０ ９ ２ ０ （ 電気機械器具の防水試験及び固形物の侵入に対する保

護等級 ）の う ち ［ 保護等級 ・ ４ 、 種類 ・ 防 まつ形 ］ に よ り試験を行い 、灯器の内

部に正常な動作を阻害する浸水がないもの とする 。

７ ４ 光学試験.
定格電圧によ り点灯が安定状態 となった後試験を行い 、図 ３に示す照度及

び図 ４に示す輝度に適合するもの とする 。

７ ５ 絶縁抵抗試験.
次項の耐電圧試験の前後 、光源及び導電部一括 と灯体 （非導電部 ）間を ５

０ ０ 絶縁抵抗計で測定した と き 、 ３ ０ Ω以上 とする 。v M

７ ６ 耐電圧試験.
導電部一括と灯体 （非導電部 ）間に周波数 ５ ０ 又は ６ ０ の正弦波に近Hz Hz
い交流電圧１ ５ ０ ０ を １分間印加したと き 、 これに耐えるものとする 。, v
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７ ７ 耐風圧試験.
試験は次の方法で代行するこ とができる もの とする 。

完全に組立て られた風向灯を固定 された基台に取付け 、吹流 し支持枠取

付け部の中央にポ－ルと直角の方向に （ ） の静荷重を 分間加58kgf 560N 10
えた と き 、変形及び歪みを生じないもの とする 。

７ ８ 脆弱性試験.
６ ７項及び ６ ８項の脆弱構造に適合する ものとする 。. .

７ ９ 照度試験.
完全に組立て られた風向灯の円形帯照明器具について 、下記の要領で照

度を測定した と きの平均値は １ ０ 以上とする 。lx
基台水平面において 、風向灯中心よ り半径 の円周上を中心角５度以8.25m

内に分割した 度を円形帯照明器具数で除した範囲内の各点の照度を測360
定する 。

８ 検 査

立会い検査は 、原則 と して監督官立会いの うえ行 う もの と し 、項目は表 ２の とお

り とする 。

表 ２ 検査の項目

種 別 Ａ 欄
Ｂ 欄 備 考

( ) ( )検 査 項 目 ア イ

外 観 ・ 構 造 全 数 全 数 ○7.1

風 向 指 示 ○7.2

防 水 ○7.3

光 学 ○7.4

絶 縁 抵 抗 全 数 全 数 ○7.5

耐 電 圧 全 数 全 数 ○7.6

耐 風 圧 ○7.7

脆 弱 性 ○7.8

照 度 ○7.9

1 ( ) ( )注 Ａ欄 ア に原則と して監督官立会いの うえ行 う検査項目を 、Ａ欄 イ

に製造者が社内において行 う試験 ・検査項目を 、 Ｂ欄に製造者が同

一設計で最初の製品について行 う試験 ・検査項目を示す 。

Ｂ欄○印は、試験 ・検査の実施を示す。2
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９ 表示及び梱包

９ １ 表 示.
９ １ １ 灯体表示. .

灯体には、次の事項を表示した銘板を取付けるもの とする 。

型式 ・品名

製 造 年 月

製 造 番 号

製 造 者 名

９ １ ２ 梱包表示. .
梱包の ２面体には 、適当な方法で次の事項を表示する 。

型式 ・品名

製 造 者 名

９ ２ 梱 包.
運搬中損傷しないよ う 、 充分な強度を有する木箱等の適切な方法で梱包する 。

９ ３ 取扱説明書.
灯器及び内部構成部品の組立又は設置についての必要な取扱説明書を提

出する 。

９ ４ 工具類.
灯器及び内部構成部品の組立 、施工又は保守管理に特殊工具が必要な場合

には付属するもの とする 。
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１ 適用範囲

本仕様書は 陸上飛行場等の位置を示すためにするＲＢ－Ｐ型飛行場灯台 以、 （

下「灯器」という ）に適用する。。

２ 適用法規及び規格

(1)航空法施行規則 （昭和２７年７月 運輸省令 第５６号）

(2)日 本 工 業 規 格 （ＪＩＳ）

３ 用語の定義

(1)灯 光：灯器によって得られる光色の光をいう。

(2)光 柱：規定された光度の灯光の広がりをいう。

(3)光柱曲線：光柱の広がりの範囲を示す曲線をいう。

(4)実効光度：閃光の実効光度は同一観測状態で、同一視認距離を得られる同

色の不動光と等しい光度をいう。

(5)光 色： JIS W 8301（航空標識の色）に規定された色度を有する灯光の

色をいう。

(6)閃光回数：規定された時間における閃光の回数をいう。

(7)定格電圧：灯器及び光源に表示された電圧をいう。

(8)定格電力：光源及び機器に表示された消費電力をいう。

(9)寿 命：光源が正常に動作しなくなるまでの通算点灯時間をいう。

(10)定格寿命：長時間にわたり製造された同一型式の光源の平均寿命をいう。

４ 種 類

灯器の種類は回転式とする。

５ 基本性能

５ １ 光学性能.

５.１ .１ 灯光・光柱光度

光学性能は、表１によるものとする。

表１ 光 学 性 能

灯 光 光 柱 光 度 規 格

備 考

光色互閃光 閃光数(回／分) 実効光度(cd) 鉛直角 ( )°

白色光 緑色光 緑は白の

白／緑 ２０～３０ 1～3

20,000 以上 3,000 以上 15% 以上

５.１ .２ 光 色

光色は、ＪＩＳ Ｗ ８３０１（航空標識の色）に規定された色度範囲と

する。
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５ .２ 電気的特性

５.２ .１ 定格事項

灯器の定格事項は、表２によるものとする。

表２ 定格事項

項 目 定 格 事 項

入力電圧 ＡＣ １００ｖ又は２００ｖ

相 数 単相

周 波 数 ５０Hz又は６０Hz

定格電力 １,０００vA 以下

５ .２ .２ 電流容量

入力回路は６００ｖ以上の絶縁耐力を有し、導電部は定格電流の１ .５倍

の通電容量を有するものとする。

５.３ 耐環境特性

５.３ .１ 防 水

灯器の内部に正常な動作を阻害する浸水がないものとする。

５.３ .２ 周囲温度

周囲温度－３０℃～＋４５℃の環境下において屋外連続使用ができるも

のとする。

５.３ .３ 熱衝撃

灯器は、使用中の降雪等による熱衝撃に耐えるものとする。

５.３ .４ 腐 食

通常の使用状態において、性能を阻害する有害な腐食がないものとする。

５.３ .５ 風 圧

風速６０ｍ／ sec以下のすべての気象条件下においての屋外使用に耐える

ものとする。

６ 構 成

灯器は、灯体部と回転装置部により構成されるものとする。

７ 仕様及び細部性能

７.１ 灯体部

７.１ .１ 灯 体

(1) 灯器の材質は、光学性能を維持するのに必要な耐熱性、耐候性、耐食

性に優れた材料を使用するものとする。

(2) 光源の交換及び保守作業が容易な構造とする。
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７ .１ .２ 光源及びソケット

(1) 光源は定焦点型とし、定格寿命は５００時間以上とする。

(2) 光源は、ホルダ－、ソケット等により所定の位置に確実に取付けられ、

衝撃や振動等によって光源の位置ずれを生じない構造とする。

(3) 光源は、光学系又はソケット等からの着脱が容易な構造とする。

(4) 光源の口金とバルブは確実に取付けられ、使用中又は取扱中に緩みを

生じないもとする。

７.１ .３ レンズ、フィルタ

(1) レンズ又はカバ－等を使用する場合及びフィルタは、光学特性を低下

させる歪み、気泡、傷等がなく、耐温度性、耐候性、耐食性を有するも

のとする。

(2) フィルタの色度は、ＪＩＳ Ｗ ８３０１（航空標識の色）に規定され

た色度範囲とし、透過率は１５％以上とする。

７.１ .４ 光源交換装置

現用の光源が断芯したとき自動的に予備光源に交換して正規の配光特性

で点灯を継続し、同時に現用光源の断芯を表示させる回路を有するものと

する。

７.２ 回転装置部

７.２ .１ 電動機及び減速器

(1) 電動機の入力電源は、交流１００ｖ、周波数５０Hz又は６０Hzとする。

(2) －３０℃～＋４５℃の環境下において始動及び規定回転で運転できる

電気容量を有するものとする。

(3) 運転中の振動及び騒音が少ないものとする。

(4) 回転中の灯体部に急激に大きな負荷がかかったとき、直接電動機に負

担がかからないように緩衝装置を備えるものとする。

７.２ .２ 配電盤

回転装置箱体内に保守・点検のため、回路区分（光源及び電動機）ごと

にＪＩＳ Ｃ ８２０１ -２ -１に規定された配線用遮断器を取付けた配電盤

を設けるものとする。

７.２ .３ ヒ－タ－

寒冷地における冬季使用に際して、必要な場合は凍結防止用としてヒ－

タ－等を設けることができるものとする。ただし、ヒ－タ－の容量は１０

０ｗ以下とし灯器とは別回路とする。

７.２ .４ 回転装置箱体

(1) 箱体は、十分な強度を有する形状及び材質とする。

(2) 箱体には、内部の電動機及び駆動部分等の保守・点検のための開閉部

を設ける。開閉部は、開閉が容易で、かつ、防水構造を有するものとす

る。
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(3) 箱体下部は、灯器を指定する箇所に設置する構造を有するものとする。

７.３ 共通機械部品

７.３ .１ ボルト・ナット類

灯体等に使用するボルト・ナット類は、ＪＩＳ Ｇ ４３０３（ステンレ

ス鋼棒）に規定された材料を使用する。

７.３ .２ ガラス部品

使用するガラスは、歪み、気泡、くもり、傷等がなく、耐温度性、耐候

性を有するものとする。

７.３ .３ 電気部品

各部品は、必要な通電容量、絶縁性、可とう性、耐温度性、耐候性を有

するものとする。

７.３ .４ 金属部品

(1) 使用する金属は、耐候性、耐食性に優れたもの、また、耐候性、耐食

性を向上させる表面処理を施したものとする。

(2) 異種金属間の接触による電解腐食を生じやすい金属を使用する場合は、

金属メッキその他の方法による防止を図るものとする。

(3) 表面処理方法は、使用場所及び目的によって適した耐温度性や耐摩耗

性を有するものとする。

７.３ .５ 非金属部品

合成樹脂等の非金属部品は、耐候性、耐温度性に優れたものとする。

７.４ 塗 装

外面塗装色は、ＪＩＳ Ｗ ８３０１（航空標識の色）に規定された標識

色（航空黄赤色）とする。

８ 試 験

８.１ 外観・構造

構造・寸法・仕上げ・塗装・重量及び部品の着脱性が、本仕様書に適合

するものとする。

８.２ 光学特性試験

８.２ .１ 光柱光度試験

定格電圧で点灯し特性が安定した状態において、原則として５ｍ以上の

距離で照度計等により測定する。

実効光度は、測定光度から次の８ .２ .２項の計算式により算出し、５ .１

項に適合するものとする。

８.２ .２ 実効光度の計算方法

実効光度の計算は、次式によるものとする。



1 － 10 － 5

2t
Ｉ e＝（∫ I dt）／｛0.2＋ (t － t )｝2 1

1t

ここに Ｉe＝実効光度 [cd]

Ｉ ＝瞬間光度 [cd]

t ,t ＝積分限界値 [sec]1 2

積分限界値は、Ｉeが最大となるように選定する。

８.２ .３ 色度試験

光色は、定格電圧で特性が安定するまで点灯した後に測定し、５ .１ .２

項の色度範囲とする。

８.３ 電気特性試験

８.３ .１ 絶縁抵抗試験

次項の耐電圧試験の前後、導電部相互間及び導電部一括と非導電部間を

５００ｖ絶縁抵抗計で測定したとき、３０ＭΩ以上とする。

８.３ .２ 耐電圧試験

導電部相互間及び導電部と非導電金属部間（大地間）に、周波数５０Ｈ

ｚ又は６０Ｈｚの正弦波に近い交流電圧１ ,５００ｖを印加したとき、１

分間これに耐えるものとする。

８.３ .３ 雑音電力試験

(1) 雑音端子電圧は、 526.5kHz～ 5MHzで５６ dB以下、 5MHz～ 30MHzで６０ dB

以下とする。

(2) 雑音電力は、30MHz～ 300MHzで５５ dB以下とする。

８.４ 耐環境試験

８.４ .１ 防水試験

灯器を正常点灯の状態において、ＪＩＳ Ｃ ０９２０（電気機械器具の

防水試験及び固形物の侵入に対する保護等級）のうち「保護等級・５，種

類・防噴流形」により試験を行ったとき、内部に正常な動作を阻害する浸

水がないものとする。

８.４ .２ 高温試験

灯器は、＋４５℃±２℃の環境条件下において連続２４時間定格電圧で

、 、 、 、 。点灯させたとき 変形 亀裂 腐食 破損及び緩みを生じないものとする

８.４ .３ 低温サイクル試験

灯器は、－３０℃±２℃の環境条件下において、８時間以上放置した後、

、 、 、８時間以上定格電圧により運転しこれを３回繰り返したとき 変形 亀裂

腐食、破損及び緩みを生じないものとする。

８.４ .４ 熱衝撃試験

灯器を常温環境下において定格電圧で点灯し、各部の温度が一定に達し
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た後、直ちに温度差－１０℃の水（最低５℃）をレンズ又はカバ－面に

１０秒間以上散水したとき、変形、亀裂、腐食、破損、緩み及び浸水を

生じないものとする。

８.４ .５ 表面処理試験

灯器又は同等の処理をした部材を、ＪＩＳ Ｃ ６００６８ -２ -５２（環

境試験方法 (電気・電子 )塩水噴霧 (サイクル)試験方法）に規定された [厳

しさ２]の方法で、４回累計９６時間実施したとき、灯器及び部材に腐食、

損傷を生じないものとする。

８.４ .６ 風速試験

５ .３ .５項に示された数値の風を、５分間側面から当てたとき損傷、破

損及び緩みを生じないものとする。

なお、この試験は模擬試験（風圧計算を含む）に代えることができる。

８.５ 加速寿命試験

定格電圧で光源の定格寿命時間の１／２時間以上連続して運転し ８.２ .、

１項の光柱光度試験を行ったとき、実効光度は規格値の８０％以上を有す

るものとする。なお、灯器及び各部材に変形、歪み、また、熱による損傷

の形跡がないものとする。

８.６ 動作試験

(1) 灯器を始動したとき、発光、回転数、その他の動作に異常がないもの

とする。また、始動時及び運転時に異常な摩擦音、騒音等が発生しない

ものとする。

(2) 現用光源が断芯したとき、光源交換装置により自動的に予備光源に切

替えできるものとする。

(3) 前号の試験は、定格電圧の±１０％において行うものとする。

８.７ 連続運転試験

無風状態において２４時間以上連続運転をしたとき、各部に異常がない

ものとする。

９ 検 査

立会い検査は、原則として監督官立会いのうえ行うものとし、項目は表３

のとおりとする。
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表３ 検 査 の 項 目

種 別 Ａ 欄
Ｂ 欄 備 考

検 査 項 目 （ア） （イ）

全 数 全 数 ○8.1 外 観 ・ 構 造

１ 台 １ 台 ○8.2.1 光 柱 光 度

8.2.3 色 度 － － ○

全 数 全 数 ○8.3.1 絶 縁 抵 抗

全 数 全 数 ○8.3.2 耐 電 圧

－ － ○8.3.3 雑 音 電 力

１ 台 １ 台 ○8.4.1 防 水

－ － ○8.4.2 高 温

－ － ○8.4.3 低温サイクル

－ － ○8.4.4 熱 衝 撃

－ － ○8.4.5 表 面 処 理

－ － ○8.4.6 風 速

8.5 加 速 寿 命 － － ○

6 全 数 全 数 ○8. 動 作

8.7 連 続 運 転 １ 台 ○－

注 1 Ａ欄（ア）に原則として監督官立会いのうえ行う検査項目を、Ａ欄

（イ）に製造者が社内において行う試験・検査項目を、Ｂ欄に製造者

が同一設計で最初の製品について行う試験・検査項目を示す。

2 Ｂ欄○印は試験・検査の実施を示す。

１０ 表示及び梱包

１０.１ 表 示

１０.１ .１ 灯器表示

灯器には、次の事項を表示した銘板を取付けるものとする。

型式・品名

製 造 年 月

製 造 番 号

製 造 者 名

１０.１ .２ 梱包表示

梱包の２面体には、適当な方法で次の事項を表示する。

型式・品名

数 量

製 造 者 名
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１０ .２ 梱 包

運搬中損傷しないよう、充分な強度を有する木箱等の適切な方法で梱包す

る。

１０.３ 取扱説明書

次の事項を明記した取扱説明書を提出する。

(1)灯器の回路及びシステム動作と結線図

(2)物理的特性（構造、寸法、重量）

(3)取付説明書

(4)動作説明書（故障時の動作も含む ）。

(5)保守に関する事項（交換部品一覧表及び交換時期を含む ）。

１０.４ 工具類

灯器及び内部構成部品の組立、施工又は保守管理に特殊工具が必要な場合

には付属する。
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１ 適用範囲

本仕様書は 、航空障害灯と して設置するＯＭ型航空障害灯 （以下 「 灯器 」 と い

う 。 ） に適用する 。

２ 適用法規及び規格

航空法施行規則 （昭和 ２ ７年 ７月 運輸省令第 ５ ６号 ）(1)
日本工業規格 （ Ｊ Ｉ Ｓ ）(2)

３ 種類

航空障害灯の種類は 、表 １の とお り とす る 。(1)

表 １

種 類 型 式 備 考

低高度航空障害灯 ＯＭ－ ３ Ａ

ＯＭ－ ３ Ｂ

ＯＭ－ ３ Ｃ

ＯＭ－ ７

ＯＭ－ ７ Ｌ Ａ

ＯＭ－ ７ Ｌ Ｂ

ＯＭ－ ７ Ｌ Ｃ

中光度赤色航空障害灯 ＯＭ－ ６

ＯＭ－ ６ Ｃ

４ 構成

４ １ 灯器は 、次の部分からなっている こ と 。.
灯体 光学系 電源部(1) (2) (3)

４ ２ 灯器に所要の動作を させるため 、次の装置を付属させる こ とがで き る 。.
管制器 周辺照度検出器(1) (2)

５ 基本性能

５ １ 光学性能.
灯光は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｗ ８ ３ ０ １ 「 航空標識の色 」で規定 された航空赤の光色の色度

範囲内で、規定の光源を使用して測光した場合 、表 ２に示すものであ る こ と 。
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表 ２

(cd)型式 ビーム角 光度

ピーク値 鉛直角度
鉛 水

° °

直
- ° - ° - ° ± ° -15 3 1 0 + 6 3

注 注 ２ ） ～ ～
( 1)注 平

( 2) (
° °+10 +10

OM-3A 100%

10 °
－

OM-3B 32 5%以上 以上 － － － 以上

OM-3C ( 4)全 注

以上 以上 － － －OM-7 500 2%
OM-7LA 100cd方

150cd
－ 以上 以上 － － － 以上OM-7LB 100 2

以下OM-7LC ( 4)向 注

－ －
OM-6 3 2,000 25% 50% 100%° ± 以上

－ －
以上 注 以下 以上OM-6C ( 3) 75%

注 ： ビ－ ム角は 、光度がピ－ ク値の最低許容値の に等し く な る値で定義され1 50%
る 。

配光はピ－ク光度が発生している鉛直角度に対 して対称 とな る必要はない 。

注 ： 同一の水平角において 、 ピ－ ク 値の最低許容値に対す る比率 と し て示 され る 。2
注 ： 実効光度の値 と し 、 明滅回数は ～ 回／分とする 。3 20 60

明暗の時間比は 、白熱電球を使用する場合は明滅 周期に対 し 、明が と1 2/3
する こ と を標準 とす る 。 発光ダ イオー ド を使用する場合は明滅 周期に対 し 、1
明が 以上 以下の範囲に設定する もの とす る 。1/2 2/3

4 5 5%注 ： 規定 した値のほか 、水平面－ °から上方全てにピ－ ク値の最低許容値の

以上を確保する こ と 。

５ ２ 電気的特性.
５ ２ １ 定格. .
灯器の定格は 、 表 ３ の と お り と し 、 導電部は十分な耐電圧 と電流容量を有す る

こ と 。

表 ３

型式 電圧 消費電力 光源の種類 光源の寿命 備考

- 以下 白熱電球 以上OM 3A AC100V 100W 1,000h
- ＊ ネオン管 以上 静電誘導方式OM 3B AC20mA 5,000h

以上 商用電源方式AC100V 10,000h
- 以 下 Ｌ Ｅ Ｄ 以上OM 3C AC100V 50W 25,000h
- 以下 白熱電球 以上OM 7 500W 1,500h
- 以下 白熱電球 以上OM 7LA 300W 1,500h
- ハ ロゲン電球 以上OM 7LB 2,000h
- 以下 Ｌ Ｅ Ｄ 以上OM 7LC 100W 25,000h
- 以 下 白熱電球 以上OM 6 1,000W 1,500h
- 以下 Ｌ Ｅ Ｄ 以上OM 6C 100W 25,000h

＊ - の静電誘導方式は定格電流とする 。OM 3B
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５ ２ ２ 雑音の強さ. .
点灯時及び発光時に有害な雑音の発生がないこ と 。

５ ３ 耐環境特性.
５ ３ １ 防 水. .
灯器は 、内部に正常な性能を阻害する浸水がないこ と 。

５ ３ ２ 周囲温度. .
灯器は 、－ ℃～＋ ℃の環境下において 、連続使用ができ る こ と 。30 45

５ ３ ３ 熱衝撃. .
灯器は 、使用中の降雨 、降雪等による熱衝撃に耐える こ と 。

５ ３ ４ 高温 ・高湿. .
灯器は 、気温 ℃湿度 の環境条件下で長期保管して異常のないこ と 。45 90%

５ ３ ５ 腐 食. .
灯器は 、通常の使用状態において 、性能を阻害する有害な腐食がないこ と 。

５ ３ ６ 風圧. .
灯器は 、風速 の風速に耐えるこ と 。90m/sec

５ ４ 保全性.
灯器は 、 現 場 にお け る 部品の交換 及び保全作業 ・ 分 解 ・ 点 検 ・ 交 換 が容易 に行

える構造である こ と 。

６ 仕様及び細部性能

６ １ 灯 体.
灯体の材質は 、 光学性能を維持す るに必要な耐熱性 、耐候性 、耐蝕性に優れた

材料を使用するこ と 。

６ ２ 光学系.
６ ２ １ 光学系の構成. .

光学系は 、 ５ １ 項の光学性能を満足するため 、必要に応じてレ ンズ 、グ ロ(1) .
ーブ 、フ ィル タ 、反射鏡等を使用する構成 とする 。

光学系は 、部品の交換及び点検が容易であ り 、点検後の組立に際し 、 特(2)
別の光柱調整を必要 と しないものである こ と 。

６ ２ ２ 光源. .
灯器に使用する光源は 、表 ３によ る こ と を原則 とする 。(1)
光源は 、 ソ ケ ッ ト な ど に よ り 所定の位置に確実に取 り付け られ 、振動等に(2)
よっ て光源の位置ずれを生じない構造であるこ と 。

光源は 、光学系又はソケ ッ ト な どか らの着脱が容易である こ と 。(3)
６ ２ ３ レ ンズ 、グ ローブ. .

光学特性を低下 させ る気泡 、 く も り 、 傷 、 汚れな どがな く 、 耐温度性 、耐候(1)
性を有するこ と 。

切 削加工 を加え る場合は 、 ク ラ ッ ク を 生 じ ない よ う に 仕上げ を行 う こ と 。 ま(2)
た 、必要によ り強化処理を行 う こ と 。

６ ２ ４ フ ィル タ. .
フ ィ ル タ を 使用す る 場合は 、 光 学特性を低下 させ る 気泡 、 く も り 、 傷 、 汚 れ
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な どがな く 、耐温度性 、耐候性を有する こ と 。

６ ２ ５ 反射鏡. .
反射鏡を使用す る場合は 、 光学特性を低下 させ る傷 、汚れ 、 色む ら な どが

な く耐温度性 、耐候性 、耐蝕性を有する こ と 。

６ ３ 電源部.
高電圧を発生 させ て動作す る障害灯では 、 消灯 し た場合 、 高 電圧 を抑制す る安

全装置 （短絡補助回路 ） を設ける こ と 。

６ ４ 共通機械部品.
ボル ト ・ ナ ッ ト類(1)
原則 と し て Ｊ Ｉ Ｓ 及 び 同等規格 に準 じ た ス テ ン レ ス 材 を 使用す る も の と し 、 そ

の他の部材は 、 ６ ６ 項の表面処理を行 う もの とす る 。.
ガラ ス部品(2)
使用する部材は、気泡、くもり、傷、汚れなどがなく、耐温度性、耐候性を有すること。

電気部品(3)
配線は、必要な通電容量、絶縁性、可とう性、耐温度性、耐侯性を有すること。

金属部品(4)
使用する金属は、耐蝕性、耐侯性に優れた材料を使用すること。又は、耐蝕性、耐侯性を向上さ

せる表面処理を施した材料を使用すること。

非金属部品(5)
合成樹脂等の非金属部品は、耐候性、耐温度性に優れた材料を使用すること。

６ ５ 仕上げ色.
外面の仕上げ色は、ＪＩＳ Ｗ 「航空標識の色」に規定された航空黄赤色とする。8301

６ ６ 表面処理.
異種金属間の接触による電解腐食を生じやすい金属を使用する場合は、金属メッキ、その他の方(1)
法でこれを防ぐこと。

表面処理は、使用する場所や目的により、耐温度性や耐摩耗性を有すること。(2)

６ ７ 接地.
灯体の内外面に接地端子を設け、又は、接地用の電線を接続できる構造とすること。

６ ８ 管制器.
灯器を点灯及び消灯又は、明滅させる機能を有すること。

ＬＥＤを使用した灯器では、点灯時間管理のため制御回路を用意すること。

制御回路は、累積点灯時間が定格寿命の８０％に達した時警報を発出し、定格寿命を経過したときに

は、灯器への電源供給を停止する機構とすること。

６ ９ 周辺照度検出器.
周辺照度検出器は、北方の空の明るさを６００～３００ ｌｘ で検出し、管制器に信号を送ること。( )



1 － 11 － 5

７ 試 験

７ １ 外観 ・構造.
構造 ・寸法 、仕上げ 、塗装 、重量及び部品の着脱性能が本仕様書に適合する

もの とする 。

７ ２ 光学特性試験.
７ ２ １ 光柱光度試験. .

光柱光度試験は、定格電圧で特性が安定するまで点灯し、発光部幅の２０倍以上の距離をおき、(1)
規定された光色の光度を測定する。

このとき、灯器の中心軸は正確に調整されていること。なお、照度を測定する場合は、受光器の

種類により色補正を行い、測定値の光度に換算する。

測定点は、下記によること。(2)
① 鉛直測定点

鉛直角は２度以下の間隔とする。

② 水平測定点

水平角は３０度以下の間隔とする。

光柱光度の計算方法と結果(3)
① 光柱光度の計算結果は、５ １項の性能を満足すること。.
② 測定機器が照度計の場合は、下記の式で光度に換算すること。

( ) = ( ) ( )光度 ｃｄ 照度 ｌｘ ×測定距離 ｍ2

③ 実効光度の計算は次式とする。

ただし、 ＝実効光度Ie
＝瞬時光度I

と は の値が最大となるように選択すること。t t Ie1 2

７ ２ ２ 色度試験. .
光色は定格電圧で点灯し、特性が安定した後にＪＩＳ Ｚ ８７２４「色の測定方法－光源色」によって

測定し、５ １項を満足すること。.

７ ３ 動作試験.
定格入力電圧の±１０％の範囲で動作し、点灯状況に異常がないこと。

７ ４ 電気特性試験.
７ ４ １ 入力試験. .

測定は静電誘導方式以外の灯器とし、光源として定めるランプを装着し、周囲温度２０℃～３０℃で(1)
入力端子間に定格周波数の定格電圧を加え安定化時間が経過した後、調光機能を持つ場合は、最

大負荷となるよう調整して入力側の電力を測定する。

ＪＩＳ Ｃ ８１０５－３「照明器具－第３部：性能要求事項通則」の７ ５入力特性の表４に示す表示値に(2) .
対する入力特性の許容範囲を満足すること。

７ ４ ２ 絶縁抵抗試験. .
測定は、５００ 絶縁抵抗計で、下項の箇所の測定を行い、３０ Ω以上であること。(1) V M
ＯＭ‐３Ｂにあっては、１，０００ 絶縁抵抗計で測定を行い１，０００ Ω以上であること。V M
測定箇所は導電部の接地側端子を外し、光源及び導電部一括と灯体 非導電部 間を測定する。(2) ( )

I e =
t2

t1
I d t / ( 0 .2 + ( t 2－ t 1 )
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７ ４ ３ 耐電圧試験. .
試験は耐圧試験器で、下項の箇所に交流１，５００ を１分間印加し、これに耐えること。(1) V
ＯＭ－３Ｂにあっては、２０ ただし商用電源用は６ の試験電圧とする。kV ( kV)
試験箇所は、導電部の接地側端子を外し、光源を装着した導電部一括と灯体 非導電部 間を試験(2) ( )
する。

７ ４ ４ 誘導雷試験. .
電子回路を有する灯器は、交流入力端子と灯体間に±１．２ ５０μｓ ４ ５ のインパルス電圧を/ , . kV

正負各３回印加して、これに耐えなければならない。

７ ４ ５ 雑音の強さ試験. .
定格電圧がＡＣ１００Ｖのものは、電気用品安全法（昭和３６年法律第２３４ 号）第８条第１項に基づ

く電気用品の技術上の基準を定める省令（昭和３７年通商産業省令第８５号）附属の表の２「電気用

品の雑音の強さの測定方法」に規定する技術基準に準じて行い、許容値を満足すること。

適用章別は、光源の種類により表４のとおりとする。

表 ４

光源の種類 適用章別 （電気用品名等）

白熱電球 （注） 5 （白熱電球）

７ （その他の白熱電灯器具）

ネオン管 ７ （その他の放電灯器具）

ハロゲン電球 ７ （その他の白熱電灯器具）

ＬＥＤ ７ （エル・イー・ディー電灯器具）

７ ５ 耐環境特性試験.
７ ５ １ 防水試験. .

灯器は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｃ ０ ９ ２ ０ 「 電 気機械器具の外郭に よ る 保護等級 Ｉ Ｐ コ － ド 」( )
に規定された保護等級 ５の試験を行い 、性能に影響のある浸水のないこ と 。

なお 、本試験は灯器を定格電圧で点灯させた状態にして行 う こ と 。

７ ５ ２ 高温試験. .
灯器は 、 ＋ ４ ５ ℃± ２ ℃ の環境条件下で 、 ２ ４ 時 間定格電圧で点灯 し 、 部材

に変形 、亀裂、腐食 、損傷 、破損 、緩みを生じないこ と 。

７ ５ ３ 低温サイクル試験. .
灯器は 、－ ３ ０ ℃± ２ ℃の環境条件下で 、 ８ 時間以上放置後 、 ８ 時間以上定

格電圧で動作 させ る 。 こ れを ３ 回連続 して繰 り返 し 、 部材に変形 、亀裂 、腐

食 、損傷 、破損 、緩み 、浸水を生じないこ と 。

７ ５ ４ 熱衝撃試験. .
灯器は 、 定格電圧で点灯 し 、 各部 の温度が一定に達 し た後 、直 ちに周囲温

度 よ り １ ０ ℃ 以上低い水 最低 ５℃ を レ ンズ又はカバ－等へじ ょ う ろ にて １ ０ 秒( )
間以上散水し 、 部材に変形 、亀裂 、腐食 、損傷 、破損 、緩み 、浸水を生 じ な

いこ と 。

７ ５ ５ 高温高湿試験. .
灯器は 、温度 ４ ５℃± ２℃ 、 湿度 ９ ０％以上の環境下で ３ ６ ０ 時間以上放置

し 、部材に変形 、亀裂 、腐食 、損傷 、破損 、緩みを生じない こ と 。

７ ５ ６ 表面処理試験. .
灯器又は 、同等の処理を した部材 テス ト ピ－ス を Ｊ Ｉ Ｓ Ｃ ６ ０ ０ ６ ８ － ２－( )
５ ２ 「 環境試験方法－電気 ・電子－塩水噴霧 サ イ クル 試験方法 塩化ナ ト リ( ) (
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ウ ム水溶液 」 に規定 された 、厳 し さ （ ２ ） の方法で 、 ４ 回累計 ９ ６ 時間以上実施)
し 、部材に腐食 、損傷を生 じない こ と 。 ただ し 、 ス テン レス製及び非金属製は

除 く 。

７ ５ ７ 耐風圧試験. .
灯器は 、 ５ ３ ６ 項の風を ５分間灯器の側面か ら当て 、損傷 、破損 、緩みを生. .
じない こ と 。

こ の試験は 、風圧計算による静荷重試験に変える こ とができ る 。

７ ５ ８ 加速寿命試験. .
灯器を＋ ４ ５ ℃± ２ ℃で定格電圧において ２ ５ ０ 時間継続的に作動 させた

後 、光柱光度試験を行い、 ７ ２ １ 項の配光特性を満足するこ と 。. .
また 、灯器や部材に変形 、膨れ 、熱に よ る損傷の形跡 、並びに腐食のない こ

と 。

８ 検 査

立会い検査は 、原則 と し て監督官立会いの う え行 う もの と し 、項目は表 ５ の と

お り とす る 。

表 ５

Ｂ 欄 備 考
種 別 Ａ 欄

（ ア ） （ イ ）

７ １ 外 観 ・ 構 造 ５％ 全数 ○.
７ ２ １ 光 柱 光 度 ５％ 全数 ○. .
７ ２ ２ 色 度 １台 ５％ ○. .
７ ３ 動 作 ５％ 全数 ○.
７ ４ １ 入 力 ５％ 全数 ○. .
７ ４ ２ 絶 縁 抵 抗 ５％ 全数 ○. .
７ ４ ３ 耐 電 圧 ５％ 全数 ○. .
７ ４ ４ 誘 導 雷 ― ― ○. .
７ ４ ５ 雑 音 の 強 さ ― ― ○. .
７ ５ １ 防 水 １台 ５％ ○. .
７ ５ ２ 高 温 ― ― ○. .
７ ５ ３ 低温サイ クル ― ― ○. .
７ ５ ４ 熱 衝 撃 ― ― ○. .
７ ５ ５ 高 温 高 湿 ― ― ○. .
７ ５ ６ 表 面 処 理 ― ― ○. .
７ ５ ７ 耐 風 圧 ― ― ○. .
７ ５ ８ 加 速 寿 命 ― ― ○. .
注 １ Ａ欄 （ア ） に原則 と して監督官立会いの う え行 う検査項目を 、 Ａ欄 （ イ ）

に製造者が社内において行 う試験 ・検査項目を 、 Ｂ欄に製造者が同一

設計で最初の製品について行 う試験 ・検査項目をを示す。

２ Ｂ欄○印は 、試験 ・検査の実施を示す 。

３ 検査対象灯器の ５％の数が ３個以下の場合 、検査個数は最低限 ３個 と

する 。
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９ 表示及び梱包

９ １ 表 示.
９ １ １ 灯体表示. .

灯体には 、次の事項を明確に表示する銘板を取付ける もの とする 。

ま た 、 灯 器 を 構成す る 主要部品には 、 製造者名 、 部 品名 、 製造年月日 を表

す管理記号を鋳造 、刻印 、不滅イン ク等で表示する 。

型式 ・品名

定 格 事 項

適 合 電 球

製 造 年 月

製 造 番 号

製 造 者 名

９ １ ２ 梱包表示. .
梱包の ２面側には 、適当な方法で次の事項を表示する 。

型式 ・品名

数 量

製 造 者 名

９ ２ 梱 包.
運搬中損傷 し ない よ う 、 充分な強度を有す る木箱又はダン ボール等の適切な方

法で梱包する 。

９ ３ 取扱説明書.
灯器及び内部構成部品の組立又は設置についての必要な取扱説明書を提出

する 。

９ ４ 工具類.
灯器及び内部構成部品の組立 、施工又は保守管理に特殊工具が必要な場合に

は付属する もの とする 。
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１ 適用範囲

本仕様書は 、高光度航空障害灯と して設置する Ｆ Ｘ－ ７型閃光装置 （以下 「装置 」

とい う 。 ） に適用する 。

２ 適用法規及び規格

航空法施行規則 （昭和 ２ ７年 ７月 運輸省令第５ ６号 ）(1)
日本工業規格 （ Ｊ Ｉ Ｓ ）(2)

３ 用語の定義

分離型閃光装置とは 、発光部 と電源部を分離した装置をい う 。(1)
発光部とは 、光源を含む灯体をい う 。(2)
電源部とは 、灯器へ電力及び点弧信号を送る装置をい う 。(3)
一体型閃光装置とは 、発光部 と電源部が同一箱体内にある装置をい う 。(4)

４ 種 類

装置は、 ３段階の光度制御ができる もので 、その種類は表 １の とお り とする 。

表 １ 装置の種類

名 称 区分 種類 型 式 備 考

一体型 Ｆ Ｘ－ ７ － ２ ０ ０ Ｋ

高光度航空障害灯 発光部 Ｆ Ｘ－ ７ Ｓ－ ２ ０ ０ Ｋ－ ０ １
分離型

電源部 Ｆ Ｘ－ ７ Ｓ－ ２ ０ ０ Ｋ－ ０ ２

５ 基本性能

５ １ 光学性能.
５ １ １ 灯 光. .

灯器の実効光度は表 ２に 、 また配光は図 １に適合するものする 。

表 ２ 実 効 光 度

(cd)ビ － ム 角 実 効 光 度
光度切換

鉛 直 水 平 最 低 値 ピ － ク 値

゜以上3
( ) , , 25%昼 間 Ｈ １ ２ ０ ゜以上 ７ ５ ０ ０ ０ ２ ０ ０ ０ ０ ０ ±

～ ゜以下7
゜ 以上3

( ) , , 25%薄 暮 Ｍ １ ２ ０ ゜以上 ７ ５ ０ ０ ２ ０ ０ ０ ０ ±
～ ゜以下7
゜ 以上3

, 25%夜 間 （ Ｌ ） １ ２ ０ ゜ 以上 ７ ５ ０ ２ ０ ０ ０ ±
～ ゜以下7

注 特殊用途に用いる閃光装置にあっては 、ビ－ム水平角を ９ ０°以上 と

するこ とができる 。
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５ １ ２ 閃光性能. .
キセ ノン ランプによる閃光で 、その発光回数は ４ ０回／ とする 。min

５ ２ 定格入力.
装置の定格入力は表 ３によ る 。

表 ３ 定格入力

項 目 定 格 事 項

v v電 圧 ＡＣ １ ０ ０ 又は ２ ０ ０

相 数 単 相

周 波 数 ５ ０ ６ ０ 共用Hz, Hz

最大入力 ７ ０ ０ 以下vA

最大入力電流 ３ ５ Ａ.

５ ３ 耐環境特性.
５ ３ １ 防 水. .

装置の内部に正常な機能を阻害する浸水がないもの とする 。

５ ３ ２ 周囲温度. .
－３ ０℃～＋ ４ ５℃の環境下において連続使用ができる ものの とする 。

５ ３ ３ 熱衝撃. .
使用中の降雪等による熱衝撃に耐えるもの とする 。

５ ３ ４ 風圧等. .
９ ０ ／ 以下の風速に耐え、かつ 、砂粒及び塩分を含むすべての気象m sec

条件下において連続使用ができる ものとする 。

５ ４ 装置の構成.
５ ４ １ 分離型. .

分離型装置は、発光部と電源部から構成される 。

発光部は、防水型の堅牢な構造で、外箱、発光部 （放電管、 ト リ ガ－ブロ ッ(1)
ク ） 、 ケ－ブル及びその他の部品から構成される もので 、その外形 、寸法は

図 ３による もの とする 。

電源部は 、防水型の堅牢な構造で、外箱 、電源部 （整流器 、避雷器、 コン(2)
デンサ ）及びその他の部品から構成される もので 、その外形 、寸法は図 ３に

よ る もの とする 。

分離型装置は 、発光部と電源部を最大 １ ０ ｍまで分離して連続使用ができ(3)
る もの とする 。
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５ ４ ２ 一体型. .
一体型は本体部と中継端子箱から構成される 。

本体部は防水型の堅牢な構造で、外箱、発光部 （放電管、 ト リ ガ－ブロ ッ ク(1)
） 、 電源部 （整流器 、避雷器 、 コ ンデンサ ） 、 ケ－ブル及びその他の部品から

構成されるもので 、その外形、寸法は図 ２によ る ものとする 。

中継端子箱は 、防水型の堅牢な構造で、外箱、電源スイ ッチ及びその他の(2)
部品から構成されるもので 、その外形 、寸法は図 ８による もの とす る 。

５ ４ ３装置重量. .
装置の重量は 、表 ４の とお り とする 。

表 ４ 装置重量表

(kg)区 分 種 類 型 式 重 量

一体型 Ｆ Ｘ－ ７－ ２ ０ ０ Ｋ １ １ ５ 以下

発光部 Ｆ Ｘ－ ７ Ｓ－ ２ ０ ０ Ｋ－ ０ １ ４ ０ 以下
分離型

電源部 Ｆ Ｘ－ ７ Ｓ－ ２ ０ ０ Ｋ－ ０ ２ ６ ０ 以下

５ ５ 標準化及び保守性能.
装置の保全作業をよ り容易にするために 、努めて標準化された部品を使(1)

用し 、 また容易な補充が可能なもの とする 。

現場における発光部 、電源部等の交換或いは分解、点検及び部品交換な(2)
どの保全作業が容易な構造とするもの とする 。

６ 仕様及び細部性能

６ １ 光学系.
６ １ １ 光 源. .

光源は 、 ５ １ 項～ ５ ３ 項に よ る条件下において 、定格寿命 １ ０ ０ ０ ０ 時間以. . ,
上の発光性能を有するキセ ノン放電管とし 、その特性は表 ５によ る 。

表 ５ 放電管特性表

最低放電 連続放電 自然放電
装 置 放電管

(v) (v) (v)可能電圧 可能電圧 始電圧

Ｆ Ｘ ７ ２ ０ ０ Ｋ- -
－ １ ７ ０ ０ ２ ５ ０ ０ 以下 ４ ５ ０ ０X 7A , , ,

Ｆ Ｘ ７ Ｓ ２ ０ ０ Ｋ- -

６ １ ２ レ ンズ. .
レンズには使用上差し支えのある歪み、気泡 、傷等のないものとする 。
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６ １ ３ 反射鏡. .
５ １ １項に規定するビ－ムが発光されるよ う成形 されたもの とする 。(1) . .
材質は、 ０ ５ 以上の金属板に表面処理を行い、純度 ９ ９ ９％以上のア(2) . mm .
ル ミニ ウムを真空蒸着したもので 、更に Ｊ Ｉ Ｓ Ｈ ８ ６ ０ １ （ アル ミ ニウム及びア

ル ミ ニ ウ ム合金の陽極酸化皮膜又は同等以上 ） に よ る処理を行 う もの とす る 。

反射率は８ ５％以上とする 。(3)

６ ２ 電源部.
電源部は 、変圧器、整流器、高圧 リレ－ 、 コンデンサ 、避雷器よ り構成され、(1)
５ ２項の定格入力で、放電管に ３ ２ ０ ０ １ ０ ０ 、－ ２ ０ ０ の直流電力. , v + v v
を供給し う る性能を有するものとする 。

なお 、電源部を構成する部品は 、外箱に固定され 、取 り外 しが可能なもの

とする 。

開閉サ－ジ、誘導雷等よ り閃光装置を保護するために 、適切な性能の避雷(2)
器を設置する 。

外箱には、危険防止のため蓋の開閉と連動して入力電源を開放するための(3)
インタ－ロ ッ ク ス イ ッチを設けるもの とする 。

ま た 、 こ の イ ン タ－ロ ッ ク ス イ ッチが動作した と き 、 発光用コンデンサの充電

電荷を ５ ０秒以内に放電させる回路を構成させるものとする 。

６ ３ 発光部.
光軸の仰角を鉛直角 ０°～ ８°の範囲で １ ゜ 間隔で設定し 、固定できる仰角(1)
調整装置及び水準装置を装備する 。

外箱には、危険防止のため蓋の開閉と連動して入力電源を開放するための(2)
インタ－ロ ッ ク ス イ ッチを設けるもの とする 。

ま た 、 こ の イ ン タ－ロ ッ ク ス イ ッチが動作した と き 、 発光用コンデンサの充電

電荷を ５ ０秒以内に放電させる回路を構成させるものとする 。

６ ４ 外 箱.
材質は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｇ ４ ３ ０ ５ （ 冷間圧延ステンレス鋼板 ）又は Ｊ Ｉ Ｓ Ｈ ４ ０ ０ ０ （ ア(1)
ル ミニ ウム及びアル ミニ ウム合金の板及び条 ）に規定された材質のもの と し 、

堅牢な構造で通常の方法に よる運搬 、設置 、保守等によ り容易に変形しな

いもの とする 。

前 １ 項において、外箱をアル ミニ ウム製 と した場合は塗装の保護膜を施す(2) ( )
もの とする 。ただし 、 ステンレス鋼板製 （ ＳＵ Ｓ ３ ０ ４使用 ）は生地とする 。

外箱は、両側面に固定脚を取付け 、ボル ト 、ナッ ト等によ り垂直に保持 、固(3)
定する こ と がで き る構造 と し 、外形 、寸法は一体型は図 ２に 、分離型にあっ

ては図 ３によ る もの とする 。

必要に応じてル－バ－が取付けられる構造とする 。(4)

６ ５ ケ－ブル.
分離型の場合は 、発光部と電源部を接続するためケ－ブルを付属するもの(1)

とする 。
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ケ－ブルは 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｃ ８ ３ ０ ９ （ 金属製可 と う電線管 ）の規定によるビニル被

覆 ２種可と う管等で保護するものとする 。

一体型の場合は、閃光装置と中継端子箱を接続するためのケ－ブルを付属(2)
するもの とする 。

６ ６ 管制器.
６ ６ １ 構成等. .

管制器は、制御電源ユニ ッ ト 、制御ユニ ッ ト及び積算時計等によ り構成され(1)
もの と し 、その基本回路は図６ による 。

管制器は、本体の内部に正常な動作を阻害する浸水がない防水構造とし 、(2)
その外形寸法等は 図 ５による もの とする 。

６ ６ ２制御ユニッ ト. .
制御ユニッ トは 、閃光装置の閃光周期、光度段階と調整を制御し 、その動(1)
作状態を表示する もので 、パネル面に配線用遮断器、光度切替スイ ッチ 、故

障復帰ス イ ッチ 、運転及び動作モ－ ド表示 、故障表示 、閃光装置モニ タ－

表示等を設けるものとする 。

動作状態のモニタ－表示は 、運転状態を緑色点滅光とし 、故障表示を赤色(2)
不動光とする 。

灯器は、 １ ５秒± ５％の周期で １つの物件に設置された装置を全数同時に(3) .
発光させるもの とする 。

なお 、 「 夜間 」 （ Ｌ モ－ ド ）点灯時は 、 １つの閃光を １ ０ ０～ ２ ５ ０ ミ リ秒の間 、

数回の発光を重ねた持続光とする 。

外部転送用と して 、故障信号用の無電圧接点を １組設けるもの とする 。(4)
制御ユニッ ト或いは制御電源ユニ ッ トが故障した場合、各閃光装置は自動(5)
的に２～ ３秒間隔で閃光するものとする 。

自動光度調整回路が故障した場合 、全灯が 「昼間 」 （ Ｈモ－ド ）点灯となる(6)
回路を設定し 、 また 、手動による光度調整用のスイッチを設ける 。

光電式周辺照度検出器の信号によって 、光度を自動的に ２段階又は３段階(7)
に調整できる もの とする 。

管制器は最大７ ５ ０ ｍ離れた閃光装置を制御できる もの とする 。(8)
外形寸法等は図４ による もの とす る 。(9) (1)

６ ６ ３ 制御電源ユニッ ト. .
制御ユニッ トへの電源供給装置とする 。(1)
外形寸法等は図 ４ による もの とす る 。(2) (2)

６ ６ ４ 周辺照度検出器. .
周辺照度 （北方の空の明るさ ） を検出し 、制御ユニ ッ ト にモード選択信号を(1)
送るもので、その段階は次による もの とする 。

→ (lx)昼間 （ Ｈモ－ド ） 薄暮 （Ｍモード ） ６ ０ ０～ ３ ０ ０←
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→ (lx)薄暮 （Ｍモ－ド ） 夜間 （ Ｌモー ド ） ５ ０ ～ ２ ０←

外形寸法等は図７による ものとす る 。(2)

６ ７ 共通部品.
主要材料は、特に規定した場合を除き 、 ステンレス鋼 、アル ミニ ゥム 、黄銅(1)

又はりん青銅を使用する 。

端子の接触面には、黄銅 、 りん青銅を 、端子のねじ類は黄銅又はステンレ(2)
ス鋼を使用する 。

ボル ト ・ ナ ッ ト類は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｂ ０ ２ ０ ５ （ メ － トル並目ねじ ） に規定された表 「ね(3)
じの呼び 」の １及び ２欄のもの とする 。

特に必要な場合は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｂ ０ ２ ０ ７ （ メ － トル細目ねじ ） 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｂ ０ ２ ０ ３ （ 管

用テ－パねじ ） 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｂ ０ ２ ０ ２ （ 管用平行ねじ ） を使用する 。

７ 試 験

７ １ 外観 ･構造.
構造 ・寸法 、仕上げ 、塗装 、仰角調整及び部品の着脱性が 、本仕様書に適合

するもの とする 。

７ ２ 光学特性試験.
装置を正規の状態で点灯し 、各部が安定した状態において 、閃光回数 、光軸

光度 、ビ－ム角を測定する 。

光度は、 ５ １ １ 項に示す範囲であり 、かつ 、図 １に適合するもの とする 。. .

７ ３ 電気特性試験.
７ ３ １ 最大入力試験. .

最大入力電力は 、熱電電流計又はオシログ ラフに よ り 、入力端子で測定した

平均電流に定格電圧を乗じた値が 、 ５ ２項に適合するもの とする 。.

７ ３ ２ 絶縁耐力試験. .
交流低圧回路一括 と接地間に交流 １ ， ５ ０ ０ ｖ を 印加 し た と き 、 １ 分 間 これ に

耐えるものにする 。ただし 、 １線接地部分は接地線を外して試験を行 う 。

７ ３ ３ 絶縁抵抗試験. .
交流低圧回路一括 と接地間に ５ ０ ０ ｖ 絶縁抵抗計で測定した と き １ ５ ＭΩ以

上とする 。ただし 、 １線接地部分は 、接地線を外して試験を行 う 。

７ ４ 耐環境試験.
７ ４ １ 風圧試験. .

風洞内に 、装置を正面に向けて正規の状態で設置し 、 ５ ３ ４ 項に示された. .
数値の風を加えたとき 、 ３分間耐える もの とする 。

ただ し 、詳細な計算書を提出し 、充分これに耐え う る こ と を証明でき る と き
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は 、風洞試験を省略するこ とができる もの とする 。

７ ４ ２ 温度衝撃試験. .
正規の状態に設置し 、無風の状態において定格電圧で 「昼間 」 （ Ｈ モ－ ド ）

に よ り 連続点灯 させ 、各部の温度が一定に達 し たのち 、 温度差－ １ ０ ± １ ℃

の水 （最低 ２℃ ） をガラ ス面に散水した と き 、各部に変形、亀裂、損傷等を生

じないもの とする 。

７ ４ ３ 低温試験. .
閃光装置 、制御電源ユニッ ト及び制御ユニ ッ ト を 、水温－ ３ ０℃の水槽中に

おいて 、定格電圧によ り 「 昼間 」 （ Ｈモ－ド ） の点灯状態で ８時間以上放置した

と き 、同期 、閃光周期その他の動作に異常のないものとする 。

７ ４ ４ 耐湿試験. .
周囲温度 ３ ５℃以上 、相対湿度 ９ ０％以上の環境条件下で ８時間 「昼間 」 （

Ｈモ－ ド ） で点灯し 、引続き常温 、常湿の消灯状態で １ ６時間放置する 。 この

試験を ３回繰 り返 し行った と き 、装置の内部に正常な動作を阻害する湿気の

侵入がないもの とする 。

７ ４ ５ 防水試験. .
装置及び中継端子箱(1)
Ｊ Ｉ Ｓ Ｃ ０ ９ ２ ０ （ 電気機械器具の防水試験及び固形物の侵入に対する保

護等級 ）の うち ［保護等級 ・ ５ 、種類 ・防噴流形 ］に よ り試験を行った と き 、灯

器の内部に正常な動作を阻害する浸水がないもの とする 。

管制器(2)
Ｊ Ｉ Ｓ Ｃ ０ ９ ２ ０ （ 電気機械器具の防水試験及び固形物の侵入に対する保

護等級 ）の うち ［保護等級 ４ ・ 、 種類 ・防 まつ形 ］ に よ り試験を行った と き 、管

制器の内部に正常な動作を阻害する浸水がないものとする 。

７ ５ 温度試験.
常温環境下において 、定格電圧によ り 「 昼間 」 （ Ｈ モ－ ド ） で連続点灯し 、

各部の温度上昇が一定となった と き測定する 。

この と きの各部の温度上昇値は、表 ６の値以下とする 。

表 ６ 温度上昇値

( )温 度 上 昇 ℃
測 定 個 所 測定方法

Ａ種絶縁 Ｂ種絶縁 Ｆ種絶縁

電源変圧器 抵 抗 法 ５ ５ ７ ５ ９ ５
巻 線

チ ョ － ク 温度計法 ５ ０ ７ ０ ９ ０

発光用コンデンサ 温度計法 ２ ５

注 温度計法による 。
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７ ６ 部品検査.
放電管 、整流器 、変圧器 、放電用コンデンサ 、高圧 リ レ－ 、周辺照度検出器

等の部品について 、それぞれ仕様 、規格等によ り検査を行 う 。ただし 、製造者

の提出デ－タによ り代える こ とができる ものとする 。

７ ７ 反射鏡試験.
素 材(1)
アル ミ ニ ゥ ムの純度が ６ １ ３ 項の値以上であるこ とを証明するデ－タを提出. .

する 。

耐食性、耐摩耗性(2)
反射鏡と同一素材で同一処理を施した試験片 以下 について、(10cmx10cm )

Ｊ Ｉ Ｓ Ｈ ８ ６ ０ １ （ アル ミ ニ ゥ ム及びアル ミニ ゥ ム合金の陽極酸化皮膜 ）に規定

された方法で反射面の耐食性 、耐摩耗性を測定した と き 、皮膜が除去される

までの時間は 、耐食性が １ ０秒以上 、耐摩耗性が ３ ０秒以上 とする 。 ただ し 、

製造者社内検査デ－ タ及び試験片の提出に よ り 、 実測を省略する こ と がで き

る もの とす る 。

反射率(3)
反射鏡と同一素材で同一処理を施した試験片 （平面 ）について 、反射率を

測定した と き ６ １ ３ 項に適合する もの とする 。ただし 、製造者社内検査デ－. . (3)
タ及び試験片の提出によ り 、実測を省略するこ とができる もの とする 。

７ ８ 動作試験.
試験は、閃光装置と管制器を ７ ５ ０ の電線を接続するか又はそれと等価(1) m
のインピ－ダンスを有する回路に接続して行 う もの とする 。

定格電圧で点灯した と き 、同期 、閃光回数 、光度調整及び正常／故障表示、(2)
その他の動作について異常がないものとする 。

また 、入力電圧が± １ ０％変動して も正常な動作が可能なもの とする 。

分離型閃光装置は、発光部 と電源部を ５ ４ １ 項によ り １ ０ 分離して点(3) . . (3) m
灯し 、前号 の試験を行い異常のないもの とする 。(2)
なお 、試験に際しては所要の電線を接続するか又はそれ と等価のイン ピ－

ダンスを有する回路の接続して行 う こ とができる もの とす る 。

開閉連動イン タ－ロ ッ ク ス イ ッチ と充電電荷の放電試験を行い、 ６ ２ 項及(4) . (3)
び ６ ３ 項に適合するもの とする 。. (2)
周辺照度検出器による各モ－ド別光度による点灯試験を行い、 ６ ６ ４ 項に(5) . .
適合するもの とする 。

８ 検 査

検査は、表 ７の項目 ・種別によ り行 う もの とする 。なお 、立会い検査は、原則

として監督官立会いのうえで行 う もの とする 。
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表 ７ 検査の項目

種 別 Ａ 欄
Ｂ 欄 備 考

( ) ( )検 査 項 目 ア イ

外 観 ･ 構 造 全数 全 数 ○7.1

光 学 特 性 １台 全 数 ○7.2

最 大 入 力 １台 ２ ０％ ○7.3.1

絶 縁 耐 力 ２ ０％ 全 数 ○7.3.2

絶 縁 抵 抗 全数 全 数 ○7.3.3

風 圧 ○7.4.1

温 度 衝 撃 １ 台 ○7.4.2

低 温 １ 台 ○7.4.3

耐 湿 １ 台 ○7.4.4

防 水 ２ ０％ ○7.4.5

温 度 １ 台 ○7.5

部 品 ○7.6

反 射 鏡 ○7.7

動 作 全 数 全 数 ○7.8

1 A ( ) ( )注 欄 ア に原則と して監督官立会いの うえ行 う検査項目を 、 Ａ欄 イ

に製造者が社内において行 う試験 ・検査項目を 、 Ｂ欄に製造者が同

一設計で最初の製品について行 う試験 ・検査項目を示す 。

Ｂ欄○印は試験 ・検査の実施を示す。2
検査対象灯器の ２ ０％の数が ２個以下の場合、検査個数は最低２個3
とす る 。

９ 表示及び梱包

９ １ 表 示.
９ １ １ 灯体表示. .

灯体には、次の事項を明確に表示する銘板を取付けるものとする 。(1)
また 、灯器を構成する主要部品には 、製造者名 、部品名 、製造年月を表

す管理記号を鋳造、刻印、不滅インク等で表示する 。

品 名 ･ 型 式

定 格 電 圧

電 流

周 波 数

適合放電管
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製 造 年 月

製 造 番 号

製 造 者 名

外部の見易い位置に 「高圧注意 」の危険表示板を設ける 。(2)
「 回路結線図 」は 、結線図をわか りやす く記入したもので 、扉内側の見易い(3)

位置に設ける 。

銘板黄銅製 、ステンレス 製又はアル ミニ ゥ ム製と し 、容易に消えない(4) (SUS304)
方法で記入したもの とする 。

９ １ ２ 梱包表示. .
梱包の ２面体には 、適当な方法で次の事項を表示する 。

型式 ･品名

数 量

製 造 者 名

９ ２ 梱 包.
運搬中傷しないよ う 、充分な強度を有する木箱等の適切な方法で梱包する 。

９ ３ 取扱説明書.
発光部 、電源部等で内部構成部品の組立又は設置についての必要な取扱説

明書を添付する 。

９ ４ 工具類.
発光部及び電源部等で内部構成部品の組立 、施工又は保守管理に特殊工具

が必要な場合には付属するもの とする 。
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１ 適用範囲

本仕様書は、進入角指示灯（以下「灯器」という。）に適用する。

２ 適用法規及び規格

(1) 航空法施行規則 （昭和２７年７月 運輸省令第５６号）

(2) 日本工業規格 （ＪＩＳ）

(3) 関 連 仕 様 書

航空照明用プラグ・レセップ仕様書 防灯仕第 ５７号

航空照明用接手仕様書 防灯仕第１６０号

航空灯火用干渉膜透過フィルタ仕様書 防灯仕第２６４号

３ 用語の定義

４ 基本性能

４．１ 光学性能

４．１．１ 灯 光

(1) 灯光は、清澄な大気中において７．４ｋｍの進入経路上から視認で

きるものとする。

：灯器によって得られる光色の不動光をいう。

：規定された光度の灯光の開きをいう。

：ＪＩＳ Ｗ ８３０１（航空標識の色）に規定された色度

を有する灯火の色をいう。

：白色光と赤色光の間のどちらとも判断できない部分をい

う。

：転移層の中心の水平面に対する傾きをいう。

：地上型灯器に航空機が接触した場合に、損傷を与えない

ことをいう。

：灯器が使用上において供給を受ける最大電流をいう。

：灯器に定格電流を印加したときに消費される電力（公称

値）をいう。

：ランプが点灯しなくなるまでの通算点灯時間いう。

：長時間にわたり製造された同一型式のランプの平均値に

基づいて公表された寿命をいう。

：灯器に装着されたランプが、定格電流（電圧）での点灯

において、規定する要求光度の７０％を維持する時間を

いう。

：可視の光学放射を作るための電気を利用した発行部品（ハ

ロゲン電球、ＬＥＤ等）をいう。

：抵抗体に電流を流すことにより、白熱させた際の発光を

利用する電気による光源をいう。

： Light Em it ti ng Di od eの 略で、電子が結合したときの

発光エネルギーを利用した半導体の一種をいう。

：光学特性を得るためにＬＥＤ取付基盤、ホルダー、給電

端子等を一体化したモジュールをいう。

灯 光

光 柱

光 色

転 移 層

仰 角

脆 弱 性

定 格 電 流

定 格 電 力

寿 命

定 格 寿 命

有効 ﾗﾝﾌﾟ寿命

ラ ン プ

電 球

Ｌ Ｅ Ｄ

ＬＥＤユニット

電源ユニット

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

( 8 )

( 9 )

( 1 0 )

( 1 1 )

( 1 2 )

( 1 3 )

( 1 4 )

( 1 5 )

( 1 6 )
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(2) 灯光は、上層が航空白又は航空可変白、下層が航空赤の２層からな

り、定格電流で、ＪＩＳ Ｗ ８３０１（航空標識の色）に規定された

色度範囲に示す航空白又は航空可変白及び航空赤の不動光とする。

４．１．２ 配 光

(1) 配光は、規定のランプを使用し、定格電流で点灯したとき図１に示

す配光を有するものとする。

(2) 航空赤の中心光度は、１５，０００ｃｄ以上とする。

(3) 航空白の光度は、航空赤の光度の２倍以上、６．５倍以下とする。

４．１．３ 転移層

(1) 転移層の鉛直角は、光柱の中心部では３分以内とし、水平方向左右

７．５度の周辺部では５分以内とする。

(2) 転移層中心の湾曲の限界は、水平方向の中心線からの偏りが、左右

１０度の位置で±３分以内とする。

４．２ 電気的特性

(1) 灯器の定格電流は、６．６Ａとし、導電部は異常時の過電流に耐える

ものとする。

(2) 灯器は、電球断芯時又は故障時に生ずる絶縁変圧器の二次解放電圧に

耐えるものとする。

(3) 灯器の定格電力及び光源の種類は、表１による。

表１ 定格電力及び適合ランプ

灯器型式 定格電力 (Ｗ ) 適合ランプ 備 考

６００ JFR 6.6A 200 Ｗ /P (3個 )
Ｐ

４５０以下 LEDユニット 150W以下（ 3個）

４．３ 耐環境特性

(1) 灯体の内部に正常な機能を阻害する浸水がないものとする。

(2) 周囲温度－３０℃～＋４５℃の環境下において連続使用ができるもの

とする。

(3) 風速４５ｍ／ sec以下の全ての天候下においての屋外使用に耐えるも

のとする。

(4) 各部品は、ＪＩＳ Ｃ ６００６８－２－５２（環境試験方法－電気・

電子－塩水噴霧（サイクル）試験方法（塩化ナトリウム水溶液））に規

定された方法の試験又は同等の試験を実施した場合に異常のないものと

する。

４．４ 耐航空機特性

(1) 灯器は、航空機が接触した場合に、航空機に対し損傷を与えることの

ない脆弱性を有する構造とする。
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( 2) 灯 器は、航空機の離着陸・走行時及びジェットエンジン ･ブラストに

よる振動に耐えるものとする。

４．５ 保全性

(1) 灯器は、現場における光学系本体、ランプの交換及び保全作業が容易

に行えるものとする。

(2) 光学系本体は、保全作業が容易に行えるよう、灯器から取出し可能な

構造とする。

(3) 光学系本体の保全作業にあたり、ランプの交換及び点検、清掃が容易

に行える構造とする。

４．６ 互換性

(1) 構成部品又は組立部品は、灯器相互間で互換性を有するものとする。

(2) ランプの交換に際しては、調整を必要としないものとする。

５ 仕様及び細部性能

５．１ ランプ

(1) ランプは表１の定格容量のハロゲン電球で、定格電流により点灯した

場合５００時間以上の断芯寿命を有するものとする。また、ＬＥＤの有

効ランプ寿命は、定格電流で点灯し、１０，０００時間以上とする。

(2) 電球口金部よりリ－ド線を引出し、端子盤に接続する構造とする。ま

た、ＬＥＤを使用するものについては１５０Ｗ以下を標準とし、ＬＥＤ

ユニットよりリード線を引出し、端子盤に接続する構造とする。

(3) 電球（反射鏡）又はＬＥＤユニットは、着脱が可能で所定の位置に確

実に取付けができる構造とする。

(4) 電源ユニットは、ＬＥＤ故障時には回路を保護する機能を有するもの

とする。

５．２ 光学系本体

５．２．１ 構 成

光学系本体は、光源、フィルタ及びレンズ等より構成され、各部品は堅

牢な光学系基台に取付けられているものとする。

５．２．２ ランプ

５．１項による。

５．２．３ 反射鏡

(1) 光学特性を低下させる傷、汚れ、色むら及び粉ふき等がなく、耐温

度性、耐候性、耐食性を有するものとする。

(2) 材質は、ＪＩＳ Ｈ ４０００（アルミニウム及びアルミニウム合金

の板及び条）に規定されたＡ１０８０Ｐ又はこれと同等以上のものを

使用し、また、適切な表面処理を行ったものとする。
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５．２．４ フィルタ

フィルタは、「航空灯火用干渉膜透過フィルタ仕様書」（防灯仕第２６

４号）にるものとする。

５．２．５ レンズ

レンズは透明とし、表面を研磨し、使用上支障のある歪み、気泡及び傷

等がないものとする。

５．２．６ ランプ支持具

電球式の灯器は、着脱が容易であり、運用中に位置ずれが生じないもの

とする。ＬＥＤ式の灯器は、ＬＥＤユニットの交換が可能で、運用中に位

置ずれを生じないものとする。

５．２．７ 光学系基台

(1) 光学系各部品を取付ける基台は、堅牢な構造で輸送、据付け及び通

常の運用中に受ける衝撃又は振動等により変形や歪みを生じないもの

とする。

(2) 基台（光軸）の水平及び鉛直（仰角）の傾斜を傾斜計で測定するた

め、測定に適した位置に傾斜測定台を設ける。

５．３ 灯 体

５．３．１ 構 成

光学系本体を支持する支持台部、支持台部と光学系本体を内蔵する筐体

部及びこれらを支持するための支持脚部とにより構成される。

５．３．２ 支持台部

(1) 輸送、据付け及び通常の運用中に受ける衝撃又は振動等により変形

や歪みを生じないものとする。

(2) 光学系本体（基台）を確実に支持できるものとし、運用中に光学系

本体のずれ等を生じないものとする。

(3) 支持台部には、光学系本体の仰角を鉛直角０゜～６゜の範囲で調整

（設定）可能な調整用ねじを設ける。

５．３．３ 筐体部

(1) 筐体部の材質は、４．３項及び４．４項に適合するもので、支持台

及び支持脚を組込んだとき、６．４．５項に耐えるものとする。

(2) 筐体部の上部は、内部点検及び光学系本体を取出すための開閉可能

な構造とする。また、開閉部には施錠装置を設けるものとする。

(3) 点灯したとき有害な光の漏れがないないものとする。

(4) 外側の適切な位置に、光学系の基準を明示する基準点を表示する。

５ .３ .４ 支持脚部

(1) 支持脚は鋼管製とし灯体を確実に固定できるもので、かつ、灯体の

高さを調整できる構造とする。

(2) 支持脚鋼管の材質は、ＪＩＳ Ｇ ３４４８（一般配管用ステンレス
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鋼管）に規定されたステンレス鋼管ＳＵＳ３０４とする。

(3) 支 持脚鋼管下部には、「航空照明用接手仕様書」（防灯仕第１６０

号）によるＤ－３型接手を取付ける。

５．４ 共通機械部品

５．４．１ ボルト・ナット類

(1) 灯体に使用するボルト・ナット類は、導電部を除きＪＩＳ Ｇ ４３

０３（ステンレス鋼棒）に規定されたＳＵＳ３０４とし、構造上必要

とされる締付けトルクに耐えるもののとする。

(2) かみつきを生じやすいボルト・ナット類には、かみつき防止処理を

施すものとする。

５．４．２ 金属部品

(1) 耐候性、耐食性に優れたもので、また、耐候性、耐食性を向上させ

る表面処理を施したものとする。

(2) 電解腐食を生じやすい異種金属接触部分には、金属メッキその他の

方法による防止を図るものとする。

なお、表面処理を施す場合は、使用する場所によって耐摩耗性及び

耐熱性を考慮するとともに、必要によっては防錆塗装を施すものとす

る。

５．５ 共通電気部品

５．５．１ 端子盤

灯体内に必要な通電容量、絶縁性及び吸湿性の少ない電気的特性の良好

な端子盤を設ける。

５．５．２ リ－ド線

(1) 端子盤より外部に出るリ－ド線は、２種ＥＰゴム絶縁クロロプレン

ゴムキャブタイヤケ－ブル（２ＰＮＣＴ）３．５ｍｍ 2－２Ｃとし、長

さは３ｍを標準とする。

(2) 外部リ－ド線は圧着端子により端子盤に接続され、また端末には「航

空照明用プラグ・レセップ仕様書」（防灯仕第５７号）によるＰ－３

Ａプラグを装着する。

(3) 外部リ－ド線が筐体を貫通する部分にはゴムブッシング等のケーブ

ル保護具を使用し、また接続部には、通常発生するリ－ド線への張力

が加わらないよう止め金具を設け、かつ絶縁性を保持するものとする。

(4) 電球式灯器の場合、電球から端子盤までのリ－ド線は、６００Ｖ単

心１ .２５ｍｍ 2以上、また、ＬＥＤ式灯器の場合、ＬＥＤユニットか

ら端子盤までのリード線は２００Ｖ単心０．５ｍｍ 2以上の耐熱、耐

湿性で可とう性を有する絶縁電線を使用し、圧着端子により端子盤に

接続する。

５．５．３ 接 地

灯体の適切な位置に接地端子を設ける。接地線には６００Ｖ、２ｍｍ 2

以上の可とう絶縁電線を使用し、灯体金属部及びリ－ド線のプラグ大ピン
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の一端（白）に接続する。接続は圧着端子によるものとする。

５．５．４ 異常発報回路

(1) ランプがＬＥＤの場合は、ランプが不点及び不点に準ずる状態にな

ったとき、直ちに灯器への入力を開放する異常発報回路を取付る構成

とする。

(2) 不点及び不点に準ずる状態とは、下記による。

① 一つのＬＥＤユニットに対し、開放又は短絡により全体の５０％

を超えてＬＥＤが故障したとみなされた場合。

② 点灯電流と光度比に対応する制御が故障したとみなされた場合。

③ 電源ユニットが故障したとみなされた場合。

５．６ 非金属部品

合成樹脂等の非金属部品は、耐候性、耐温度性に優れた材料を使用するも

のとする。

５．７ 塗装等

５．７．１ 塗装及び着色

(1) 灯体の塗装色は、ＪＩＳ Ｗ ８３０１（航空標識の色）に規定され

た標識色（航空黄赤色）とする。

(2) 塗装又は着色に使用される材料は、４．３項の環境下においての連

続使用に対して、変色、割れ及び剥離が生じないものとする。

５．７．２ 処 理

ボルト・ナット類は、組立及び調整が完了した後エナメル等で固定する

ものとする。

６ 試 験

６．１ 外観・構造

構造・寸法、仕上げ、塗装、重量及び部品の着脱性能が本仕様書に適合す

るものとする。

６．２ 光学特性試験

６．２．１ 光柱光度試験

(1) 定格電流で特性が安定するまで点灯し、１０ｍ以上の距離で規定さ

れた光の光度を測定する。このとき、灯器の中心軸は正確に調整され

ているものとする。

なお、照度を測定する場合は、受光器の種類により色補正を行い、

測定値光度に換算するものとする。

(2) 実測光度は、図１に示す光度以上であり、かつ、４．１．２項に適

合するものとする。また、実測光度の測定位置は図１によるものとす

る。

６．２．２ 色度試験

定格電流で特性が安定するまで点灯し、ＪＩＳ Ｚ ８７２４（光源色の
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測定方法）により測定、４．１．１項に適合するものとする。

６．２．３ 転移層試験

灯器より１００ｍ離れた位置で色度計により色度値を測定する。

この測定値より、次式によって転移層の鉛直角度幅を算出したとき、４．

１．３項に適合するものとする。

なお、電球式の場合は、灯器と測定器間の距離は５０ｍとすることがで

きる。

ｕ´＝４ x／（－２ x＋１２ y＋３） (1)

ｖ´＝９ y／（－２ x＋１２ y＋３） (2)

β ＝ （ｕ´ ２＋ｖ´ ２） (3)

x、 yは ＪＩＳ Ｗ ８３０１（航空標識の色）で規定された灯光の色度

値。転移層の鉛直角幅は、上記計算式 (3)のβ値により、β＝０ .６２～０ .

６８の角度範囲とする。

６．３ 電気特性試験

６．３．１ 絶縁抵抗試験

ランプを取外し、導電部一括と灯体（非導電部）間及び導電部両極間を

５００Ｖ絶縁抵抗計で測定したとき、３０ＭΩ以上とする。

６．３．２ 耐電圧試験

ランプを装着した導電部一括と灯体間に交流１，５００Ｖを１分間印加

し、これに耐えるものとする。

６．３．３ 過電流点灯試験

灯器に７．２Ａの電流を１０秒間通電したとき、ランプの断芯又は故障

がないものとする。

６．３．４ 誘導雷試験

ランプがＬＥＤの場合、交流入力端子間に±１．２／５０μｓ、４．５

ｋＶのインパルス電圧を正負各３回印加してこれに耐えるものとする。

６．３．５ 異常発報確認試験

ランプがＬＥＤの場合、ランプの不点および５．５．４項の不点に準ず

る状態において、異常発報の動作が行われることを確認する。なおランプ

の不点及び不点状態を実現することが難しい場合は、その状態を模擬し異

常発報の動作が行われることを確認してもよい。

６．４ 耐環境試験

６．４．１ 防水試験

ＪＩＳ Ｃ ０９２０（電気機械器具の外郭による保護等級（ＩＰコー

ド））のうち［保護等級・４、種類・防まつ形］により試験を行い、灯器

の内部に正常な動作を阻害する浸水がないものとする。
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６．４．２ 高温試験

周囲温度＋４５℃±２℃の環境条件下において、定格電流で４時間点灯

させたとき、灯器及び部材に変形、亀裂、腐食及び部品に損傷を生じない

ものとする。

６．４．３ 低温試験

周囲温度－３０℃±２℃の環境条件下において、定格電流で３０分間点

灯させ、消灯後２４時間放置、再度定格電流で３０分間点灯したとき、灯

器及び部材に変形、亀裂等が生じないものとする。

６．４．４ 熱衝撃試験

灯器を常温環境下において定格電流で４時間以上点灯させた後、直ちに

温度差－１０℃以上の水（最低５℃）を１０秒間以上散水したとき、灯器

及び部材に変形、亀裂、腐食、緩み及び浸水を生じないものとする。

６．４．５ 風速試験

(1) 灯器は、４．３（３）項の風を５分間灯器に当て、損傷、破損、緩

み又は光学系に異常を生じないものとする。

(2) この試験は、模擬試験（風速計算を含む）に変えることができる。
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７ 検 査

立会い検査は、表２のとおりとする。

表２ 検査の項目

種 別 Ａ 欄
Ｂ 欄 備 考

検 査 項 目 (ア ) (イ )

6.1 外 観 ・ 構 造 全 数 全 数 ○

6.2.1 光 柱 光 度 ２ 台 全 数 ○

6.2.2 色 度 １ 台 １ 台 ○

6.2.3 転 移 層 １ 台 全 数 ○

6.3.1 絶 縁 抵 抗 全 数 全 数 ○

6.3.2 耐 電 圧 全 数 全 数 ○

6.3.3 過 電 流 点 灯 － － ○

6.3.4 誘 導 雷 － － ○

6.3.5 異 常 発 報 確 認 － － ○

6.4.1 防 水 １ 台 １ 台 ○

6.4.2 高 温 － － ○

6.4.3 低 温 － － ○

6.4.4 熱 衝 撃 － － ○

6.4.5 風 速 － － ○

注 1 Ａ欄 (ア )に原則として監督官立会いのうえ行う検査項目を、Ａ欄 (イ )

に製造者が社内において行う試験・検査項目を、Ｂ欄に製造者が同

一設計で最初の製品について行う試験・検査項目を示す。

2 Ｂ欄○印は試験・検査の実施を示す。

８ 表示及び梱包

８．１ 表 示

８．１．１ 灯体表示

灯体には、次の事項を明確に表示する銘板を取付けるものとする。

型式・品名

製 造 年 月

製 造 番 号

製 造 者 名

刻 印 欄

８．１．２ 梱包表示

梱包の２面側には、適当な方法で次の事項を表示する。

型式・品名

数 量
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製 造 者 名

８．２ 梱 包

運搬中損傷しないよう、十分な強度を有する木箱等の適切な方法で梱包す

る。

８．３ 取扱説明書

灯器及び内部構成部品の組立又は設置についての必要な取扱説明書を提出

する。

８．４ 工具類

灯器及び内部構成部品の組立、施工又は保守管理に特殊工具が必要な場合

には付属するものとする。
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１ 適用範囲

本仕様書は 、連鎖式閃光灯 と し て設置する埋込形 Ｆ Ｘ－ ３ Ｆ型閃光装置 （以下

「装置 」 と い う 。 ） に適用する 。

２ 適用法規及び規格

(1) 航空法施行規則 （昭和 ２ ７年 ７月 運輸省令第５ ６号 ）

(2) 日本工業規格 （ Ｊ Ｉ Ｓ ）

(3) 関 連 仕 様 書

飛行場灯火運用 ・監視装置仕様書 防灯仕第２ ６ ６号

光度制御式閃光灯仕様書 防灯仕第 ２ ７ ３号

３ 用語の定義

(1) 分離型閃光装置とは 、発光部 と電源部の分離する装置をい う 。
(2) 発光部とは 、光源を含む灯体をい う 。
(3) 電源部とは 、発光部へ電気を供給及び制御信号を送る装置をい う 。

４ 装置の種類

本仕様書に規定する装置は 、発光部 と電源部 とを分離したもので 、その種類及び

型式は 、表 １の とお り とす る 。

表 １ 装置の型式

型状分類 形状 種 類 光 色 型 式 備 考

発光部 航空白 Ｆ Ｘ－ ３ Ｆ－ ０ １
分 離 型 埋込形

電源部 Ｆ Ｘ－ ３ Ｆ－ ０ ２

５ 基本性能

５ .１ 光学性能

５ .１ .１ 灯 光

灯光は、表 ２に適合するもの とする 。

表 ２ 光柱特性

光柱範囲 光 柱 光 度
名 称 備 考

水平 鉛直 最低実効光度 (cd) 最大実効光度 (cd)

500 以上 鉛 直 ３ ～ ８ ° 水 平 1 ０
Ｆ Ｘ－ ３ Ｆ 図 １に よる 25 以上 °

1000 以上 鉛 直 ３ ° 水 平 ０
°

５ .１ .２ 閃光性能

キセノンランプによる閃光で 、閃光回数は２回／ sec とす る 。
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５ .２ 電気的特性

装置の定格入力は表３によ る 。

表 ３ 装置の定格

項 目 定 格 事 項

入力電圧 ＡＣ ２ ０ ０ v

相 数 単 相

周 波 数 ５ ０ Hz, ６ ０ Hz 共用

入力電力 ５ ０ ０ vA 以下

５ .３ 耐環境特性

５ .３ .１ 防水性

発光部の気密構造部分には浸水がないもの と し 、 ７ .４ .１ 項の試験に適合す
るもの とする 。

５ .３ .２ 周囲温度

－３ ０℃～＋ ４ ５℃の環境下において連続使用ができる ものとする 。

５ .３ .３ 風 圧

装置は 、 ４ ５ m ／ sec 以下の風速に耐え、かつ 、砂粒及び塩分を含むすべて
の気象条件下において連続使用ができる もの とする 。

５ .３ .４ 熱衝撃

使用中の降雪等による熱衝撃に耐えるもの とする 。

５ .３ .５ 荷 重

７ .４ .４項の試験に適合するもの とする 。

５ .４ 装置システム性能

５ .４ .１ 標準化と構成

(1) 装置の保全作業をよ り容易にするために、各部は整合性を考慮したもの とす

る 。

(2) 放電管 、 リ レ－等の交換及び調整が必要な部品は、発光部又は電源部外箱

の扉を開ければ容易に取 り扱えができる もの とする 。

(3) すべての部品は互換性があり 、補充可能なもの とする 。

５ .４ .２ 分離距離

発光部と電源部を最大 ４ ０ ｍ まで分離して連続使用ができる もの とする 。
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６ 仕様及び細部性能

６ .１ 光学系

６ .１ .１ 構 成

光学系は光源、反射鏡 、前面ガラス及びソケ ッ トに よ り構成される 。

６ .１ .２ 光源 、 ソケ ッ ト類

(1) 光源は 、定格寿命 ５ ０ ０ 時間以上の発光性能を有するキセ ノ ン放電管 と し 、

定格電圧の± ５ ％で の使用が可能 な も の と す る 。

なお 、特性は表 ４による 。

(2) 光源は、 ソケ ッ ト等によ り所定の位置に確実に取り付けられ 、航空機の運航

による衝撃又は振動によって光源の位置ずれを生じる こ とがな く 、規定の配光

が得られるもの とする 。

(3) 光源は、光学系又はソケ ッ ト等か らの着脱が容易なもの とする 。

表 ４ 光 源

最低放電 連続放電 自然放電
装 置 放電管

可能電圧 (v) 可能電圧 (v) 開始電圧 (v)

Ｆ Ｘ -３ Ｆ -０ １ Ｘ -３ Ｓ -Ｎ １ ,７ ０ ０ １ ,８ ０ ０ 以下 ２ ,５ ０ ０ 以上

６ .１ .３ 反射鏡

(1) ５ .１ .１項に示すビ－ムが発光されるよ う成形したもの とする 。 、
(2) 材質は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｈ ４ ０ ０ ０ （ アル ミニウム及びアル ミニウム合金の板及び条 ）に

規定されたアル ミニ ゥムを使用する 。

(3) 反射面は電解研磨を行い、その後は Ｊ Ｉ Ｓ Ｈ ８ ６ ０ １ （ アル ミニウム及びアル

ミニ ウム合金の陽極酸化皮膜 ）に準じた保護皮膜処理を施すもの とする 。

６ .２ 発光部

発光部は 、光学系 （放電管 、反射鏡及びソケ ッ ト ） 、 ト リ ガ－変圧器及び安全ス

イ ッ チを収納した下部灯体 、下部灯体よ りの閃光をプ リ ズムに よ り一定方向に灯

光させる機構の上部灯体及びこれらを取付け固定する基台から構成される 。

６ .２ .１ 下部灯体

(1) 下部灯体の材質は、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｈ ４ ０ ０ ０ （ アル ミニウム及びアル ミニ ウム合金の板

及び条 ） に規定された もの又は Ｊ Ｉ Ｓ Ｇ ４ ３ ０ ５ （ 冷間圧延ステンレス鋼板 ）に

規定されたステンレス鋼板 とする 。

なお 、 アル ミニ ゥ ム板を使用する場合は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｈ ８ ６ ０ １ （ アル ミニ ウム及び

アル ミニウ ム合金の陽極酸化皮膜 ）に準じた保護皮膜処理を施すもの とする 。

(2) 防水構造とし 、内部には正常な動作を阻害する浸水がないもの とする 。

(3) 上面は透過率の良好な透明ガラスで覆い 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｇ ４ ３ ０ ３ （ ステンレ ス鋼棒 ）

に規定されたステンレス製のＭ ８ナ ッ トで基台に締付ける ものとする 。
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(4) ガラスは平均厚さ ５ mm 以上の機械的衝撃及び摩耗に強いもの と し 、気泡又
は成型時の斑点等光の透過を妨げる欠陥のないもの とする 。

(5) 危険防止のため 、上面ガラスの開閉に連動して入力電源及び制御回路を開

放するためのプランジャ－型インタ－ロ ッ ク ス イ ッチを設けるもの とする 。

６ .２ .２ 上部灯体

灯体の材質は鋳鋼製 と し 、 ７ .４ .４ 項 の試験に適合する もので 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｇ ４ ３

０ ３ （ ス テ ン レ ス鋼棒 ） に規定 された SUS410 ス テンレ ス鋼に よ る ６組のＭ ８ボル
ト 、 ワ ッシャ－によ り下部灯体に締付け固定される もの とする 。

６ .２ .３ 基 台

(1) 基台は、鋼板製の上板及び底板を 、 また 、円筒下部の ２箇所にケ－ブル引

入口を溶接 した もので 、上板及びケ－ブル引入口以外は完全防水型とする 。

(2) 上板は 、その上面が誤差± 0.5mm 以下の平面となるよ うに仕上げ 、 SUS410 ス
テ ン レ ス鋼に よ る ６ 本のＭ ８ ス タ ッ ド ボル ト を 上部灯体に合わせて等間隔で取

付けたもの とする 。

(3) スタ ッ ドは 、空転せぬよ う適切な方法で上板に固定するものする 。基台内面、
ケ－ブル引入口は 、 ケ－ブルを損傷する恐れのあ る鋭いエ ッジ等がな く 、 ま

た 、使用するケ－ブルに適合した防水金物を取付けるもの とする 。

(4) 基台内側に接地端子を設け、下部灯体に接続する 。

６ .３ 電源部

電源部は 、電源変圧器 （限流チ ョ－ ク を含む 。 ） 、発光コンデンサ 、整流器及び

各種 リ レ－等 と端子台で構成され 、取外 し可能のシ ャ－シに組み上げ 、外箱内に

収納したもの とする 。

６ .３ .１ 電源及び回路

(1) 電源変圧器の入力電圧タップは、 １ ８ ０ v 、 ２ ０ ０ v 、 ２ ２ ０ v と し 、容易にタッ
プ調整ができる もの とする 。

端子台には 、 「 入力 」 「 出力 」 その他を刻印記入によ り明瞭に表示する もの と

する 。

(2) 高圧電流発生装置はシ リ コン整流器とする 。

(3) 発光用コンデンサは 、定格電圧 ２ ,５ ０ ０ v Ｄ Ｃ 、容量 ３ ０μ F で 、 １ ５ ０回／
min の充放電を繰返した と き 、連続 １年以上の使用に耐えるもの とする 。

(4) ト リ ガ－及びモニタ－回路の リレ－はプラグイン式 と し 、 ５ ０ ０万回以上の寿命
を有するもの とする 。

(6) 電源、 タ イ ミ ン グ及びモニタ－の各回路は、 コネク タを使用してシャ－シの部

分で切離しができる もの とする 。

(7) 外箱用扉には 、危険防止のため扉開閉と連動し入力電源及び制御回路を開

放するためのプランジャ－型インタ－ロ ッ ク ス イ ッチを設けるもの とする 。

また 、 この インタ－ロ ッ ク ス イ ッチが動作した と き 、直列抵抗によ り発光用コ

ンデンサの充電電荷を ３ ０ 秒以内に放電させる回路を構成 させる もの とす る 。
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なお 、 ス イ ッチが故障した場合 、充電電荷を約 ４分間で放電 させ る こ と がで

きる回路とする 。

(8) 外箱外側に接地端子を設け、内側でシャ－シに接続するものとする 。

６ .３ .２ 外 箱

(1) 外箱は、内部に正常な動作を阻害する浸水がない防水構造で、通常の運搬

、設置、保守等によ り変形しないもの とする 。

ま た 、 シ ャ－シの引出 し及び置換えに よ り 外箱に歪み又は蓋の不揃いが生

じない ものとする 。

(2) 外箱の材料は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｈ ４ ０ ０ ０ （ アル ミニウム及びアル ミニウム合金の板及び

条 ）に規定された厚さ ２ .３ mm 以上 （蓋は ２ .６ mm 以上 ）のアル ミ ニ ゥム板又は

Ｊ Ｉ Ｓ Ｇ ４ ３ ０ ５ （ 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 ）に規定された厚さ ２ mm
以上のステン レ ス鋼板 とす る 。

なお 、 アル ミ ニ ゥ ム板を使用する場合は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｈ ８ ６ ０ １ （ アル ミ ニウ ム及び

アル ミニウ ム合金の陽極酸化皮膜 ）に準じた保護皮膜処理を施すもの とする 。

(3) 外箱側面に 、 ６ .４ .１項による リ－ ド線に適合する電線貫通金物 １個以上を設
けるものとする 。貫通金物は Ｊ Ｉ Ｓ Ｆ ８ ８ ０ １ （ 船用電線貫通金物 ）に規定され

たもの とする 。

(4) 保守点検のため外箱には蓋を設けるもの とする 。蓋には引上げ用把手を取

付け 、防水パッキ ングを介し Ｊ Ｉ Ｓ Ｇ ４ ３ ０ ３ （ ス テン レ ス鋼棒 ）に規定されたス

テンレス製のＭ ８ スタ ッ ド及びナッ ト ６本以上で締付けるものとする 。

６ .３ .３ シ ャ－シ

(1) シャ－シは 、たわみ又はよじれる こ とがな く全部品を保持できる厚さのもの と
し 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｇ ４ ３ ０ ５ （ 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 ）に規定する SUS304 ス
テンレス鋼板又は Ｊ Ｉ Ｓ Ｈ ４ ０ ０ ０ に規定するアル ミニ ゥ ム板とする 。

なお 、 アル ミ ニ ゥ ム板を使用する場合は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｈ ８ ６ ０ １ の規定に準じた保

護皮膜処理を施すもの とする 。

(2) シャ－シは 、運搬の際の脱落損傷を防止するため外箱に確実に固定できる

もの と し 、 また 、容易に取扱いができ るよ う把手等を設けるもの とする 。

６ .４ 共通電気部品

６ .４ .１ リ－ ド線

(1) 電源部の リー ド線は電源 、タ イ ミン グ及びモニタ－回路用とし 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｃ ３ ３ ２

７ （ ６ ０ ０ v ゴムキ ャブタイヤケ－ブル ）に規定された ３種 Ｅ Ｐゴム絶縁クロロプ
レンゴムキャブタイヤケ－ブル （ ３ Ｐ Ｎ Ｃ Ｔ ） ３ .５ mm2 － 4 ｃ を使用し 、電源部外
箱よ り外部に出る長さは約 ２ｍ とする 。

(2) 電源部と発光部の リ－ ド線には、 (1)のケ－ブル及び 「航空照明用ゴム絶縁
クロ ロプレンシ－スケ－ブル仕様書 」 （防灯仕第 １ １ １号 ） によ る ３ ０ ０ ０ v 単芯
8mm2 ケ－ブルを使用し 、電源部 、発光部よ り外部に出る長さは各々約 １ .２ m
とする 。

なお 、高圧ケーブルの各々の先端には 「航空照明用プラグ ・ レセ ップ仕様

書 」 （ 防灯仕第 ５ ７号 ）に よる Ｐ－ ２ Ａ型プラグ 、 Ｐ－ ２ Ｂ型レセップを装着する 。
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(3) 各リ－ ド線は 、 ６ .４ .２項に示す端子台に締付け、接続するもの とする 。
ただし 、高圧ケーブルは除く 。

６ .４ .２ 端子台

(1) 外箱内面リ－ド線引出口の適切な位置に 、記号、番号等を表示したカバ－

付端子台を設ける 。

(2) 端子台は 、堅牢な構造のもので 、適切な通電容量と定格電圧の耐食性を有
するプレ ッシ ャ－コネ ク タ型端子からなる もの とする 。

６ .５ 共通機械部品

(1) 灯体に使用するボル ト ・ナ ッ ト類は Ｊ Ｉ Ｓ Ｇ ４ ３ ０ ３ （ ス テンレ ス鋼棒 ）に規定

された SUS 410 、 SUS 416 、 SUS 304 、 SUS XM7 と し 、構造上必要と される締付
け トル クに耐えるもの とする 。

なお 、 SUS 410 、 SUS 416 にあっては、導電部に使用されるものを除き黒色
酸化皮膜処理を施すもの とする 。

(2) ボル ト ・ ナ ッ ト類は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｂ ０ ２ ０ ５ （ メ － トル並目ねじ ）及び Ｊ Ｉ Ｓ Ｂ ０ ２ ０ ９

（ メ － ト ル並目ね じの許容限界寸法及び公差 ） に規定 された メ－ ト ル並目ね じ

で 、 ３級以上に仕上げされたものを使用する 。

(3) かみつきを生じやすいボル ト ・ ナ ッ ト類には、かみつき防止処理を施すもの と

する 。

６ .６ 金属部品

(1) 使用する金属は 、耐候性、耐食性に優れたもので 、 また 、耐候性 、耐食性を
向上させる表面処理が施されたもの とする 。

(2) 電解腐食を生じやすい異種金属接触部分には 、金属メ ッキその他の方法に
よる腐食防止処理が施されているものとする 。

６ .７ 塗 装

発光部上部灯体外面の塗装色は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｗ ８ ３ ０ １ （ 航空標識の色 ） に規定 さ

れた標識色 （航空黄赤色 ）又は無彩色系とする 。

７ 試 験

７ .１ 外観 ・構造

構造 ・ 寸法 、 仕上げ 、 塗装 、 重量及び部品の着脱性が 、 本仕様書に適合す る

も の とする 。

７ .２ 光学特性試験

７ .２ .１ 光度試験

(1) 装置を正規の状態で点灯させ 、各部が安定した後、閃光回数、配光を測定

した と き 、 ５ .１ .１ 項 、 ５ .１ .２項に適合するもの とする 。
(2) 試験は 、発光部と電源部を ４ ０ m 離して行 う もの とする 。なお 、測定に際して
は ４ ０ m の長 さのケ－ブルを接続するか又はそれ と等価のインピ－ダンス を有

する回路に接続して行 う こ とができる ものとす る 。
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７ .３ 電気特性試験

７ .３ .１ 最大入力試験

(1) 最大入力電力は、入力端子で測定したと き 、 ５ .２ 項に適合するもの とする 。
測定には一定値を示すよ うな遅動特性を有する熱電電流計を使用する 。

(2) 最大入力電流はオシログラフによ り入力端子で測定した と き 、 ５ .２項に適合
するもの とする 。

７ .３ .２ 絶縁抵抗試験

次項の耐電圧試験の前後 、導電部相互間 、及び導電部一括と非導電部間

を １ ,０ ０ ０ v 絶縁抵抗計で測定した と き 、 １ ０ ＭΩ以上とする 。

７ .３ .３ 耐電圧試験

導電部相互間 、導電部と非導電金属部間 （大地間 ）に 、周波数 ５ ０ Hz 又は
６ ０ Hz の正弦波に近い交流電圧を表 ５によ り印加した と き 、 １ 分間 これに耐え
るもの とする 。

ただ し 、 コ ンデンサ 、整流器等で表 ５ の電圧に耐え得る よ う設計 されていな

い部品は、試験中除いて行 う こ とがで きる もの とする 。

表 ５ 試験電圧

試 験 箇 所 試験電圧 (v) 備 考

発光部 Ｆ Ｘ－ ３ Ｆ－ ０ １ １ ,５ ０ ０

１ 次巻線～ケ－ス １ ,５ ０ ０

Ｆ Ｘ－ ３ Ｆ－ ０ ２ ２ 次巻線～ケ－ス ５ ,０ ０ ０

電源部 制御回路 １ ,０ ０ ０

端子間 ６ ,０ ０ ０ Ｄ Ｃ
(発光用コンデンサ )

端 子 ～ケ－ス ７ ,０ ０ ０ Ｄ Ｃ

７ .４ 耐環境試験

７ .４ .１ 漏洩試験

(1) 電源部及び基台を除き 、気密構造に設計されている発光部は、給気口を設
けた試験用治具を準備し 、灯器を組立てた状態で水中に浸し 、空気圧 ０ .３ ５
kg ／ cm2 （ ３ ４ kPa ） を ５分間供給した と き 、漏洩がないもの とする 。

(2) 発光部基台は、基台の上部及びケ－ブル引入口を適当な方法で密閉し 、

０ .７ kg ／ cm2 （ ６ ８ kPa ） を １ ０ 分間供給した と き 、漏洩がないもの とする 。

７ .４ .２ 水中点灯試験

電源部及び基台を除いた発光部を水中に浸し 、次の周期で発光させた場合

、浸水その他の異常がないもの とする 。

１ ２時間点灯 → １ ２時間消灯 → １ ２時間点灯 → ４時間消灯
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７ .４ .３ 温度試験

装置を正規の取付状態で連続 ４ ８ 時間定格電圧で発光 させた と き 、各部に

異常のないもの とする 。 ただし 、周囲温度は ４ ５℃± １℃に保ち、発光回数は

２回／ sec とする 。

７ .４ .４ 静荷重試験

発光部上部灯体は 、灯体を試験器に取付け 、硬度 （ シ ョ ア－の硬 さ ） ５ ０ ～

７ ０ 、厚 さ ３ .８ cm 、 直径 ２ ８ cm の天然又は合成ゴムマッ ト を通 して 、灯体中央

部に毎分４ ,５ ０ ０ kg の速さで 、合計 ４ ５ ton （ 約 440kN ） に達する まで荷重を加
え たと き 、有害な変形 、亀裂、破損及び剥離を生じないもの とする 。

７ .５ 部品検査

放電管 、シ リ コ ン整流器 、変圧器 、放電用コ ンデンサ 、 リ レ－ 、 タ イ マ－及び避

雷器等の部品について 、 それぞれの仕様 、 規格等に よ り 検査 を行 う も の と す る 。

ただし 、 これ らの部品が装置に組込まれて容易に切離しができない場合は 、製

造者の社内検査デ－タの提出によ り実測を省略するこ とができる もの とす る 。

７ .６ 動作試験

(1) 定格電圧で ２ ４時間以上連続点灯した と き 、同期 、閃光回数その他の動作に

異常がないもの とする 。

また 、入力電圧が± ５％変動しても正常な動作が可能なもの とする 。

(2) 扉開閉インタ－ロ ッ ク ス イ ッチ と充電電荷の放電試験を行い、 ６ .２ .１ (5)項及
び ６ .３ .１ (7)項に適合するものとする 。

８ 検 査

立会い検査は 、原則 と し て監督官立会いの う え行 う もの と し 、 項目は表 ６ の とお り

とする 。
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表 ６ 検査の項目

種 別 Ａ 欄
Ｂ 欄 備 考

検 査 項 目 (ア ) (イ )

7.1 外 観 ・ 構 造 ５ ％ 全 数 ○

7.2.1 光 度 １ 台 １ 台 ○

7.3.1 最 大 入 力 １ 台 １ 台 ○

7.3.2 絶 縁 抵 抗 ５ ％ 全 数 ○

7.3.3 耐 電 圧 ５ ％ 全 数 ○

7.4.1 漏 洩 １ 台 ５ ％ ○

7.4.2 水 中 点 灯 １ 台 ○

7.4.3 温 度 ○

7.4.4 静 荷 重 ○

7.5 部 品 ○

7.6 動 作 ５ ％ 全 数 ○

注 1 Ａ欄 (ア )に原則と して監督官立会いの うえ行 う検査項目を 、Ａ欄 (イ )
に製造者が社内において行 う試験 ・検査項目を 、 Ｂ欄に製造者が同

一設計で最初の製品について行 う試験 ・検査項目を示す 。

2 Ｂ欄○印は試験 ・検査の実施を示す 。

3 検査対象品の ５％の数が３個以下の場合、検査個数は最低３個とす

る 。

９ 表示及び梱包

９ .１ 表 示

９ .１ .１ 灯体表示

(1) 灯体及び電源部外箱には、次の事項を明確に表示する銘板を取付けるもの

とする 。

ま た 、灯器を構成する主要部品には 、部品名 、製造者名 、製造年月を表す

管理記号を鋳造、刻印、不滅インク等で表示する 。

品 名 ･ 型 式

定 格 電 圧

電 流

周 波 数

適合放電管

製 造 年 月

製 造 番 号

製 造 者 名

(2) 電源部の外部の見易い位置に 「高圧注意 」の危険表示板を設ける 。
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(3) 「 回路結線図板 」は 、結線図をわか りやす く記入したもので 、 電源部外箱扉

の内側の見易い位置に設ける 。

(4) 銘板及び結線図板は 、黄銅製、ステンレス (SUS･304)製又はアル ミニ ゥム製 と
し 、容易に消えない方法で記入した もの とする 。 ただし 、装置銘板以外は合成

樹脂製としても よい 。

９ .１ .２ 梱包表示

梱包の ２面側には 、適当な方法で次の事項を表示する 。

型式 ・品名

数 量

製 造 者 名

９ .２ 梱 包

運搬中損傷しない よ う 、 充分な強度を有する木箱又はダンボ－ル等の適切な

方法で梱包する 。

９ .３ 取扱説明書

発光部及び電源部等で内部構成部品の組立又は設置についての必要な取扱

説明書を添付する 。

９ .４ 工具類

発光部及び電源部等で内部構成部品の組立 、施工又は保守管理に特殊工具

が必要な場合には付属するもの とする 。
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１ 適用範囲

本仕様書は、滑走路を走行中の航空機に 、滑走路の残距離を示すために設置

するＧ－ ２滑走路距離灯 （以下 「灯器 」 と い う 。 ） に適用する 。

２ 適用法規及び規格

(1)航空法施行規則 （昭和 ２ ７年 ７月 運輸省令第 ５ ６号 ）

(2)日本工業規格 （ Ｊ Ｉ Ｓ ）

(3)関 連 仕 様 書

航空照明用接手仕様書 防灯仕第１ ６ ０号

３ 灯器の構成

灯器は 、図 １ に示 された形状 、寸法で 、次の各部分よ り構成 され る もの とする 。

① 支 柱

② 数 字 板

③ 光 源 部

④ 端 子 箱

⑤ 変圧器箱

⑥ 接 手

４ 基本性能

４ .１ 光学性能

灯光は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｗ ８ ３ ０ １ （ 航空標識の色 ）に規定された航空白の不動光とす

る 。

４ .２ 配 光

配光はむらの少ないもので 、灯器を滑走路の側辺に配置した場合 、航空機に

まぶ し さ を与えず 、低視程下において昼夜 と も ３ ０ ０ ｍ の距離から十分視認がで

きる もの とする 。

４ .３ 耐環境等特性

(1) 灯器の内部に正常な機能を阻害する浸水がないもの とする 。

(2) 周囲温度－ ３ ０℃～＋ ４ ５℃の環境下において連続使用ができる ものの とす
る 。

(3) 風速４ ５ m ／ sec 以下のすべての天候下においての屋外使用に耐えるもの
とする 。

(4) 灯器は 、航空機が接触した場合、航空機が受ける損害を最小とする脆弱性

を有するもの とする 。

５ 仕様及び細部性能

５ .１ 支 柱

(1) 支柱と数字板 との接続は組立式構造とする 。
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(2) 各支柱の接手に結合する部分の間隔は １ .２ ｍを標準とし 、± １ ０ mm 以上の
調整ができる もの とする 。

(3) 支柱の材質は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｇ ３ ４ ４ ８ （ 一般配管用ステンレス鋼管－ＳＵ Ｓ ３ ０ ４ ）

に規定された 、呼び径 ３ ０の鋼管を使用する 。

５ .２ 数字板

(1) 数字板の材質は 「ガ ラ ス繊維強化プラスチッ ク 」 （ 以下 「 Ｆ Ｒ Ｐ 」 とい う 。 ） と し 、

図 １ に示す形状 ・寸法で 、規定された風圧に耐え 、砂 ・砂利等が吹き付けら

れ ても異常な く使用できる ものとする 。

(2) 数字板には 、図 １に示す位置に規定電球の外径に適合した電球取付用孔
をあけるもの とする 。

５ .３ 光源部

(1) 電球は１ ,０ ０ ０時間の寿命を有するもので 、定格等は表 １のとお り とする 。
(2) ソ ケ ッ トは Ｅ－ １ ７口金に適合するもので 、防水パッキングを使用し個々に容
易に交換するこ とができる よ う取付けるものとする 。

(3) 光源部は 、数字板又は数字板に固定した板に取付け、その外面は容易に

開閉できる防水箱で覆 う もの とする 。

表 １ 電 球 の 定 格

名 称 電圧 (v) 容量 (w) 光束 (lm) 口 金 直径 (mm) 全長 (mm)

リ フ レ ク タ－型 １ １ ０ ７ .５ ３ ５ Ｅ－ １ ７ ４ ０ ６ ２

５ .４ 端子箱

(1) 数字板の設けられない面に電源配線接続用の端子箱を設ける 。

(2) 端子箱はＦ Ｒ Ｐ製の防水構造とし 、内部に正常な機能を阻害する浸水がな
いもの とする 。

(3) 端子箱内部には、定格 ２ ５ ０ v･３ ０ A 以上の３極端子板２個及び ２極端子板
を １組又は ２組を設ける 。

(4) 端子箱には、電源 リ－ ド線用に ２個及び数字板へのリ－ ド線用に １個又は ２
個の、夫々電線径に適合した電線貫通金物を設ける 。

５ .５ 変圧器箱

(1) 前項の端子箱に隣接した位置に電源用変圧器箱を設ける 。

(2) 変圧器箱はＦ Ｒ Ｐ製の防水構造とし 、内部に正常な機能を阻害する浸水が
ないもの とする 。

(3) 変圧器箱内部には、一次電圧４ ０ ０ v 、二次電圧 １ ０ ０ v 、 定格容量 ４ ０ ０ vA
の変圧器及び Ｊ Ｉ Ｓ Ｃ ８ ３ ７ ０ （ 配線用遮断器 ）に規定された ２ Ｐ ３ ０ Ａの配線

用遮断器 ２個又は ３ 個 を設け る 。

(4) 変圧器箱には、電源配線用に１～ ３個及び端子箱への配線用に １個の 、夫
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々電線径に適合した電線貫通金物を設ける 。

５ .６ 配線等

(1) 外部に露出する配線は、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｃ ８ ３ ０ ５ （ 鋼製電線管 ）又は Ｊ Ｉ Ｓ Ｃ ８ ３ ０ ９

（ 金属製可と う電線管 ）の規定する電線管によ り保護する ものとする 。

(2) 灯器下部の適切な位置に接地端子を設けるもの とする 。

５ .７ 接 手

各支柱脚部には 、 「航空照明用接手仕様書 」 （ 防灯仕第 １ ６ ０号 ） に規定され

た Ｆ－ ２型接手を設ける 。

５ .８ 塗 装

数字を除 く数字板外面は半つや消し黒色又は黒色 、数字及び内面は白色と

し 、その他の部分は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｗ ８ ３ ０ １ （ 航空標識の色 ）に規定された標識色 （航

空黄赤色 ）にて塗装する 。

６ 試 験

６ .１ 外観 ･構造

構造 ・寸法 、仕上げ 、塗装及び各部品の着脱性能が本仕様書に適合す る もの

とする 。

６ .２ 視認試験

４ .２項に適合するもの とする 。

６ .３ 電気特性試験

６ .３ .１ 絶縁抵抗試験

次項の耐電圧試験の前後 、光源及び導電部一括と灯体 （非充電部 ）間を ５ ０

０ v 絶縁抵抗計で測定したと き 、 ３ ０ M Ω以上とする 。

６ .３ .２ 耐電圧試験

導電部一括と灯体 （非充電部 ）間に周波数 ５ ０ Hz 又は６ ０ Hz の正弦波に近
い交流電圧１ ,５ ０ ０ v を １分間印加した と き 、 これに耐えるもの とする 。

６ .４ 防水試験

Ｊ Ｉ Ｓ Ｃ ０ ９ ２ ０ （ 電気機械器具の防水試験及び固形物の侵入に対する保

護等級 ）の うち ［保護等級 ・ ４ 、 種類 ・防 まつ形 ］に よ り試験を行い、灯器等の

内部に正常な動作を阻害する浸水がないもの とする 。

７ 検 査

立会い検査は 、原則 と し て監督官立会いの うえ行 う もの と し 、項目は表 ２の とお

り とする 。
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表 ２ 検査の項目

種 別 Ａ 欄
Ｂ 欄 備 考

検 査 項 目 (ア ) (イ )

6.1 外 観 ・ 構 造 全 数 全 数 ○

6.2 視 認 １ 台 全 数 ○

6.3.1 絶 縁 抵 抗 全 数 全 数 ○

6.3.2 耐 電 圧 全 数 全 数 ○

6.4 防 水 １ 台 １ 台 ○

注 1 Ａ欄 (ア )に原則と して監督官立会いの うえ行 う検査項目を 、Ａ欄 (イ )
に製造者が社内において行 う試験 ・検査項目を 、 Ｂ欄に製造者が同

一設計で最初の製品について行 う試験 ・検査項目を示す 。

2 Ｂ欄○印は、試験 ・検査の実施を示す。

８ 表示及び梱包

８ .１ 表 示

８ .１ .１ 灯体表示

灯体には、次の事項を表示した銘板を取付けるもの とする 。

型式 ・品名

製 造 年 月

製 造 番 号

製 造 者 名

８ .１ .２ 梱包表示

梱包の ２面体には 、適当な方法で次の事項を表示する 。

型式 ・品名

数 量

製 造 者 名

８ .２ 梱 包

運搬中損傷しないよ う 、 充分な強度を有する木箱等の適切な方法で梱包する 。

８ .３ 取扱説明書

灯器及び内部構成部品の組立又は設置についての必要な取扱説明書を提

出する 。

８ .４ 工具類

灯器及び内部構成部品の組立 、施工又は保守管理に特殊工具が必要な場合

には付属する 。
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１ 適用範囲

本仕様書は、滑走路末端識別灯及び連鎖式閃光灯として設置する地上形ＦＸ

－３型及びＦＸ－ＡＶ型閃光装置（以下「装置」という。）に適用する。

２ 適用法規及び規格

(1) 航空法施行規則 （昭和２７年７月運輸省令第５６号）

(2) 日本工業規格 （ＪＩＳ）

(3) 関 連 仕 様 書

航空照明用接手仕様書 防灯仕第１６０号

飛行場灯火運用・監視装置仕様書 防灯仕第２６６号

３ 装置の種類

本仕様書に規定する装置は、発光部と電源部を分離したもので、その種類及

び型式は、表１のとおりとする。

表１ 装置の種類・型式

区 分 型 式 備 考

光度固定式 ＦＸ－３Ｓ ＦＸ－３Ｓ－０１：発光部

ＦＸ－３Ｓ－０２：電源部

ＦＸ－ＡＶ ＦＸ－ＡＶ－０１：発光部（キセノン）

ＦＸ－ＡＶ－０２：電源部

光度制御式

ＦＸ－ＡＶＣ ＦＸ－ＡＶＣ－０１：発光部（ＬＥＤ）

ＦＸ－ＡＶＣ－０２：電源部

なお、タイマー付きのものは、型式記号末尾にＴをつける。

４ 基本性能

４．１ 光学性能

４．１．１ 灯 光

(1) 灯光は、航空白の閃光であるものとする。

(2) 光色は、ＪＩＳ Ｗ ８３０１に規定された色度範囲とする。

４．１．２ 光度性能

(1) 灯器の実効光度は表２のとおりとする。
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表２ 光柱特性

ビーム角 実 効 光 度（ｃｄ）

水 平 垂 直 最 低 値 最 大 値 備 考

３０° １０° ６，０００以上 ２０，０００以下 高 光 度

６００以上 ２，０００以下 中 光 度

１００以上 ４５０以下 低 光 度

閃光回数は、滑走路末端識別灯に用いる装置にあっては、１分間に６０～

１２０回、連鎖式閃光灯では１分間に１２０回とする。また、最大実効光度

は１０％まで許容する。光柱特性は図１に示す。

４．２ 電気的特性

(1) 装置の定格は表３とし、導電部は十分な耐電圧と電流容量を有するも

のとする。

(2) 点灯時及び発光時に有害な雑音の発生がしないものとする。

(3) 電子部品を有する灯器は、耐雷性を有するものとする。

(4) 光源がＬＥＤの場合、下記に示す状態となったとき、発光部への電源

出力を停止する。

ａ 一つの灯火に対し、開放又は短絡により全体の５０％を超えてＬＥ

Ｄが故障したとみなされた場合。

ｂ 電流出力電流の制御が故障したとみなされた場合。

ｃ 点灯ユニットが故障したとみなされた場合。

表３ 装置の定格

型 式 電 圧 周波数 最大入力電力 光源の種類

ＦＸ－３Ｓ ５０Ｈｚ

又は ５００ＶＡ以下 キセノン放電管
ＦＸ－ＡＶ ６０Ｈｚ

単相ＡＣ２００Ｖ
５０／

ＦＸ－ＡＶＣ ６０Ｈｚ １５０ＶＡ以下 ＬＥＤ

共用

４．３ 耐環境特性

４．３．１ 防 水

装置の内部に正常な機能を阻害する浸水がないものとする。

４．３．２ 構造性能

(1) 発光部は、防水型の堅牢な構造であって、光学系（光源、反射鏡等）、

発光部灯体及びリード線から構成する。
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( 2 ) 電 源 部 は、防水型の堅牢な構造であって、外箱、シャーシ部、避

雷器、タイマー (指 示 する 場合に限る。 )及 びそ の他 部品から構成さ

れる。

(3) 発光部と電源部を４５ｍまで離して連続使用できるものとする。

(4) 発光部重量は、支持具を含み１５ｋｇ以下とする。

４．３．３ 周囲温度

－３５℃～＋５５℃の環境下において連続使用ができるものとする。

４．３．４ 熱衝撃

使用中の降雪等による熱衝撃に耐えるものとする。

４．３．５ 耐食性

通常の使用状態において、性能を阻害する有害な腐食がないものとする。

４．４ 耐航空機特性

４．４．１ 振 動

発光部は、航空機のブラストによる振動に耐える構造とする。

４．４．２ 風 圧

装置は、１０５ｍ／ secの ジェットエンジン・ブラストに耐えるものと

し、６．５．１項の試験に適合するものとする。

４．４．３ 脆弱性

装置は、航空機が接触した場合に、航空機に対し損傷を与えることのな

い構造とする。

４．５ 施工性・保守性

装置は、施工性及び保守性に優れた構造とする。

(1) 光源、リレー等の交換又は調整が必要な部品は、発光部又は電源

部外箱の扉を開ければ、容易に取り扱えるものとする。

(2) すべての部品は、互換性があり、補充可能なものとする。

５ 仕様及び細部性能

５．１ 光学系

(1) 光学系は光源、反射鏡、レンズ、グローブ、ホルダー、ソケット、前

面ガラス等のうち必要部品により構成される。

(2) 光学系は、交換等が容易な構造とする。

５．２ 光 源

(1) 光源に放電管を使用する場合、表４の規格のキセノン放電管とし、毎

秒２回閃光させて３５０万回以上の閃光を発するものとする。

(2) 光源は、ソケット等により所定の位置に確実に取り付けられ、航空機

の運航による衝撃又は振動によって光源の位置ずれを生じることがな
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く、規定の配光が得られるものとする。

表４ 光 源

最低放電 連続放電 自然放電
型 式 放電管

可能電圧 (Ｖ ) 可能電圧 (Ｖ ) 開始電圧 (Ｖ )

ＦＸ -３Ｓ Ｘ -３Ｓ -Ｎ １ ,７００ １ ,８００ 以下 ２ ,５００ 以上
ＦＸ－ＡＶ

５．２．１ 反射鏡

(1) ４．１．２項に示すビ－ムが発光されるよう形成したものとする。

(2) 材質は、ＪＩＳ Ｈ ４０００（アルミニウム及びアルミニウム合金

の板及び条）に規定された純度９９．８５％以上のアルミニウムを使

用する。

(3) 反射面は、電解研磨を行い、その後はＪＩＳ Ｈ ８６０１（アルミ

ニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮膜）に準じた保護皮膜処理

又はこれと同等以上の保護処理を施すものとする。

(4) 反射率は８０％以上とする。

５．２．２ 前面ガラス

前面ガラスは、ＪＩＳ Ｒ ３２０６（強化ガラス）に規定された厚さ３

ｍｍ以上のものとし、光学特性を低下させる気泡、くもり、傷又は汚れ等

がないものとする。ただし、前面ガラスが、融雪機能を持った合せガラス

の場合には、半強化ガラスとすることができる。

５．２．３ ソケット

放電管ソケットは、磁器製のもの、リレー用ソケットは、磁器製又は高

温に耐えるモールド型のものであって、耐久性の優れたものとする。

５．２．４ 仰角調整

光軸の仰角は、０～１５°を２°目盛で調整でき、水準の校正用の仰角

調整装置が取り付けられるものとする。

５．３ 電源及び回路

５．３．１ 高圧電流発生装置

高圧電流発生装置に使用するシリコン整流器の定格は表５による。

表５ シリコン整流器定格

型 式 平均整流電流 (Ａ ) せん頭逆耐電圧 (ｋＶ )

ＦＸ－３Ｓ
０．５ １０

ＦＸ－ＡＶ
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５．３．２ 回 路

(1) 発生用コンデンサは、毎分１５０回充放電を繰り返したとき、連続

１年以上使用に耐えるものとする。

(2) パルス発生回路及び発光監視回路のリレ－はプラグイン式とし、５

００万回以上の寿命を有するものとする。 (ＬＥＤを使用するものを

除く。 )

(3) 電源回路、パルス発生回路及び発生監視回路は、コネクタを使用し

てシャ－シの部分で切離しができるものとする。 (ＬＥＤを使用する

ものを除く )

(4) 電源はスイッチで開閉するものとし、過負荷保護として適切な容量

のヒュ－ズを設ける。スイッチ及びヒュ－ズはシャ－シに取付けるも

のとする。

５．３．３ タイマ－

(1) 特に指示した場合は、タイマーを設ける。

(2) タイマ－は、０．５秒±１０％の周期で連続して５，０００時間以

上の使用に耐えるものとする。

(3) タイマ－は、入力電源用両切りスイッチ及びヒュ－ズを有するもの

とする。

なお、ＦＸ－ＡＶＣ型用タイマーは、シャーシのスイッチ及びヒュ

ーズによる保護でもよいものとする。

５．４ 発光部灯体及び電源部外箱

５．４．１ 発光部灯体

(1) 発光部灯体は、光学系（放電管、反射鏡）灯体及びリ－ド線から構

成され、光学系部品を容易に交換できるものとする。

(2) 発光部灯体の材質は、ＪＩＳ Ｈ ４０００（アルミニウム及びアル

ミニウム合金の板及び条）に規定されたもの又は同等以上の耐食性、

強度を有するものとする。

(3) 防水構造とし、内部には正常な動作を阻害する浸水がないものとす

る。

(4) 発 光部灯体の下部には、「航空照明用接手仕様書」（防灯仕第１６

０号）によるＣ－３型接手又はＪＩＳ Ｃ ８３０５（鋼製電線管）に

規定する電線管Ｇ -５４に接続可能な灯体支持金具を設ける。

(5) 灯器の内外面に必要に応じて接地端子を設けるものとする。

５．４．２ 電源部外箱

(1) 電源部外箱は、内部に正常な動作を阻害する浸水がない防水構造で、

通常の運搬、設置、保守等により変形しないものとする。また、シャ

－シの引出し及び置換えにより、電源部外箱に歪み又は扉の不揃いが

生じないものとする。

(2) 電源部外箱は、水平の基台に設置できるものとする。外箱下面には

帯金をその全巾にわたって取付け、その張出し部のみでボルト、ナッ

トにより全重量を支持できるものとする。

(3) 電 源部外箱の下部には、「航空照明用接手仕様書」（防灯仕第１６
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０号）によるＣ－３型接手又はＪＩＳ Ｃ ８３０５（鋼製電線管）に

規定する電線管 Ｇ -５４に接続ができる支持具を設ける。

(4) 電源部外箱の材料は、ＪＩＳ Ｈ ４０００（アルミニウム及びアル

ミニウム合金の板及び条）に規定された厚さ２ .３ｍｍ以上の耐食性、

強度を有するものとする。

(5) 電源部外箱側面に、５．５．３項に適合するリ－ド線に電線貫通金

物１個以上を設けるものとする。貫通金物はＪＩＳ Ｆ ８８０１（船

用電線貫通金物）に規定されたものとする。

(6) 保守点検のため、電源部外箱には扉を設けるものとする。扉は開位

置で本体と扉が分離せず、かつ、シャ－シを取出すとき障害とならい

構造で、また扉を閉じたとき４．４．２項による条件下で、塵埃、湿

気が侵入しないものとする。

(7) 扉にはハンドル又は取手を取付けるものとし、閉位置で防水型錠が

かけられる構造とする。

(8) 電源部外箱の適当な位置に接地端子を設ける。

５ .４ .３ シャ－シ

(1) シャ－シは、たわみ又はよじれることがなく全部品を保持できる厚

さのものとし、ＪＩＳ Ｇ ４３０５（冷間圧延ステンレス鋼板及び銅

帯）に規定するＳＵＳ３０４ステンレス鋼板又はＪＩＳ Ｈ ４０００

に規定するアルミニウム板とする。

なお、アルミニウム板を使用する場合は、ＪＩＳ Ｈ ８６０１の規

定に準じた保護皮膜処理を施すものとする。

(2) シャ－シは、運搬の際の脱落損傷を防止するため電源部外箱に確実

に固定できるものとし、また、容易に取扱いができるよう把手等を設

けるものとする。

５．５ 共通電気部品

５．５．１ 連動スイッチ（ＬＥＤを使用するものは除く。）

発光部及び電源部外箱に危険防止のため、扉の開閉に連動スイッチを備

えるものとする。このスイッチは、扉を開けたとき、全入力及び制御回路

を開放し、適当な直列抵抗により発光用コンデンサの充電回路を３０秒以

内に放出するものとする。

なお、スイッチ故障の場合、この電荷を約４分間で放出されるための抵

抗回路を設けるものとする。

５．５．２ 避雷器

(1) 雷撃保護のため、接地線以外の入力及び制御線に接続される避雷器

の性能は、表６によるものとする。

(2) 避雷器の接地用として専用端子を設ける。
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表６ 避雷器性能

項 目 性 能

保護性能

1) ライン間制限電圧 〔 (8／ 20)μ s波形〕１ ,０００Ａにて３００Ｖ以下

2) 電流耐量 〔 (8／ 20)μ s波形〕１ ,０００Ａ

絶縁性能

1) ライン～ア－ス間 ＤＣ２５０Ｖにて１００ ＭΩ以上

2) ライン間 〃

５．５．３ リ－ド線

(1) 発光部には、発光部と電源部を結ぶケ－ブルに接続するリ－ド線を

設ける。

(2) 発光部灯体のリ－ド線引出部は防水構造とする。

(3) 発光部灯体のリ－ド線はケ－ブル又はより線とし、ケ－ブル以外の

場合はＪＩＳ Ｃ ８３０９（金属製可とう電線管）に規定するビニル

被覆２種可とう電線管で保護するものとする。

(4) リード線の長さは、２ｍを標準とする。（ＬＥＤを除く。）

５．５．４ 端子台

(1) 電源部外箱内面のリ－ド線引出口の適切な位置に、記号、番号等を

表示したカバ－付端子台を設ける。

(2) 端子台は、堅牢な構造のもので、適切な電流容量と定格電圧の耐食

性を有するねじ圧接型端子とする。

(3) ＦＸ－３Ｓ型タイマ－付の場合は、キャブタイケ－ブル２２ｍｍ ２

－２Ｃを接続している端子台（２Ｐ）を別個に設けるものとする。

５．５．５ コネクタ

外部に使用するものにあっては、黄銅製又は耐食アルミニウム合金製で、

防塵性を有するものとする。

５．６ 管制器

５．６．１ 性 能

(1) 連鎖式閃光灯は、航空機進入側より滑走路進入端に向かって順次発

光するもので、その連続閃光性能は、表７によるものとする。

表７ 管制器の性能

型 式 管制灯器数 発光周期 順次発光ラグタイム

ＦＸ -Ｃ -１
３０台以内 １ /２ｓｅｃ １ /６０ sｅｃ

ＦＸ -Ｃ -３
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注 1 順次発光ラグタイムの許容値は±２５％以内とする。

(2) ４．１．２項に示された光度を、防灯仕第２６６号による「飛行場

灯火運用・監視装置」の光度切替制御信号（管制器を設置する閃光灯

用屋外キュ－ビクル内の無電圧接点）により点灯させ、その動作状態

を表示するものとする。

(3) 滑走路進入端側８灯を全体の制御とは別に切離し、点灯しないこと

ができる回路を構成するものとする。

(4) 管制器には、次のスイッチ及び表示装置を設ける。

操作場所切替スイッチ

操作・制御スイッチ 光度切替スイッチ

全体／一部区別スイッチ

運転及び動作モ－ド表示

表 示 故障表示

灯器モニタ－表示等

(5) 操作場所切替スイッチ、光度切替スイッチにより、管制器での操作

・制御ができるものとする。

(6) 動作状態の運転表示及び故障表示は、見やすい表示とする。

(7) 接続された灯器に不点灯が発生した場合、管制器で検知できるもの

とする。検知調整区分は、ＦＸ－Ｃ－１では１灯以上、２灯以上及び

３灯以上の３設定とし、ＦＸ－Ｃ－３では個別検知できるものとする。

(8) 外部転送用として、操作場所、動作状態、全体・一部区別、断芯検

知、故障信号用の無電圧接点を設ける。

(9) 灯火の光度制御用ＤＣ電源が必要な場合は設ける。

５．６．２ 構 造

(1) 管制器は、別に配置される「閃光灯用電源キュ－ビクル」内に設置

する。

(2) 垂直な壁面又は据え置きができる構造とし、通常の方法による運搬、

設置、保守等により変形しないものとする。

(3) 前面は扉とし、開閉により内部構成部品の点検、調整及び部品の交

換等が容易に行えるものとする。

(4) 夜間時における調整・保守のための作業灯を設ける。

５．７ その他

５．７．１ ガスケット

(1) 耐熱性を必要とするガスケットの材質は、ＪＩＳ Ｂ ２４０１－１

（Ｏリング）に規定された４種Ｃ以上の物理的特性を有するものとす

る。

(2) Ｏリングを使用する場合は、ＪＩＳ Ｂ ２４０１－１（Ｏリング）

及びＪＩＳ Ｂ ２４０１－２（ハウジングの形状・寸法）の規定に準
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じて設計されたものとする。

５．７．２ ボルト・ナット類

(1) 灯体に使用するボルト・ナット類はＪＩＳ Ｇ ４３０３（ステンレ

ス鋼棒）に規定された SUS 410、 SUS 416、 SUS 304、 SUS XM7とし、構

造上必要とされる締付けトルクに耐えるものとする。

なお、 SUS 410、 SUS 416にあっては、導電部に使用されるものを除

き、黒色酸化被膜処理又は同等の防食性能を有する処理が施されてい

るものとする。

(2) 航空機の運航によって生じる振動、荷重で緩みを生じにくい構造と

する。

(3) かみつきを生じやすいボルト・ナット類には、かみつき防止処理を

施すものとする。

５．７．３ 金属部品

(1) 使用する金属は、耐候性、耐食性に優れたもので、また、耐候性、

耐食性を向上させる表面処理が施されたものとする。

(2) 電解腐食を生じやすい異種金属接触部分には、金属メッキその他の

方法による腐食防止処理が施されているものとする。

(3) 表面処理を施す場合は、使用場所によって耐摩耗性及び耐熱性等を

考慮するとともに、必要によっては防錆塗装が施されているものする。

５．７．４ 塗 装

発光部及び電源部外箱の塗装色は、ＪＩＳ Ｗ ８３０１（航空標識の色）

に規定された標識色（航空黄赤色）とする。

５．７．５ 故障検出器

(1) 本検出器は滑走路末端識別灯として使用する場合に付属する。

(2) 負荷電流検出方式とし、滑走路末端識別灯１灯又は２灯が故障によ

り不点灯となった場合検出できるもので、灯火監視操作盤又は低圧配

電盤等への外部表示が可能な接点を有するものとする。

６ 試 験

６．１ 外観・構造

構造・寸法・仕上げ・塗装・部品の着脱等が、本仕様書に適合するものと

する。

６．２ 光学特性試験

６．２．１ 光度試験

(1) 光度は、点灯が安定して状態において、原則として発光部から１０

ｍ以上、発光部幅２０倍以上の距離から測定する。

(2) 光源は、４．１．２項に示す光度範囲とする。

なお、受光器の種類によって色補正を行い、測定値の光度に換算す

ることもできる。

(3) 閃光灯の実効光度は、次式により計算を行う。
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t 2
Ｉ e＝（∫ Ｉ dt）／｛ 0.2＋ (t２－ t 1)｝

t 1

Ｉ e＝実効光度 (cd)

Ｉ ＝瞬間光度 (cd)

t 1 , t 2 ＝積分限界値 (sec)

積分限界値は、Ｉ eが最大になるように選定する。

(4) 灯器は、許容される距離のケ－ブル（リ－ド線）を接続するか、又

はそれと等価のインピ－ダンスを挿入して、試験を行うものとする。

６．２．２ 色度試験

光色は、定格電流で特性が安定するまで点灯させ、ＪＩＳ Ｚ ８７２４

（色の測定方法－光源色）により測定したとき、４．１．１項に適合する

ものとする。

６．３ 電気特性試験

６．３．１ 絶縁抵抗試験

次項の耐電圧試験の前後、導電部相互間及び導電部一括と非導電部間を

５００Ｖ絶縁抵抗計で測定したとき、３０ＭΩ以上とする。ただし、電子

回路を有する場合の導電部相互間の試験は除くものとする。

６．３．２ 耐電圧試験

導電部相互間及び導電部と非導電金属部間（大地間）に、周波数５０Ｈ

ｚ又６０Ｈｚの正弦波に近い交流電圧１，５００Ｖを印加したとき、１分

間これに耐えるものとする。ただし、破損などの恐れのある部品が接続さ

れている場合は、これを除いて行うものとする。

６．３．３ 電圧変動試験

定格入力電圧の±１０％の範囲内で、点灯状態に異常がないものとする。

６．３．４ 誘導雷試験（電子部品を有する灯器のみ）

交流入力端子間に±１．２／５０μｓ、４．５ｋＶのインパルス電圧を

正負各３回印加してこれに耐えるものとする。

６．３．５ 雑音電力試験

(1) 雑音端子電圧は、５２６．５ＫＨｚ～５ＭＨｚで５６ｄＢ以下、５

ＭＨｚ～３０ＭＨｚで６０ｄＢ以下とする。

(2) 雑音電力は、３０ＭＨｚ～３００ＭＨｚで５５ｄＢ以下とする。

６．３．６ 異常発報確認試験

光源にＬＥＤを使用する場合、ＬＥＤの不点及び４．２． (4) 項の不点

に準ずる状態において、異常発報の動作が行われることを確認する。

なお、ＬＥＤの不点及び不点状態を実現することが難しい場合は、その

状態を模擬し異常発報の動作が行われることを確認してもよいものとす

る。
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６．４ 耐環境試験

６．４．１ 防水試験

ＪＩＳ Ｃ ０９２０（電気機械器具の外郭による保護等級（ＩＰコー

ド））のうち［保護等級・５、種類・防噴流形］により試験を行い、内部

に正常な動作を阻害する浸水を生じないものとする。

６．４．２ 高温試験

灯器を＋５５℃±２℃の環境条件下において、連続２４時間定格電流で

点灯させたとき、変形、亀裂、腐食、破損及び緩みを生じないものとする。

６．４．３ 低温サイクル試験

灯器を－３５℃±２の環境条件下において、８時間以上放置後、８時間

以上点灯を３回連続繰り返した後、灯器及び部材に変形、亀裂、腐食、破

損及び緩みを生じないものとする。

６．４．４ 熱衝撃試験

灯器を常温環境下において定格電流で４時間以上点灯させた後、直ちに

温度差－１５℃±２℃の水をＪＩＳ Ｃ ０９２０の方法で１０秒間以上散

水したとき、灯器及び部材に変形、亀裂、腐食、緩み及び浸水を生じない

ものとする。

６．４．５ 表面処理試験

灯器をＪＩＳ Ｃ ６００６８－２－５２（環境試験方法－電気・電子－

塩水噴霧 (サ イクル )試 験方 法 (塩 化 ナトリ ウム水溶液 )） のうち、厳しさ

（３）の方法で実施したとき、灯器及び部材に変形、亀裂、腐食、破損及

び緩みを生じないものとする。

６．４．６ 加速寿命試験

灯器を＋５５℃±２℃の環境条件下において、ランプの定格寿命時間の

１／２、もしくは５００時間以上連続して定格電流で点灯させた後、６．

２．１の試験を行ったとき、４．１．２項の８０％以上であり、灯器や部

材に変形、亀裂、腐食、緩み等を生じないものとする。

６．４．７ 反射鏡試験

鏡面処理の方法別により試験を行い、それぞれの規格に適合するものと

する。

(1) 陽極酸化被膜処理の反射鏡

ａ 耐食性試験 ＪＩＳ Ｈ ８６８１－１（アルミニウム及びアル

ミニウム合金の陽極酸化被膜の耐食性試験方法）に規定するアル

カリ滴下試験

ｂ 耐摩耗性試験 ＪＩＳ Ｈ ８６８２－３（アルミニウム及びア

ルミニウム合金の陽極酸化被膜の耐摩耗性試験方法）に規定する

砂おとし試験

(2) 陽極酸化被膜処理以外の反射鏡

ａ 耐食性試験 ＪＩＳ Ｋ ５６００（塗料一般試験方法）に規定
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する耐アルカリ試験

ｂ 耐摩耗性試験 ＪＩＳ Ｋ ５６００（塗料一般試験方法）に規

定する鉛筆ひっかき試験

６．５ 耐航空機性能試験

６．５．１ 風圧試験

４．４．２項に示された数値の風を５分間灯体に当てたとき、変形、亀

裂、破損、緩み等が生じないものとする。

なお、この試験は風力試験による静荷重試験に変えることができる。

６．５．２ 脆弱試験

発光部灯体下部に対して、約６８０Ｎ・ｍの水平静荷重を加えたとき、

確実に破損するものとする。

なお、荷重速度は、１分間当り約２２ｋｇとする。ただし、接手を使用

する場合は接手試験により、試験を省略することができる。

６．５．３ 振動試験

発光部は、点灯状態において、光軸と平行方向に加速度１６Ｇ、最大振

幅１．２７ｍｍ以下、振動数１０～２００回／ sec の条件下で１０分間

行ったとき、灯器及び部材に亀裂、破損、緩みが生じないものとする。

なお、試験中に光源が消灯した場合は、新しい光源と交換した後、定格

電流で点灯させ、加速度を３Ｇとして再試験を行うものとする。
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７ 検 査

立会い検査は、項目は表９のとおりとする。

表９ 検査の項目

種 別 Ａ 欄
Ｂ 欄 備 考

検 査 項 目 (ア ) (イ )

6.1 外 観 ・ 構 造 ※ ５ ％ ５ ％ ○

6.2.1 光 度 １ 台 ５ ％ ○

6.2.2 色 度 １ 台 ５ ％ ○

6.3.1 絶 縁 抵 抗 ※ １ 台 ５ ％ ○

6.3.2 耐 電 圧 ※ ５ ％ ５ ％ ○

6.3.3 電 圧 変 動 ※ ○

6.3.4 誘 導 雷 ※ ○

6.3.5 雑 音 電 力 ※ ○

6.3.6 異常発報確認 ※ ○

6.4.1 防 水 １ 台 １ 台 ○

6.4.2 高 温 ○

6.4.3 低温サイクル ○

6.4.4 熱 衝 撃 ○

6.4.5 表 面 処 理 ○

6.4.6 加 速 寿 命 ○

6.4.7 反 射 鏡 ○

6.5.1 風 圧 ○

6.5.2 脆 弱 ○

6.5.3 振 動 ○

注 1 Ａ欄 (ア )に 原則として監督官立会いのうえ行う検査項目を、Ａ欄

(イ )に製造者が社内において行う試験・検査項目を、Ｂ欄に製造者が

同一設計で最初の製品について行う試験・検査項目を示す。

2 Ｂ欄○印は試験・検査の実施を示す。

3 検査対象品の５％の数が３個以下の場合、検査個数は最低３個とす

る。

4 管制器試験については、※の項目を行うものとする。

８ 表示及び梱包

８．１ 表 示

８．１．１ 装置表示

(1) 灯体及び電源部外箱には、次の事項を明確に表示する銘板を取付け
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るものとする。また、灯器を構成する主要部品には、部品名、製造者

名、製造年月を表す管理記号を鋳造、刻印、不滅インク等で表示する。

品 名 ･ 型 式

製 造 年 月

製 造 番 号

製 造 者 名

(2) 高圧を使用する場合、灯体及び電源部のそれぞれ外部の見やすい位

置に「高圧注意」の危険表示板を設ける。

(3) 「回路結線図板」は、結線図をわかりやすく記入したもので、電源

部外箱扉の内側の見やすい位置に設ける。

(4) 銘板及び結線図板は、黄銅製、ステンレス (SUS 304)製 又はアルミ

ニウム製とし、容易に消えない方法で記入したものとする。ただし、

装置銘板以外は合成樹脂製としてもよい。

８．１．２ 梱包表示

梱包の２側面には、適当な方法で次の事項を表示する。

型式・品名

数 量

製 造 者 名

８．２ 梱 包

運搬中損傷しないよう、十分な強度を有する木箱又はダンボ－ル等の適切

な方法で梱包する。

８．３ 取扱説明書

発光部灯体及び電源部外箱で内部構成部品の組立又は設置についての必要

な取扱説明書を添付する。

８．４ 工具類

発光部灯体及び電源部外箱で内部構成部品の組立、施工又は保守管理に特

殊工具が必要な場合には付属するものとする。
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１ 適用範囲

本仕様書は、陸上ヘリポ－トの位置を示すために設置する陸上ヘリポ－ト

用 灯台（以下「灯器」という。）に適用する。

２ 適用法規及び規格

(1)航空法施行規則 （昭和２７年７月 運輸省令 第５６号）

(2)日 本 工 業 規 格 （ＪＩＳ）

３ 用語の定義

(1)灯 光：灯器によって得られる光色の光をいう。

(2)光 柱：規定された光度の灯光の広がりをいう。

(3)光柱曲線：光柱の広がりの範囲を示す曲線をいう。

(4)実効光度：閃光の実効光度は同一観測状態で、同一視認距離を得られる同

色の不動光と等しい光度をいう。

(5)光 色： JIS W 8301（航空標識の色）に規定された色度を有する灯光の

色をいう。

(6)閃光回数：規定された時間における閃光の回数をいう。

(7)定格電圧：灯器及び光源に表示された電圧をいう。

(8)定格電力：光源及び機器に表示された消費電力をいう。

(9)寿 命：光源が正常に動作しなくなるまで又は平均光度の５０％未満状

態になったときの通算点灯時間をいう。

(10)定格寿命：長時間にわたり製造された同一型式の光源の平均寿命をいう。

４ 種 類

灯器の種類は閃光式とする。

５ 基本性能

５ .１ 光学性能

光学性能は、表１及び図１によるものとする。

表１ 光 学 性 能

灯 光 光 柱 光 度 規 格
備 考

光 色 閃 光 回 数 水平方向 仰 角 実効光度(cd)

0. 8秒 の間に 0.5ﾐ ﾘ 0゜～ 1.5゜ 1,700 以上

秒 以 上 2 ﾐ ﾘ 秒 以 下 1.5゜～ 2.5゜ 2,500 〃

閃光白色 の 閃 光 を 等 間 隔 に 全 周 2.5゜～ 4.0゜ 1,700 〃

４ 回 発 し 、 1 . 2 秒 4.0゜～ 7.0゜ 750 〃

休止とする。 7.0゜～10.0゜ 250 〃
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図 １ 閃 光 回 数

実効光度

2,000cd

0.5ﾐﾘ秒から2ﾐﾘ秒以下

0.8sec 1.2sec

2.0sec 2.0sec

５.２ 電気的特性

５.２ .１ 定格事項

灯器の定格事項は、表２によるものとする。

表２ 定格事項

項 目 定 格 事 項

入力電圧 ＡＣ １００ｖ又は２００ｖ

相 数 単相

周 波 数 ５０Hz又は６０Hz

定格電力 ３００vA 以下

５ .２ .２ 雑音電力

点灯時及び発光時に有害な雑音の発生がないものとする。

５.３ 耐環境特性

５.３ .１ 防 水

灯器の内部に正常な動作を阻害する浸水がないものとする。

５.３ .２ 周囲温度

周囲温度－３０℃～＋４５℃の環境下において屋外連続使用ができるも

の とする。

５.３ .３ 熱衝撃

灯器は、使用中の降雪等による熱衝撃に耐えるものとする。

５.３ .４ 腐 食

通常の使用状態において、性能を阻害する有害な腐食がないものとする。
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５ .３ .５ 風 圧

風速６０ｍ／ sec以下のすべての気象条件下においての屋外使用に耐える

ものとする。

６ 構 成

灯器は、灯体部（発光部）と電源部（制御部）により構成されるものとす

る。

６.１ 灯体部

(1) 灯器の材質は、光学性能を維持するのに必要な耐熱性、耐候性、耐食

性に優れた材料を使用するものとする。

(2) 危険防止のため灯体部のふたを開いたとき、電源を遮断すると共に発

光用コンデンサの充電電荷を３０秒以内に放電する機能を備えるものと

する。

(3) 光源の交換及び保守作業が容易な構造とする。

６.２ 電源部

(1) 電子回路は開閉サ－ジに耐え、また、誘導雷等から保護する機能を設

けるものとする。

(2) 危険防止のため灯体部のふたを開いたとき、電源を遮断すると共に発

光用コンデンサの充電電荷を３０秒以内に放電する機能を備えるものと

する。

７ 仕様及び細部性能

７.１ 灯体部

７.１ .１ 灯 体

(1) 灯体は、灯光部にレンズ又はカバ－等を使用し、内部に放電管、ソケ

ット等が取付けられる構造とする。

(2) 保守・点検用の開閉部を設け、放電管等の部品が容易に交換できる構

造とする。

７.１ .２ 光源及びソケット

(1) 光源は定焦点型とし、消費電力は３００ vA以下、定格寿命は３ ,０００

時間以上とする。

(2) 光源は、ホルダ－、ソケット等により所定の位置に確実に取付けられ、

衝撃や振動等によって光源の位置ずれを生じない構造とする。

(3) 光源は、光学系又はソケット等からの着脱が容易な構造とする。

(4) 光源の口金とバルブは確実に取付けられ、使用中又は取扱中に緩みを

生じないもとする。

７.１ .３ レンズ

レンズ又はカバ－等を使用する場合は、光学特性を低下させる歪み、気

泡、傷等がなく、耐温度性、耐候性、耐食性を有するものとする。
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７ .１ .４ 光源交換装置

現用の光源が断芯したとき自動的に予備光源に交換して正規の配光特性

で点灯を継続し、同時に現用光源の断芯を表示させる回路を有するものと

する。

７.２ 電源部

電源部は、変圧器、整流器、コンデンサ、サ－ジ電圧吸収素子により構成

され、外箱内に収納したものとする。

７.３ 共通機械部品

７.３ .１ ボルト・ナット類

灯体等に使用するボルト・ナット類は、ＪＩＳ Ｇ ４３０３（ステンレ

ス鋼棒）に規定された材料を使用する。

７.３ .２ 電気部品

各部品は、必要な通電容量、絶縁性、可とう性、耐温度性、耐候性を有

するものとする。

７.３ .３ 金属部品

(1) 使用する金属は、耐候性、耐食性に優れたもので、また、耐候性、耐

食性を向上させる表面処理を施したものとする。

(2) 異種金属間の接触による電解腐食を生じやすい金属を使用する場合は、

金属メッキその他の方法による防止を図るものとする。

(3) 表面処理方法は、使用場所及び目的によって適した耐温度性や耐摩耗

性を有するものとする。

７.３ .４ 非金属部品

合成樹脂等の非金属部品は、耐候性、耐温度性に優れたものとする。

７.４ 塗 装

外面塗装色は、ＪＩＳ Ｗ ８３０１（航空標識の色）に規定された標識

色（航空黄赤色）とする。

８ 試 験

８.１ 外観・構造

構造・寸法・仕上げ・塗装・重量及び部品の着脱性が、本仕様書に適合

するものとする。

８.２ 光学特性試験

８.２ .１ 光柱光度試験

定格電圧で点灯し特性が安定した状態において、発光部より５ｍ以上の

距離で照度計等により測定する。

実効光度は、測定光度から次の８ .２ .２項の計算式により算出し、５ .１

項に適合するものとする。
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８ .２ .２ 実効光度の計算方法

実効光度の計算は、次式によるものとする。

t 2
Ｉe＝（∫ I dt）／｛0.2＋ (t 2－t 1)｝

t 1

ここに Ｉe＝実効光度 [cd]

Ｉ ＝瞬間光度 [cd]

t1,t 2＝積分限界値 [sec]

積分限界値は、Ｉeが最大となるように選定する。

８.３ 電気特性試験

８.３ .１ 絶縁抵抗試験

次項の耐電圧試験の前後、導電部相互間及び導電部一括と非導電部間を

５００ｖ絶縁抵抗計で測定したとき、３０ＭΩ以上とする。

ただし、電子回路を有する場合の導電部相互間の試験は除くものとする。

８.３ .２ 耐電圧試験

導電部相互間及び導電部と非導電金属部間（大地間）に、周波数５０Ｈ

ｚ又は６０Ｈｚの正弦波に近い交流電圧１ ,５００ｖを印加したとき、１分

間これに耐えるものとする。

ただし、破損等の恐れのある部品が接続されている場合は、これを除い

て行うものとする。

８.３ .３ 雑音電力試験

(1) 雑音端子電圧は、 526.5kHz～ 5MHzで５６ dB以下、 5MHz～ 30MHzで６０ dB

以下とする。

(2) 雑音電力は、30MHz～ 300MHzで５５ dB以下とする。

８.４ 耐環境試験

８.４ .１ 防水試験

ＪＩＳ Ｃ ０９２０（電気機械器具の防水試験及び固形物の侵入に対す

る保護等級）のうち「保護等級・５，種類・防噴流形」により試験を行っ

たとき、内部に正常な動作を阻害する浸水がないものとする。

８.４ .２ 高温試験

灯器は、＋４５℃±２℃の環境条件下において連続２４時間定格電圧で

点灯させたとき、変形、亀裂、腐食、破損及び緩みを生じないものとする。

８.４ .３ 低温サイクル試験

灯器は、－３０℃±２℃の環境条件下において、８時間以上放置した後、

８時間以上定格電圧により運転しこれを３回繰り返したとき、変形、亀裂、

腐食、破損及び緩みを生じないものとする。
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８ .４ .４ 熱衝撃試験

灯器を常温環境下において定格電圧で点灯し、各部の温度が一定に達し

た後、直ちに温度差－１０℃の水（最低５℃）をレンズ又はカバ－面に１

０秒間以上散水したとき、変形、亀裂、腐食、破損、緩み及び浸水を生じ

ないものとする。

８.４ .５ 表面処理試験

灯器又は同等の処理をした部材を、ＪＩＳ Ｃ ００２４（環境試験方法(電

気・電子)塩水噴霧(サイクル)試験方法）に規定された[厳しさ２]の方法で、

４回累計９６時間実施したとき、灯器及び部材に腐食、損傷を生じないも

のとする。

８.４ .６ 風速試験

５ .３ .５項に示された数値の風を、５分間側面から当てたとき損傷、破

損及び緩みを生じないものとする。

なお、この試験は模擬試験（風圧計算を含む）に代えることができる。

８.５ 動作試験

(1) 灯器を点灯し、閃光回数、閃光間隔その他の動作に異常がないものと

する。

(2) 前号の試験は、定格電圧の±１０％において行うものとする。
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９ 検 査

立会い検査は、原則として監督官立会いのうえ行うものとし、項目は表３

のとおりとする。

表３ 検 査 の 項 目

種 別 Ａ 欄
Ｂ 欄 備 考

検 査 項 目 （ア） （イ）

8.1 外 観 ・ 構 造 全 数 全 数 ○

8.2.1 光 柱 光 度 １ 台 １ 台 ○

8.3.1 絶 縁 抵 抗 全 数 全 数 ○

8.3.2 耐 電 圧 全 数 全 数 ○

8.3.3 雑 音 電 力 － － ○

8.4.1 防 水 １ 台 １ 台 ○

8.4.2 高 温 － － ○

8.4.3 低温サイクル － － ○

8.4.4 熱 衝 撃 － － ○

8.4.5 表 面 処 理 － － ○

8.4.6 風 速 － － ○

8.5 動 作 全 数 全 数 ○

注 1 Ａ欄（ア）に原則として監督官立会いのうえ行う検査項目を、Ａ欄

（イ）に製造者が社内において行う試験・検査項目を、Ｂ欄に製造者

が同一設計で最初の製品について行う試験・検査項目を示す。

2 Ｂ欄○印は試験・検査の実施を示す。

１０ 表示及び梱包

１０.１ 表 示

１０.１ .１ 灯器表示

灯器には、次の事項を表示した銘板を取付けるものとする。

型式・品名

製 造 年 月

製 造 番 号

製 造 者 名

１０.１ .２ 梱包表示

梱包の２面体には、適当な方法で次の事項を表示する。

型式・品名

数 量

製 造 者 名
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１０ .２ 梱 包

運搬中損傷しないよう、充分な強度を有する木箱等の適切な方法で梱包す

る。

１０.３ 取扱説明書

次の事項を明記した取扱説明書を提出する。

(1)灯器の回路及びシステム動作と結線図

(2)物理的特性（構造、寸法、重量）

(3)取付説明書

(4)動作説明書（故障時の動作も含む。）

(5)保守に関する事項（交換部品一覧表及び交換時期を含む。）

１０.４ 工具類

灯器及び内部構成部品の組立、施工又は保守管理に特殊工具が必要な場合

には付属する。



第１８章

Ｌ型標識灯仕様

（防灯仕 第 286号）





防灯仕 第２８６号

Ｌ型標識灯仕様書

平成３０年１０月１１日 制定

防衛省 整備計画局 施設技術管理官



目 次

１ 適用 範囲 1‐ 18‐ 1

２ 適用 法規 及 び規 格 1‐ 18‐ 1

３ 用語 の定 義 1‐ 18‐ 1

４ 灯器 の種 類 1‐ 18‐ 2

５ 基本 性能

５ .１ 光 学 性 能 1‐ 18‐ 3

５ .２ 電 気 的 特 性 1‐ 18‐ 3

５ .３ 耐 環 境 特 性 1‐ 18‐ 4

５ .４ 耐 航 空機 特性 1‐ 18‐ 4

５ .５ 温 度 性 能 1‐ 18‐ 5

５ .６ 加 速 寿 命 1‐ 18‐ 5

５ .７ 灯 器 シス テム 性 能 1‐ 18‐ 5

６ 仕様 及び 細 部性 能

６ .１ ラ ン プ 1‐ 18‐ 6

６ .２ 光 学 系 1‐ 18‐ 6

６ .３ 灯 体 1‐ 18‐ 7

６ .４ 調 整 リ ン グ 1‐ 18‐ 7

６ .５ 基 台 1‐ 18‐ 8

６ .６ 共 通 機械 部 品 1‐ 18‐ 8

６ .７ 共 通 電気 部 品 1‐ 18‐ 9

７ 試 験

７ .１ 外 観 ・ 構 造 1‐ 18‐ 9

７ .２ 光 学 特性 試 験 1‐ 18‐ 10

７ .３ 電 気 特性 試 験 1‐ 18‐ 11

７ .４ 耐 環 境 試 験 1‐ 18‐ 12

７ .５ 耐航空機特性試験 1‐ 18‐ 12

７ .６ 表 面 温度 試 験 1‐ 18‐ 14

７ .７ 加 速 寿命 試 験 1‐ 18‐ 14

８ 検 査 1‐ 18‐ 15

９ 表示 及び 梱 包

９ .１ 表 示 1‐ 18‐ 16

９ .２ 梱 包 1‐ 18‐ 16

９ .３ 取 扱 説 明 書 1‐ 18‐ 16

９ .４ 工 具 類 1‐ 18‐ 16

１ ０ 品質 保証 1‐ 18‐ 16

１ １ 付図 等 1‐ 18‐ 17



1 － 18 － 1

１ 適 用範 囲

本 仕 様 書 は 、 進 入 灯 、 滑 走 路 灯 、 滑 走 路 末 端 灯 等 の 埋 込 型 標 識 灯 （ 以 下 「 灯

器」 とい う。） に 適用 する 。

２ 適 用法 規 及び 規格

(1) 航 空 法施 行規 則 （昭 和２ ７ 年７ 月運 輸 省令 第５ ６号 ）

(2) 日 本 工業 規格 （ ＪＩ Ｓ ）

(3) 関 連 仕 様 書

航 空 照明 用プ ラ グ・ レセ ップ 仕 様書

航 空 照明 用ア ダ プタ －仕 様書

航 空 灯火 用干 渉 膜透 過フ ィル タ 仕様 書

Ｆ 型 標識 灯用 埋 込基 台仕 様書

直 列 点灯 回路 用 ｺﾞﾑ被 覆 絶縁 変圧 器仕 様

３ 用 語 の 定 義

防灯仕第 ５７号

防灯仕第１８８号

防灯仕第２６４号

防灯仕第２６９号

防灯仕第 ９９号

：灯器によって得られる光色の不動光をいう。

：規定された光度による灯光の広がりをいう。

： 主 光 柱 の 外 側 に お い て 規 定 さ れ た 光 度 の 灯 光 の 広 が り

をいう。

：主光柱、副光柱の開きの範囲を示す曲線をいう。

： 主 光 柱 曲 線 内 の 各 点 の 光 度 を 平 均 し た 値 の 要 求 下 限 値

をいう。

： Ｊ Ｉ Ｓ Ｗ ８ ３ ０ １ (航 空 標 識 の 色 )に 規 定 さ れ た 色 度

を有する灯火の色をいう。

：灯器に表示された電流をいう。

：灯器に表示された消費電力をいう。

：光源が点灯しなくなるまでの通算点灯時間をいう。

： 長 時 間 に わ た り 製 造 さ れ た 同 一 型 式 の 光 源 の 平 均 値 に

基づいて公表された寿命をいう。

： 灯 器 に 装 着 さ れ た ラ ン プ が 、 定 格 電 流 （ 電 圧 ） で の 点

灯 に お い て 、 規 定 す る 要 求 光 度 の ７ ０ ％ を 維 持 す る 時

間をいう。

： 可 視 の 光 学 的 放 射 を 作 る た め の 電 気 を 利 用 し た 発 行 部

品をいう。

： Light Em it ti ng D iod eの 略 で 、 電 子 が 結 合 し た と き の

発光エネルギーを利用した半導体の一種をいう。

： 光 学 特 性 を 得 る た め に Ｌ Ｅ Ｄ 取 付 基 板 、 配 光 制 御 用 レ

ン ズ 、 ホ ル ダ ー 、 給 電 端 子 、 保 護 回 路 等 を 一 体 化 し た

モジュールをいう。

： Ｌ Ｅ Ｄ ユ ニ ッ ト へ 電 源 を 供 給 す る た め の 、 直 流 変 換 及

び光度制御機能を一体化したモジュールをいう。

(1)

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

( 8 )

( 9 )

( 1 0 )

( 1 1 )

( 1 2 )

( 1 3 )

( 1 4 )

( 1 5 )

灯 光

主 光 柱

副 光 柱

光 柱 曲 線

最 低 平 均 光 度

光 色

定 格 電 流

定 格 電 力

寿 命

定 格 寿 命

有効ランプ寿命

ラ ン プ

Ｌ Ｅ Ｄ

ＬＥＤユニット

点 灯 ユ ニ ッ ト
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４ 灯 器の 種 類

本 仕様 書 に規 定す る 灯器 の種 類は 、 表１ のと お りと する 。

表 １ 灯器 の種 類

灯 火 名 灯 光 灯 器 型 式 光 柱 特 性

センターライン
進 入 灯 及 び 航 空白 ＬＵ ３－ １ Ｄ 付図 １

ク ロス バ ー

滑 走 路末 端
航 空緑 ＬＵ ３－ ２ Ｄ 付図 ２

補 助 灯

進 入端 航 空緑 ＬＵ ３－ ３ Ｄ 付図 ３

滑 走 路末 端灯 終 端 航 空赤 ＬＵ ３－ ４ Ｄ 付図 ４

進 入端 ／ 終端 航 空緑 ／ 航空 赤 ＬＢ ３－ ３ ／４ Ｄ 付図 ３
４

滑 走 路 灯 航 空白 ／ 航空 黄 ＬＢ ３－ ５ Ｄ 付図 ５

注 1 灯 器の 型式 は 下記 の例 に よる 。

Ｌ Ｕ ３ － １ Ｄ

↑ ↑ ↑ ↑ ↑

第 １ 項 第 ２ 項 第 ３ 項 第 ４ 項 第 ５ 項

第 ４ 項

第 ５ 項

１：進入灯（センタ－ライン及びクロスバ－）

２：滑走路末端補助灯

３：滑走路末端灯（進入端）

４：滑走路末端灯（終 端）

５：滑走路灯

Ｄ：ＬＥＤ（ Light Emitting Diode）

第 １ 項

第 ２ 項

第 ３ 項

Ｌ：低突出埋込型を示す。 (Low protrusion flush type)

Ｕ：１方向 (Uni- directional)

Ｂ：２方向 (Bi- directional)

Ｏ：全方向 (Omni- directional)

３：Ｓｉｚｅ３ (304mm)
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５ 基 本性 能

５ .１ 光学 性能

５ .１ .１ 灯 光

(1) 灯光 は表 １ 及び 表２ に示 す 光色 の不 動 光と する 。

(2) 光 色 は Ｊ Ｉ Ｓ Ｗ ８ ３ ０ １ （ 航 空 標 識 の 色 ） に 規 定 さ れ た 色 度 範 囲

と する 。

(3) 電流 と光 度 の関 係は 表３ と する 。

表 ２ 光 色の 種類

注 ＊１ 定 格 光度 の５ ％ま で 減光 した 場 合に も適 合す る 。
＊２ Ｌ Ｅ Ｄ灯 火は 「制 限 緑Ⅰ 」と す る。

５ ．１ ． ２ 光柱 特 性

(1) 灯 器 の 光 柱 光 度 は 、 定 格 電 流 で 点 灯 し 、 表 １ の 付 図 に 示 す 特 性 を 有

す るも のと す る。

(2) 前 項 に 示 す 光 柱 曲 線 内 の 最 小 光 度 は 規 格 最 低 平 均 光 度 の ０ ． ５ 倍 以

上 であ り、 最 大光 度は 実測 最 小光 度の ３ 倍以 内と する 。

(3) 埋 込 灯 器 は 、 投 光 窓 部 に 水 が 滞 留 し た と き 、 平 均 光 度 が 最 低 平 均 光

度 の７ ０％ 以 上あ るも のと す る。

５． ２ 電 気的 特性

(1) 灯 器 の 定 格 電 流 は ６ ． ６ Ａ と し 、 導 電 部 の 通 電 容 量 は 定 格 電 流 の １ ．

５ 倍 とす る。

(2) 灯 器 は 、 ラ ン プ の 断 芯 又 は 故 障 状 態 時 に 生 じ る 絶 縁 変 圧 器 の 二 次 開 放

電 圧 に耐 え、 ７ ．３ 項を 満足 す るも のと す る。

(3) 灯 器の 定格 電 力は 、表 ４に 示 す値 を標 準 とす る。

(4) 半 導体 を有 す る灯 器は 耐雷 性 を考 慮す る 。

5 4 3 2 1
表３　点灯電流と光度比の関係

光度段階
点灯電流

灯器形式
LU3-1D
LU3-2D
LU3-3D
LU3-4D
LB3-3/4D
LB3-5D

6.6A 5.2A 4.1A 3.4A 2.8A

100 25 5 1 0.2

光
度
比

（
％

）

色 略 号 光 色 の 種 類

Ｒ 航 空 赤 　 ＊ 1

航 空 緑 　 ＊ 1

　 　 　 　 　  ＊ 2

Ｙ 航 空 黄 　 ＊ 1

Ｗ 航 空 白 　 ＊ 1

Ｇ
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表 ４ 定 格電 力 及び 適用 ラ ンプ

灯 器 型 式 定 格電 力 ラン プ の種 類

Ｌ Ｕ ３－ １Ｄ 150W以 下 ＬＥ Ｄ

Ｌ Ｕ ３－ ２Ｄ 115W以 下 ＬＥ Ｄ

Ｌ Ｕ ３－ ３Ｄ 85W以 下 ＬＥ Ｄ

Ｌ Ｕ ３－ ４Ｄ 30W以 下 ＬＥ Ｄ

Ｌ Ｂ ３－ ３／ ４ Ｄ 100W以 下 ＬＥ Ｄ

Ｌ Ｂ ３－ ５Ｄ 90W以 下 ＬＥ Ｄ

５． ３ 耐 環境 特性

５ ．３ ． １ 防 水

７ ． ４． １項 の 試験 を満 足す る もの とす る 。

５ ．３ ． ２ 周囲 温 度

(1) － ３ ５ ℃ ～ ＋ ５ ５ ℃ の 環 境 下 に お い て 連 続 使 用 が で き る も の と す

る 。

(2) ７． ４． ２ 項、 ７． ４． ３ 項の 試験 を 満足 する もの と する 。

５ ．３ ． ３ 温度 衝 撃

７ ． ４． ４項 の 試験 を満 足す る もの とす る 。

５ ．３ ． ４ 耐食 性

７ ． ４． ５項 の 試験 を満 足す る もの とす る 。

５． ４ 耐 航空 機特 性

５ ．４ ． １ 荷 重

７ ． ５ ． １ 項 、 ７ ． ５ ． ２ 項 、 ７ ． ５ ． ３ 項 の 試 験 を 満 足 す る も の と す

る。

５ .４ .２ 機 械的 衝 撃

７ .５ .４ 項の 試 験を 満足 する も のと する 。

５ .４ .３ 水 衝撃

７ .５ .５ 項の 試 験を 満足 する も のと する 。

５ ．４ ． ４ 振 動

７ ． ５． ６項 の 試験 を満 足す る もの とす る 。
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５． ５ 温 度性 能

７ ． ６項 の試 験 を満 足す るも の とす る。

５． ６ 加 速寿 命

７． ７項 の 試験 を満 足 する もの とす る 。

５． ７ 灯 器シ ステ ム 性能

５ ．７ ． １ 標準 化 と構 成

(1) 灯 器 の 保 全 作 業 を よ り 容 易 に す る た め に 、 灯 器 の 各 部 は 整 合 性 を 考

慮 した もの と する 。

(2) 灯 器 を 構 成 す る 部 品 群 は 、 共 通 部 品 の 割 合 を 高 く し 、 各 種 部 品 の 組

み 換 え に よ り 異 な っ た 種 類 の 光 柱 が 得 ら れ る よ う 標 準 化 が 図 ら れ て い

る もの とす る 。

なお 、標 準 構成 は表 ５の と おり とす る 。

(3) ラン プの 定 格電 力は 、適 切 な値 を満 た すも のと する 。

表 ５ 灯器 の 標準 構成 表

構 成 部 品

ラ ン プ

灯 器 光 学 系

灯 火 灯 体

調 整リ ング

基 台 （ 防灯 仕２ ６ ９号 によ る ）

５ ．７ ． ２ 保全 性 能

(1) 灯器 は、現 場 にお ける 交換 及び 保 全作 業が 容 易に 行え るも の とす る。

(2) 灯 器 を 現 場 で 調 整 リ ン グ か ら 着 脱 し て も 湿 度 が 灯 体 内 部 に 進 入 し な

い もの とす る 。

(3) 灯 器 を 調 整 リ ン グ に 設 置 す る 際 に そ の 都 度 光 軸 調 整 を 必 要 と し な い

も のと する 。

(4) 灯器 の質 量 は、 １３ ｋｇ 以 下と する 。

(5) 灯 器 の 保 全 作 業 に あ た り 、 分 解 ・ 点 検 及 び 交 換 が 容 易 に 行 え る 構 造

と する 。

５ ．７ ． ３ 互換 性 と標 準寸 法

(1) 構 成 部 品 又 は 部 品 組 立 は 、 各 種 灯 器 相 互 間 の 互 換 性 を 有 す る も の と

す る。

(2) 灯 器 及 び 調 整 リ ン グ は 、 基 台 と の 整 合 性 を 確 保 す る た め 「 Ｆ 型 標 識

灯 用 埋 込 基 台 仕 様 書 」（ 防 灯 仕 ２ ６ ９ 号 ） に 示 す 寸 法 を 標 準 と す る 。

(3) 灯 器 と 調 整 リ ン グ を 組 合 せ た 地 上 突 出 高 さ は 、 ６ ｍ ｍ 以 下 と す る 。
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５ ．７ ． ４ 隣接 機 材と の整 合

(1) 灯 器 は 、 基 台 の 上 に 調 整 リ ン グ を 設 け 、 正 確 に 取 り 付 け ら れ る も の

と する 。

な お、 基台 Ａ の積 雪地 仕様 の 場合 は間 座 を設 ける もの と する 。

(2) 灯 器 及 び 調 整 リ ン グ を 基 台 に 取 り 付 け た と き 、 基 台 内 に 雨 水 が 侵 入

し ない もの と する 。

５ ．７ ． ５ 構造 仕 様

(1) 灯 器 及 び 調 整 リ ン グ の 構 造 は 、 堅 牢 か つ 強 固 な も の と し 、 航 空 機 の

運 航 等 の 外 的 要 因 に よ っ て 本 仕 様 書 の 規 定 す る 性 能 が 損 な わ れ な い も

の とす る。

(2) 積 雪 寒 冷 地 域 用 の 灯 器 は 、 除 雪 機 材 に 取 り 付 け ら れ た 硬 質 ウ レ タ ン

ゴ ム排 雪板 に より 破損 しな い もの とす る 。

(3) 硬質 ウレ タ ンゴ ム排 雪板 の 仕様 は、 次 のと おり とす る 。

比 重 ： １ .１ ～１ .３

硬さ (Ｊ ＩＳ ) ： ９０ ～９ ５

反発 弾性 ： ３ ６ ％～ ６８ ％

６ 仕 様及 び 細部 性能

６． １ ラ ンプ

６ ．１ ． １ ラン プ の構 成

(1) ラ ン プ は 、 Ｌ Ｅ Ｄ ユ ニ ッ ト 及 び 点 灯 ユ ニ ッ ト に よ り 構 成 す る も の と

す る。

(2) ラン プは 、 灯体 に適 合す る もの を使 用 する 。

(3) 点灯 ユニ ッ トは ＬＥ Ｄユ ニ ット に適 合 する もの を使 用 する 。

６ ．１ ． ２ ＬＥ Ｄ ユニ ット

(1) ＬＥ Ｄユ ニ ット は、 耐熱 性 放熱 性が 考 慮さ れた もの と する 。

(2) 灯体 へ組 立 時に 、取 付方 向 など 誤り を 生じ させ ない も のと する 。

(3) ７． ３． ４ 項の 耐雷 性能 を 有す るも の とす る。

(4) ＬＥ Ｄの 故 障時 には 回路 を 保護 する 機 能を 有す るも の とす る。

６ ．１ ． ３ 点灯 ユ ニッ ト

(1) 表 ３ に 示 す 点 灯 電 流 と 光 度 比 に 対 応 す る 制 御 回 路 を 有 す る も の と す

る 。

(2) ７． ３． ４ 項の 耐雷 性能 を 有す るも の とす る。

(3) Ｌ Ｅ Ｄ ユ ニ ッ ト の 故 障 時 や 、 点 灯 ユ ニ ッ ト と Ｌ Ｅ Ｄ ユ ニ ッ ト 間 の 配

線 の断 線時 に 半導 体回 路を 保 護す る機 能 を有 する もの と する 。

(4) 進 入 用 及 び 滑 走 路 用 灯 火 の 場 合 は 、 点 灯 状 態 を 監 視 し 異 常 時 は 入 力

を 開放 する も のと する 。

６． ２ 光 学系

６ ．２ ． １ 光学 系 の構 成

(1) 光学 系は 、プ リズ ム、フィ ル タ等 によ り 構成 され てい る もの とす る。

(2) 部 品 の 交 換 及 び 点 検 が 容 易 で あ り 、 点 検 後 の 組 立 て に 際 し 特 別 の 光
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柱 調整 を必 要 とし ない もの と する 。

(3) 灯 器 は 、 ラ ン プ 及 び 光 学 系 部 品 を 交 換 す る こ と に よ っ て 、 異 な っ た

光 柱を もつ 灯 器に 組替 えが 可 能な もの と する 。

なお、光 学 系は、ユ ニッ ト 型と し、組 合せ 交換 がで き るも の とす る。

(4) ２ 方 向 性 の 灯 器 に お い て 、 片 方 向 を 個 別 に 点 灯 制 御 す る 場 合 は 、 反

対 方向 に光 が 漏れ ない 構造 と する 。

６ ．２ ． ２ プリ ズ ム

材 質 は 、 耐 熱 ガ ラ ス と し 、 ７ ． ４ 項 、 ７ ． ５ 項 の 試 験 を 満 足 す る も の と

する 。

６． ３ 灯 体

６ ．３ ． １ 構 成

(1) 灯 体 は 、 航 空 機 の 荷 重 を 受 け る 灯 体 部 、 部 品 交 換 等 の た め の 開 閉 部

よ り構 成さ れ てい るも のと す る。

(2) 灯 体 は 、 ラ ン プ 及 び 光 学 系 を 収 納 し 、 開 閉 部 を 開 く こ と に よ り 、 ラ

ン プ及 び光 学 系部 品を 容易 に 交換 でき る もの とす る。

(3) 灯体 の内 部 に容 易に 湿気 が 侵入 しな い もの とす る。

(4) 灯 体 は 、 保 全 作 業 に あ た り 容 易 に 分 解 組 立 て が で き る も の と す る 。

(5) リ ー ド 線 が 灯 体 を 貫 通 す る 部 分 に は 、 適 切 な 防 水 及 び 絶 縁 処 理 を 施

し たも のと す る。

(6) 航 空 機 の タ イ ヤ が 接 触 す る 灯 器 上 面 角 部 は 、 滑 ら か な 丸 み を 有 し 、

航 空機 のタ イ ヤに 損傷 を与 え ない もの と する 。

６ ．３ ． ２ 性 能

(1) 灯 体 は 、 ５ ． ３ 項 、 ５ ． ４ 項 の 性 能 を 満 足 す る に 必 要 な 強 度 を 有 す

る もの とす る 。

(2) フ ラ ン ジ 面 に 接 す る 面 は 、 気 密 保 持 に 必 要 な 平 面 度 を 有 す る も の と

し 、ま た、 そ の他 の面 は滑 ら かな 形状 と する 。

(3) 灯 体 の 材 質 は 耐 食 性 に 優 れ 、 ５ ． ７ ． ２ （ ４ ） 項 を 満 足 す る と 共 に

ア ルミ ニウ ム 合金 又は 同等 以 上の もの と する 。

(4) リー ド線 及 びこ れに 付属 す るプ ラグ 等 は６．７項 によ るも の とす る。

６ .４ 調整 リン グ

(1) 調 整 リ ン グ は 基 台 又 は 間 座 上 に 堅 固 に 設 置 さ れ 、 灯 体 等 を 容 易 に 据

付 け又 は着 脱 でき るも のと す る。

(2) 調 整 リ ン グ の 外 周 辺 は 、 ほ ぼ 同 一 レ ベ ル で 舗 装 面 に 接 し 、 灯 体 表 面

と ほ ぼ 同 じ 勾 配 以 下 で 立 ち 上 が り 、 そ の 中 央 部 に 灯 体 を 定 め ら れ た 突

出 高で 正確 な 方向 に設 置で き るも のと す る。

な お 、 調 整 リ ン グ 表 面 と 灯 体 表 面 の 勾 配 と は 著 し い 段 差 が 生 じ な い

も のと する 。

(3) 調 整 リ ン グ は ５ ． ３ 項 、 ５ ． ４ 項 の 性 能 を 有 す る も の と し 、 そ の 材

質 は６ ．６ ． ３（ ３） 項を 満 足す るも の とす る。

(4) 灯 体 、 基 台 又 は 間 座 が 接 す る 接 触 面 は 、 気 密 保 持 に 必 要 な 平 面 度 を

有 する もの と する 。
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(5) 表面 処理 を 施す 場合 は、 ６ ．６ ．３ （ ３） 項に よる も のと する 。

(6) 調 整 リ ン グ は 、 基 台 又 は 間 座 に 取 り 付 け る 際 に 、 光 軸 を 調 整 （ 水 平

± ５度 ）で き るも のと する 。

(7) 調 整 リ ン グ を 寒 冷 地 区 で 使 用 す る 場 合 は 、 凍 結 に よ る 破 損 防 止 対 策

を 考慮 する も のと する 。

６． ５ 基 台

「Ｆ 型 標識 灯用 基 台仕 様書 」（防 灯仕 ２ ６９ 号） によ るも の とす る 。

６． ６ 共 通機 械部 品

６ ．６ ． １ ガス ケ ット

(1) ガ ス ケ ッ ト の 材 質 は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｂ ２ ４ ０ １ （ Ｏ リ ン グ ） に 規 定 さ れ

た ４種 Ｃ以 上 の物 理的 性能 を 有す るも の とす る。

(2) Ｏ リ ン グ を 使 用 す る 場 合 は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｂ ２ ４ ０ １ （ О リ ン グ ） 及 び

Ｊ Ｉ Ｓ Ｂ ２ ４ ０ ６ （ Ｏ リ ン グ 取 付 け 溝 部 の 形 状 ・ 寸 法 ） の 規 定 に 準

じ て設 計さ れ たも のと する 。

６ .６ .２ ボ ルト ・ ナッ ト類

(1) 灯 体 に 使 用 す る ボ ル ト ・ ナ ッ ト 類 は Ｊ Ｉ Ｓ Ｇ ４ ３ ０ ３ （ ス テ ン レ

ス 鋼 棒 ） に 規 定 され た SUS 410、 SUS 416、 SUS 304、 SUS XM7と し 、 構

造 上必 要と さ れる 締付 け トル クに 耐 える もの と する 。

な お 、 SUS 410、 SUS 416に あ っ て は 、 導 電 部 に 使 用 さ れ る も の を 除

き 、 黒 色 酸 化 被 膜 処 理 又 は 同 等 の 防 食 性 能 を 有 す る 処 理 が 施 さ れ て い

る もの とす る 。

(2) 前 項 以外 の ボ ル ト、 ナ ッ ト 類 は、 充 電 部 に使 用 さ れ る もの を 除 き SU

S 304と す る。

(3) ボ ル ト ・ ナ ッ ト 類 は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｂ ０ ２ ０ ５ － １ ～ ４ （ 一 般 用 メ － ト

ル ね じ － 第 １ 部 ～ 第 ４ 部 ） 及 び Ｊ Ｉ Ｓ Ｂ ０ ２ ０ ９ -１ ～ ５ （ 一 般 用

メ － ト ル ね じ － 公 差 － 第 １ 部 ～ 第 ５ 部 ） に 規 定 さ れ た は め あ い 区 分 は

中 以上 に仕 上 げさ れた もの と する 。

(4) 航 空 機 の 運 航 に よ っ て 生 じ る 振 動 、 荷 重 で 緩 み を 生 じ に く い 構 造 と

す る。

(5) か み つ き を 生 じ や す い ボ ル ト ・ ナ ッ ト 類 に は 、 か み つ き 防 止 処 理 を

施 すも のと す る。

６ ．６ ． ３ 金属 部 品

(1) 使 用 す る 金 属 は 、 耐 候 性 、 耐 食 性 に 優 れ た も の と し 、 耐 候 性 、 耐 食

性 を向 上さ せ る表 面処 理が 施 され たも の とす る。

(2) 電 解 腐 食 を 生 じ や す い 異 種 金 属 接 触 部 分 に は 、 金 属 メ ッ キ そ の 他 の

方 法に より 腐 食防 止処 理が 施 され てい る もの とす る。

(3) 表 面 処 理 を 施 す 場 合 は 、 表 ６ を 標 準 と し 、 使 用 場 所 に よ っ て 耐 摩 耗

性 及 び 耐 熱 性 等 を 考 慮 す る と と も に 、 必 要 に 応 じ て は 防 錆 塗 装 が 施 さ

れ てい るも の とす る。

(4) 舗 装 表 面 に 露 出 す る 部 材 の 塗 色 は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｗ ８ ３ ０ １ （ 航 空 標 識

の 色） によ る 一般 標識 の表 面 色の 黄赤 又 は無 彩色 系と す る。
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表 ６ 金 属 部分 の表 面 処理

素 地 関 連 規 格

ア ル ミ ニ ウ ム ＪＩ Ｓ Ｈ ８６ ０１ に 規 定す るも の

銅 及び 銅合 金 ＪＩ Ｓ Ｈ ８６ １７ に 規 定す るも の

ＪＩ Ｓ Ｈ ８６ １０ に 規 定す るも の

ＪＩ Ｓ Ｈ ８６ １５ に 規 定す るも の
そ の他 の素 地

ＪＩ Ｓ Ｈ ８６ １７ に 規 定す るも の

ＪＩ Ｓ Ｈ ８６ ４１ に 規 定す るも の

６ .７ 共通 電気 部 品

６ ．７ ． １ リ－ ド 線

(1) 灯 体 外 部 の リ － ド 線 は 、 必 要 と さ れ る 端 末 処 理 （ Ｐ － ３ Ｃ 型 レ セ ッ

プ に 適 合 す る プ ラ グ 等 ） が な さ れ て い る も の と す る 。 リ ー ド 線 の 固 定

部 は 、 通 常 発 生 す る リ ー ド 線 へ の 張 力 に 耐 え 、 灯 器 の 気 密 性 、 絶 縁 性

が 保持 され て いる もの とす る 。

(2) 外 部 （ プ ラ グ 用 ） に 使 用 さ れ る リ ー ド 線 は ２ mm²以 上 、 Ｌ Ｅ Ｄ ユ ニ

ッ ト 、 点 灯 ユ ニ ッ ト 等 の 電 子 部 品 に 使 用 さ れ る リ ー ド 線 は ０ ． ３ mm²

以 上の 軟銅 よ り線 とし 、７ ． ３項 を満 足 する 電線 とす る 。

なお 、電 線 は必 要な 可と う 性を 有す る もの とす る。

(3) 導 電 接 続 部 分 を 設 け る 場 合 は 、 外 部 配 線 と プ ラ グ ・ レ セ ッ プ 接 続 を

除 き 開 閉 部 と す る 。 接 続 部 は 、 電 気 的 、 機 械 的 に 確 実 に 接 続 が な さ れ

て いる もの と する 。

(4) 絶 縁 材 料 は 、 使 用 温 度 に 充 分 耐 え ら れ る 絶 縁 物 で 、 か つ 、 吸 湿 性 の

少 な い 電 気 的 特 性 の 良 好 な も の と す る 。 ま た 、 表 面 が 切 削 等 の 加 工 に

よ り 吸 湿 性 が 大 き く な る 場 合 は 、 適 切 な 表 面 処 理 を 行 う も の と す る 。

(5) プ ラ グ は Ｐ － ３ Ａ 型 と 同 等 以 上 の 性 能 を 有 し 、 か つ 十 分 な 接 合 が 確

保 でき るも の とす る。

６ ．７ ． ２ 異常 発 報回 路

(1) ラ ン プ が 不 点 及 び 不 点 に 準 ず る 状 態 に な っ た と き 、 直 ち に 灯 器 へ の

入 力を 開放 す る異 常発 報回 路 を取 付け 可 能な 構造 とす る 。

(2) 不点 及び 不 点に 準ず る状 態 とは 、下 記 によ る。

① 一 つ の 灯 火 に 対 し 、 開 放 又 は 短 絡 に よ り 全 体 の ５ ０ ％ を 超 え て Ｌ

ＥＤ が故 障 した と見 なさ れ た場 合

② 点 灯電 流 と光 度比 に対 応 する 制御 が 故障 した と見 な され た場 合

③ 点 灯ユ ニ ット が故 障し た と見 なさ れ た場 合

７ 試 験

７． １ 外 観・ 構造

構 造 ・ 寸 法 ・ 仕 上 げ ・ 塗 装 ・ 重 量 及 び 部 品 の 着 脱 性 が 、 本 仕 様 書 に 適 合 す
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る もの と する 。

７． ２ 光 学特 性試 験

７ ．２ ． １ 光柱 光 度（ 副光 柱を 含 む。） 試験

(1) 光 柱 光 度 試 験 は 、 定 格 電 流 で 特 性 が 安 定 す る ま で 点 灯 さ せ 、 ５ ｍ 以

上 の 距 離 で 規 定 さ れ た 光 色 の 光 度 を 測 定 す る 。 ま た 、 安 定 に 長 時 間 を

必 要 と す る 場 合 は 、 そ の デ ー タ に 基 づ き 点 灯 直 後 に 測 定 測 定 し 換 算 し

て も 良 い 。 こ の と き 、 灯 器 の 中 心 軸 は 正 確 に 調 整 さ れ て い る も の と す

る 。

な お 、 光 色 の 照 度 を 測 定 す る 場 合 は 、 受 光 器 や 光 色 の 種 類 に よ り 色

補 正を 行い 、 測定 値を 光度 に 換算 する も のと する 。

(2) 主 光 柱 の 実 測 平 均 光 度 は 、 表 １ の 付 図 に 示 す 最 低 平 均 光 度 以 上 で あ

り 、か つ、 ５ ．１ ．２ （２ ） 項に 適合 す るも のと する 。

ま た、実 測平 均 光度 の算 出法 及び 測 定位 置並 び に副 光柱 の測 定 位置 は、

７ ． ２． １（ ４）、（ ５） によ るも の とす る。

(3) 投 光 窓 部 が 舗 装 面 よ り 下 に な る 部 分 が あ る 場 合 は 、 そ の 部 分 を 遮 蔽

し て前 項の 測 定を 行い 、５ ． １． ２（ ３ ）を 満足 する も のと する 。

(4) 測定 点は 下 記に より 選定 す るも のと す る。

ア 全 面平 均 の測 定点

光 度 は 、 主 光 柱 に お い て は 水 平 角 、 鉛 直 角 共 に ２ 度 以 下 の 間 隔 と

する 。た だ し、 最低 ９点 以 上と なる よ う間 隔を 調整 す る。

イ ５ 点平 均 の測 定点 （納 入 検査 時）

主 光 柱 は 、 水 平 角 ・ 鉛 直 角 と も に 光 柱 の 中 心 と 、 光 柱 曲 線 の 光 柱

軸が 交わ る ４点 の計 ５点 と する 。

ウ 副 光柱 の 測定 点

副 光 柱 に お い て は 、 光 柱 曲 線 の 光 柱 軸 と 交 わ る ４ 点 以 上 と す る 。

ただ し、 鉛 直角 ０度 以下 は 除外 する 。

(5) 光柱 光度 の 計算 方法 と結 果

ア 計 算結 果

光 柱光 度 の計 算結 果は 、 ５． １． ２ 項に 適合 する も のと する 。

イ 換 算

測 定に 照 度計 を使 用す る 場合 は、 下 記に より 光度 に 換算 する 。

光 度 (cd)＝照 度 (lx) ×測 定 距離 (m)×測 定距 離 (m)

ウ 実 測平 均 光度 の計 算

(ｱ) 全 面 平均 の計 算方 法

Σ Iｎ
計 算 式： 実 測平 均光 度 (cd)＝

測 定点 数 (n)

Ｉ ｎ： 各測 定点 の 実測 光度 (cd)

(ｲ) ５ 点 平均 の計 算方 法

1 4 Ｉ o＋ Ｉ n
計 算 式： 実 測平 均光 度 (cd)＝ Σ

4 I=1 2
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Ｉ o：光 柱中 心の 実 測光 度 (cd)

Ｉ n：光 柱曲 線上 の 実測 光度 (cd)

７ ．２ ． ２ 色度 試 験

(1) 灯 器を 定格 電 流で 特性 が安 定 する まで 点 灯し た後 、色 度を 測定 し、５．

１ ． １項 に適 合 する もの とす る 。

(2) 測 定点 は、 中 心と 主光 曲線 と 光柱 軸と の 交わ る４ 点と す る。

７． ３ 電 気特 性試 験

７ ．３ ． １ 絶縁 抵 抗試 験

次 項 の耐 電圧 試 験の 前後 、ラ ン プ及 び導 電 部一 括と 灯体（ 非導 電 部）間、

導電 部 間を ５０ ０ Ｖ絶 縁抵 抗計 で 測定 した と き、 ３０ ＭΩ 以 上と する 。

７ ． ３ ． ２ 耐 電 圧 試 験

導 電 部 の 接 地 端 子 を 外 し 、 ラ ン プ を 装 着 し た 導 電 部 一 括 と 灯 体 （ 非 導 電 部 ）

間 に 、 周 波 数 ５ ０ Ｈ ｚ 又 は ６ ０ Ｈ ｚ の 正 弦 波 に 近 い 交 流 電 圧 １ ， ５ ０ ０ Ｖ を １ 分 間

印 加 し た と き 、 こ れ に 耐 え る も の と す る 。

７ ． ３ ． ３ 過 電 流 点 灯 試 験

灯 器 に ７ ． ２ Ａ の 電 流 を １ ０ 秒 間 通 電 し た と き 、 ラ ン プ の 断 芯 又 は 故 障 が な い

も の と す る 。

７ ． ３ ． ４ 誘 導 雷 試 験

交 流 入 力 端 子 間 に ± １ ． ２ ／ ５ ０ μ ｓ 、 ４ ． ５ ｋ Ｖ の イ ン パ ル ス 電 圧 を 正 負 各 ３

回 印 加 し て こ れ に 耐 え る も の と す る 。

７ ． ３ ． ５ 異 常 発 報 確 認 試 験

ラ ン プ の 不 点 お よ び ６ ． ７ ． ２ 項 の 不 点 に 準 ず る 状 態 に お い て 、 異 常 発 報 の

動 作 が 行 わ れ る こ と を 確 認 す る 。 な お ラ ン プ の 不 点 お よ び 不 点 状 態 を 実 現 す

る こ と が 難 し い 場 合 は 、 そ の 状 態 を 下 図 の よ う に 模 擬 し 異 常 発 報 の 動 作 が 行 わ

れ る こ と を 確 認 し て も よ い 。

図 ： 異 常 発 報 確 認 試 験

点灯ユニット

不点模擬治具 LEDユニット

入力
開放部

制御部
入力部
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７． ４ 耐 環境 試験

７ ．４ ． １ 漏洩 試 験

気 密 構造 に設 計 され てい る部 分 は、給 気口 を設 け た試 験用 治具 を 準備 し、

組 み 立 て ら れ た 状 態 で 水 中 に 浸 し 、 灯 体 内 部 に 圧 力 約 １ ４ ７ ｋ Ｐ ａ （ １ ．

５ ｋ ｇ ｆ ／ ｃ ｍ ²） の 空 気 を １ 分 間 以 上 供 給 し 、 空 気 漏 れ が な い も の と す

る。

７ ．４ ． ２ 高温 試 験

灯 器 を ＋ ５ ５ ℃ ± ２ ℃ の 環 境 条 件 下 に お い て 連 続 ２ ４ 時 間 定 格 電 流 で 点

灯 さ せ た 後 、 灯 器 及 び 部 材 に 変 形 、 亀 裂 、 腐 食 、 破 損 及 び 緩 み を 生 じ な い

もの と する 。

７ ．４ ． ３ 低温 サ イク ル試 験

灯 器 を 水 中 に 浸 し 、 － ３ ５ ℃ ± ２ ℃ の 環 境 条 件 下 に お い て 、 ２ ４ 時 間 経

過 後 、 ３ ０ 分 又 は 氷 が 溶 け る ま で 定 格 電 流 で 点 灯 す る 。 こ れ を ３ 回 繰 り 返

し た と き 、 灯 器 及 び 部 材 に 変 形 、 亀 裂 、 腐 食 、 破 損 及 び 緩 み を 生 じ な い も

のと す る。

７ ．４ ． ４ 温度 衝 撃サ イク ル試 験

灯 器 を 常 温 環 境 下 に お い て 定 格 電 流 で ４ 時 間 点 灯 さ せ た 後 、 直 ち に 温 度

５ ℃ 以 下 で 深 さ ３ ０ ｃ ｍ の 水 中 に ４ 時 間 以 上 放 置 す る 。 こ れ を ３ 回 繰 り 返

し た と き 、 灯 器 内 部 へ の 浸 水 、 レ ン ズ の 破 損 及 び そ の 他 部 品 に 損 傷 が 生 じ

ない も のと する 。

７ ．４ ． ５ 表面 処 理試 験

灯 器 を Ｊ Ｉ Ｓ Ｚ ２ ３ ７ １ （ 塩 水 噴 霧 試 験 方 法 ） に 規 定 さ れ た 方 法 ９ ６

時間 実 施し たと き 、腐 食及 び錆 の 発生 がな い もの とす る。

な お、灯 器の 内部 部品 に つい ては 、Ｊ ＩＳ Ｃ ６ ００ ６８ － ２－ １１（ 環

境試 験 方法 (電 気・ 電子 )塩 水噴 霧 試験 方法 ） によ るも のと す る。

７． ５ 耐 航空 機特 性 試験

７ ．５ ． １ 垂直 静 荷重 試験

灯 器 を 試 験 器 に 取 り 付 け 、 硬 度 （ シ ョ ア ー の 硬 さ ） ５ ０ ～ ７ ０ の ゴ ム ブ

ロ ッ ク と ゴ ム ブ ロ ッ ク に 荷 重 を 均 一 に す る た め 灯 器 外 径 と 等 し い 金 属 板 を

介し て 試験 を行 う もの とす る。

な お 、ゴ ムブ ロ ック 及び 金属 板 の寸 法等 は 表７ によ るも の とす る。

荷 重 を 毎 分 ４ ４ ｋ Ｎ （ ４ ,５ ０ ０ ｋ ｇ ｆ ） 以 下 の 速 さ で 規 定 値 に 達 す る

ま で 加 え た と き 、 有 害 な 変 形 、 亀 裂 、 破 損 、 剥 離 及 び 脱 落 が 生 じ な い も の

とす る 。

荷 重 規 定 値 は 、 灯 器 の 上 面 投 影 面 積 に 対 し １ ｃ ｍ ²当 た り 約 ３ ,１ ４ ０ ｋ

Ｐａ （ ３２ ｋｇ ｆ ／ｃ ｍ ²）と する 。
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表 ７ ゴ ムブ ロッ ク等 の 寸法

ゴム ブ ロッ クの 寸法 (cm) 金 属板 の 寸法 (cm)
灯 器

直 径 厚 さ 直 径 厚 さ

Ｓ ｉ ｚｅ ３ ３０ ３ .８ ３０ ０ ．９ 以 上

７ ．５ ． ２ 水圧 静 荷重 試験

灯 器 を 水 で 満 た し た 水 槽 内 に 取 り 付 け 、 均 一 な 水 圧 荷 重 約 ６ ， ９ ０ ０ ｋ

Ｐ ａ （ ７ ０ ｋ ｇ ｆ ／ ｃ ｍ ²） を １ 分 間 加 え た と き 、 有 害 な 変 形 、 亀 裂 、 剥

離、 脱 落等 を生 じ ない もの とす る 。

７ ．５ ． ３ 水平 静 荷試 験

光 軸 方 向 に 約 １ ３ ｋ Ｎ （ １ ,３ ６ ０ ｋ ｇ ｆ ） の 荷 重 を ２ ０ 回 繰 り 返 し 加

えた と き、 有害 な 変形 、亀 裂、 剥 離、 脱落 等 を生 じな いも の とす る。

７ ．５ ． ４ 機械 的 衝撃 試験

灯 器 を 厚 さ ２ ． ５ ｃ ｍ 、 １ ｍ 平 方 の 鋼 板 又 は 厚 さ １ ０ ｃ ｍ 以 上 の コ ン ク

リ ー ト ベ ー ス 上 に 設 置 し 、 定 格 電 流 に よ り ２ 時 間 以 上 点 灯 さ せ た 後 、 灯 体

中 心 部 ２ ． ３ ｋ ｇ の 鋼 球 を １ ． ８ ｍ の 高 さ か ら ５ 分 間 隔 で １ ０ 回 落 下 さ せ

る。

試 験 後 、 光 学 系 に 損 傷 や 部 品 の 位 置 ず れ が な く 、 か つ 、 ７ ． ４ ． １ 項 を

満足 す るも のと す る。

７ ．５ ． ５ 水衝 撃 試験

灯 器 を 上 面 １ ． ５ ｃ ｍ の 水 深 に 浸 し 、 プ リ ズ ム 部 分 に 直 径 ４ ． ５ ｃ ｍ の

ピ ス ト ン を 持 つ シ リ ン ダ を 置 き 、 ピ ス ト ン 上 方 １ ． ８ ｍ の 高 さ か ら ２ ． ３

ｋ ｇ の 鋼 球 を ５ 回 落 下 さ せ る 。 な お 、 シ リ ン ダ 内 に は 空 気 が な い も の と す

る。

試 験 後、 ７． ２ ．１ 項の 試験 を 満足 する も のと する 。

７ ．５ ． ６ 振動 試 験

ラ ン プ 部 を 短 絡 し た 灯 器 を 試 験 器 に 取 り 付 け 、 定 格 電 流 を 流 し 、 表 ８ に

振動 数 と加 速度 の 条件 で、 次の ３ 方向 にそ れ ぞれ １０ 分間 加 える 。

ア 上 下 に振 動さ せ る。

イ 水 平 に振 動さ せ る。 振動 方向 は 、投 光方 向 と平 行と する 。

ウ 水 平 に振 動さ せ る。 振動 方向 は 、投 光方 向 と直 角と する 。

表 ８ 振動 条件

加 速 度段 階 振 動 数 最 大復 振幅

10 G 20～ 500回 ／ sec 1.27mm以下

15 G 500～ 2,000回 ／ sec 1.27mm以下
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その 結果 、 次の 異常 が ない もの とす る 。

ｱ）試 験中 電 流の 断続 がな い 。

ｲ）構 成部 品 は機 械的 損傷 が ない 。

ｳ）構 成部 品 又は ねじ 類の 緩 みが ない 。

ｴ）ラ ンプ の 外面 の変 形、 移 動並 びに 回 転が ない 。

ま た、試 験の 結 果、ラン プの 外 面が 損 傷し た場 合は 、こ れ を交 換 した 後、

再 び 前 項 の 姿 勢 で 電 流 は 流 さ ず に ２ ０ ～ ２ ， ０ ０ ０ 回 ／ 秒 の 範 囲 で 加 速 度

３Ｇ に て１ ０分 間 振動 させ たと き 、異 常を 生 じな いも のと す る。

７． ６ 表 面温 度試 験

灯 器 を 側 面 及 び 下 面 共 １ ２ ． ５ ｃ ｍ 以 上 の 厚 さ の 乾 燥 砂 中 に 、 舗 装 面 に

設置 す る場 合と 同 様に 設置 する 。 なお 、環 境 は無 風状 態と す る。

灯 器 は 、 定 格 電 流 で ２ 時 間 以 上 連 続 点 灯 さ せ た 後 、 厚 さ ５ ｍ ｍ 以 上 の ゴ

ム シ ー ト で 灯 器 上 部 を 覆 い 、 灯 器 上 面 と ゴ ム シ ー ト の 間 に 熱 電 対 を 挿 入 し

温 度 測 定 す る 。 ま た 、 放 射 熱 に よ る 表 面 温 度 の 上 昇 値 が 大 き い 灯 器 に つ い

て は 、 航 空 機 の ゴ ム タ イ ヤ 片 を 投 光 窓 部 に 停 留 状 態 に 近 似 し て 置 き 、 ゴ ム

タ イ ヤ 片 の 投 光 に 当 た る 部 分 に 直 射 光 を 受 け な い 処 置 を し た 熱 電 対 を 挿 入

して 温 度を 測定 す る。

い ず れ の 場 合 も １ ０ 分 後 の 温 度 上 昇 値 は １ ６ ０ ℃ を 超 え な い も の と す る 。

７． ７ 加 速寿 命試 験

灯 器 を 側 面 及 び 下 面 共 １ ２ ． ５ ｃ ｍ 以 上 の 暑 さ の 乾 燥 砂 中 に 固 定 し 、 上

面 は 灯 器 が 隠 れ る 程 度 に 乾 燥 砂 を ふ り か け る 。 た だ し 、 舗 装 面 よ り 上 に な

る部 分 の投 光窓 は 砂を 取り 除い て よい もの と する 。

こ の 状 態 で 、 ５ ０ ０ 時 間 以 上 連 続 し て 定 格 電 流 に よ る 点 灯 を 行 っ た 後 、

７ ． ２ ． １ 項 の 光 柱 光 度 試 験 を 行 っ た と き 、 最 低 平 均 光 度 の ８ ０ ％ 以 上 の

光 度 を 有 す る も の と す る 。 ま た 、 灯 器 に 変 形 、 膨 れ 及 び 熱 に よ る 損 傷 の 形

跡並 び に腐 食が 生 じな いも のと す る。
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８ 検 査

立 会い 検 査は 、表 ９ のと おり とす る 。

表 ９ 検 査の 項目

種 別 Ａ 欄
Ｂ 欄 備 考

検 査 項 目 (ア ) (イ )

7.1 外 観 ・ 構 造 ５ ％ 全 数 ○

7.2.1 光 柱 光 度 ５ ％ 全 数 ○

7.2.2 色 度 １ 台 ５ ％ ○

7.3.1 絶 縁 抵 抗 ５ ％ 全 数 ○

7.3.2 耐 電 圧 ５ ％ 全 数 ○

7.3.3 過 電 流 点 灯 ○

7.3.4 誘 導 雷 ○

7.3.5 異 常 発 報 確 認 ○

7.4.1 漏 洩 １ 台 １ 台 ○

7.4.2 高 温 ○

7.4.3 低温 サイ ク ル ○

7.4.4 温度衝撃サイクル ○

7.4.5 表 面 処 理 ○

7.5.1 垂 直 静 荷 重 ○

7.5.2 水 圧 静 荷 重 ○

7.5.3 水 平 静 荷 重 ○

7.5.4 機 械 的 衝 撃 ○

7.5.5 水 衝 撃 ○

7.5.6 振 動 ○

7.6 表 面 温 度 ○

7.7 加 速 寿 命 ○

注 1 Ａ 欄 (ア )に 原 則 と し て 監 督 官 立 会 い の 上 行 う 試 験 項 目 を 、 Ａ 欄 (イ )

に 製 造 者 が 社 内 に お い て 行 う 試 験 ・ 検 査 項 目 を 、 Ｂ 欄 に 製 造 者 が 同 一

設 計で 最初 の 製品 につ い て行 う試 験・ 検 査項 目を 示 す。

2 Ｂ欄 ○印 は 試験 ・検 査 の実 施を 示す 。

3 検査 対象 品 の５ ％の 数 が３ 個以 下の 場 合、検 査個 数は 最 低３ 個と し、

検 査対 象品 が ３個 未満 の 場合 は全 数と す る。

4 Ａ 欄 (イ )に お け る 光 柱 光 度 試 験 で 、 ７ ． ２ ． １ (３ )ウ 項 の 副 光 柱 の

検 査 数 量 は 、 ５ ％ （ 最 低 ３ 台 ） と し 、 検 査 対 象 品 が ３ 個 未 満 の 場 合 は

全 数と する 。
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９ 表 示及 び 梱包

９． １ 表 示

９ ．１ ． １ 灯体 表 示

灯 体 には 、次 の 事項 を明 確に 表 示す る銘 板 を取 付け るも の とす る。

ま た 、 灯 器 を 構 成 す る 主 要 部 品 に は 、 製 造 者 名 、 部 品 名 、 製 造 年 月 を 表

す管 理 記号 を鋳 造 、刻 印、 不滅 イ ンク 等で 表 示す る。

型式 ・品 名

製 造 年 月

製 造 番 号

製 造 者 名

９ .１ .２ 梱 包表 示

梱 包 の２ 側面 に は、 適当 な方 法 で次 の事 項 を表 示す る。

型式 ・品 名

数 量

製 造 者 名

９ .２ 梱 包

運 搬 中 損 傷 し な い よ う 、 十 分 な 強 度 を 有 す る 木 箱 又 は ダ ン ボ － ル 等 の 適 切

な 方法 で 梱包 する 。

９ .３ 取扱 説明 書

灯 器 及 び 内 部 構 成 部 品 の 組 立 又 は 設 置 に つ い て の 必 要 な 取 扱 説 明 書 を 添 付

す る。

９ .４ 工具 類

灯 器 及 び 内 部 構 成 部 品 の 組 立 、 施 工 又 は 保 守 管 理 に 特 殊 工 具 が 必 要 な 場 合

に は特 記 によ り供 給 可能 であ るも の とす る。

１ ０ 品質 保 証

(1) 材 料 及 び 部 品 の 受 け 入 れ 、 又 は 購 入 検 査 ・ 行 程 検 査 及 び 出 荷 検 査 を 行 う

設 備 を 持 ち 、 有 効 な 品 質 管 理 を 行 う も の と す る 。 ま た 、 指 定 す る 検 査 項 目

以 外 は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｚ ９ ０ １ ５ -０ ～ ３ （ 計 数 値 検 査 に 対 す る 抜 取 検 査 手 順

－第 ０ 部～ 第３ 部 ）に 従い 、検 査 を行 うも の とす る。

こ の 規 定 に 外 れ た 場 合 は 、 全 数 検 査 を 行 う か 、 又 は そ の ロ ッ ト 分 を 廃 棄

する 。

(2) 航 空 機 の 正 常 な 運 行 等 に よ り 、 灯 器 の 表 面 以 外 に つ い て は 機 械 的 損 傷 を

生じ な いこ とを 保 証す るも のと す る。

な お 、 こ の 保 証 は 製 作 年 度 を 含 め 最 大 ２ 年 と し 、 工 事 及 び 保 守 作 業 に よ

って 現 場に 設置 す る場 合は 、１ 年 とす る。
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１ 適用範囲

本仕様書は、航空照明に使用するゴム絶縁クロロプレンシ－スケ－ブルについて適

用する。

２ 適用法規及び規格

(1) 電気設備技術基準 （昭和４０年６月 通商産業省令 第６１号）

(2) 日本工業規格（ＪＩＳ）

(3) 関 連 仕 様 書

航空照明用プラグ ･レセップ仕様書 防灯仕第 ５７号

直列点灯回路用ゴム被覆絶縁変圧器仕様書 防灯仕第 ９９号

航 空 照 明 用 ア ダ プ タ － 仕 様 書 防灯仕第１８８号

３ 種 類

本仕様書に規定するゴム絶縁クロロプレンシ－スケ－ブルは、絶縁体にエチレンプ

ロピレン（ＥＰ）ゴムを使用したケ－ブル（以下「ＰＮケ－ブル」という。）とし、

その種類は次のとおりとする。

(1) ３ ,０００ｖ ＰＮケ－ブル 1c － 8mm２

(2) ５ ,０００ｖ ＰＮケ－ブル 1c － 8mm２

４ 基本性能

４ .１ 耐環境性能

ＰＮケ－ブルは、－３０℃から＋５５℃までの周囲温度で、管路、ハンドホ－ル

等に収容し浸水状態でも使用できるものとする。

４ .２ 特 性

ＰＮケ－ブルの特性は、６項の試験を行ったとき表１に適合するものとする。
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表 １ 特 性 表

特 性
項 目 試験方法

3,000 v 5,000 v

導 体 抵 抗 20℃ (Ω／ km) 2.41 以下 6.2.1 項

耐 電 圧 (v／ min) 9,000／ 10以上 17,000／ 10以上 6.2.2 項

絶 縁 抵 抗 20℃ (ＭΩ／ km) 600 以上 900 以上 6.2.3 項

引張強さ 4MPa (0.41kgf/mm 2) 以上
絶 縁 体

伸 び 300 % 以上
常 温 6.3.1 項

引張強さ 13MPa (1.33kgf/mm 2) 以上
シ － ス

伸 び 300 % 以上

引張強さ 加熱前の値の 80 % 以上
絶 縁 体

伸 び 〃 80 % 以上
耐老化性 6.3.2 項

引張強さ 加熱前の値の 60 % 以上
シ － ス

伸 び 〃 60 % 以上

引張強さ 浸油前の値の 60 % 以上
耐 油 性 シ － ス 6.3.3 項

伸 び 〃 60 % 以上

耐 オ ゾ ン 性 (絶縁体） 亀裂の発生のないこと 6.3.4 項

難 燃 性 炎が自然に消えること 6.3.5 項

耐 水 性 （シ－ス） 10 mg／ cm２ 以下 6.3.6 項

５ 仕 様

５ .１ 導 体

導体は、ＪＩＳ Ｃ ３１５２（すずめっき軟銅線）に規定された素線を構成した

円形より線とする。

円形より線は、同心よりで外層のピッチは層心径の２０倍以下で、そのより方向

は右よりとする。

５ .２ 絶縁体

絶縁体は、エチレンプロピレンゴム混合物とし、導体上に表２の厚さで導体と同

心円状に被覆する。

絶縁体の平均厚さは、表２の値の９０％以上とし、最小厚さは表２の値の８０％

以上とする。

なお、導体に接する部分には半導電層またはセパレ－タを設けることができるも

のとし、半導電層の厚さは、絶縁体の厚さに含めるものとする。

５ .３ シ－ス

シ－スは、黒色の耐水性クロロプレン混合物とし、絶縁体上に表２の厚さで一様

に絶縁体と同心円状に被覆する。

平均厚さは、表２の値の９０％以上とし、最小厚さは表２の値の８５％以上とす

る。
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表 ２ ケ－ブル仕様表

使 用 電 圧 ( v ) 3,000 5,000

導 公 称 断 面 積 (mm２) 8.0

素線数 , 素線径 (本／ mm) 7／ 1.2

体 外 径 (mm) 3.6

絶 縁 体 の 種 類 エチレンプロピレンゴム混合物

絶 縁 体 厚 さ (mm) 2.5 4.0

クロロプレンシ－ス厚さ (mm) 1.7 1.8

仕 上 外 径 (mm) 12.0 15.2

５ .４ 接続器具

原則として、ケ－ブルの両端には「航空照明用プラグ・レセップ仕様書」 (防灯

仕第５７号）に定める接続用プラグ及びレセップが完全に接続されているものとす

る。

６ 試 験

製品試験の項目は、表３による。

６ .１ 外観 ･構造

６ .１ .１ 外 観

外観は、ＪＩＳ Ｃ ３００５－３により目視等にて傷の有無、表面の平滑度、

表示等について行い、本仕様書に適合するものとする。

６ .１ .２ 構 造

ＪＩＳ Ｃ ３００５－５により径、絶縁体及びシ－スの厚さ及びより合わせ外

形等について行い、本仕様書に適合するものとする。

６ .２ 電気特性試験

６ .２ .１ 導体抵抗試験

導体抵抗は、表１の値以下とする。

６ .２ .２ 耐電圧試験

常温の清水中に１時間以上浸した状態で、導体と清水との間に周波数５０ Hz又

は６０ Hzの正弦波に近い波形の交流電圧を加えたとき、表１の電圧、時間に耐え

るものとする。

６ .２ .３ 絶縁抵抗試験

前項の耐電圧試験後、導体と清水との間の絶縁抵抗を測定したとき、表１

の値以上とする。

６ .３ 耐環境試験

６ .３ .１ 絶縁体及びシ－スの引張試験
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引張試験は、絶縁体及びシ－スと同一品質の合成ゴムコンパウンドから試料を

採取し、ダンベル３号試験片としてＪＩＳ Ｃ ３００５－１８により試験を行い、

表１に適合するものとする。

６ .３ .２ 絶縁体およびシ－スの老化（加熱）試験

６ .３ .１項と同様に試験片を採取し、ＪＩＳ Ｃ ３００５－１９により試験を

行い、表１に適合するものとする。

なお、加熱温度及び加熱時間は、絶縁体、シ－スともＪＩＳ Ｃ ３００５表５

の〔種類Ｃ〕１００℃・９６時間とする。

６ .3.３ 耐油試験

６ .３ .１項と同様に試験片を採取し、ＪＩＳ Ｃ ３００５－２０により試験を

行い、表１に適合するものとする。

なお、試験はシ－スについて行い、浸油温度及び浸油時間はＪＩＳ Ｃ ３００

５表６の〔種類Ｃ〕１２０℃・１８時間とする。

６ .３ .４ 耐オゾン試験

６ .３ .１項と同様に試験片を採取し、ＪＩＳ Ｃ ３００５－２６により試験を

行い、表１に適合するものとする。

なお、試験はシ－スについて行うものとする。

６ .３ .５ 難燃試験

ＪＩＳ Ｃ ３００５－２８により、指定された発熱量を有する装置によって試

験を行い、表１に適合するものとする。

６ .３ .６ 耐水試験

試験片としてシ－スと同一のゴム材料により、厚さ 2± 0.5 mm、表面積 (S)20

cm２のシ－トを作成する。

この試料を常温において２４時間以上乾燥させた後、重量（Ｗ １）を測定する。

その後７０±１℃ の高温水中に２０日間以上浸漬した後、流水中で常温まで

冷却させ、付着した水を拭き取り、重量（Ｗ ２）を測定する。

単位面積当たりの吸水量の算出は次式によるもとし、表１に適合するものとす

る。

Ｗ ２ － Ｗ １

吸 水 量＝ （ mg／ cm２）
Ｓ

７ 検 査

立会い検査は、原則として監督官立会いのうえ行うものとし、項目は表３のとお

りとする。
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表 ３ 検査の項目

種 別 Ａ 欄
Ｂ 欄 備 考

検 査 項 目 (ア ) (イ )

6.1 外 観 ･ 構 造 1ｻﾝﾌﾟﾙ ﾛｯﾄﾃﾞ-ﾀ 3ｻﾝﾌﾟﾙ

6.2.1 導 体 抵 抗 10 % 全 数 3 〃

6.2.2 耐 電 圧 10 % 全 数 3 〃

6.2.3 絶 縁 抵 抗 10 % 全 数 3 〃

6.3.1 引 張 1ｻﾝﾌﾟﾙ ﾛｯﾄﾃﾞ-ﾀ 1 〃

6.3.2 老 化 〃 1 〃

6.3.3 耐 油 〃 1 〃

6.3.4 耐 オ ゾ ン 1 〃

6.3.5 難 燃 1 〃

6.3.6 耐 水 1 〃

注 1 Ａ欄 (ア )に原則として監督官立会いのうえ行う検査項目を、Ａ欄 (イ )

に製造者が社内において行う試験・検査項目を、Ｂ欄に製造者が同一

設計の最初の製品について行う試験・検査項目を示す。

2 両端に接続器具（プラグ・レセップ）を装着したケ－ブルの場合、Ａ

欄 (ア )(イ )における検査は、「航空照明用プラグ・レセップ仕様書」

（防灯仕第５７号）による。

８ 表示及び梱包

８ .１ 表 示

８ .１ .１ ケ－ブルの表示

ケ－ブルには適当な箇所に容易に消えない方法で、次の事項を連続表示する。

製造者名、又はその商標（略号）

記号及びサイズ （例 5,000v PN 8.0mm 2）

製 造 年

８ .１ .２ ドラム又は束巻きの表示

ドラム或いは束巻きには、適正な方法で次の事項を表示する。

公称電圧

名称又は記号

線芯数及び公称断面積

長さ

総重量

ドラムの回転方向

製造者名、またはその商標（略号）

製 造 年
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８ .２ 梱 包

ケ－ブルは、１条ずつドラム巻き又は束巻きとし、両端は湿気の侵入しないよう

に密封し、運搬中損傷しないよう適切な荷造を施すものとする。



第２章

直列点灯回路用ｺﾞﾑ被覆絶縁変圧器仕様

（防灯仕 第 99号）





防 灯 仕 第 ９ ９ 号

直 列 点 灯 回 路 用

ゴ ム 被 覆 絶 縁 変 圧 器 仕 様 書

平 成 ３ ０ 年 １ ０ 月 １ １ 日 制 定
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１ 適 用 範 囲

本 仕 様 書 は 、 飛 行 場 標 識 灯 直 列 点 灯 回 路 に 使 用 す る ゴ ム 被 覆 絶 縁 変 圧 器 （ 以 下

変 圧 器 と い う 。 ） に つ い て 適 用 す る 。

２ 適 用 法 規 及 び 規 格

(1 )日 本 工 業 規 格 （ Ｊ Ｉ Ｓ ）

(2 )関 連 仕 様 書

航 空 照 明 用 プ ラ グ ・ レ セ ッ プ 仕 様 書 防 灯 仕 第 ５ ７ 号

航 空 照 明 用 ゴ ム 絶 縁 ク ロ ロ プ レ ン シ － ス ケ － ブ ル 仕 様 書 防 灯 仕 第 １ １ １ 号

３ 種 類

本 仕 様 書 に 規 定 す る 変 圧 器 の 種 類 は 、 表 １ の と お り と す る 。

表 １ 変 圧 器 の 種 類

種 類 定 格 周 波 数 (Hz ) 定 格 電 圧 (v )

Ｌ Ｔ － ６ ０ 6. 6 A／ 6 . 6 A－ 60 w 連 続 50／ 60 3 , 0 0 0

Ｌ Ｔ － １ ０ ０ 6. 6 A／ 6 . 6 A－ 1 0 0 w 〃

Ｌ Ｔ － ２ ０ ０ 6. 6 A／ 6 . 6 A－ 2 0 0 w 〃
50／ 60 5 , 0 0 0

Ｌ Ｔ － ３ ０ ０ 6. 6 A／ 6 . 6 A－ 3 0 0 w 〃

Ｌ Ｔ － ５ ０ ０ 6. 6 A／ 6 . 6 A－ 5 0 0 w 〃

４ 基 本 性 能

４ .１ 耐 環 境 特 性

変 圧 器 は 、 ハ ン ド ホ － ル 等 に 収 納 し 、 － ３ ０ ℃ か ら ＋ ５ ５ ℃ ま で の 周 囲 温 度

で 、 か つ 、 常 温 の 浸 水 状 態 で も 使 用 で き る も の と す る 。

４ .２ 特 性

変 圧 器 の 特 性 は 、 ６ 項 の 試 験 を 行 っ た と き 表 ２ ～ 表 ５ に 適 合 す る も の と す る 。

表 ２ 変 圧 器 特 性 （ 低 圧 ）

特 性 １ 次 側 ２ 次 側 電 流 (A) １ 次 側 力 率 効 率
電 流 (%) ( % ) 極 性

種 別 (A ) 定 格 負 荷 ２ 次 側 短 絡 定 格 負 荷 定 格 負 荷

LT－ 6 0 8 5 以 上 減 極 性

LT－ 10 0 8 5 〃 〃

LT－ 20 0 6 . 6 6 . 5 3～ 6. 6 7 6 . 6～ 7 . 1 9 5 以 上 90 〃 〃

LT－ 30 0 9 1 〃 〃

LT－ 50 0 9 3 〃 〃
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表 ３ 変 圧 器 特 性 （ 高 圧 ）

特 性 １ 次 側 ２ 次 側 開 放 時 の ２ 次 側 開 放 電 圧 ２ 次 側 開 放 電 力
温 度 上 昇

電 流 １ 次 電 圧 実 効 値 の 波 高 値 損 失

種 別 (A) ( v ) ( v p ) ( w ) (℃ )

L T－ 60 6 . 6 5 0 以 下 50 0 以 下 25 以 下 40 以 下

LT－ 10 0 6 . 6 1 0 0 〃 1 , 0 0 0 〃 40 〃 50 〃

LT－ 20 0 6 . 6 1 4 0 〃 1 , 0 0 0 〃 40 〃 55 〃

LT－ 30 0 6 . 6 2 3 0 〃 1 , 5 0 0 〃 50 〃 65 〃

LT－ 50 0 6 . 6 3 2 0 〃 1 , 5 0 0 〃 60 〃 75 〃

表 ４ 耐 電 圧 、 絶 縁 抵 抗

試 験 電 圧 絶 縁 抵 抗 (Ｍ Ω )
巻 線

(v) 常 温 通 電 直 後

Ｓ ( 6 0 0 v )－ Ｐ ・ Ｅ 1. 5 0 0／ 1 m i n 1 , 0 0 0 以 上 300 以 上

Ｐ (3 , 0 0 0 v )－ Ｓ ・ Ｅ 7. 0 0 0／ 1 m i n 1 , 5 0 0 〃 5 0 0 〃

Ｐ (5 , 0 0 0 v )－ Ｓ ・ Ｅ 12, 0 0 0／ 1 m i n 2 , 0 0 0 〃 7 5 0 〃

Ｐ ： １ 次 側 、 Ｓ ： ２ 次 側 、 Ｅ ： ア － ス （ 大 地 ）

表 ５ ゴ ム 被 覆 特 性

特 性 引 張 強 さ 伸 び
項 目

引 張 4M P a ( 0 . 4 1 k g f / m m 2)以 上 300 % 以 上

耐 老 化 性 加 熱 前 の 値 の 60 % 以 上 加 熱 前 の 値 の 60 % 以 上

耐 油 性 浸 油 前 の 値 の 60 % 以 上 浸 油 前 の 値 の 60 % 以 上

耐 水 性 10 m g／ cm ２ 以 下

５ 仕 様

５ .１ 変 圧 器

５ .１ .１ 鉄 心

鉄 心 は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｃ ２ ５ ５ ３ （ 方 向 性 け い 素 鋼 帯 ） に 規 定 さ れ た 鋼 材 を 使

用 し た も の と す る 。

５ .１ .２ 巻 線

巻 線 は 、 耐 熱 区 分 Ａ 種 （ 10 5℃ ） 以 上 の 絶 縁 皮 膜 の も の を 使 用 し た も の と す

る 。
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５ .１ .３ 絶 縁

変 圧 器 の 鉄 心 及 び 巻 線 相 互 間 を 絶 縁 す る 材 料 は 、 電 気 絶 縁 性 に 優 れ 、 ゴ ム

被 覆 成 型 加 工 時 の 圧 力 ・ 温 度 に よ り 変 化 、 変 質 し な い も の と す る 。

５ .２ ゴ ム 被 覆

リ － ド 線 を 取 付 け た 変 圧 器 の 外 側 は 、 完 全 な 防 水 性 を 与 え る よ う に ７ mm以 上

の 厚 さ の 黒 色 合 成 ゴ ム 混 合 物 で 被 覆 密 閉 し 、 そ の 際 内 部 の 残 留 気 体 を で き る だ

け 少 な く し 、 完 全 に モ － ル ド す る 。

ま た 、 リ － ド 線 に 浸 透 し た 湿 気 が リ － ド 線 を 伝 わ っ て 変 圧 器 の 巻 線 に 侵 入 し

な い 構 造 と す る 。

５ .３ リ － ド 線

５ .３ .１ 一 次 側 リ － ド 線

一 次 側 リ － ド 線 は 、 表 ６ の 定 格 電 圧 区 分 毎 に 「 航 空 照 明 用 ゴ ム 絶 縁 ク ロ ロ

プ レ ン シ － ス ケ － ブ ル 仕 様 書 」 （ 防 灯 仕 第 １ １ １ 号 ） に 規 定 す る 単 芯 8mm ２

Ｐ Ｎ ケ － ブ ル ２ 本 で 、 先 端 に は そ れ ぞ れ 「 航 空 照 明 用 プ ラ グ ・ レ セ ッ プ 仕 様

書 」 （ 防 灯 仕 第 ５ ７ 号 ） に 規 定 す る プ ラ グ 及 び レ セ ッ プ を 完 全 に 接 続 し て 仕

上 げ た も の と す る 。

リ － ド 線 の 長 さ は 、 図 １ に 示 す ゴ ム 被 覆 部 よ り プ ラ グ ・ レ セ ッ プ の 接 続 部

ま で ３ ４ ０ mm± ３ ０ mmと す る 。

な お 、 プ ラ グ 及 び レ セ ッ プ に は キ ャ ッ プ を 取 り 付 け る 。

５ .３ .２ 二 次 側 リ － ド 線

２ 次 側 リ － ド 線 は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｃ ３ ３ ２ ７ （ ６ ０ ０ vゴ ム キ ャ ブ タ イ ヤ ケ －

ブ ル ） に 規 定 さ れ た ２ 種 Ｅ Ｐ ゴ ム 絶 縁 ク ロ ロ プ レ ン ゴ ム キ ャ ブ タ イ ヤ ケ － ブ

ル (２ Ｐ Ｎ Ｃ Ｔ ) 3. 5 m m ２－ ２ cで 、 先 端 に は 防 灯 仕 第 ５ ７ 号 に 規 定 す る レ セ ッ

プ ［ Ｐ － ３ Ｃ ］ を 完 全 に 接 続 し て 仕 上 げ た も の と す る 。

リ － ド 線 の 長 さ は 、 図 １ に 示 す ゴ ム 被 覆 部 よ り レ セ ッ プ の 接 続 部 ま で ２ ６

０ mm± ５ ０ mmと す る 。

な お 、 プ ラ グ 及 び レ セ ッ プ に は キ ャ ッ プ を 取 り 付 け る 。

５ .３ .３ そ の 他

変 圧 器 は 、 ３ 本 の リ － ド 線 を 持 っ て 運 搬 し て も 差 支 え な い も の と す る 。

表 ６ 一 次 側 リ － ド 線 定 格 と プ ラ グ ･レ セ ッ プ の 種 類

種 別 ﾘ- ﾄ ﾞ線 の 定 格 電 圧 プ ラ グ レ セ ッ プ

Ｌ Ｔ － ６ ０ 3,0 0 0 v Ｐ － ２ Ａ Ｐ － ２ Ｂ

Ｌ Ｔ － １ ０ ０

Ｌ Ｔ － ２ ０ ０
5,0 0 0 v Ｐ － １ Ａ Ｐ － １ Ｂ

Ｌ Ｔ － ３ ０ ０

Ｌ Ｔ － ５ ０ ０
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５ .４ 外 形 寸 法

ゴ ム 被 覆 し た 変 圧 器 の 外 形 寸 法 は 、 表 ７ の と お り と す る 。

表 ７ 変 圧 器 の 寸 法 単 位 ： mm

寸 法 Ａ Ｂ Ｃ

型 式 角 形 丸 形 角 形 丸 形 角 形 丸 形

LT - 6 0 1 7 1 以 下 15 1 以 下 123 以 下 130 以 下 11 5 以 下 95 以 下

LT - 1 0 0 1 7 5 〃 1 4 5 〃 1 1 0 〃

LT - 2 0 0 1 9 0 以 下 17 5 〃 1 6 0 以 下 145 〃 1 4 0 以 下 110 〃

LT - 3 0 0 2 0 0 〃 1 8 0 〃 1 7 0 〃 1 6 0 〃 1 4 5 〃 1 3 0 〃

LT - 5 0 0 2 2 5 〃 1 8 0 〃 1 6 0 〃

図 １ 変 圧 器 の 外 形

６ 試 験

製 品 試 験 の 項 目 は 、 表 ９ に よ る 。
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６ .１ 外 観 、 構 造

６ .１ .１ 外 観

目 視 等 に よ り 傷 の 有 無 、 表 面 の 平 滑 度 、 表 示 等 に つ い て 行 い 、 本 仕 様 書 に

適 合 す る も の と す る 。

６ .１ .２ 構 造

各 部 の 構 造 、 形 状 寸 法 に つ い て 計 測 し 、 本 仕 様 書 に 適 合 す る も の と す る 。

６ .２ 電 気 特 性 試 験

６ .２ .１ 低 圧 正 弦 波 特 性 試 験

定 格 負 荷 時 及 び ２ 次 側 短 絡 時 特 性 は 、 低 圧 電 源 を 使 用 し 、 変 圧 器 単 体 試 験

を 行 っ た と き 、 ４ 項 表 ２ の 制 限 内 と す る 。

ま た 、 極 性 は １ 次 側 リ － ド 線 の プ ラ グ を Ｕ 1、 レ セ ッ プ を Ｖ と し 、 ２ 次 側 の

レ セ ッ プ ［ Ｐ － ３ Ｃ ］ の ソ ケ ッ ト の う ち 大 を ｕ 、 小 を υ と し た 場 合 、 表 ２ に

適 合 す る も の と す る 。

６ .２ .２ 高 圧 正 弦 波 特 性 試 験

２ ０ kvＡ の 高 圧 試 験 用 電 源 装 置 を 用 い 、 試 験 用 変 圧 器 と １ ５ kvＡ の 負 荷

（ ダ ミ － 抵 抗 ） を 接 続 し た 図 ２ の 試 験 回 路 で 、 ６ .６ Ａ の 定 格 電 流 を 流 し た と

き 、 試 験 用 変 圧 器 の ２ 次 側 開 放 特 性 は ４ 項 表 ３ の 制 限 内 と す る 。

な お 、 試 験 電 源 周 波 数 は 、 当 該 試 験 場 所 の 商 用 周 波 数 と す る 。

図 ２ 試 験 回 路 図
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表 ８ 装 置 ・ 測 定 器 仕 様

No 装 置 ,測 定 機 器 名 型 式 、 仕 様 備 考

1 電 圧 調 整 器 Ｉ Ｖ Ｒ 等 容 量 20 k v Aで 出 力 電 流 を 正 弦 波 電 流 波 形 を 維 持

2 出 力 変 圧 器 1φ 20k v A 6 . 6 A流 せ る 電 源 装 置 す る こ と

負 荷 例 ]1 .純 抵 抗 の み
3 容 量 15k v A (約 3 4 4Ω )力 率 ≒ 1

(ダ ミ -抵 抗 ) 2 . T r +純 抵 抗 2次 側

4 Ｐ ･Ｔ 6,6 0 0 v／ 1 1 0 v叉 は 3,3 0 0 v／ 11 0 v用

C T + Rの 替 り に ｼｬ ﾝ ﾄ
5 Ｃ ･Ｔ 1 0 A／ 5A (高 圧 用 )

( 1 0 A／ 10 0 m v )で も 良 い

6 va (出 力 電 圧 計 ) 可 動 鉄 片 形

7 Ｉ 1(回 路 電 流 計 ) 〃 10A

8 w (電 力 計 ) 電 流 力 計 形 低 力 率 用 が 望 ま し い

9 v1 ( 1次 側 電 圧 計 ) デ ジ タ ル マ ル チ メ -タ -(実 効 値 表 示 )

10 Ｓ (ス イ ッ チ ) 使 用 し な く て も 良 い

11 v 2 ( 2次 側 電 圧 計 ) デ ジ タ ル マ ル チ メ -タ -(実 効 値 表 示 ) 参 考 測 定 (通 常 測 定 し
な い )

12 分 圧 器 200／ 1 1 0 0 Ｍ Ω 以 上

13 シ ン ク ロ ス コ -プ ２ 現 象 用 が 望 ま し い

（ 注 ） 温 度 上 昇 試 験 法

試 験 用 ゴ ム 絶 縁 変 圧 器 の ２ 次 側 を 開 放 し て 、 １ 次 側 に 正 弦 波 の 定 格 電 流 を 流

し て 、 温 度 が 一 定 し た 後 抵 抗 法 で 測 定 す る 。

な お 、 温 度 上 昇 値 は 下 記 の 式 に よ り 計 算 す る 。

Ｒ 2－ Ｒ 1

Ｔ ＝ （ 234 . 5＋ ｔ 1） ＋ ｔ 1－ ｔ 2

Ｒ 1

Ｔ ： 温 度 上 昇 値 (d e g )

Ｒ 1： 通 電 前 の １ 次 巻 線 の 抵 抗 (Ω )

Ｒ 2： 通 電 後 温 度 が 一 定 と な っ た と き の １ 次 巻 線 抵 抗 (Ω )

ｔ 1： Ｒ 1 測 定 時 の 周 囲 温 度 〔 ℃ 〕

ｔ 2： Ｒ 2 測 定 時 の 周 囲 温 度 〔 ℃ 〕

６ .２ .３ 耐 電 圧 試 験

常 温 の 静 水 中 に ６ 時 間 以 上 浸 し た 状 態 で 、 導 体 と 清 水 と の 間 に 周 波 数 ５ ０

Hz又 は ６ ０ Hzの 正 弦 波 に 近 い 波 形 の 交 流 電 圧 を 加 え た と き 、 表 ４ の 電 圧 、 時

間 に 耐 え る も の と す る 。
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６ .２ .４ 絶 縁 抵 抗 試 験

前 項 の 耐 電 圧 試 験 後 、 導 体 と 清 水 と の 間 の 絶 縁 抵 抗 を 測 定 し た と き 、 表 ４

の 値 以 上 と す る 。

６ .２ .５ 高 圧 通 電 サ イ ク ル 絶 縁 試 験

次 の 順 序 に よ り １ ０ 回 繰 返 し て 行 う も の と す る 。

(1) ６ .２ .２ 項 図 ２ の 試 験 回 路 に よ り 、 変 圧 器 の ２ 次 側 を 開 放 し 、 １ 次 側 に

定 格 電 流 を 流 し て 室 温 で ５ 時 間 以 上 放 置 す る 。

(2) 変 圧 器 及 び プ ラ グ ・ レ セ ッ プ （ 夫 々 に 他 の レ セ ッ プ 、 プ ラ グ を 組 合 わ せ

る ） を 常 温 の 清 水 に 浸 し た 直 後 に 絶 縁 抵 抗 を 測 定 し た と き 、 表 ４ （ 通 電 直

後 ） の 値 以 上 と す る 。

(3) そ の 後 、 １ ２ 時 間 以 上 清 水 に 浸 し た 状 態 で 導 体 と 清 水 と の 間 に 、 周 波 数

５ ０ Hz又 は ６ ０ Hzの 正 弦 波 に 近 い 波 形 の 交 流 電 圧 を 加 え た と き 、 表 ４ の 電

圧 、 時 間 に 耐 え る も の と す る 。

(4) 上 記 試 験 後 、 直 ち に 絶 縁 抵 抗 を 測 定 し た と き 、 表 ４ （ 常 温 ） の 値 以 上 と

す る 。

(5) 試 験 の 結 果 、 ゴ ム 被 覆 の 軟 化 、 膨 張 、 損 傷 を 生 じ な い も の と す る 。

６ .３ 耐 環 境 試 験

６ .３ .１ 衝 撃 試 験

(1) ６ .２ .１ 項 の 試 験 終 了 後 、 変 圧 器 を 1.2 mの 高 さ か ら コ ン ク リ － ト 面 に ２

回 落 下 さ せ る 。 そ の 際 １ 回 目 は 底 部 を 下 に し 、 ２ 回 目 は 側 部 を 下 と す る 。

(2) 落 下 終 了 後 、 再 度 ６ .２ .１ 項 の 試 験 を 行 っ た と き 、 そ の 値 は １ ％ 以 上 変

動 し な い も の と す る 。

６ .３ .２ ゴ ム 引 張 試 験

引 張 試 験 は 、 変 圧 器 に 被 覆 し た ゴ ム と 同 一 品 質 の 合 成 ゴ ム コ ン パ ウ ン ド か

ら 試 料 を 採 取 し 、 ダ ン ベ ル ３ 号 試 験 片 と し て Ｊ Ｉ Ｓ Ｃ ３ ０ ０ ５ － １ ８ に よ

り 試 験 を 行 い 、 表 ５ に 適 合 す る も の と す る 。

６ .３ .３ ゴ ム 老 化 （ 加 熱 ） 試 験

６ .３ .２ 項 と 同 様 に 試 験 片 を 採 取 し 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｃ ３ ０ ０ ５ － １ ９ に よ り 試

験 を 行 い 、 表 ５ に 適 合 す る も の と す る 。

な お 、 加 熱 温 度 及 び 加 熱 時 間 は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｃ ３ ０ ０ ５ 表 ５ の 〔 種 類 Ｃ 〕

１ ０ ０ ℃ ・ ９ ６ 時 間 と す る 。

６ .３ .４ 耐 油 試 験

６ .３ .２ 項 と 同 様 に 試 験 片 を 採 取 し 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｃ ３ ０ ０ ５ － ２ ０ に よ り 試

験 を 行 い 、 表 ５ に 適 合 す る も の と す る 。

な お 、 耐 油 温 度 及 び 浸 油 時 間 は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｃ ３ ０ ０ ５ 表 ６ の 〔 種 類 Ｃ 〕

１ ２ ０ ℃ ・ １ ８ 時 間 と す る 。
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６ .３ .５ 耐 水 試 験

試 験 片 と し て 変 圧 器 に 被 覆 し た ゴ ム と 同 一 品 質 の 合 成 ゴ ム コ ン パ ウ ン ド か

ら 試 料 を 採 取 し 、 厚 さ 2± 0.5 m m、 表 面 積 (S) 2 0 c m ２の シ － ト 作 成 す る 。

こ の 試 料 を 常 温 に お い て ２ ４ 時 間 以 上 乾 燥 さ せ た 後 、 重 量 (Ｗ 1)を 測 定 す る 。

そ の 後 ７ ０ ± １ ℃ の 高 温 水 中 に ２ ０ 日 間 以 上 浸 し た 後 、 流 水 中 で 常 温 ま で

冷 却 し 、 付 着 し た 水 を 拭 き 取 り 、 重 量 (Ｗ 2)を 測 定 す る 。

単 位 面 積 当 た り の 吸 水 量 の 算 出 は 次 式 に よ る も の と し 、 表 ５ に 適 合 す る も

の と す る 。

Ｗ 2－ Ｗ 1

吸 水 量 ＝ (m g／ c m 2)
Ｓ

７ 検 査

立 会 い 検 査 は 、 原 則 と し て 監 督 官 立 会 い の う え 行 う も の と し 、 項 目 は 表 ９ の

と お り と す る 。

表 ９ 検 査 の 項 目

種 別 Ａ 欄
Ｂ 欄 備 考

検 査 項 目 (ア ) (イ )

6 . 1 外 観 ・ 構 造 10 % 全 数 3 台

6. 2 . 1 変 特 低 電 圧 試 験 法 10 % 全 数 3 〃
圧

6. 2 . 2 器 性 高 電 圧 試 験 法 * 1 台 １ 台 3 〃 *温 度 上 昇 を 除 く

6 . 2 . 5 通 電 ｻｲ ｸ ﾙ絶 縁 試 験 3 〃

6. 2 . 3 耐 電 圧 10 % 全 数

6. 2 . 4 絶 縁 抵 抗 10 % 全 数

6. 3 . 1 衝 撃 3 台

6. 3 . 2 ゴ ム 引 張 ﾛｯ ﾄ ﾃ ﾞ - ﾀ 1 ｻ ﾝ ﾌ ﾟ ﾙ

6 . 3 . 3 ゴ ム 老 化 〃 1 〃

6. 3 . 4 耐 油 〃 1 〃

6. 3 . 5 耐 水 1 〃

注 1 Ａ 欄 (ア )に 原 則 と し て 監 督 官 立 会 い の う え 行 う 検 査 項 目 を 、 Ａ 欄

(イ )に 製 造 者 が 社 内 に お い て 行 う 試 験 ・ 検 査 項 目 を 、 Ｂ 欄 に 製 造 者

が 同 一 設 計 の 最 初 の 製 品 に つ い て 行 う 試 験 ・ 検 査 項 目 を 示 す 。

2 検 査 対 象 品 の １ ０ ％ の 数 が ３ 個 以 下 の 場 合 、 検 査 個 数 は 最 低 ３ 個 と

す る 。
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８ 表 示 及 び 梱 包

８ .１ 表 示

８ .１ .１ 本 体 表 示

ゴ ム 被 覆 の 表 面 に は 、 次 の 事 項 を モ － ル ド 表 示 す る 。

種 別 （ 型 式 ）

容 量

定 格 電 流

定 格 電 圧

周 波 数

製 造 年

製 造 番 号

製 造 者 名 、 又 は そ の 商 標 （ 略 号 ）

８ .１ .２ 梱 包 表 示

梱 包 の ２ 面 側 に は 、 適 正 な 方 法 で 次 の 事 項 を 表 示 す る 。

型 式 ･品 名

数 量

製 造 者 名 又 は 商 標 （ 略 号 ）

８ .２ 梱 包

運 搬 中 損 傷 し な い よ う 、 リ － ド 線 に は 保 護 キ ャ ッ プ を 装 着 し 、 充 分 な 強 度 を

有 す る 木 箱 又 は ダ ン ボ － ル 等 の 適 切 な 方 法 で 梱 包 す る 。
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１ 適 用 範 囲

本 仕 様 書 は 、 航 空 照 明 に 使 用 す る 単 芯 及 び 二 芯 の ケ － ブ ル の 端 末 に モ － ル さ

れ る プ ラ グ 及 び レ セ ッ プ （ 以 下 「 プ ラ グ ・ レ セ ッ プ 」 と い う 。 ） に つ い て 適 用

す る 。

２ 適 用 法 規 及 び 規 格

(1)電 気 設 備 技 術 基 準 （ 昭 和 ４ ０ 年 ６ 月 通 商 産 業 省 令 第 ６ １ 号 ）

(2)日 本 工 業 規 格 （ Ｊ Ｉ Ｓ ）

(3)関 連 仕 様 書

直 列 点 灯 回 路 用 ゴ ム 被 覆 絶 縁 変 圧 器 仕 様 書 防 灯 仕 第 ９ ９ 号

航 空 照 明 用 ゴ ム 絶 縁 ク ロ ロ プ レ ン シ -ス ケ -ブ ル 仕 様 書 防 灯 仕 第 １ １ １ 号

３ 種 類

本 仕 様 書 に 規 定 す る プ ラ グ ・ レ セ ッ プ は 、 直 列 点 灯 回 路 の １ 次 側 で 、 ゴ ム 絶

縁 ク ロ ロ プ レ ン シ － ス ケ － ブ ル と ゴ ム 被 覆 絶 縁 縁 変 圧 器 の １ 次 側 リ － ド 線 と の

接 続 又 は 、 ゴ ム 絶 縁 ク ロ ロ プ レ ン シ － ス ケ － ブ ル 相 互 間 の 接 続 及 び ゴ ム 被 覆 絶

縁 変 圧 器 の 低 圧 ２ 次 側 リ － ド 線 と 灯 器 回 路 と の 接 続 に 使 用 す る も の で 、 そ の 種

類 は 表 １ の と お り と す る 。

表 １ プ ラ グ ･レ セ ッ プ の 種 類

型 式 定 格 電 圧 (v) 定 格 電 流 (A ) 用 途

5,0 0 0 2 5 5 , 0 0 0 v ケ － ブ ル 用
Ｐ － １ Ａ

3,0 0 0 2 5 3 , 0 0 0 v ケ － ブ ル 用

5,0 0 0 2 5 5 , 0 0 0 v ケ － ブ ル 用
Ｐ － １ Ｂ

3,0 0 0 2 5 3 , 0 0 0 v ケ － ブ ル 用

Ｐ － ２ Ａ 3,0 0 0 2 5 3 , 0 0 0 v ケ － ブ ル 用

Ｐ － ２ Ｂ 3,0 0 0 2 5 3 , 0 0 0 v ケ － ブ ル 用

20 6 0 0 v ケ － ブ ル 用 (3 . 5 m m 2)
Ｐ － ３ Ａ 60 0

1 5 6 0 0 v ケ － ブ ル 用 (1 . 2 5 m m 2)

Ｐ － ３ Ａ Ｅ 60 0 2 0 6 0 0 v ケ － ブ ル 用 (接 地 端 子 付 )

Ｐ － ３ Ｃ 60 0 2 0 6 0 0 v ケ － ブ ル 用

注 ． 型 式 で Ａ が プ ラ グ 、 Ｂ 及 び Ｃ が レ セ ッ プ 。

４ 基 本 性 能

４ .１ 耐 環 境 性 能

相 互 に 接 続 し た プ ラ グ ・ レ セ ッ プ は テ － プ 処 理 の 後 、 ハ ン ド ホ － ル 等 に 収 納

し 、 － ３ ０ ℃ か ら ＋ ５ ５ ℃ ま で の 周 囲 温 度 で 、 か つ 、 浸 水 状 態 で も 使 用 で き る

も の と す る 。
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４ .２ 特 性

同 一 型 の 各 プ ラ グ 及 び レ セ ッ プ は 、 各 製 品 相 互 間 に 充 分 な 互 換 性 を 有 す る も

の と し 、 特 性 は ６ 項 の 試 験 を 行 っ た き 、 表 ２ に 適 合 す る も の と す る 。

表 ２ 特 性 表

項 目 特 性 試 験 方 法

定 格 20Ａ 6 . 0 m v 以 下
接 触 部 の 電 圧 降 下 6. 2 . 1項

定 格 25Ａ 7 . 5 m v 以 下

引 抜 力 49 N / 1 5秒 (5 k g f / 1 5秒 ) 6 . 3 . 1項
で 抜 け な い こ と

接 続 部 の 抗 張 力 ケ － ブ ル 導 体 の 抗 張 力 の 75%以 上 6. 3 . 2項

定 格 600 v 3 , 0 0 0 v／ 1 m i n

耐 電 圧 定 格 3,0 0 0 v 9 , 0 0 0 v／ 1 0 m i n 6 . 2 . 2項

定 格 5,0 0 0 v 1 7 , 0 0 0 v／ 1 0 m i n

定 格 600 v 6 0 0 Ｍ Ω ／ １ 組 以 上
常 温 絶 縁 抵 抗

定 格 3,0 0 0 v 2 5 , 0 0 0 Ｍ Ω ／ １ 組 以 上 6. 2 . 3項
( a t 2 0℃ )

定 格 5,0 0 0 v 2 5 , 0 0 0 Ｍ Ω ／ １ 組 以 上

高 温 絶 縁 抵 抗 定 格 3,0 0 0 v 1 0 , 0 0 0 Ｍ Ω ／ １ 組 以 上
6. 2 . 4項

( a t 5 5℃ ) 定 格 5,0 0 0 v 1 0 , 0 0 0 Ｍ Ω ／ １ 組 以 上

引 張 強 さ 4M P a ( 0 . 4 1 k g f / m m 2) 以 上
絶 縁 体

伸 び 30 0 % 以 上
常 温 6. 3 . 3項

引 張 強 さ 13 M P a ( 1 . 3 3 k g f / m m 2) 以 上
シ － ス

伸 び 30 0 % 以 上

引 張 強 さ 加 熱 前 の 値 の 80 % 以 上
絶 縁 体

伸 び 〃 80 % 以 上
耐 老 化 性 6. 3 . 4項

引 張 強 さ 加 熱 前 の 値 の 60 % 以 上
シ － ス

伸 び 〃 60 % 以 上

引 張 強 さ 浸 油 前 の 値 の 60 % 以 上
耐 油 性 シ － ス 6. 3 . 5項

伸 び 〃 60 % 以 上
。

耐 オ ゾ ン 性 亀 裂 の 発 生 の な い こ と 6. 3 . 6項

耐 水 性 10m g / c m ２ 以 下 6. 3 . 7項

５ 仕 様

(1) プ ラ グ ・ レ セ ッ プ は 接 続 金 具 （ ピ ン 又 は ソ ケ ッ ト ） を 絶 縁 体 及 び シ － ス

で 覆 っ た 構 造 で 、 ケ － ブ ル 導 体 に 接 続 金 具 を ろ う 付 け 、 又 は 圧 縮 ・ 圧 着 し

て 取 付 け 、 金 型 で ケ － ブ ル に モ － ル ド さ れ た も の と す る 。

(2) ケ － ブ ル の 各 導 体 は 、 モ － ル ド さ れ た ピ ン 叉 は ソ ケ ッ ト に 機 械 的 電 気 的

に 確 実 に 接 続 さ れ た も の と す る 。
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５ .１ ピ ン 及 び ソ ケ ッ ト

ピ ン 及 び ソ ケ ッ ト は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｈ ３ ２ ５ ０ （ 銅 及 び 銅 合 金 棒 ） に 規 定 さ れ

た 材 料 を 使 用 し 、 加 工 方 法 は 図 ５ ～ ８ に よ る も の と す る 。

５ .１ .１ ピ ン

ピ ン は 、 図 ５ ～ ７ に 示 す よ う に ブ ロ ッ ク 面 に 垂 直 に 固 定 す る 。 ま た 、 ２ 個

の ピ ン を 備 え た プ ラ グ （ Ｐ － ３ Ａ ,Ｐ － ３ Ａ Ｅ ） は 次 の 条 件 に 適 合 す る も の と

す る 。

(1) ピ ン の 基 部 か ら 12. 7 m m外 側 の 点 に 2.7 k g f（ ２ ７ Ｎ ） の 力 を 加 え て ピ ン

を 両 側 か ら 平 均 に 締 め つ け た 場 合 、 プ ラ グ 先 端 の 間 隔 は 3. 2 m m以 上 と す る 。

(2) ピ ン の 基 部 か ら 12. 7 m m外 側 の 点 に 2.7 k g f（ ２ ７ Ｎ ） の 力 を 加 え て ピ ン

を 両 側 へ 平 均 に 引 張 っ た 場 合 、 プ ラ グ 先 端 の 間 隔 は 14 . 3 m m以 下 と す る 。

５ .１ .２ ソ ケ ッ ト

主 要 寸 法 は 図 ５ ～ ８ に よ る も の と し 、 電 気 的 接 触 を 確 実 に す る た め 「 割 り 」

を 入 れ 、 管 形 ス プ リ ン グ に て 弾 性 を 与 え る 構 造 と す る 。

ソ ケ ッ ト は 外 部 の 湿 気 が 直 接 ケ － ブ ル 導 体 に 触 れ な い 構 造 の も の と し 、 ま

た 、 レ セ ッ プ の 凹 部 底 面 と 同 一 面 と な る も の と す る 。

５ .２ 外 装

(1) プ ラ グ 及 び レ セ ッ プ の 金 型 寸 法 は 、 図 ５ ～ ８ に よ る も の と す る 。

(2) プ ラ グ 及 び レ セ ッ プ の 外 装 は ゴ ム モ － ル ド 製 と し 、 絶 縁 体 及 び シ － ス で

形 成 さ れ る も の で 、 ピ ン 及 び ソ ケ ッ ト は 絶 縁 体 に よ り 確 実 に モ － ル ド さ れ

た も の と す る 。

(3) 絶 縁 体 は 、 「 航 空 照 明 用 ゴ ム 絶 縁 ク ロ ロ プ レ ン シ － ス ケ － ブ ル 仕 様 書 」

(防 灯 仕 第 １ １ １ 号 )に 規 定 す る Ｅ Ｐ ゴ ム 混 和 物 と し 、 ピ ン 及 び ソ ケ ッ ト を

包 ん で 確 実 に モ － ル ド し た も の と す る 。

絶 縁 体 の 厚 さ は 、 同 仕 様 書 に 規 定 す る 当 該 ケ － ブ ル の 絶 縁 体 の 厚 さ と 同

等 以 上 と す る 。

(4) シ － ス は 、 同 仕 様 書 に 規 定 す る 厚 さ 1.2 m m以 上 の 黒 色 耐 水 性 ク ロ ロ プ レ ン

混 合 物 と し 、 絶 縁 体 上 に 確 実 に モ － ル ド さ せ 、 ま た 水 密 性 を 維 持 せ る た め

ケ － ブ ル シ － ス に 密 着 さ せ る も の と す る 。

５ .３ キ ャ ッ プ

(1) プ ラ グ 及 び レ セ ッ プ に は 、 使 用 す る ま で の 保 護 の た め に 保 護 キ ャ ッ プ を

取 付 け る も の と す る 。

(2) 短 絡 用 プ ラ グ キ ャ ッ プ を 必 要 と す る 場 合 は 、 内 部 で ピ ン 相 互 を 短 絡 ジ ャ

ン パ － で 接 続 し た 構 造 の も の と す る 。

ま た 、 寸 法 は 対 応 す る プ ラ グ と 同 一 と し 、 キ ャ ッ プ に は 短 絡 用 で あ る こ

と を 明 示 す る た め 赤 色 材 で 被 覆 し 、 「 Ｓ 」 の 標 記 を す る 。

６ 試 験

製 品 試 験 の 項 目 は 、 表 ３ に よ る 。
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６ .１ 外 観 ・ 構 造

６ .１ .１ 外 観

目 視 等 に よ り 傷 の 有 無 、 表 面 の 平 滑 度 、 表 示 等 に つ い て 行 い 、 本 仕 様 書 に

適 合 す る も の と す る 。

６ .１ .２ 構 造

金 型 寸 法 は 、 ５ .２ 項 及 び 図 ５ ～ ８ に 適 合 す る も の と す る 。

６ .２ 電 気 特 性 試 験

６ .２ .１ 電 圧 降 下 試 験

ピ ン と ソ ケ ッ ト を ２ ～ ３ 回 抜 き 差 し し た 後 、 い っ ぱ い ま で 差 込 み 、 図 １ に

示 す 回 路 で Ｐ － １ Ａ ・ １ Ｂ 、 Ｐ － ２ Ａ ・ ２ Ｂ の 接 子 に は 、 ２ ５ Ａ 、 Ｐ － ３ Ａ

・ Ｐ － ３ Ｃ の 接 子 に は ２ ０ Ａ が 流 れ る よ う に 調 整 す る 。

こ の と き の 電 圧 降 下 を 測 定 し 、 表 ２ に 適 合 す る も の と す る 。

図 １

６ .２ .２ 耐 電 圧 試 験

プ ラ グ 及 び レ セ ッ プ を 確 実 に 接 合 さ せ た 後 、 常 温 の 静 水 中 に ６ 時 間 以 上 浸

し た 状 態 で 、 導 体 と 清 水 と の 間 に 周 波 数 ５ ０ Hz又 は ６ ０ Hzの 正 弦 波 に 近 い 波

形 の 交 流 電 圧 を 徐 々 に 加 え た と き 、 表 ２ の 電 圧 、 時 間 に 耐 え る も の と す る 。

な お 、 接 合 部 は ビ ニ ル テ － プ （ １ 回 巻 ） 処 理 を し て も よ い 。

図 ２



2－3－5

６ .２ .３ 絶 縁 抵 抗 試 験

前 項 の 耐 電 圧 試 験 後 、 導 体 と 清 水 間 の 絶 縁 抵 抗 を 測 定 し た と き 、 表 ２

の 値 以 上 と す る 。

こ の 場 合 、 ケ － ブ ル 長 さ は ３ ０ mを 基 準 と し 、 こ れ を 越 え る 長 さ の 場 合 は

条 長 換 算 と す る 。

６ .２ .４ 高 温 絶 縁 抵 抗 試 験

プ ラ グ レ ・ セ ッ プ １ 組 を ５ ５ ℃ の 温 水 中 に １ 時 間 以 上 浸 し た 後 、 耐 電 圧 及

び 絶 縁 抵 抗 を 測 定 し た と き 、 表 ２ の 値 以 上 と す る 。

温 水 中 に 浸 す プ ラ グ ・ レ セ ッ プ の 長 さ は 、 接 続 す る ケ － ブ ル を 含 め て 各 ３ ０

cm以 上 と す る 。 （ 図 ３ 参 照 ）

な お 、 接 合 部 は ビ ニ ル テ － プ （ １ 回 巻 ） 処 理 を し て も よ い 。

図 ３

６ .３ 耐 環 境 試 験

６ .３ .１ 引 抜 力 試 験

プ ラ グ 及 び レ セ ッ プ を 確 実 に 接 合 さ せ 、 ケ － ブ ル の 一 端 を 固 定 し 、 他 端 に

5k g f（ 49 N） の 荷 重 を 静 か に 加 え た と き 、 １ ５ 秒 間 放 置 し て も 抜 け な い も の

と す る 。

図 ４
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６ .３ .２ 抗 張 力 試 験

ピ ン 又 は ソ ケ ッ ト と ケ － ブ ル 導 体 と の 接 続 部 を 接 続 後 、 引 張 り 試 験 機 に よ

り 引 張 り 速 度 ３ ０ ０ mm／ mi n以 下 で 試 験 を 行 い 、 次 式 に よ り 算 出 さ れ た 数 値 は

表 ２ の 値 以 上 と す る 。

サ ン プ ル の 切 断 時 の 力
抗 帳 力 ＝ x1 0 0 (％ )

ケ － ブ ル 導 体 の 切 断 時 の 力

６ .３ .３ 絶 縁 体 お よ び シ － ス の 引 張 試 験

引 張 試 験 は 、 絶 縁 体 及 び シ － ス と 同 一 品 質 の 合 成 ゴ ム コ ン パ ウ ン ド か ら 試

料 を 採 取 し 、 ダ ン ベ ル ３ 号 試 験 片 と し て Ｊ Ｉ Ｓ Ｃ ３ ０ ０ ５ － １ ８ に よ り 試

験 を 行 い 、 表 ２ に 適 合 す る も の と す る 。

６ .３ .４ 絶 縁 体 お よ び シ － ス の 老 化 （ 加 熱 ） 試 験

６ .３ .３ 項 と 同 様 に 試 験 片 を 採 取 し 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｃ ３ ０ ０ ５ － １ ９ に よ り 試

験 を 行 い 、 表 ２ に 適 合 す る も の と す る 。

な お 、 加 熱 温 度 及 び 加 熱 時 間 は 、 絶 縁 体 、 シ － ス と も Ｊ Ｉ Ｓ Ｃ ３ ０ ０ ５

表 ５ の 〔 種 類 Ｃ 〕 １ ０ ０ ℃ ・ ９ ６ 時 間 と す る 。

６ .３ .５ 耐 油 試 験

６ .３ .３ 項 と 同 様 に 試 験 片 を 採 取 し 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｃ ３ ０ ０ ５ － ２ ０ に よ り 試

験 を 行 い 、 表 ２ に 適 合 す る も の と す る 。

な お 、 試 験 は シ － ス に つ い て 行 い 、 浸 油 温 度 及 び 浸 油 時 間 は Ｊ Ｉ Ｓ Ｃ ３

０ ０ ５ 表 ６ の 〔 種 類 Ｃ 〕 １ ２ ０ ℃ ・ １ ８ 時 間 と す る 。

６ .３ .６ 耐 オ ゾ ン 試 験

６ .３ .３ 項 と 同 様 に 試 験 片 を 採 取 し 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｃ ３ ０ ０ ５ － ２ ６ に よ り 試

験 を 行 い 、 表 ２ に 適 合 す る も の と す る 。

な お 、 試 験 は シ － ス に つ い て 行 う も の と す る 。

６ .３ .７ 耐 水 試 験

試 験 片 と し て シ － ス と 同 一 の ゴ ム 材 料 に よ り 、 厚 さ 2± 0.5 m m、 表 面 積 (S )

2 0 c m ２の シ － ト を 作 成 す る 。

こ の 試 料 を 常 温 に お い て ２ ４ 時 間 以 上 乾 燥 さ せ た 後 、 重 量 （ Ｗ １） を 測 定 す

る 。 そ の 後 ７ ０ ± １ ℃ の 高 温 水 中 に ２ ０ 日 間 以 上 浸 漬 し た 後 、 流 水 中 で 常 温

ま で 冷 却 し 、 付 着 し た 水 を 拭 き 取 り 、 重 量 （ Ｗ ２） を 測 定 す る 。

単 位 面 積 当 た り の 吸 水 量 の 算 出 は 次 式 に よ る も と し 、 表 ２ に 適 合 す る も の

と す る 。

Ｗ ２ － Ｗ １

吸 水 量 ＝ （ mg／ c m ２）
Ｓ
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７ 検 査

立 会 い 検 査 は 、 原 則 と し て 監 督 官 立 会 い の う え 行 う も の と し 、 項 目 は 表 ３ の

と お り と す る 。

表 ３ 検 査 の 項 目

種 別 Ａ 欄
Ｂ 欄 備 考

検 査 項 目 （ ア ） （ イ ）

6. 1 外 観 ･ 構 造 1ｻﾝ ﾌ ﾟ ﾙ ﾛ ｯ ﾄ ﾃ ﾞ - ﾀ 3 ｻ ﾝ ﾌ ﾟ ﾙ

6 . 2 . 1 接 触 部 の 電 圧 降 下 1 ｻ ﾝ ﾌ ﾟ ﾙ 3 〃

6. 2 . 2 耐 電 圧 10 % 全 数 3 〃

6. 2 . 3 常 温 絶 縁 抵 抗 10 % 全 数 3 〃

6. 2 . 4 高 温 絶 縁 抵 抗 1 〃

6. 3 . 1 引 抜 力 1ｻﾝ ﾌ ﾟ ﾙ 1 ｻ ﾝ ﾌ ﾟ ﾙ 3 〃

6. 3 . 2 接 続 部 抗 帳 力 1 〃 3 〃

6. 3 . 3 引 張 ﾛｯﾄ ﾃ ﾞ - ﾀ 1 〃

6. 3 . 4 老 化 〃 1 〃

6. 3 . 5 耐 油 〃 1 〃

6. 3 . 6 耐 オ ゾ ン 〃 1 〃

6. 3 . 7 耐 水 1 〃

注 1 Ａ 欄 (ア )に 原 則 と し て 監 督 官 立 会 い の う え 行 う 検 査 項 目 を 、 Ａ 欄

(イ )に 製 造 者 が 社 内 に お い て 行 う 試 験 ・ 検 査 項 目 を 、 Ｂ 欄 に 製 造

者 が 同 一 設 計 の 最 初 の 製 品 に つ い て 行 う 試 験 ・ 検 査 項 目 を 示 す 。

2 検 査 対 象 品 の １ ０ ％ の 数 が ３ 個 以 下 の 場 合 、 検 査 個 数 は 最 低 ３ 個

と す る 。

８ 表 示 及 び 梱 包

８ .１ 表 示

８ .１ .１ 本 体 表 示

プ ラ グ ・ レ セ ッ プ の 表 面 に は 、 次 の 事 項 を モ － ル ド 表 示 す る 。

定 格 電 圧

定 格 電 流

型 式

製 造 者 名 、 ま た は そ の 商 標 （ 略 号 ）

８ .１ .２ 梱 包 表 示

梱 包 の ２ 面 側 に は 、 適 正 な 方 法 で 次 の 事 項 を 表 示 す る 。

型 式 ･品 名

数 量
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製 造 者 名 又 は 商 標 （ 略 号 ）

８ .２ 梱 包

運 搬 中 損 傷 し な い よ う 保 護 キ ャ ッ プ を 装 着 し 、 充 分 な 強 度 を 有 す る 木 箱 又 は

ダ ン ボ － ル 等 の 適 切 な 方 法 で 梱 包 す る 。
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図 ５ .構 造 及 び 外 形 寸 法 図 Ｃ － ３ Ｂ Ｐ ,Ｃ － ３ Ｐ

図 ６ .構 造 及 び 外 形 寸 法 図 ａ ， ｂ

図 ７ .構 造 及 び 外 形 寸 法 図 ａ Ｐ ， ｂ Ｐ

図 ８ .構 造 及 び 外 形 寸 法 図 ３ Ａ Ｅ ／ ３ Ｃ

図 ９ .構 造 及 び 外 形 寸 法 図 ケ ー ブ ル 接 続 端 子

図 １ ０ .ア ダ プ タ ー 使 用 例
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１ 適 用 範 囲

本 仕 様 書 は 、 航 空 照 明 用 単 芯 ゴ ム 絶 縁 ク ロ ロ プ レ ン シ － ス ケ － ブ ル の 端 末 接

続 に 使 用 す る ア ダ プ タ － に つ い て 適 用 す る 。

２ 適 用 法 規 及 び 規 格

(1)電 気 設 備 技 術 基 準 （ 昭 和 ４ ０ 年 ６ 月 通 商 産 業 省 令 第 ６ １ 号 ）

(2)日 本 工 業 規 格 （ Ｊ Ｉ Ｓ ）

(3)関 連 仕 様 書

航 空 照 明 用 プ ラ グ ・ レ セ ッ プ 仕 様 書 防 灯 仕 第 ５ ７ 号

直 列 点 灯 回 路 用 ゴ ム 被 覆 絶 縁 変 圧 器 仕 様 書 防 灯 仕 第 ９ ９ 号

航空照明用ゴム絶縁クロロプレンシ-スケ-ブル仕様書 防 灯 仕 第 １ １ １ 号

３ 種 類

本 仕 様 書 に 規 定 す る ア ダ プ タ － は 、 直 列 点 灯 回 路 の １ 次 側 で 、 ゴ ム 絶 縁 ク ロ

ロ プ レ ン シ － ス ケ － ブ ル と ゴ ム 被 覆 絶 縁 変 圧 器 の １ 次 側 リ － ド 線 と の 接 続 及 び

ゴ ム 絶 縁 ク ロ ロ プ レ ン シ － ス ケ － ブ ル 相 互 間 の 接 続 に 使 用 す る も の で 、 そ の 種

類 は 表 １ の と お り と す る 。

表 １ ア ダ プ タ － の 種 類

型 式 定 格 電 圧 (v ) 定 格 電 流 (A ) 用 途

Ａ － ５ 5, 0 0 0 2 5 ﾌ ﾟ ﾗ ｸ ﾞ（ Ｐ － １ Ａ ） と 5, 0 0 0 v B N又 は PN ｹ ｰ ﾌ ﾞ ﾙと の 接 続

Ｂ － ５ 5, 0 0 0 2 5 ﾚ ｾ ｯ ﾌ ﾟ（ Ｐ － １ Ｂ ） と 5, 0 0 0 v B N又 は PN ｹ ｰ ﾌ ﾞ ﾙと の 接 続

Ａ － ３ 3, 0 0 0 2 5 ﾌ ﾟ ﾗ ｸ ﾞ（ Ｐ － ２ Ａ ） と 3,0 0 0 v B N ｹ ｰ ﾌ ﾞ ﾙと の 接 続

Ｂ － ３ 3, 0 0 0 2 5 ﾚ ｾ ｯ ﾌ ﾟ（ Ｐ － ２ Ｂ ） と 3,0 0 0 v B N ｹ ｰ ﾌ ﾞ ﾙと の 接 続

Ａ － ３ Ｐ 3, 0 0 0 2 5 ﾌ ﾟ ﾗ ｸ ﾞ（ Ｐ － ２ Ａ ） と 3,0 0 0 v P N ｹ ｰ ﾌ ﾞ ﾙと の 接 続

Ｂ － ３ Ｐ 3, 0 0 0 2 5 ﾚ ｾ ｯ ﾌ ﾟ（ Ｐ － ２ Ｂ ） と 3,0 0 0 v P N ｹ ｰ ﾌ ﾞ ﾙと の 接 続

Ｃ － ５ 5, 0 0 0 2 5 5 , 0 0 0 v B N及 び PN ｹ ｰ ﾌ ﾞ ﾙ相 互 間 の 接 続

Ｃ － ３ 3, 0 0 0 2 5 3 , 0 0 0 v B N ｹ ｰ ﾌ ﾞ ﾙ相 互 間 の 接 続

Ｃ － ３ Ｂ Ｐ 3, 0 0 0 2 5 3 , 0 0 0 v B N ｹ ｰ ﾌ ﾞ ﾙと P N ｹ ｰ ﾌ ﾞ ﾙと の 接 続

Ｃ － ３ Ｐ 3, 0 0 0 2 5 3 , 0 0 0 v P N ｹ ｰ ﾌ ﾞ ﾙ相 互 間 の 接 続

ａ 3, 0 0 0 2 5 ﾌ ﾟ ﾗ ｸ ﾞ（ Ｐ － １ Ａ ） と 3,0 0 0 v B N ｹ ｰ ﾌ ﾞ ﾙと の 接 続

ｂ 3, 0 0 0 2 5 ﾚ ｾ ｯ ﾌ ﾟ（ Ｐ － １ Ｂ ） と 3,0 0 0 v B N ｹ ｰ ﾌ ﾞ ﾙと の 接 続

aＰ 3, 0 0 0 2 5 ﾌ ﾟ ﾗ ｸ ﾞ（ Ｐ － １ Ａ ） と 3,0 0 0 v P N ｹ ｰ ﾌ ﾞ ﾙと の 接 続

bＰ 3, 0 0 0 2 5 ﾚ ｾ ｯ ﾌ ﾟ（ Ｐ － １ Ｂ ） と 3,0 0 0 v P N ｹ ｰ ﾌ ﾞ ﾙと の 接 続

３ Ａ Ｅ ／ ３ Ｃ 60 0 2 0 ﾌ ﾟ ﾗ ｸ ﾞ ( P - 3 A )と ﾚ ｾ ｯ ﾌ ﾟ ( P - 3 C )と の 接 地 端 子 付 接 続
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４ 基 本 性 能

４ .１ 耐 環 境 特 性

ア ダ プ タ － 相 互 又 は ア ダ プ タ － と プ ラ グ ･レ セ ッ プ を 接 続 し 、 指 定 さ れ た テ

－ プ 処 理 の 後 、 ハ ン ド ホ － ル 等 に 収 納 し 、 － ３ ０ ℃ か ら ＋ ５ ５ ℃ ま で の 周 囲 温

度 で 、 か つ 、 浸 水 状 態 で も 使 用 で き る も の と す る 。

４ .２ 特 性

同 一 型 の 各 ア ダ プ タ － は 、 各 製 品 相 互 間 に 充 分 な 互 換 性 を 有 す る も の と し 、

特 性 は ６ 項 の 試 験 を 行 っ た と き 、 表 ２ に 適 合 す る も の と す る 。

表 ２ 特 性 表

項 目 特 性 試 験 方 法

導 体 接 触 抵 抗 ケ － ブ ル 導 体 抵 抗 の 12 0 % 以 下 6. 2 . 1項

引 抜 力 49N /秒 (5 k g f / 1 5秒 )で 抜 け な い こ と 6. 3 . 1項

定 格 600 v 3 , 0 0 0 v／ 1 m i n

耐 電 圧 定 格 3,0 0 0 v 9 , 0 0 0 v／ 1 0 m i n 6 . 2 . 2項

定 格 5,0 0 0 v 1 7 , 0 0 0 v／ 1 0 m i n

定 格 600 v 6 0 0 Ｍ Ω ／ １ 組 以 上
常 温 絶 縁 抵 抗

定 格 3,0 0 0 v 2 5 , 0 0 0 Ｍ Ω ／ １ 組 以 上 6. 2 . 3項
( a t 2 0℃ )

定 格 5,0 0 0 v 2 5 , 0 0 0 Ｍ Ω ／ １ 組 以 上

引 張 強 さ 4M P a ( 0 . 4 1 k g f / m m 2) 以 上
絶 縁 体

伸 び 30 0 % 以 上
常 温 6. 3 . 2項

引 張 強 さ 13 M P a ( 1 . 3 3 k g f / m m 2) 以 上
シ － ス

伸 び 30 0 % 以 上

引 張 強 さ 加 熱 前 の 値 の 80 % 以 上
絶 縁 体

伸 び 〃 80 % 以 上
耐 老 化 性 6. 3 . 3項

引 張 強 さ 加 熱 前 の 値 の 60 % 以 上
シ － ス

伸 び 〃 60 % 以 上

引 張 強 さ 浸 油 前 の 値 の 60 % 以 上
耐 油 性 シ － ス 6. 3 . 4項

伸 び 〃 60 % 以 上

耐 オ ゾ ン 性 （ シ － ス ） 亀 裂 の 発 生 の な い こ と 6. 3 . 5項

耐 水 性 （ シ － ス ） 10 m g／ c m ２ 以 下 6. 3 . 6項

５ 仕 様

ア ダ プ タ － は 、 接 続 金 具 （ ピ ン 及 び ソ ケ ッ ト ） を 絶 縁 体 及 び シ － ス で 覆 っ た

構 造 と す る 。

５ .１ ピ ン 及 び ソ ケ ッ ト 等

(1) ピ ン 、 ソ ケ ッ ト 及 び ケ － ブ ル 接 続 端 子 は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｈ ３ ２ ５ ０ （ 銅 及 び

銅 合 金 棒 ） に 規 定 さ れ た 材 料 を 使 用 し 、 加 工 方 法 は 図 １ ～ １ ０ に よ る も の

と す る 。
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( 2 ) ピ ン 及 び ソ ケ ッ ト は 、 図 １ ～ ８ に 示 す よ う に ブ ロ ッ ク 面 に 垂 直 に 固 定 す

る 。

(3) ソ ケ ッ ト は 、 電 気 的 接 触 を 確 実 に す る た め 「 割 り 」 を 入 れ 、 管 形 ス プ リ

ン グ に て 弾 性 を 与 え る 構 造 と す る 。

(4) ソ ケ ッ ト は 外 部 の 湿 気 が 直 接 ケ － ブ ル 導 体 に 触 れ な い 構 造 の も の と し 、

ま た 、 ソ ケ ッ ト の ピ ン に 接 続 す る 側 は 、 ア ダ プ タ － の 凹 部 底 面 か ら ３ mm以

上 引 込 ま な い も の と す る 。

５ .２ 外 装

(1) ア ダ プ タ － の 金 型 寸 法 は 、 図 １ ～ ８ に よ る も の と す る 。

(2) ア ダ プ タ － の 外 装 は ゴ ム モ － ル ド 製 と し 、 絶 縁 体 及 び シ － ス で 形 成 さ れ

た も の と し 、 ピ ン 及 び ソ ケ ッ ト は 絶 縁 体 に よ り 確 実 に モ － ル ド す る も の と

す る 。

(3) 絶 縁 体 は 、 「 航 空 照 明 用 ゴ ム 絶 縁 ク ロ ロ プ レ ン シ － ス ケ － ブ ル 仕 様 書 」

（ 防 灯 仕 第 １ １ １ 号 ） に 規 定 す る Ｅ Ｐ ゴ ム 混 和 物 と し 、 Ａ 、 Ｂ 、 Ｃ 、 a及 び

b型 は ピ ン 及 び ソ ケ ッ ト を 包 ん で 確 実 に モ － ル ド し た も の と す る 。

絶 縁 体 の 厚 さ は 、 同 仕 様 書 に 規 定 す る 当 該 ケ － ブ ル の 絶 縁 体 の 厚 さ と 同

等 以 上 と す る 。

(4) シ － ス は 、 同 仕 様 書 に 規 定 す る 厚 さ 1. 2 m m以 上 の 黒 色 耐 水 性 ク ロ ロ プ レ

ン 混 合 物 と し 、 絶 縁 体 上 に 確 実 に モ － ル ド さ れ た も の と す る 。

６ 試 験

製 品 試 験 の 項 目 は 、 表 ３ に よ る 。

６ .１ 外 観 、 構 造

６ .１ .１ 外 観

目 視 等 に よ り 傷 の 有 無 、 表 面 の 平 滑 度 、 表 示 等 に つ い て 行 い 、 本 仕 様 書 に

適 合 す る も の と す る 。

６ .１ .２ 構 造

金 型 寸 法 は 、 図 １ ～ ８ に よ る も の と す る 。

６ .２ 電 気 特 性 試 験

6.２ .１ 導 体 接 触 抵 抗 試 験

ケ － ブ ル を ア ダ プ タ － Ａ 及 び ア ダ プ タ － Ｂ で 接 続 し た 時 の 総 合 導 体 抵 抗 値

は 、 表 ２ の 値 以 下 と す る 。

６ .２ .２ 耐 電 圧 試 験

ア ダ プ タ － Ａ (ａ )及 び Ｂ (b )を 夫 々 組 合 わ せ て （ ア ダ プ タ － Ｃ は そ の ま ま ）

一 端 を 密 封 し 他 端 に ケ － ブ ル を 接 続 し て 、 ケ － ブ ル を 上 方 に し て ア ダ プ タ －

を 上 端 よ り 約 ２ ０ mmの 箇 所 ま で 常 温 の 清 水 中 に ２ ４ 時 間 以 上 浸 し た 状 態 で 試



2－4－4

験 す る 。

試 験 は 、 導 体 と 清 水 と の 間 に 周 波 数 ５ ０ Hz又 は ６ ０ Hzの 正 弦 波 に 近 い 波 形

の 交 流 電 圧 を 加 え た と き 表 ２ の 電 圧 、 時 間 に 耐 え る も の と す る 。

な お 、 接 合 部 は ビ ニ ル テ － プ （ １ 回 巻 ） 処 理 を し て も よ い 。

６ .２ .３ 絶 縁 抵 抗 試 験

前 項 の 耐 電 圧 試 験 後 、 導 体 と 清 水 間 の 絶 縁 抵 抗 を 測 定 し た と き 、 表 ２

の 値 以 上 と す る 。

６ .３ 耐 環 境 試 験

６ .３ .１ 引 抜 力 試 験

ア ダ プ タ － 相 互 を 確 実 に 接 合 さ せ 、 そ の 両 端 に ケ － ブ ル の 接 続 端 子 を 取 付

け た ケ － ブ ル を 差 込 み そ の 一 端 を 固 定 し 、 他 端 に 5kg f ( 4 9 N )の 荷 重 を 静 か に

加 え た と き 、 １ ５ 秒 間 放 置 し て も 抜 け な い も の と す る 。

６ .３ .２ 絶 縁 体 お よ び シ － ス の 引 張 試 験

引 張 試 験 は 、 絶 縁 体 及 び シ － ス と 同 一 品 質 の 合 成 ゴ ム コ ン パ ウ ン ド か ら 試

料 を 採 取 し 、 ダ ン ベ ル ３ 号 試 験 片 と し て Ｊ Ｉ Ｓ Ｃ ３ ０ ０ ５ － １ ８ に よ り 試

験 を 行 い 、 表 ２ に 適 合 す る も の と す る 。

６ .３ .３ 絶 縁 体 お よ び シ － ス の 老 化 （ 加 熱 ） 試 験

６ .３ .２ 項 と 同 様 に 試 験 片 を 採 取 し 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｃ ３ ０ ０ ５ － １ ９ に よ り 試

験 を 行 い 、 表 ２ に 適 合 す る も の と す る 。

な お 、 加 熱 温 度 及 び 加 熱 時 間 は 、 絶 縁 体 、 シ － ス と も Ｊ Ｉ Ｓ Ｃ ３ ０ ０ ５

表 ５ の 〔 種 類 Ｃ 〕 １ ０ ０ ℃ ･９ ６ 時 間 と す る 。

６ .３ .４ 耐 油 試 験

６ .３ .２ 項 と 同 様 に 試 験 片 を 採 取 し 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｃ ３ ０ ０ ５ － ２ ０ に よ り 試

験 を 行 い 、 表 ２ に 適 合 す る も の と す る 。

な お 、 試 験 は シ － ス に つ い て 行 い 、 浸 油 温 度 及 び 浸 油 時 間 は Ｊ Ｉ Ｓ Ｃ ３

０ ０ ５ 表 ６ の 〔 種 類 Ｃ 〕 １ ２ ０ ℃ ･１ ８ 時 間 と す る 。

６ .３ .５ 耐 オ ゾ ン 試 験

６ .３ .２ 項 と 同 様 に 試 験 片 を 採 取 し 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｃ ３ ０ ０ ５ － ２ ６ に よ り 試

験 を 行 い 、 表 ２ に 適 合 す る も の と す る 。

な お 、 試 験 は シ － ス に つ い て 行 う も の と す る 。

６ .３ .６ 耐 水 試 験

試 験 片 と し て シ － ス と 同 一 の ゴ ム 材 料 に よ り 、 厚 さ 2± 0.5 m m、 表 面 積 (S )

2 0 c m ２の シ － ト を 作 成 す る 。

こ の 試 料 を 常 温 に お い て ２ ４ 時 間 以 上 乾 燥 さ せ た 後 、 重 量 （ Ｗ １） を 測 定 す
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る 。 そ の 後 ７ ０ ± １ ℃ の 高 温 水 中 に ２ ０ 日 間 以 上 浸 漬 し た 後 、 流 水 中 で 常 温

ま で 冷 却 し 、 付 着 し た 水 を 拭 き 取 り 、 重 量 （ W ２） を 測 定 す る 。

単 位 面 積 当 た り の 吸 水 量 の 算 出 は 次 式 に よ る も と し 、 表 ２ に 適 合 す る も の

と す る 。

Ｗ ２ － Ｗ １

吸 水 量 ＝ （ mg／ c m ２）
Ｓ

７ 検 査

立 会 い 検 査 は 、 原 則 と し て 監 督 官 立 会 い の う え 行 う も の と し 、 項 目 は 表 ３ と

お り と す る 。

表 ３ 検 査 の 項 目

種 別 Ａ 欄
Ｂ 欄 備 考

検 査 項 目 (ア ) (イ )

6 . 1 外 観 ･ 構 造 1 ｻ ﾝ ﾌ ﾟ ﾙ ﾛ ｯ ﾄ ﾃ ﾞ - ﾀ 3 ｻ ﾝ ﾌ ﾟ ﾙ

6 . 2 . 1 導 体 接 触 抵 抗 1 ｻﾝ ﾌ ﾟ ﾙ 3 〃

6 . 2 . 2 耐 電 圧 10 % 全 数 3 〃

6.2 . 3 絶 縁 抵 抗 10 % 全 数 3 〃

6.3 . 1 引 抜 力 1 ｻ ﾝ ﾌ ﾟ ﾙ 1 ｻ ﾝ ﾌ ﾟ ﾙ 3 〃

6 . 3 . 2 引 張 ﾛｯ ﾄ ﾃ ﾞ - ﾀ 1 〃

6 . 3 . 3 老 化 〃 1 〃

6.3 . 4 耐 油 〃 1 〃

6.3 . 5 耐 オ ゾ ン 〃 1 〃

6.4 . 6 耐 水 1 〃

注 1 Ａ 欄 (ア )に 原 則 と し て 監 督 官 立 会 い の う え 行 う 検 査 項 目 を 、 Ａ 欄

(イ )に 製 造 者 が 社 内 に お い て 行 う 試 験 ・ 検 査 項 目 を 、 Ｂ 欄 に 製 造 者

が 同 一 設 計 の 最 初 の 製 品 に つ い て 行 う 試 験 ・ 検 査 項 目 を 示 す 。

2 検 査 対 象 品 の １ ０ ％ の 数 が ３ 個 以 下 の 場 合 、 検 査 個 数 は 最 低 ３ 個 と

す る 。

８ 表 示 及 び 梱 包

８ .１ 表 示

８ .１ .１ 本 体 表 示

ア ダ プ タ － の 表 面 に は 、 次 の 事 項 を モ － ル ド 表 示 す る 。

定 格 電 圧

定 格 電 流

型 式

製 造 者 名 、 又 は 商 標 （ 略 号 ）
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８ .１ .２ 梱 包 表 示

梱 包 の ２ 面 側 に は 、 適 正 な 方 法 で 次 の 次 項 を 表 示 す る 。

型 式 ･品 名

数 量

製 造 者 名 、 又 は 商 標 （ 略 号 ）

８ .２ 梱 包

運 搬 中 損 傷 し な い よ う 必 要 な 場 合 は 保 護 キ ャ ッ プ を 装 着 し 、 充 分 な 強 度 を 有

す る 木 箱 又 は ダ ン ボ － ル 等 の 適 切 な 方 法 で 梱 包 す る 。
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図 ８ ケーブル接続盤回路図
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１ 適用範囲

本仕様書は、飛行場灯火用電力制御装置として設置する、飛行場灯火電力制

御装置（以下「本装置」という。）の性能及び仕様について適用する。

２ 適用法規及び規格

(1) 航空法施行規則 （昭和２７年７月運輸省令第５６号）

(2) 日本工業規格 （ＪＩＳ）

(3) 関 連 仕 様 書

航空照明用プラグ・レセップ仕様書 防灯仕第 ５７号

直列点灯回路用ゴム被覆絶縁変圧器仕様書 防灯仕第 ９９号

航空照明用 ｺﾞﾑ絶縁 ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｼ-ｽｹ-ﾌﾞﾙ仕様書 防灯仕第１１１号

飛行場灯火運用・監視装置仕様書 防灯仕第２６６号

３ 用語の定義

(1) 灯火電力制御装置

直列点灯回路に接続された飛行場灯火に、定電流電源を供給する定電流

調整装置（以下「ＣＣＲ」という。）と、これに付属する出力装置により

構成され、灯火運用・監視装置からの灯火制御信号により、すべての飛行

場灯火の点滅及び光度制御を行う機能を有する機器の総称をいう。

(2) 定電流調整装置（ＣＣＲ）

直列点灯回路のゴム被覆絶縁変圧器を介して接続された進入灯、滑走路

灯、誘導路灯及び進入角指示灯等の灯火に、定電流電源を供給する装置で、

電源電圧、周波数の変動又は負荷容量に変動があっても、定電流を供給す

ることができる機能を有する装置をいう。

(3) 出力装置

ＣＣＲの出力回路側に設置され、常用－予備器の切替、点灯方向の切替

等、直列点灯回路とＣＣＲとの間に必要とされる機能を有する装置をいう。

４ 環境条件

本仕様書に定める装置は、次の環境条件下において使用できるものとする。

(1) 周囲温度 飛行場電源室設置 ０℃ ～ ４０℃

(2) 相対湿度 飛行場電源室設置 ３０％ ～ ９０％

(3) 標 高 １，０００ｍ 以下

(4) 使用場所 屋 内

(5) 雷 対 策 出力側より侵入する誘導雷サ－ジに耐えるものと

する。

(6) そ の 他 航空機が発生するガス、無線施設による電波によ

り影響を受けないものとする。また、周囲温度が

範囲を超え問題が生じる恐れのある場合は、その

対策が講じられる構造とする。

５ 基本性能

５．１ 装置の性能

本装置は、「飛行場灯火運用・監視装置仕様書」（防灯仕第２６６号）か

ら灯火制御信号を受けて、飛行場灯火の点滅を含む光度制御が適切に行える
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機能を有するものとする。

５．２ 装置の構成と系統

５．２．１ 構 成

本装置は、次の機器により構成されるものとする。

(1) 定電流調整装置（ＣＣＲ）

(2) 出 力 装 置（Ｏ Ｐ）

５．２．２ 種類及び定格

(1) ＣＣＲの種類及び定格は、表１のとおりとする。

(2) 出力装置の種類及び定格は、表２のとおりとする。

表 １ ＣＣＲの種類、定格

定格電圧 定格容量 出力回路
型 式 種別 盤 ,回路構成 特 記 事 項

周 波 数 (kVA) 電 圧
(kV)

SCR-1.5RW 1.5 × 2 列盤組込 出力装置
RW 型

SCR-3.5RW 1 又は 3 φ 3.5 × 2 (2 回路収納 ) (OP-C/0,D/0) 内蔵
415V

SCR- 1.5 R 又 は 1.5
210V

SCR- 3.5 R 3.5 3
SCR- 5 R 5

R 型 列盤組込 出力装置 (OP-C)
SCR- 10 R 50 又は 10
SCR- 15 R 60Hz 15 (1 回路収納 ) と組合せ

SCR- 20 R 20
SCR- 30 R 1又は 3φ 30 5

415V
50又は 60Hz

注 1 予備器は型式末尾にＳを付す。 （ ただし 、 ＲＷ型は除 く 。 ）

表 ２ 出力装置の種類、定格

回 路 構 成
型式 種 別 盤構成 特 記 事 項

入力回路 出力回路

OP-C/0 1 SCR-1.5R,RW 及び
C 型 SCR-3.5R,RW に内蔵

常用ＣＣＲ×１
OP-C/1 常用－予備 1 列盤組込 SCR-R と組合せ

予備ＣＣＲ×１ (避雷器付 )
切替型

OP-C/2 1 SCR-R,OP-D/1 と組合せ
(避雷器なし )

OP-D/0 OP-C/0 × １ ２ SCR-1.5RW 及び
Ｄ型 SCR-3.5RW に内蔵

列盤組込 (避雷器付 )
方向切替型

OP-D/1 OP-C/2 × １ ２ OP-C/2 と組合せ
(避雷器付 )

OP-M/1 常 用 Ｃ Ｃ Ｒ × １ １
予 備 Ｃ Ｃ Ｒ × １ 誘導路灯回路に適用

M 型
OP-M/2 常 用 Ｃ Ｃ Ｒ × ２ ２ 接地継電器、避雷器付

常用－予備 予 備 Ｃ Ｃ Ｒ × １
列盤組込

OP-M/3 手動切替型 常 用 Ｃ Ｃ Ｒ × ３ ３
予 備 Ｃ Ｃ Ｒ × １

OP-M/4 常 用 Ｃ Ｃ Ｒ × ４ ４
予 備 Ｃ Ｃ Ｒ × １
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５．３ 装置の標準化

(1) ＣＣＲ及び出力装置は、金属製箱体（盤）に収納するものとし、表３

の寸法により標準化するものとする。

(2) ＣＣＲ及び出力装置の各盤は、それぞれ独立した盤構成とし、盤相互

間はケ－ブルによる接続を標準とする。

(3) ＣＣＲ及び出力装置の標準配列は、次によるものとする。

イ Ｒ型ＣＣＲと出力装置は、ＣＣＲを下段に出力装置（ＯＰ－Ｃ）を

上段に配置する段積配列とし、いずれもケ－ブル配線による電源引込

が可能なものとする。

ロ ＲＷ型ＣＣＲと出力装置は、常用器（方向切替装置内蔵）を下段に、

予備器（常用・予備切替装置内蔵）を上段に配置する段積配列とし、

いずれもケ－ブル配線による電源引込が可能なものとする。

なお、内部配置は前面にＣＣＲを、裏面に切替器を配置する。

(4) 本装置を構成する各機器及び部品は、保全作業を容易にするため、各

機器間の整合性と標準化を考慮し、また、ユニット化を図るものとする。

(5) 本装置の構成部品は、共通ユニットの割合を高くし、また、各ユニッ

トの組替えにより異なった種類の装置が得られるよう標準化 された もの

とする 。

表 ３ 盤の標準寸法

寸 法 (mm) 収納装置の台数
備 考

高さ (H) 巾 (W) 奥行 (D) ＣＣＲ ＯＰ

1,150以下 800以下 1,500以下 1 台 1 台

５．４ システムの保全性、安全性

(1) 複数のＣＣＲ及び出力装置を設置する場合、通電中であっても特定の

ＣＣＲ及び出力装置の点検が行える回路構成とし、点検中に充電部に触

れる恐れのないよう適切なインタ－ロック機能を備えるものとする。

(2) ユニットは容易にかつ安全に交換できるものとし、また、重量ユニッ

トは車輪引出し構造等とする。

(3) 電力機器ユニットには、油入型は使用しないものとする。

(4) 高圧ユニットと低圧ユニットを同一盤内に設置するときは、高圧部に

は容易に接触しないように配置する。

(5) 各盤間には金属製隔壁を設け、災害波及防止対策を講じるものとする。

(6) 各装置は、保全作業のため現場で装置の監視及び操作が可能な機構を

有するものとする。

５．５ システム冗長性、信頼性

(1) 設置されている予備器が常用器に切り替られたときは、他の常用器回

路に重複して切り替えられないようインタ－ロック機能を設けるものと

する。また、予備器の入力回路には、切り替えた常用器と同じ回路の相
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を選択して接続できる機能を設けるものとする（ＲＷ型を除く。）。

(2) ＣＣＲの入力回路に異常が生じた場合、手動により他の電源配線に切

り替え、また、重複して切り替えられないようインタ－ロック機能を設

けるものとする。

(3) 本装置の構成部品には、信頼性の高い部品を使用するものとする。

５．６ 隣接システムとの整合性・インタ－フェイス

(1) 本装置は、管制塔及び飛行場電源室に設置される灯火運用・監視装置

との情報の授受を行いつつ運用するものとし、その細部は次によるもの

とする。

イ 本装置は、灯火運用・監視装置との整合性を保障するものとする。

ロ 本装置には灯火運用・監視装置との間で必要な制御情報及び監視情

報を受渡しするためのインタ－フェイス機能を備えるものとする。

ハ インタ－フェイス機能は、本装置又は灯火運用・監視装置に生じた

故障が相互に波及し難いよう適切な処置を講じたものとする。

(2) 電源の停電時に異常動作等を生じないものとする。また、電源設備に

異常な進相電流の発生を生じないものとする。

(3) 本装置の出力側に接続されるケ－ブル配線、ゴム被覆絶縁変圧器及び

灯器に対し、次のいずれの状態においても異常を与えないものとする。

イ ＣＣＲの入・切、光度切替及び連続運転時

ロ ゴム被覆絶縁変圧器の２次開放、２次短絡及び灯器点灯時

６ 仕様及び細部性能

６．１ ＣＣＲ

６．１．１ 出力電流制御

(1) ＣＣＲは、表４に示す光度選択タップを有するものとする。各光度タ

ップの出力電流は、２．８Ａから６．６Ａの間で、表４の段階別に設定

できるものとする。

(2) 定格負荷の１／４から定格負荷の間の負荷に対し表４に示された入力

電圧の範囲内で、指定された出力電流が確保できるものとする。

なお、接続される負荷の種類は、抵抗及びゴム被覆絶縁変圧器を介し

た灯器（電球、ＬＥＤ）とする。

(3) 接続された定格負荷の１０％に相当する灯器が不点もしくはゴム絶縁

変圧器の２次側が開放した場合においても、前 (2)項 に適合するものと

する。

(4) 次の条件で出力電流が変化したときの応動特性は、０．３秒以内とし、

ラッシュ電流を防止するソフトスタ－ト特性を有するものとする。

イ 電源の投入時

ロ 入力電圧の変化時

ハ 光度タップの切替え時
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表 ４ 出力電流

光度選択区分 標準設定値 (A) 入力電圧変動 (V) 出力電流裕度 (A) 適合 C C R

６ .６

５ .２ 定格入力電圧
ＰＡＬＳ

5 タップ型 ４ .１ ±１０％ 出力電流± 0.1
ＲＥＤＬ

３ .４ 50又は 60Hz

２ .８

６ .６
定格入力電圧 ＰＡＰＩ

3 タップ型 ５ .５ ±１０％ 出力電流± 0.1
50又は 60Hz ＴＷＹＬ

４ .８

６．１．２ 平均効率

平均効率（２５％、５０％、７５％、１００％負荷の平均）は定格入力

電圧、定格出力電流及び定格負荷において８０％以上とする。ただし、５

ｋＶＡ以下は、７５％以上とする。

６．１．３ 入力力率

(1) 入力力率は、定格入力電圧、定格出力電流及び定格負荷において９０

％とする。ただし、負荷の力率は１００％とする。

(2) 運転時、停止時のいずれの状態においても、進み力率とはならないも

のとする。ただし、運転動作状態には最大１０％灯器不点状態を含むも

のとする。

６．１．４ 出力開路電圧

定格入力電圧で運転動作中、負荷回路を開放したときの出力電圧（実効

値）は、定格時の１４０％以下とする。

６．１．５ 出力波形

出力波形は７．３．５項の試験を行ったとき、試験用ゴム被覆絶縁変圧

器の２次開放電圧（波高値）が１，５００Ｖ以下となるものとする。

６．１．６ 絶縁性能

７．３．８項の試験に適合するものとする。

６ .１ .７ 温度特性

７．３．９項の試験に適合するものとする。
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６．１．８ 回路構成

(1) ＣＣＲの回路構成は、図１によるものとする。

(2) 力率改善用コンデンサは使用しないものとする。

(3) 予備器の入力回路には、３相のうちいずれか１相を選択して接続する

ための電磁接触器を設け、選択した常用ＣＣＲと同相に切替え接続がで

きるようにする。ただし、インバータ等を用いて３相入力電源が平衡化

され、相選択が不要な場合はこの限りでない。

６．１．９ 構成部品ユニット

(1) ＣＣＲを構成する機器及び部品は、保全性を向上させるため、表５に

示すユニット構成を標準とし、ユニットごとに取外しが可能なものとす

る。

(2) 出力変圧器ユニットはケ－ブル取外し後、引出しができる車輪付き構

造等とする。また、各ユニットへの制御又は操作配線は、原則としてコ

ネクタを使用した着脱可能なものとする。

表 ５ 構成ユニット一覧表

No 構 成 機 器、部 品 内 容

1 配線用遮断器 (主回路用、制御回路用 )

2 電力変換器

3 出力変圧器

4 出力電流検出変流器

5 制御回路、保護回路

6 操作スイッチ、表示灯

６．１．１０ 定電流機構

定電流機構は、電力変換装器、出力変圧器、出力電流検出変流器及び制

御回路より構成されるもので、細部は次によるものとする。

(1) 電力変換装器

電力変換器は主回路変換部に半導体素子等を用い、定電流制御機

能を満足するものとし、保守性を考慮したものとする。

(2) 出力変圧器

出力変圧器の２次側には、表６に示す中間タップを設け、負荷容

量が定格出力容量以下の時はその負荷容量に応じて切替えができる

ものとする。

ただし、入力力率等が負荷量の影響を受けない場合はこの限りで

ない。

(3) 出力電流検出変流器は、電流計用変流器とは共用しないものとす

る。
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表 ６ 中 間 タ ッ プ

ＣＣＲ容量 (kVA) 中 間 タ ッ プ (kVA)

１ .５ ０．７ ０．９ １．１ １．３ －

３ .５ １ １．５ ２ ２．５ ３

５ ２．５ ３ ３．５ ４ ４．５

１０ ５ ６ ７ ８ ９

１５ ７．５ １１ １２ １３ １４

２０ １０ １６ １７ １８ １９

３０ １５ ２２ ２４ ２６ ２８

６．１．１１ 保護及び異常警報

ＣＣＲには、次の保護及び警報機構を備えるものとする。なお、各機構

の動作復帰は、盤表面に設けた操作パネルで行うものとする。

また、動作表示を遠方においての表示が可能なものとする。

(1) 開路保護

負荷側の開路による被害を防止するため、開路保護機構を設ける。

保護機構は、出力回路開放後０．５秒以内に入力開閉器を遮断開放

し、動作状態を表示装置、ブザー等で警報する。ただし、監視室に

設置されている場合は ､表示装置のみの警報とする。

(2) 過電流保護

負荷回路の損傷を防止するため、過電流が生じた際は、入力開閉

器を遮断開放するとともに、表示装置、ブザー等で警報する。ただ

し、監視室に設置されている場合は、表示装置のみの警報とする。

保護操作時間は表－７とする。

表 ７ 過電流保護条件

出力電流範囲（Ａ） 保護動作

６．７５以上７．００未満 ３秒継続した場合２秒以内に遮断

７．００以上７．２０未満 １秒継続した場合２秒以内に遮断

７．２０以上 ０．３秒以内に遮断
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(3) 負荷回路異常警報

負荷回路配線の接触不良等によるア－クの発生又は標準負荷条件

において出力容量の５％以上の断芯を検出し、表示装置、ブザー等

で警報する。ただし、監視室に設置されている場合は、表示装置の

みの警報とする。

また、状態回復のとき警報信号は消滅するよう回路を構成するも

のとする。

※上記における断芯とはゴム被覆絶縁変圧器２次側開放状態を示

し、容量はゴム被覆絶縁変圧器の定格容量とする。

(4) 主回路異常警報

主回路に許容値以上の大電流が流れた場合には、速断性ヒュ－ズ

により０．０１秒以内に回路を開放し、表示装置、ブザー等で警報

する。ただし、監視室に設置されている場合は、表示装置のみの警

報とする。

(5) 異常パルス電圧保護

雷撃等による入力側及び出力側よりの異常パルス電圧に対してＣ

ＣＲを保護するため、各極と接地間及び出力変圧器の１次側線間に

保護回路を設けるものとする。

(6) 制御回路異常警報

主制御回路に異常が生じ、制御に影響を及ぼすおそれがある場合

は、表示装置、ブザー等で警報する。ただし、監視室に設置させて

いる場合は、表示装置のみの警報とする。

６．１．１２ 操作機構と表示

ＣＣＲの表面には、次の操作部及び表示灯を設けるものとする。

(1) 操作場所切替部

電源の入・切及び光度タップ選択の操作場所を直接又は遠方のい

ずれかに切替えるための機能とし、直接又は遠方のいずれかを選択

しているかの表示を行うものとする。また、遠方に切替えたときは、

次の (2)、 (3)項の操作が、遠方より行えるものとする。

(2) 光度タップ選択部

光度タップ選択を手元で操作するための機能とし、前 (1)項の操

作所切替部が直接に切替えられている条件で操作できるものとする。

光度タップ選択は、５タップ型にあっては０、１、２、３、４、

５の５段階に、３タップ型は０、１、２、３の３段階の光度タップ

のいずれかを任意に選択できるものとし、タッチパネル等は誤操作

を考慮したものする。

操作部は、直接又は遠方のいずれから操作しても、選択した光度

タップを表示できるものとする。

(3) 電源操作部

電源を手元で入・切するための機能とし、前 (1)項の操作部が直

接側に切替えられているときのみに操作ができるものする。操作部

はタッチパネル等であっても、直接、遠方のいずれから操作しても

常時入・切の個別表示ができるものとする。
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(4) 警報表示

次の警報表示及び復帰機能を設ける。

イ 開路

ロ 過電流

ハ 負荷回路異常（ア－ク、断芯）

ニ 主回路異常（全短絡）

ホ 制御回路異常

(5) 出力電流表示

出力電流（目盛 0～ 7.5A）を表示できる装置を設ける。

(6) 受電表示

主電源の受電状態を示す表示灯を設ける。

(7) 電源切替表示

いずれの側の電源に切替られているかを示す表示灯を設ける。

(8) ＣＣＲ予備器運転状態表示

出力装置からの切替表示出力信号により、どの灯火が運用されて

いるかを示す表示装置を設ける。ただし、ＲＷ型を除くものとする。

６．１．１３ 遠方制御と監視

灯火運用・監視装置との間で、前６．１．１２項 (1)から (7)までの各号

の制御及び監視を行うための信号が授受できる機能を有するものとする。

６．１．１４ 配線

(1) 入力配線

ケ－ブル引込式とし、ケ－ブルを接続するための端子台を設けるも

のとする。

(2) 盤内配線

低圧配線に使用する電線は原則としてＩＥ電線、ＨＩＶ電線とし、

高圧配線にはＫＩＰ電線を使用する。

なお、ＣＣＲの主回路配線には、容量変更に対応できるように形式

の最大容量を有する電線を使用する。ただし、Ｒ型は、高圧と低圧と

の区別を超えない範囲で対応するものとする。

(3) 接地配線

ＲＷ型、Ｒ型ＣＣＲの接地配線は、機器接地用と避雷器接地用の２

系統を分離し、２本の接地母線を設け、それぞれＡ種接地ができるよ

うに配線する。また、接地配線には原則として緑色又は緑／黄のＩＥ

電線又はＫＩＶ電線を使用する。

(4) 出力配線

出力側配線には、「航空照明用ゴム絶縁クロロプレンシ－スケ－ブ

ル仕様書」（防灯仕第１１１号）に定められた５ｋＶ単芯 8mm 2 クロロ

プレンシ－スケ－ブルを使用、端末には「航空照明用プラグ・レセッ

プ仕様書」（防灯仕第５７号）によるＰ－１Ａ型プラグ、Ｐ－１Ｂ型

レセップを装着する。

なお、負荷回路電圧が３ｋＶの場合は、同仕様書による３ｋＶ単芯

８ mm 2クロロプレンシ－スケ－ブルを使用、端末にはＰ－２Ａ型プラ
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グ及びＰ－２Ｂ型レ セップを装着する。

ケ－ブルは、プラグ、レセップの部分で２組の絶縁ケ－ブルサポ－

トにより固定するものとする。また、ケ－ブルサポ－トは、プラグ、

レセップを抜き差しするのに便利な位置及び高さに取付けるものとす

る。ただし、列盤構成における隣接盤間の配線は、圧着端子による接

続とする。

(5) 制御配線

制御配線は、高圧又は低圧の配線と充分な離隔距離をとって配線す

るものとし、また、外部配線を接続するための端子台又はコネクタを

設けるものとする。

(6) 表示灯

表示灯には、原則としてＬＥＤ素子（発光ダイオ－ド）を使用する。

６．１．１５ 外箱等

(1) 構 造

外箱は、鋼板製自立型とし、前面と背面には容易に保守点検ができ

るよう扉又は取外しが可能な囲い板を設ける。

(2) 材 料

外箱に使用する鋼板の厚さは、扉部 2.3mm以上、その他は 1.6mm以上

とする。

(3) 塗 装

盤表面は、塗装下地処理の後、下塗り、パテトギ、中塗り、上塗り

を、また、盤内面は下地塗装処理後下塗り、上塗りとし、いずれもメ

ラミン焼付け仕上げとする。

なお、塗装色については指定されたものとする。

６．１．１６ 銘板等

(1) 銘 板

９．１．１項によるものとする。

(2) 結線図

外箱内側の見易い位置に結線を記入した結線図を取り付ける。

なお、材質については経年劣化を考慮したものとする。

(3) 記 号

内部結線に使用する配線及び端子台には、デバイスや端子番号など

すべて記号を付するものとする。

６．１．１７ その他

(1) ＣＣＲ出力電流計測用トランスジューサー付属

必要に応じＣＣＲ出力電流を監視制御システムで計測するためトラ

ンスジューサーを設けるものとする。入力は０～５Ａ、出力は４～２

０ｍＡとする。
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６．２ 出力装置

６．２．１ 開閉性能

出力装置の切替開閉器の開閉性能は表８による。

表 ８ 開 閉 性 能

仕 様

項 目

C／ O、 D／ O型 C／O、 D／O型以外

定 格 電 圧 ６００ Ｖ 50／ 60Hz ７ .２ kＶ 50／ 60Hz

使 用 電 圧 ５５０ Ｖ 50／ 60Hz ６ .６ kＶ 50／ 60Hz

定 格 電 流 １０ Ａ １０ Ａ

使 用 電 流 ６ .６ Ａ ６ .６ Ａ

開閉容量の級 ＡＣ－１級 ＡＣ－１級

開閉頻度の種類 ５号 ( ３０ 回／ h) ５号 ( ３０ 回／ h)

機 械 的 寿 命 ４種 (２５万回以上 ) ４種 (２５万回以上 )

電 気 的 寿 命 ４種 ( ５万回以上 ) ４種 ( ５万回以上 )

６．２．２ 切替性能

(1) Ｄ型（方向切替型）

切り替えは、現使用回路と選択する他の回路とを並列に接続し、接

続が完全に完了した後現使用回路を開放することにより選択する他の

直列点灯回路に切替える機能を有するものとする。また、切替動作中

はＣＣＲ出力を保護する機構を設ける。

(2) Ｃ型（常用・予備切替型）

イ ＣＣＲ運転中の場合

常用ＣＣＲを予備器に切り替える場合、常用器の入力接触器を開

放した後負荷回路を予備器に切り替えるものとする。

なお、遠方操作の場合は、これに続いて予備器の入力接触器を投

入するものとする。

また、予備器から常用器に切り替える場合も同様とする。

ロ ＣＣＲ休止中の場合

常用器が故障等により停止の際は、直ちに負荷回路を予備器に切

り替えるものとする。また、予備器より常用器に切り替える場合も

同様とする。

(3) 切替動作時間は１秒以内とする。
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(4) 切替操作の電気特性は次による。

イ 最低動作電圧はＣ／Ｏ、Ｄ／Ｏ型を除き、定格操作電圧の８５％

以下、最低引外し電圧は同じく７５％以下とする。

ロ 投入及び引外し電流は、操作回路の定格電圧が交流１００Ｖの場

合、投入電流は２５Ａ以下引外し電流は５Ａ以下とする。

(5) Ｍ型（常用・予備手動切替型）

誘導路灯回路において常用ＣＣＲを予備器に切り替える場合、常用

ＣＣＲの出力ケ－ブルと負荷ケーブルを手動にて切離し、予備ＣＣＲ

側に手動にて接続替えするものとする。また予備ＣＣＲの入力相選定

及び予備ＣＣＲの遠方操作設定のため盤前面扉の予備器設定スイッチ

を対応する負荷に選択設定するものとする。

６．２．３ 絶縁性能

７．４．３項の試験に適合するものとする。

６．２．４ 温度性能

７．４．５項の試験に適合するものとする。

６ .２ .５ 回路構成

回路構成は、図１によるものとする。

６ .２ .６ 構成部品ユニット

(1) 回路を構成する機器及び部品は、保全性を向上させるため、表９に

よるユニット構成を標準とし、ユニットごとに取り外しが可能なもの

とする。

表 ９ 構成ユニット一覧表

No 構 成 機 器、 部 品 内 容

1 切替開閉器、制御回路

2 避雷器、接地継電器

3 制御用変圧器、継電器 ､制御基板

4 操作スイッチ、表示灯

注 表中 No1, 2, 3のユニット構成機器は ､出力装置の種類によって

異なるもので、詳細は図２による。

(2) Ｎｏ１ユニットは車輪引出型とし、また、主回路との電気接続はプ

ラグイン方式とする。

(3) Ｎｏ１ユニットは、通電状態では引出しができないようなインタ－

ロック機構を有するものとする。
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(4) ユ ニットの操作、制御配線の接続はコネクタによるものとし ､着脱

自由なものとする。

６．２．７ 切替開閉器

切替開閉器は、接触子、切替開閉機構、操作表示部により構成され、そ

の細部は次によるものとする。

(1) Ｄ型（方向切替型）、Ｃ型（常用・予備切替型）は、切替開閉機構

を除き外形寸法、構造及び使用部品は、共通性のある標準化したも

のとする。

(2) 接触子は、６ .２ .１項に示された性能に耐えるもので、定格使用状

態において、接触不良、うなり、ばたつき等の異常を生じることなく、

電気的、機械的な寿命を補償できるものとする。

接触子の型式は真空バルブ型とし、保守交換が容易に行えるものと

する。また、Ｃ／Ｏ型、Ｄ／Ｏ型は低圧電磁接触器とする。

(3) 切替動作は、電気的動作及び手動（ハンドル操作）の２方式とする。

ただし、Ｃ／Ｏ型、Ｄ／Ｏ型は、電気的動作のみとする。

電気的動作は、遠方、直接のいずれからも操作できるものとする。

また、電気的動作の場合は機械的保持式とし、動作表示も機械的保持

方式とする。

(4) 切替開閉器には、次の機能を備えるものとする。

イ 開閉表示（機械的表示） Ｃ／ＯＤ／Ｏ型は除く

ロ 動作回数表示（動作回数計） Ｃ／ＯＤ／Ｏ型は除く

ハ 操作電源表示（電気的表示）

ニ 切替用途表示（銘板）

(5) 切替開閉器には出力盤表面及び遠方から、次の操作と表示が行える

よう構成し、必要な場合は信号出力端子を設けるものとする。

イ 操作場所切替操作及び表示

ロ 常用・予備器切替操作及び表示（Ｃ型）

ハ 方向切替操作及び表示 （Ｄ型）

６．２．８ 保護機構

出力装置には、次の保護及び警報機構を備えるものとする。

(1) 接地警報（Ｃ型、Ｍ型）

負荷回路の絶縁抵抗値を表示し、かつ、絶縁抵抗値が設定値以下に

低下した場合表示灯及びブザ－で警報を発生する機構とする。ただし、

監視室に設置されている場合は、表示灯のみの警報とする。

絶縁抵抗検出機構（接地抵抗計）は直流印加方式とし、絶縁抵抗値

は計器により直読できるもので、瞬時の絶縁抵抗低下時は動作せず、

約１０秒間連続して低下したとき動作するようタイマ－機能を付属す

るものとする。また、警報信号は自己保持しない構造とする。
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図：接地警報回路図

(2) 雷サ－ジ保護

ＣＣＲ出力側に接続される機器を誘導雷より保護するため、接続さ

れた機器と絶縁協調のとれる避雷器を設けるものとする。

６ .２ .９ 操作機構と表示

出力装置の表面には、次の操作スイッチ及び表示灯を設けるものとする。

(1) 操作場所切替えスイッチ（Ｃ型、Ｄ型）

切替開閉器の操作場所を直接又は遠方のいずれかに切り替えるため

のスイッチとし、直接又は遠方のいずれかを選択しているかの表示を

行うものとする。

(2) 常用・予備切替えスイッチ（Ｃ型）

常用器・予備器の切替えを手元で行うためのスイッチとし、前 (1)

項のスイッチが直接に切替えられているとき操作できるものとする。

また、常用器、予備器のいずれを選択しているかを操作場所にかか

わらず表示できる機能を有するものとする。

(3) 方向切替えスイッチ（Ｄ型）

点灯方向切替えを手元で行うためのスイッチとし、前 (1)項のスイ

ッチが直接に切替えられているとき操作できるものとする。

また、いずれの方向を選択しているかを操作場所にかかわらず表示

できる機能を有するものとする。

(4) 接地抵抗と警報表示（Ｃ型、Ｍ型）

６ .２ .８ (1)項 の接地抵抗計（埋込型）又は表示装置を備えるもの

とする。

(5) 予備器設定スイッチ（Ｍ型）

常用器・予備器の出力ケーブルを切替後、予備ＣＣＲの入力相の選

択及び遠方からの操作設定のため対応する負荷に選択設定するものと

する。

６．２．１０ 遠方制御と監視

灯火運用・監視装置との間で、前６．２．９ (2)、 (3)項及び (4)項 の制

御及び監視を行うための信号が授受できるものとし、外部信号を接続する

端子台又はコネクタを設けるものとする。



３－１－ 15

６．２．１１ 配 線

(1) 盤内配線

６．１．１４ (2)項による。

(2) 入力・出力配線

６．１．１４ (4)項による。

(3) 接地配線

６．１．１４ (3)項による。

(4) 制御配線

６．１．１４ (5)項による。

６．２．１２ 外箱等

６．１．１５項による。

６．２．１３ 銘板等

６．１．１６項による。

７ 試 験

７．１ 外観・構造

構造・寸法、仕上げ、塗装及び内部構成機器の引出し、操作機構等が本仕

様書に適合するものとする。

７．２ 性能試験

７．２．１ インタ－ロック試験

５．４ (1)項及び６．２．６ (3)項に適合するものとする。

７．２．２ 予備器切替試験

常用器ＣＣＲの運転を停止させ、予備器ＣＣＲに切り替えたとき、５．

５ (1)項及び (2)項に適合するものとする。

７．３ ＣＣＲ性能試験

７．３．１ 出力電流制御性能試験

(1) ＣＣＲに定格負荷を接続し、入力電圧を６．１項表４に示す範囲で

変化させたとき、出力電流の裕度は表４の範囲内とする。

(2) 定格出力の１／４の負荷を接続して前 (1)項の試験を行うものとす

る。

なお、この場合出力変圧器の２次側タップは切り替えないものとす

る。

(3) ＣＣＲに定格負荷量に対し、１０％を断芯状態として試験したとき、

６．１．１ (3)項に適合するものとする。

(4) ＣＣＲに定格負荷を接続し、定格入力電圧において６．１．１ (4)

項に示す条件で出力電流を変化させたときの対応特性を測定したとき、

６．１．１ (1)項及び (4)項に適合するものとする。

７．３．２ 平均効率試験

定格負荷の２５％、５０％、７５％、１００％負荷を接続し、定格入力
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電圧を印加したときの定格出力電流における入力電力と出力電力を測定す

る。平均効率は次式により算出し、６．１．２項に適合するものとする。

出力電力
効率＝

入力電力

（２５％＋５０％＋７５％＋１００％時の効率）
平均効率＝

４

７．３．３ 入力力率試験

(1) 定 格負荷を接続し、定格入力電圧を印加して、定格出力電流にお

いて入力力率を力率計により測定したとき、６．１．３ (1)項に適合

するものとする。

(2) 前 (1)項条件で、接続された負荷の１０％をランプ断芯状態とした

とき、入力力率が進み力率とならないものとする。

７．３．４ 出力開路電圧試験

定格入力電圧で運転中２次側回路を開放し、出力電圧を測定したとき、

６．１．４項に適合するものとする。

７．３．５ 出力波形試験

定格負荷を接続し、この負荷の一部を試験用ゴム被覆絶縁変圧器として

その２次側を開放し、変圧器２次開放電圧の波高値をシンクロスコ－プで

測定したとき、６．１．５項に適合するものとする。

７．３．６ 保護及び警報機能試験

(1) 開路保護

６．１．１１ (1) 項に適合するものとする。

(2) 過電流保護

６．１．１１ (2) 項に適合するものとする。

(3) 負荷回路異常警報

ア－ク検知警報は、負荷回路にアーク波形を模擬する試験器を用い

て、機能を試験する。

断芯検知警報は、ゴム被覆絶縁変圧器の２次側を順次開放し、出力

容量の５％以上の断芯で警報を発生するものとする。

なお、この試験はすべてのタップ段階で行うものとする。

(4) 主回路異常警報

６．１．１１ (4) 項に適合するものとする。ただし、速断ヒュ－ズ

の過電流遮断性能は、製造者の試験デ－タによって代えることができ

るものとする。

７．３．７ 操作及び表示機能試験

次のスイッチ及び表示機構は、６．１．１２項に適合するものとする。

(1) 操作場所切替スイッチ
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(2) 光度タップ選択表示（直接及び遠方）

(3) 電源スイッチ（直接及び遠方）

(4) 出力電流表示

(5) 受電表示、電源切替表示、ＣＣＲ運転状態表示

７．３．８ 絶縁性能試験

(1) 絶縁抵抗試験

次項の耐電圧試験の前後、導電部一括と非導電部間の絶縁抵抗を測

定したとき、表１０の値以上とする。

表 １ ０ 絶縁抵抗試験

回 路 電 圧 絶縁抵抗値 測 定 器

６ ０ Ｖ以下 ５ M Ω以上 250 Ｖ絶縁抵抗計

６ ０ Ｖ を超え ６ ０ ０ Ｖ以下 ５ M Ω以上 500 Ｖ絶縁抵抗計

６ ０ ０ Ｖ を超える もの ５ M Ω以上 1,000 Ｖ絶縁抵抗計

注 半導体を含むプ リン ト基板は取り外して試験する 。

(2) 耐電圧試験

導電部一括と非導電部間に、使用回路電圧に応じて表１１に示す周

波数５０Ｈｚ又は６０Ｈｚの正弦波に近い交流電圧を１分間印加した

とき、これに耐えるものとする。

表 １１ 耐 電 圧 試 験

項 目 公称回路電圧(Ｖ) 試験電圧(Ｖ) 備 考

操作制御回路 60 以下 1,000

外部端子を含む制御回路

(交、直流 ) 60～ 125 1,500

主 回 路 300 以下 1,500 210V入力端子、 1.5kVA CCR出力

(交流 ) 300～ 600 1,890 415V入力端子、 3.5kVA CCR出力

600～ 1,500 6,000 5kVA CCR出力

1,500～ 3,000 9,500 10kVA, 15kVA CCR出力

3,000～ 5,000 13,500 20kVA, 30kVA CCR出力

注 半導体を含むプ リン ト基板は取り外して試験する 。
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(3) 雷インパルス耐電圧試験

導電部一括と非導電部間に、ＣＣＲ型式に応じた表１２に示す波形

の電圧を印加したとき、これに耐えるものとする。

表 １２ 雷インパルス耐電圧試験

ＣＣＲ型式 絶縁階級 波高値、波形 備 考

10 kVA型、 15 kVA型 ３号Ｂ 30kV( 1.2/50μＳ )

20 kVA型、 30 kVA型 ６号Ｂ 45kV( 1.2/50μＳ )

７ .３ .９ 温度試験

周囲温度４０℃以下の環境で、６．１．１ (2) 項に定める全負荷を接続し、

定格入力電圧により最大タップ電流で８時間以上各部の温度上昇値がほぼ一

定となるまで運転したとき、各部に異常が生ずることがなく、また、各部の

温度上昇値を測定したとき、表１３の値以下とする。

連続運転中の入力電圧及び出力電流を記録計により記録するものとする。

表 １３ 温度上昇値

絶縁種別 温 度 上 昇 値 (℃ deg)
測定法

測定個所 Ａ種絶縁 Ｂ種絶縁 Ｆ種絶縁 Ｈ種絶縁

巻 線 部 温度計法 ６５ ９０ １１５ １４０

鉄 心 部 〃 ６５ ９０ １１５ １４０

コ ン デ ン サ 〃 － － － － ２５

電 力 変 換 器 〃 － － － － サイリスタ
( 基 準 点 ) ７５

サイリスタ

以外

１００

７．４ 出力装置性能試験

７．４．１ 開閉性能試験

(1) 機械的寿命

切替開閉器等を正常な使用状態と同様に導体を接続して設置し、主

回路は無充電とし、操作回路は定格電圧により操作電磁コイルに通電、

３０回／毎時又は、それ以上の開閉頻度で動作させたとき、締付部及

び導体接続部分に有害なゆるみ等が生じることなく正常に動作し、６．

２．１項に適合するものとする。ただし、２５万回の１／１０の回数
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ごとに次の手入れを行うことができるものとする。

イ 分解を除く開閉器全体の清掃

ロ 正常な使用状態での潤滑が、製造者より指定されている部分へ

の注油

ハ 接触子間距離及び接触子圧の調整（切替開閉ユニットの構造に

より調整できるものに限る。）

ニ 消耗した接触子の交換

ホ 試験時間を短縮するため所定の開閉頻度を超過して試験を行う

場合は、操作電磁コイルの交換

(2) 電気的寿命試験

切替開閉器等を正常な使用状態と同様に導体を接続して設置し、主

回路に定格使用電流（力率０ .９５）を通電し、３０回／毎時の開閉

頻度及び使用率４０％で開閉動作させたとき、正常に動作し、かつ、

６．２．１項に適合するものとする。ただし、試験中の部品の交換及

び切替開閉器本体の手入れは行わないものとする。

７．４．２ 切替性能試験

(1) 直接及び遠方操作による切替操作を繰返し行ったとき、切替動作性

能は６．２．２ (1)、 (2)、 (3)項及び６．２．７項にそれぞれ適合す

るものとする。

(2) 切替操作の操作電圧及び電流特性は、６．２．２ (4)項の (ｲ)、 (ﾛ)

に適合するものとする。

７ .４ .３ 絶縁性能試験

(1) 絶縁抵抗試験

次項の耐電圧試験の前後、導電部一括と非導電部間の絶縁抵抗を測

定したとき、７．３．８項表１０の値以上とする。

なお、試験は接触子を閉じた状態で行うものとし、試験箇所は次の

とおりとする。

イ 導電部と非導電部間

ロ 接触子と操作回路間

ハ 接触子各極間

(2) 耐電圧試験

導電部一括と非導電部間に、使用回路電圧に応じて７．３．８項の

表１１に示す周波数５０Ｈｚ又は６０Ｈｚの正弦波に近い交流電圧を

１分間印加したとき、これに耐えるものとする。

なお、試験は接触子を閉じた状態で行うものとし、試験箇所は前

(1)のとおりとする。

(3) 雷インパルス耐電圧試験

導電部一括と非導電部間に、４５ｋＶ (1.2/50μＳ )の波形の電圧を

印加したとき、これに耐えるものとする。

７．４．４ 接地警報機能試験

出力側配線を５００ｋΩ、１ＭΩ、５ＭΩの抵抗で接地したとき、６．

２．８項の接地抵抗計の指針が同抵抗値を指示するものとする。
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また、接地抵抗計の指針を同抵抗値に設定したとき、警報を発生するも

のとし、更に同抵抗を除いたとき警報信号は消滅するものとする。

７．４．５ 温度試験

周囲温度４０℃以下の環境で、開閉器に定格使用電流を通電し各部の温

度上昇値がほぼ一定となるまで運転したとき、各部に異常が生ずることが

なく、また、各部の温度上昇値を測定したとき、表１４の値以下とする。

表 １４ 温度上昇値

測 定 個 所 測定法 温度上昇値 (℃ deg)

主 回 路 端 子 及 び 導 体 接 続 部 温度計法 ４０

金 属 部 〃 １５
手 動 操 作 部

絶 縁 部 〃 ３０

接続部に接続する金属部(Ａ種絶縁の場合) 〃 ６５

コ イ ル 〃 ８５

７．４．６ 操作及び表示機能試験

出力装置表面の各操作スイッチを操作したときの動作及び表示は、６．

２．９項に適合するものとする。



３－１－ 21

８ 検 査

立会い検査は、表１５のとおりとする。

表 １ ５ 検査の項目

種 別 Ａ 欄
Ｂ 欄 備 考

検 査 項 目 (ア ) (イ )

7.1 外 観 ・ 構 造 各種１台 全数 ○

システム 7.2.1 システムインタ－ロック 各種１台 全数 ○

7.2.2 予 備 器 切 替 ﾊﾞﾝｸ１台 全数 ○

7.3.1 出力電流制御性能 (1) 各種１台 全数 ○

〃 (2) 〃 〃 ○

〃 (3) 〃 〃 ○

〃 (4) 〃 〃 ○

7.3.2 平 均 効 率 各種１台 全数 ○

7.3.3 入 力 力 率 (1) 各種１台 全数 ○

〃 (2) 〃 〃 ○

7.3.4 出力回路電圧 各種１台 全数 ○

Ｃ Ｃ Ｒ 7.3.5 出 力 波 形 ○

7.3.6 保護及び警報機能 (1) 各種１台 全数 ○

〃 (2) 〃 〃 ○

〃 (3) 〃 〃 ○

〃 (4) 〃 〃 ○ 注 3

7.3.7 操作及び表示機能 各種１台 全数 ○

7.3.8 絶 縁 抵 抗 各種１台 全数 ○

7.3.8 耐 電 圧 各種１台 全数 ○

7.3.8 雷インパルス耐電圧 ○ 注 3

7.3.9 温 度 ○

7.4.1 開 閉 性 能 (1) ○ 注 3

〃 (2) ○ 注 3

7.4.2 切 替 性 能 (1) 各種１台 全数 ○

〃 (2) 〃 〃 ○

7.4.3 絶 縁 抵 抗 各種１台 全数 ○
出力装置

7.4.3 耐 電 圧 各種１台 全数 ○

7.4.3 雷インパルス耐電圧 ○ 注 3

7.4.4 接地警報機能 各種１台 全数 ○

7.4.5 温 度 ○

7.4.6 操作及び表示機能 各種１台 全数 ○
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注 1 Ａ欄 (ア )に 原則として監督官立会いのうえ行う検査項目を、Ａ欄 (イ )

に製造者が社内において行う試験・検査項目を、Ｂ欄に製造者が同一設

計で最初の製品について行う試験・検査項目を示す。

2 Ｂ欄○印は試験・検査の実施を示す。

3 製造者の社内試験デ－タの確認により、試験に代えることができるも

のとする。

９ 表示及び梱包

９．１ 表 示

９．１．１ 本体表示

装置本体には、次の事項を明確に表示する銘板を取り付けるものとする。

また、内部構成主要部品には、製造者名、部品名、製造年月を表す管理

記号を鋳造、刻印、不滅インク等で表示する。

型式・品名

製 造 年 月

製 造 番 号

製 造 者 名

９．１．２ 梱包表示

梱包の２側面には、適当な方法で次の事項を表示する。

型式・品名

数 量

製 造 者 名

９．２ 梱 包

運搬中損傷しないよう、十分な強度を有する木箱等の適切な方法で梱包す

る。

９．３ 取扱説明書

設置及び保守点検に必要な、次の取扱説明書を提出する。

(1) 部品表のすべての構成部品を表す回路図

(2) 製造者、型式及び定格を記入した部品表

(3) 保守要領書

(4) 故障対策リスト（トラブルシュ－テング・チャ－ト）

(5) 操作説明書
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１ 適用範囲

本仕様書は 、飛行場灯火の制御及び運用 ・監視装置 と し て設置する飛行場灯

火運用 ・監視装置 （以下 「本装置 」 とい う 。 ） について適用する 。

２ 適用法規及び規格

(1) 航空法施行規則 （昭和 ２ ７年 ７月運輸省令第５ ６号 ）

(2) 日本工業規格 （ Ｊ Ｉ Ｓ ）

(3) 関 連 仕 様 書

飛行場灯火電力制御装置仕様書 防灯仕第２ ６ ５号

３ 用語の定義

(1) 灯火運用卓
管制塔に設置され 、灯火に給電するための灯火電力制御装置等を管制官の

操作によ り灯火群別に制御する と と もに 、灯火運用状況をモニタ－す る装置を

い う 。

(2) 灯火監視操作盤
飛行場電源室に設置され 、次の制御及び表示機能を有する装置をい う 。

(ｲ ) 灯火運用卓と同様の操作機能及び表示機能。
(ﾛ ) 灯火運用卓 も し くは本装置操作部の操作信号に よ り所定の情報処理を行

い、灯火電力制御装置等を制御する機能 。

(ﾊ ) 常用－予備切替制御及び状態表示機能。
(ﾆ ) 方向切替制御及び状態表示機能。
(ﾎ ) 灯火回路ごとの形象表示機能 。
(ﾍ ) 定電流調整装置 （以下 「 Ｃ Ｃ Ｒ 」 と い う 。 ） の回路別運転状況を表示する機

能。

(3) インタ－フェイ ス盤
飛行場電源室に設置され 、灯火制御システムの信号受け渡しを行 う制御装

置又は継電器等を配置した盤をい う 。

(4) 直流電源盤
飛行場電源室に設置され 、灯火運用監視装置の制御電源 と して 、直流 １ ０ ０

v を供給する装置をい う 。

４ 環境条件

本仕様書に定める装置は、次の環境条件下において使用するものとする 。

(1) 周囲温度 飛行場電源室設置 ０℃ ～ ４ ０℃

(2) 相対湿度 飛行場電源室設置 ３ ０％ ～ ９ ０％

(3) 標 高 １ ,０ ０ ０ ｍ以下
(4) 使用場所 屋 内

(5)そ の 他 航空機が発生するガス 、無線施設による電波によ り影響を受け

ない もの とする 。 また 、周囲温度が範囲を超え問題が生じ る恐

れのある場合は、その対策が講じられる構造 とする 。
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５ 基本性能

５ .１ 装置の性能

本装置は 、論理制御方式によ り飛行場灯火の運用と監視が適切に行える もの

と し 、次に示す機能を有するもの とする 。

(1) 航空機の離着陸及び地上走行を支援する灯火 （以下 「灯火 」 とい う 。 ） を 、航

空機運航時の環境条件に最適な状態で点滅並びに光度制御 （以下 「灯火運

用 」 とい う 。 ） す るに必要な情報授受を 、飛行場灯火電力制御装置 （以下 「灯

火電力制御装置 」 とい う 。 ） と の間で行 う こ とができる もの とする 。

(2) 灯火運用にかかわるシ ステム を常時正常に維持するため 、並びにシステム

に異常が生 じた場合に必要な情報を表示 し 、 適切な保全処置を実施するた

めの保全情報監視、保全操作及び保全情報記録等 （以下 「保全運用 」 とい う 。 ）

を行 う こ とができる もの とする 。

５ .２ 装置の構成 と系統

５ .２ .１ 構 成

本装置は 、灯火運用シ ステム と保全運用システムの二つのサブシ ステム よ り

な り 、次の装置から構成されるものとする 。

(1) 灯火運用卓
(2) 灯火監視操作盤
(3) イン タ－フェイス盤
(4) 直流電源盤

５ .２ .２ 系 統

(1) 本装置の系統は図１による 。
(2) 本装置を適用する灯火の種類は 、表 ８の欄 １によ る 。

５ .３ 装置の機能

５ .３ .１ 灯火運用システム

灯火運用システムには、次の機能を備えるものとする 。

(1) 表 ９又は表 １ ０に示す 「飛行場灯火基準設定光度段階表 」に従って 、灯火運

用するための 「 論理制御条件 」 を入力する機能を灯火運用卓に備え る も の とす

る 。

(2) 論理制御条件と異なる灯火運用条件 （以下 「直接制御条件 」 とい う 。 ） を灯火

種別ご とに 、手動で本装置に入力する機能を灯火運用卓に備える もの とす

る 。

(3) 灯火運用卓で入力された前 (1)項及び (2)項の入力条件を情報処理し 、灯火
種別ご との灯火運用制御信号と して 、灯火電力制御装置等に出力する機能

をイン タ－フェイ ス盤の論理制御部に備えるものとする 。

(4) 灯火電力制御装置等から各灯火回路毎の灯火運用状況に関する情報を入

力して処理し 、灯火運用卓に表示する と と もに必要のある ものについては 、

警報を発する機能を有するものとする 。
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５ .３ .２ 保全運用システム

保全運用システムには、次の機能を備えるものとする 。

(1) 前 (1)、 (2)、 (3)の各項に示す灯火運用卓の機能を灯火監視制御盤に備え、
必要に応じて切替えて論理制御ができる機能を備えるもの とする 。

(2) 灯火監視操作盤には 、光度制御する灯火以外の灯火の制御を手動によ り

操作ができる機能を備えるものとする 。

(3) 灯火電力制御装置等の予防保全情報検知機構、故障発生検知機構よ り検

知した保全情報を 、必要に応 じて情報判断を行って表示及び警報する機能

を 、灯火監視操作盤に備えるもの とする 。

５ .４ システム入力と表示

５ .４ .１ 種類と適用

(1) 灯火運用システムの入力機構と表示機構は 、次の とお り とする 。
(ｲ ) 論理制御条件入力機構
(ﾛ ) 直接制御条件入力機構
(ﾊ ) 論理制御条件入力表示機構
(ﾆ ) 灯火運用入力表示機構
(ﾎ ) 灯火運用状況表示機構

(2) 保全運用システムの入力機構と表示機構は 、次の とお り とする 。
(ｲ ) 保全運用入力機構 ------- (1)－ (ｲ ),(ﾛ ) 項を含む。

(ﾛ ) 保全運用表示機構 ------- (1)－ (ﾊ ),(ﾆ ) 項を含む 。

(ﾊ ) 灯火運用状況表示機構

５ .４ .２ 論理制御条件入力

(1) 論理制御条件入力機構は、表 １の区分に従って設けるものとする 。

表 １ 入 力 条 件 区 分

適用対象 入力機構の種類 ス イ ッ チ 名 称

背景輝度条件 「 Ｄ Ａ Ｙ 」 「 ＴＷ Ｉ Ｌ Ｉ Ｇ Ｈ Ｔ 」 「 Ｎ Ｉ Ｇ Ｈ Ｔ 」

飛行場全域

雲 底 高 条 件 「 ３ ０ ０－ 」 「 ３ ０ ０＋ 」 「 」 「 」

進 入 方 向 「 」 「 」 (注 )
滑 走 路 別

視 程 条 件 [8 － ] [8 － 15] [16 － 49] [50 ＋ ] [ ]

注 進入方向表示

(2) 論理制御条件入力機構は、灯火運用卓及び灯火監視操作盤に設ける 。
(3) 論理制御条件入力によ り制御される灯火の種類及び制御内容は 、表 ８の ３
欄によ る 。

(4) 前 (1),(2)項に示す各入力機構は 、表 １に示す入力スイッチを １組備えるもの
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とする 。

(5) 入力機構の種類に対応するスイ ッチ群ごとに最後に入力された条件で論理

制御される構成とする 。

(6) 進入方向スイ ッチを選択するこ とによ り 、選択された進入方向の灯火回路へ
切替える信号を出力する構成 とする 。

(7) 前 (2)項に示す各入力機構は 、同時に複数の箇所から操作ができないよ う 、
操作場所切替えスイ ッチを灯火監視操作盤に設ける もの とする 。 この切替え

ス イ ッチを 「塔 」 に設定した と き操作権は灯火運用卓とし 、 「 監 」に設定された

と きの操作権は 、灯火監視操作盤に移行するもの とする 。

５ .４ .３ 直接制御条件入力

(1) 直接制御条件入力は 、灯火運用卓及び灯火監視操作盤に設けるもの とす
る 。

(2) 直接制御条件入力によ り制御される灯火の種類及び制御内容は表８の ４ ，
５欄によ る もの とする 。

(3) 直接制御条件入力機構は 、表 ２に示す適用灯火ご とに次の機能を有する入
力スイ ッチを １組づつ備えるもの とする 。

(ｲ ) 表 ８のイ 、ハ 、ニ 、ホ 、ヘ に関する 「光度選択制御 」は [Ｕ Ｐ ] [ＤＯＷＮ ]の
１組のス イ ッチに よ り論理制御条件とは無関係に光度選択を行える もの とす

る 。

[Ｕ Ｐ ]のス イ ッチは 、 ス イ ッチの １動作ご とに １段階づつ当該灯火の光度
段階が上昇する よ う構成し 、 [Ｄ ＯＷＮ ]ス イ ッチは同じ く １段階づつ下降す
るよ う構成するものとする 。

また 、光度段階は表 ８のハ 、ホは ５段階 、 イ 、ニ 、ヘは ３段階 とする 。 なお 、

将来 ７段階制御に改訂されたとき 、容易に変更対応が可能なもの とする 。

(ﾛ ) 表８のイ 、ハ 、ニ 、ホ 、ヘに関する 「直接点滅制御 」 と 「 論理復帰制御 」は

同一のス イ ッチに よ り操作でき る もの とす る 。

論理制御条件で運用中においては 、ス イ ッチの第 １動作で当該灯火を論

理制御条件 と無関係に光度段階 ０ と し 、直接制御条件での運用中はス イ ッ

チの第 １動作で当該灯火を直接制御条件から論理制御条件に復帰する も

のとする 。

(ﾊ ) 表８のロ 、 ト 、チ に関する 「直接点滅制御 」 と 「 論理復帰制御 」は同一のス

イ ッチに よ り操作でき る もの と し 、 ス イ ッチの第 １動作で当該灯火を論理制

御条件 （点灯又は消灯 ） か ら反転して直接制御条件 （点灯又は消灯 ） と し 、

ス イ ッチの第 ２動作で論理制御条件に復帰するもの とする 。

(ﾆ ) 「 Ｒ Ｅ Ｓ Ｅ Ｔ 」 ス イ ッチを押した と き 、すべての灯火は論理制御条件に復

帰するもの とする 。
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表 ２ 直接制御条件入力スイッチ

適用灯火の種類 入力機構の種類 入力スイ ッチ名称 備 考

光度選択制御 [Ｕ Ｐ ] [ＤＯＷＮ ] 各灯火毎に１組

表 ８

直接点滅制御 「灯火記号 」 同 上

イ ,ハ ,ニ ,ホ ,ヘ
論理復帰制御 (上記 ｽｲｯﾁと 共用 ) 上記２つの制御の個別リセ ッ ト用

表 ８ 直接点滅制御 「灯火記号 」 各灯火毎に１組

ロ ,ト ,チ 論理復帰制御 (上記 ｽｲｯﾁと 共用 ) 上記制御の個別リセッ ト用

全 灯 火 一括 ﾘｾｯﾄ制御 「 Ｒ Ｅ Ｓ Ｅ Ｔ 」

(4) 論理制御条件入力スイ ッチのいずれかを操作した場合には、すべての灯火
が論理制御条件へ復帰するもの とする 。

５ .４ .４ 論理入力表示

(1) 灯火運用卓及び灯火監視操作盤には、論理制御条件入力機構に各々対応
した論理入力表示機構を設けるもの とする 。

(2) 論理入力表示機構によ り表示する項目は 、論理制御条件入力スイ ッチによ

り選択した入力条件と し 、表示名は表 １によ る 。

(3) 論理入力表示は 、灯火監視操作盤が当該入力によ り動作したこ とを示す信

号によって表示を行 う もの とする 。

５ .４ .５ 灯火運用入力表示

(1) 論理制御条件又は直接制御条件と して入力された灯火運用入力条件を表
示するため 、灯火運用入力表示機構を設けるもの とする 。

(2) 灯火運用入力表示機構は、灯火運用卓及び灯火監視操作盤に直接制御条
件入力機構に対応して設けるもの とする 。

(3) 灯火運用入力表示機構によ り 、灯火運用入力条件を表示する灯火の種類と
表示項目は表８の ７ ， ８欄 とする 。

(4) 灯火運用入力表示機構は、論理制御条件もし くは直接制御条件における

各灯火ご との灯火運用入力条件を表示するため 、表 ３に示す表示機構を各

灯火ごとに １組づつ備えるもの とする 。

(5) 光度段階表示及び点灯表示は、灯火監視操作盤の制御出力信号によ り表
示する 。 ま た 、その他の表示は灯火監視操作盤が当該入力によって動作し

たこ とを示す信号によ り表示を行 う もの とする 。

(6) 一括 リセ ッ ト表示は 、次のいずれかによる もの とする 。
(ｲ ) 直接制御を行った と きは 、いずれの直接制御条件入力スイッチから操作

した場合でも一括 リセッ ト表示は点灯するもの とする 。
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(ﾛ ) 個別に論理復帰操作を行っても直接制御を行っている灯火が他に残っ
ている場合には、一括 リセ ッ トは点灯する ものとする 。

(ﾊ ) 「 Ｒ Ｅ Ｓ Ｅ Ｔ 」 ス イ ッチ又は論理制御条件入力によ り一括 リセ ッ ト操作を行

い 、全灯火が論理制御条件に復帰した と きは 、一括 リセ ッ ト表示は消灯す

るもの とする 。

表 ３ 灯火運用入力表示

表 示 内 容
運用灯火の種類 表示機構の種類

論理制御条件の場合 直接制御条件の場合

光度段階 計数表示 同 左
灯

表 ８ [UP] [DOWN] 滅 点
火

ハ ,ニ ,ホ ,ヘ 点 (TAP 1, 2, 3, 4, 5)
別 点 滅 同 左

滅 (TAP 0 )
表

表 ８ 点 (点灯 ) 〈 注 〉

示 点 滅 同 左
イ ,ロ ,ト ,チ 滅 (消灯 )

一 括 表 示 一括 、 リセ ッ ト 滅 点

〈注 〉 (点灯 ) (消灯 ) は灯火の点灯、消灯を示す。

５ .４ .６ 灯火運用状況表示

(1) 灯火電力制御装置等よ り 、灯火の点灯又は消灯を示す信号を受信して 、各

灯火の運用状況を表示する灯火運用状況表示機構を設けるもの とする 。

(2) 灯火運用状況表示機構は、灯火運用卓の形象表示部並びに灯火監視操作
盤上において各灯火の点灯、消灯を形象化して照光表示ができ る構成とす

る 。

(3) 灯火運用状況表示機構によ り 、灯火運用状況を表示する灯火の種類と表示
内容は表 ８の ６欄によ る 。

(4) 灯火が複数の回路で構成されている場合は、誘導路灯を除き各灯火回路ご
とに点灯、消灯の表示ができる構成とする 。

(5) 表８のハ 、ニ 、ホに示す灯火については、灯火運用状況が灯火運用入力と
一致しない場合 、灯火運用卓の形象表示部上に警報表示をする ものとする 。

５ .４ .７ 保全運用入力

(1) ５ .４ .２項及び ５ .４ .３項に示す入力機構の他、次に示す保全制御条件入力
機構を灯火監視操作盤に設けるもの とする 。

(2) 保全制御条件入力によ り制御される灯火の種類と制御内容は、表 ８の ９ ， １

０ ， １ １欄による 。

(3) 保全制御条件入力機構の種類と 、 このシステムを構成する装置の対応は表

４による 。
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表 ４ 保全制御条件入力

入力機構の種類
適用灯火の種類 システム構成機器

種 類 スイ ッチ名

表 ８ ﾊ ,ﾆ ,ﾎ ,ﾍ 常用－予備切替 「常用 」 「予備 」

表 ８ 入 切 「灯火記号 」 「 OFF 」

イ ,ロ ,ト ,チ 操作場所切替 「手元 」 灯火監視操作盤

方 向 切 替 「 」 「 」 〈 注 〉

表８ ハ ,ニ
操作場所切替 「手元 」

〈 注 〉 滑走路方向を表示

(4) 表 1 のハ、ニ 、ホに関する常用－予備切替入力機構は次による もの とする 。
(ｲ ) 常用－予備切替入力機構は 、灯火監視操作盤に設ける 。

(ﾛ ) 予備器切替スイ ッチは、灯火回路 （常用器ＣＣ Ｒ回路 ） ご とに設け、当該

ＣＣ Ｒを予備器ＣＣ Ｒへ切替できる もの とする 。

(ﾊ ) 常用器への復帰スイ ッチは、灯火回路 （常用器ＣＣ Ｒ回路 ） ご とに設け復
帰操作によ り予備器Ｃ Ｃ Ｒから常用器ＣＣ Ｒへ復帰するよ う構成する 。

(ﾆ ) 常用器ＣＣ Ｒ と予備器Ｃ Ｃ Ｒ との切替時には、選択された光度段階条件

を変えるこ と な く切替ができる もの とする 。

(5) 表１のイ 、 ロ 、ヘ 、 ト 、チに関する入 ・切の入力機構は次による もの とする 。
(ｲ ) 各入力機構ごとに操作場所切替スイ ッチを設ける 。操作場所切替スイ ッ
チを 「手元 」 側に切替た と き 、各入力機構は手元のみで操作が可能なもの

とする 。

(ﾛ ) 各入力機構は、各灯火回路ご とに設ける 。
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５ .４ .８ 保全運用表示

(1) ５ .４ .４ 項 、 ５ .４ .５項及び ５ .４ .６項に示す表示機構の他、表 ８の １ ２ ,１ ３ , １ ４ ,
１ ５ ， １ ６欄に示す保全運用表示機構を灯火監視操作盤に備えるもの とする 。

(2) 保全運用表示機構の種類と 、 これ らの表示機構を備えるシステム構成装置

との対応は、表 ５によ る もの とする 。

(3) 入力表示機構の機能は次による 。
(ｲ ) 入力表示機構は 、各灯火ご とに入 ・切の入力機構に対応して設ける 。
(ﾛ ) 入 ・切表示は、いずれの操作場所から操作された場合でも 、灯火の入 ・
切の状態を表示できる もの とする 。

(4) 選択光度表示機構の機能は次による 。
(ｲ ) 選択光度表示は 、各灯火ご とに光度切替入力機構に対応して設けるも

のとする 。

(ﾛ ) 選択光度表示は、いずれの場所から操作された場合でも 、選択された光
度段階を表示するもの とする 。

(5) 常用－予備切替表示機構の機能は次による 。
(ｲ ) 常用－予備器切替表示機構 （以下 「切替状況表示機構 」 とい う 。 ） は 、灯
火監視操作盤に常用－予備器切替入力機構に対応して設ける もの とする 。

また 、切替状況表示機構は常用ＣＣ Ｒ ご とに設け 、灯火電力制御装置から

の切替信号によ り表示を行 う もの とする 。

(ﾛ ) 常用スイッチ操作によ り予備ＣＣ Ｒから常用Ｃ Ｃ Ｒへ復帰した と きは 、前 (ｲ )
項の表示は消灯するもの とする 。

(6) Ｃ Ｃ Ｒ故障 、予防保全情報 （以下 「 Ｃ Ｃ Ｒ故障 」 とい う 。 ） 表示機構の機能は 、
次によ る ものとする 。

(ｲ ) Ｃ Ｃ Ｒ故障表示機構はＣＣ Ｒ ご とに設ける 。

(ﾛ ) 各表示機構へのＣＣ Ｒ故障表示信号は 、Ｃ Ｃ Ｒから入力されるもの と し 、
Ｃ Ｃ Ｒ故障信号が入力している間のみ表示を行 う もの とす る 。

(ﾊ ) Ｃ Ｃ Ｒ回路電流表示機構は 、Ｃ Ｃ Ｒご とに設けるもの と し 、 Ｃ Ｃ Ｒ回路電流
値を表示するもの とする 。

(ﾆ ) Ｃ Ｃ Ｒ回路接地抵抗表示機構は、負荷回路ご とに抵抗値を表示するもの
とする 。
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表 ５ 保全運用表示

システム構成装置
運用灯火 表 示 種 類 の 分 類

灯火監視操作盤
の 種 類

種 類 表 示 名 操作部 監視部

論理入力表示 ５ .４ .４項による ○

全 灯 火 灯火運用入力表示 ５ .４ .５項による ○

灯火運用状況表示 ５ .４ .６項による ○

入 ･切－選択光度 「入 」 「 切 」 「 選択光度 」 ○ ○

操作場所切替 「手元 」 ○

表 ８ 常用－予備切替 「常用 」 「 予備 」 ○

「過電流 」 「全短絡 」
Ｃ Ｃ Ｒ故障

ハ ,ニ ,ホ ,ヘ 「開路 」 「 断芯 」 ○
予防保全情報

「ア－ク 」 「接地 」

接地抵抗 同 左 ○

Ｃ Ｃ Ｒ回路電流 同 左 ○

表 ８ 入 ・切 「灯火記号 」 「 OFF 」 ○
ロ ,ト ,チ

操作場所切替 「手元 」 ○

注 ○回路別表示

５ .５ システム信頼性、冗長性

(1) 本装置は、信頼性の高い部品によって構成され 、 また 、信頼性のある組立

方法で組立てられたものとする 。

(2) 灯火運用卓による灯火運用が不可能となった と きは 、操作場所切替スイ ッ

チ に よ り 直 ちに灯火監視操作盤に よ り 、 全灯火の運用が可能な機構 とす る 。

(3) 灯火運用システムが故障した場合、保全運用システムによ り全灯火の運用
が可能な機構とする 。

(4) 表示素子は 、可能な限 り発光ダイオ－ドを使用する 。
(5) 本装置の電源は、商用電源が停電しても支障な く運転を継続できる構成と
する 。

(6) 将来の論理の変更又はシステムの変更等に容易に対応が可能な論理制御

コン ト ロ－ ラを 、 イン タ－フェ イス盤内に設けるもの とする 。

(7) 論理制御コン ト ロ－ラが動作不能となった場合でも 、灯火別制御ができる手
元制御回路を設けるもの とする 。
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５ .６ システム保全性

(1) 構成部品は可能な限 りユニ ッ ト化し 、保全作業のための取付け 、取外しが

容易に行えるもの とする 。

(2) 各装置は、設置現場で容易に点検、保全作業ができる ものとする 。

(3) 交換可能な部品及びユニッ トは 、装置に組込んだ状態でその名称等が識別
でき 、 また 、外観等の点検が可能なものとする 。

(4) 灯火電力制御装置等の現場点検を行 うため 、特定の回路のみ開放する場

合には 、灯火運用システムに よ る入力操作によ り誤って回路が投入されない

よ うな回路構成とする 。

(5) システム故障の際の復旧作業を容易にするため 、 ト ラブルシュ－ティング ・

チ ャ－ ト を備える もの とする 。

５ .７ 装置相互間及び隣接システム とのインタ－フェイ ス

(1) 本装置は、灯火電力制御装置とのシステム整合性を保障するするもの とす
る 。

(2) 本装置は 、灯火電力制御装置との間で必要な制御情報及び監視情報を受
渡しするためのインタ－フェ イス機構を備えるもの とする 。

(3) 前項のインタ－フェイ ス装置は、本装置又は灯火電力制御装置に生じた故

障が相互に波及し難いよ う 、適切な方法を講じたもの とする 。

(4) 装置間の信号伝送路の距離が長くなる場合には、外部誘導等の影響を受

けないよ う 、適切な処置を講じる もの とす る 。

(5) 本装置への外部電源は、商用電源の停電対策を行ったもの とする 。

(6) 灯火運用卓とインタ－フェイ ス盤間の信号ケ－ブルは、光ケ－ブルを標準と
する 。

６ 動作性能

所定の操作を行った と きの動作状態は、次の とお り とす る 。

６ .１ 論理制御動作

(1) 操作場所切替スイ ッチを灯火運用卓に切替へ、論理制御条件入力を順次入

力し た と き 、 表 ９ 又は表 １ ０ に示すシ ステ ム出力動作を行 う と と も に 、 ５ .４ .４ 項
に示す論理入力表示及び ５ .４ .５項 の灯火運用表示が動作する もの と る 。更に
操作場所切替ス イ ッチ を灯火監視操作盤に切替えて入力操作を行った と き 、

同様の動作状態となる ものとする 。

(2) 操作場所が切替えられていない入力機構を操作しても 、動作はしないもの
とする 。

６ .２ 直接制御動作

(1) 操作場所切替スイ ッチを灯火運用卓に切替え、直接制御条件を順次入力し
た と き 、当該灯火へ直接制御条件に対応する信号を出力 し 、 ５ .４ .５ 項 に示
す灯火運用表示動作を行い 、論理復帰操作を行った と き 、論理制御条件出

力及び表示動作に復帰するもの とする 。

また 、操作場所切替スイ ッチを灯火監視操作盤に切替えた とき 、同様の動

作状態となる もの とする 。
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(2) 操作場所が切替えられていない入力機構を操作しても 、動作はしないもの
とする 。

６ .３ 保全制御動作

(1) 灯火監視操作盤において 、常用－予備器切替入力操作を行った と き 、 ５ .４ .
７ (4)項及び５ .４ .８ (5)項に示す動作を行 う もの とす る 。
なお 、操作場所が切替えされていない入力機構を操作しても 、動作はしな

いもの とする 。

(2) 灯火監視操作盤の操作場所切替スイ ッチを 「手元 」側に切替え 、入 ・切の入
力操作を行った と き 、 ５ .４ .７ (5)項及び５ .４ .８ (3)項に示す動作を行 う もの とす
る 。

６ .４ 故障動作

(1) Ｃ Ｃ Ｒ回路故障信号を入力した と き 、 ５ .４ .８ (6)項の動作表示を行 う もの とす
る 。

(2) 重故障又は軽故障が生じた と きは 、灯火監視操作盤に表示動作を行 う もの

とする 。

７ 仕様及び細部性能

７ .１ 共通事項

７ .１ .１ 外箱等

(1) 構 造

外箱は 、鋼板製自立形と し 、前面 と背面には容易に保守点検ができる よ う

扉又は取外しが可能な囲い板を設ける 。 ま た 、卓の操作面 、監視面について

も内部の保守点検が容易に行える構造とする 。

(2) 材 料

外箱に使用する鋼板の厚さは 、扉部 2.3mm 、 その他は 1.6mm 以上とする 。
(3) 塗 装

盤表面は 、塗装下地処理の後 、下塗 り 、 パ テ ト ギ 、 中塗 り 、 上塗 り を 、 ま た 、

盤内面は塗装下地処理後 、下塗 り 、上塗 り と し 、いずれも メ ラ ミ ン焼付け仕上

げ とする 。

なお 、塗装色については指示されたものとする 。

７ .１ .２ 銘板等

(1) 外箱の適当な位置に品名、製造年月 、製造番号、製造者名及びその他指

定された事項を記入した金属銘板を取付ける 。

(2) 記 号

各装置の内部結線に使用する配線及び端子台には 、すべて記号を付するも

の とする 。

７ .１ .３ 表示灯

表示灯には、原則と して発光ダイオ－ ド （ Ｌ Ｅ Ｄ ） を使用する 。
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７ .１ .４ 付属品、予備品

保守用に必要な付属品及び予備品と して ヒ ュ－ズ （ 100%） 、 表示用電球
（ 50%） 、表示用Ｌ Ｅ Ｄ （ 5%） 、 リ レ－ （ 5%） 以上の個数を付するもの とする 。

７ .２ 灯火運用卓

７ .２ .１ 構成等

灯火運用卓は 、灯火運用のための入力機構と表示機構よ りな り 、 操作部 （

以下 「 灯火運用操作部 」 とい う 。 ） 及び形象表示部よ り構成 され る もの と し 、 そ

の外形、寸法等は図 ２ 、図 ３ を標準 とする 。

７ .２ .２ 灯火運用操作部

(1) 灯火運用操作部には次の入力機構及び表示機構を備えるもの とする 。
(ｲ ) 論理制御条件入力機構 （ ５ .４ .２項 ）
(ﾛ ) 直接制御条件入力機構 （ ５ .４ .３項 ）
(ﾊ ) 論理入力表示機構 （ ５ .４ .４項 ）
(ﾆ ) 灯火運用入力表示機構 （ ５ .４ .５項 ）

(2) 入力機構及び表示機構は 、光度段階表示器を除き自照式押釦スイッチ と

し 、表面に記号を記入する 。

(3) 光度段階表示器は自照式数字表示器とする 。

(4) 入力機構及び表示機構は 、適切な単位にユニッ ト化して 、操作面に容易に

着脱できる もの とする 。

(5) 操作面は、前面からすべて点検保守ができる もの とする 。

(6) 灯火監視操作盤の操作場所切替スイ ッチに設定状況が表示できる もの とす
る 。

７ .２ .３ 形象表示部

(1) 形象表示部には、 ５ .４ .６項によ る灯火運用状況機構を設ける 。
(2) 表示機構は、飛行場の滑走路 、誘導路及びエプロンの形状を形象化して照
光表示したもの とする 。

７ .２ .４ 表示灯用光度調整器

(1) 調整器は、 「 Ｄ Ａ Ｙ 」 、 「 Ｔ Ｗ Ｉ Ｌ Ｉ Ｇ Ｈ Ｔ 」 、 「 Ｎ Ｉ Ｇ Ｈ Ｔ 」 の各スイ ッチ と連動し
て 、表示灯の光度を室内の明る さに応じて適切な明る さに調整できる もの と

する 。 ま た 、 「 Ｄ Ａ Ｙ 」 、 「 Ｔ Ｗ Ｉ Ｌ Ｉ Ｇ Ｈ Ｔ 」 、 「 Ｎ Ｉ Ｇ Ｈ Ｔ 」 の それぞれの明る さを

単独に調整ができる もの とする 。

(2) 「 Ｎ Ｉ Ｇ Ｈ Ｔ 」 の と きの表示灯は 、管制室内の薄暗い状態において正規の点
灯明るさの半減光にて点灯するもの とする 。

７ .２ .５ ラ ンプチエ ック

灯火運用卓には 、 ラ ンプ断芯をチェ ッ クす るための ランプチェ ッ ク回路を設

けるもの とする 。
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７ .３ 灯火監視操作盤

７ .３ .１ 構成等

灯火監視操作盤は 、操作部及び監視部よ り構成 され る も の と し 、 その外形 、

寸法等は図４ 、図 ５ を標準 とする 。

７ .３ .２ 操作部

(1) 操作部には、 ５ .４ .７ (1)項に示す保全運用操作部を備えるもの とする 。
(2) 保全運用操作部には 、次に示す操作場所切替スイ ッチを設ける もの とする 。

(ｲ ) 論理入力操作権を灯火運用卓若し くは 、灯火監視操作盤に切替える一
括操作場所切替スイ ッチを設ける 。

灯火監視操作盤に操作権が切替えされている と きは 、 その状態を灯火運

用卓に表示するもの とする 。

(ﾛ ) 灯火別の操作権を切替える操作場所切替スイ ッチを 、灯火監視操作盤

に設ける 。

(ﾊ ) 前 (ｲ )、 (ﾛ )項の操作場所切替スイッチは 、切替えられた場所のみの操作
が可能なものとする 。

(3) 操作部には 、 ５ .４ .７ (4)項に示す常用－予備切替スイ ッチを設ける 。
(4) 操作部には、保全運用を表示するため ５ .４ .８項の運用表示機構を備えるも
の とする 。

(5) 常用－予備切替操作部の入力機構と表示機構は 、それぞれ５ .４ .７ (4)項及
び ５ .４ .８ (5)項による ものとする 。

(6) 制御電源の表示灯を設ける 。
(7) 表示ランプ断芯をチエッ クするためのランプチエッ ク回路を設けるもの とす
る 。

７ .３ .３ 監視部

(1) 監視部には 、 ５ .４ .８ (4),(5),(6)の各項に示すＣＣ Ｒ回路ごとの状態表示機構を
備えるもの とする 。

(2) 監視部には 、 ５ .４ .６項の灯火運用状況表示機構を備えるものとする 。
(3) 出力回路ご との接地抵抗を表示する機構を備えるものとする 。

表示機構は 、出力回路ご とのパネル と し 、各パネルは取外しが容易な構造と

する 。

(4) 監視部には 、灯火運用制御装置及び灯火電力制御装置の故障を、重故障

及び軽故障と種類別に警報表示する機構を備える ものとする 。

(5) 電源系統表示を設ける 。
(6) 表示ランプ断芯をチエッ クするためのランプチエッ ク回路を設けるもの とす
る 。

７ .４ イ ン タ－フェイ ス盤

７ .４ .１ 構成等

イン タ－ フ ェ イ ス盤は 、灯火運用卓 、灯火監視操作盤 、灯火電力制御装置

の間で制御信号及び監視信号を受け渡しするイン タ－フェイ ス部 と 、 これを制
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御する論理制御 ・直接制御回路部とによ り構成される もの と し 、その外形 、寸

法等は図 ６を標準とする 。

７ .４ .２ イ ン タ－フェイ ス部

(1) 灯火運用卓との制御 ・監視信号を授受するための 、光変換インタ－フェ イス
・モジ ュ－ルを備えるもの とする 。

(2) 灯火監視操作盤との制御 ・監視信号を授受するための 、シ リアル又はパラ

レル ・ イン タ－フェイ ス ・モジ ュ－ルを備えるもの とする 。

(3) 灯火電力制御装置との制御 ・監視信号を授受するための、シ リアル又はパ
ラレル ・ イ ン タ－フェイ ス ・ モジ ュ－ルを備えるもの とする 。

(4) インタ－フェ イス ・ モジ ュ－ルと して リ レ－を使用する場合は 、対象機種との

距離等を十分に考慮し 、適正な定格のものを使用する 。

７ .４ .３ 制御回路部

(1) 制御回路部は次の制御を行 う もの とする 。

(ｲ ) 灯火運用卓又は灯火監視操作盤の論理制御条件入力機構よ り入力され
た信号に対 し 、 表 ９ 又は表 １ ０ に示す論理制御変換を行い 、各灯火 を制御

する信号を出力するもの とする 。

(ﾛ ) 直接制御条件入力信号に対し 、 ５ .４ .３項に示す制御条件を出力できる も
のとする 。

(ﾊ ) 将来 、表 ９又は表 １ ０の光度段階が改訂されたとき 、 ソ フ ト ウ ェアの変更で

容易に対応が可能なもの とする 。

(2) 前 (1)項の入力操作を行った と き 、 ５ .４ .４項に示す論理入力表示及び５ .４ .５
項の灯火運用入力表示の表示信号を出力するもの とする 。

(3) 常用－予備切替信号が入力されたとき 、 ５ .４ .７ (4)項の制御条件を出力する
もの とする 。

(4) 機能別にユニ ッ ト化し 、故障の際には容易に点検及び修理が行えるもの と

する 。

７ .５ 直流電源盤

７ .５ .１ 構成等

本装置への制御及び一部表示用の直流電源を供給するため 、蓄電池 、整

流器によ り構成されるもので 、その外形、寸法等は図８を標準とする 。

７ .５ .２ 出力電圧

出力電圧は直流 １ ０ ０ v とする 。 また 、 １ ０ ０ v ±１ ０ v の範囲で調整可能な
調整器を設ける 。

７ .５ .３ 整流器

シ リ コ ン整流器によ る もの と し 、回路は ２重化系統 とす る 。整流器は １組が

故障した と き 、直ちに表示灯及びブザ－で警報表示し 、他の １組に自動的に

切替えるこ とができる回路を構成する 。



3 － 2－ 15

７ .５ .４ 蓄電池

商用電源の停電に対し １ ０ 分間保障の容量を有する もの と し 、 また 、保守 ・

管理が容易なものとする 。

７ .５ .５ 故障表示

直流電源盤の故障は 、灯火監視操作盤に表示できる ものとする 。

７ .５ .６ 電圧保障

シ リ コン ド ロ ッパ式の電圧補償装置を備える 。

８ 試 験

８ .１ 外観 ・構造

構造 ・寸法 、仕上げ 、塗装及び内部構成部品の着脱性等が 、本仕様書に適

合するもの とする 。

８ .２ 動作性能試験

システム性能及び動作性能が 、本仕様書に適合するもの とする 。

８ .３ 電気特性試験

８ .３ .１ 絶縁抵抗試験

次項の耐電圧試験の前後 、導電部一括 と非導電部間の絶縁抵抗を測定し

た と き 、次の値以上とする 。

表 ６ 絶縁抵抗試験

回 路 電 圧 絶縁抵抗値 測 定 器

６ ０ v 以下 ５ M Ω 以上 250v 絶縁抵抗計

６ ０ v を超え ６ ６ ０ v 以下 ５ M Ω 以上 500v 絶縁抵抗計

注 半導体を含むプ リン ト基板は取外して試験する 。

８ .３ .２ 耐電圧試験

導電部一括と非導電部間に 、使用回路電圧に応じて表 ７に示す周波数 ５ ０

Hz 又は ６ ０ Hz の正弦波に近い交流電圧を １分間印加した と き 、 これに耐え
るもの とする 。
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表 ７ 耐電圧試験

公称回路電圧 (v) 試験電圧 (v) 備 考

操作回路 ６ ０ 以下 ２ ５ ０

(交 、直流 ) ６ ０～ １ ２ ５ ５ ０ ０

主 回 路 ３ ０ ０ 以下 ２ ,０ ０ ０

（ 交流 ） ３ ０ ０～ ６ ６ ０ ２ ,５ ０ ０

注 半導体を含むプ リン ト基板は取外して試験する 。

９ 検 査

立会い検査は 、原則と して監督官立会いの うえ行 う もの と し 、項目は ８項によ

る もの とする 。

１ ０ 表示及び梱包

１ ０ .１ 表 示

１ ０ .１ .１ 本体表示

各装置本体には、次の事項を明確に表示する銘板を取付けるもの とする 。

また 、内部構成主要部品には 、製造者名 、部品名 、製造年月を表す管理記

号を鋳造 、刻印 、不滅インク等で表示する 。

型式 ･品名

製 造 年 月

製 造 番 号

製 造 者 名

１ ０ .１ .２ 梱包表示

梱包の ２面側には、適当な方法で次の事項を表示する 。

型式 ･品名

数 量

製 造 者 名

１ ０ .２ 梱 包

運搬中損傷しないよ う 、充分な強度を有する木箱等の適切な方法で梱包す

る 。

１ ０ .３ 取扱説明書

設置及び保守点検に必要な次の取扱説明書を提出する 。

(1) 部品表のすべての構成部分を表す回路図
(2) 製造者 、型式及び定格を記入した部品表
(3) 保守要領書
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(4) 故障対策リス ト （ ト ラブルシュ－ティング ・チ ャ－ ト ）
(5) 操作説明書
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１ 適用範囲 

本仕様書は、飛行場灯火の制御及び運用・監視装置として設置する非論理制御方式の飛行場灯

火運用・監視装置（以下「本装置」という。）について適用する。 

２ 適用法規及び規格 

(１) 航空法施行規則 （昭和２７年７月 運輸省令 第５６号） 

(２) 日本工業規格  （ＪＩＳ） 

(３) 関連仕様書 

飛行場灯火電力制御装置仕様書  防灯仕 第２６５号 

飛行場灯火運用・監視装置仕様書  防灯仕 第２６６号 

３ 用語の定義 

(１) 灯火運用卓（盤） 

管制塔に設置され、灯火に給電するための灯火用電力制御装置等を管制官の操作

により灯火群別に制御するとともに、灯火運用状況をモニターする装置をいう。 

(２) モニター盤 

監視室に設置され、次の表示機能を有する装置をいう。 

ア ＣＣＲ常用－予備切換状態表示機能 

イ 方向切換状態表示機能 

ウ 故障表示機能 

(３) インターフェイス盤 

飛行場電源室に設置され、灯火制御システムの信号受け渡しを行う制御装置をい

う。 

４ 環境条件 

本仕様書に定める装置は、次の環境条件下において使用できるものとする。 

(１) 周囲温度 飛行場電源室配置 ０℃～４０℃ 

(２) 相対湿度 飛行場電源室配置 ３０％～９０％ 

(３) 標 高 １,０００ｍ以下 

(４) 使用場所 屋内 

(５) そ の 他 航空機が発生するガス、無線施設による電波により影響を受けないものとす

る。また、周囲温度が範囲を超え問題が生じる恐れのある場合は、その対策

が講じられる構造とする。 

５ 基本性能 

５.１ 装置の構成と系統 

５.１.１ 構成 

本装置は、次の各装置から構成されるものとする。 
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(１) 灯火運用卓（盤） 

(２) モニター盤 

(３) インターフェイス盤 

５.１.２ 系統 

(１) 本装置の系統は図１による。 

(２) 本装置を適用する灯火の種類は、表４の１欄による。 

５.２ 装置の機能 

(１) 灯火運用条件を手動入力する機能を灯火運用卓（盤）に備えるものとする。 

(２) 灯火電力制御装置からの灯火運用状況に関する情報を入力し、表示するとともに、必要の

あるものについては警報を発する機能を灯火運用卓（盤）及びモニター盤に備えるものとする。 

５.３ システム入力と表示 

５.３.１ 種類と適用 

灯火運用システムの入力機構は、次のとおりとする。 

(１) 灯火運用入力機構 

(２) 灯火運用表示機構 

５.３.２ 灯火運用入力機構 

(１) 入力機構は、灯火運用卓（盤）に設けるものとする。 

(２) 入力により制御される灯火の種類と制御内容は、表４の３，４欄による。 

(３) 入力機構は、表３に示す入力スイッチを備えるものとする。 

５.３.３ 灯火運用表示機構 

(１) 灯火電力制御装置等から灯火の点灯、消灯を示す信号を受信して、各灯火の運用状況を

表示する灯火運用表示機構を、灯火運用卓（盤）及びモニター盤に設けるものとする。 

(２) 灯火運用状況表示機構は、灯火運用卓（盤）の形象表示部に各灯火の点灯、消灯を形象化

して照光表示ができる構成とする。 

(３) 灯火運用表示機構は表４の５，６，７欄による。 

(４) 選択光度表示機構は、光度選択入力機構に対応して設けるものとする。 

(５) ＣＣＲの故障信号はＣＣＲより入力されるものとし、ＣＣＲ故障信号が入力されている間のみ表

示を行うものとする。 

５.４ システム信頼性 

(１) 本装置は、信頼性の高い部品によって構成され、信頼性のある方法で組立てられたものとす

る。 

(２) 表示素子は、可能な限り発光ダイオードを使用する。 

５.５ システム保全性 

(１) 構成部品は可能な限りユニット化し、保全作業のための取付け、取外しが容易に行えるもの

とする。 
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(２) 各装置は、設置現場で容易に点検、保全作業ができるものとする。 

(３) 交換可能な部品及びユニットは、装置に組込んだ状態でその名称等が識別でき、また、外

観等の点検が可能なものとする。 

(４) システム故障の際の復旧作業を容易にするため、トラブルシューテング・チャートを備えるも

のとする。 

５.６ 装置相互間及び隣接システムとのインターフェイス 

(１) 本装置は、灯火電力制御装置とのシステム整合性を保証するものとする。 

(２) 装置間の信号伝送路の距離が長くなる場合には、外部誘導等の影響を受けないよう適切な

処置を講じるものとする。 

６ 動作性能 

所定の操作を行ったときの動作状態は、次のとおりとする。 

(１) ＣＣＲの操作場所切替スイッチが「遠方」のとき、灯火運用卓（盤）より灯火運用入力制御がで

きるものとする。 

(２) ＣＣＲの操作場所切替スイッチが「直接」のとき、灯火運用卓（盤）の入力機構を操作しても動

作しないものとする。 

(３) ＣＣＲの動作状況は、灯火運用表示機構に表示動作を行うものとする。 

(４) ＣＣＲ回路故障信号を入力したときは、５.３.３(5)項に示す動作を行うものとする。 

(５) (1)～(4)項は灯火運用卓（盤）に、また、(3),(4)項はモニター盤に備えるものとする。 

(６) ＣＣＲの操作場所切替スイッチの設定状態を灯火運用卓（盤）に表示するものとする。 

７ 仕様及び細部性能 

７.１ 共通事項 

７.１.１ 外箱等 

(１) 構造 

外箱は鋼板製とし、前面と背面（壁掛形を除く）には容易に保守点検ができるよう扉

又は取外し可能な囲い板を設ける。また、灯火運用卓（盤）は操作面、監視面について

も内部の保守点検が容易に行える構造とする。 

(２) 材料 

外箱に使用する自立形の鋼板の厚さは、扉部２．３ｍｍ以上その他は１．６ｍｍ以上と

し、壁掛形の鋼板の厚さは１．６ｍｍ以上とする。 

(３) 塗装 

盤表面は塗装下地処理の後、下塗り、パテトギ、中塗り、上塗りを、また、盤内面は塗

装下地処理の後、下塗り、上塗りとし、いずれもメラミン焼付け仕上げとする。 

なお、塗装色については指示されたものとする。 

７.１.２ 配線記号等 

各装置の内部結線に使用する配線及び端子台には、すべて記号を付するものとする。 
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７.１.３ 表示灯 

表示灯には、原則として発光ダイオード（ＬＥＤ）を使用する。 

７.１.４ 付属品、予備品 

保守用に必要な付属品及び予備品としてヒューズ（１００％）、表示用電球（５０％）、表示用ＬＥ

Ｄ（５％）、リレー（５％）以上の個数を付するものとする。 

７.２ 灯火運用卓（盤） 

７.２.１ 構成 

灯火運用卓は、灯火運用のための入力機構と表示機構よりなり、操作部（以下「灯火運用操作

部」という。）及び形象表示部より構成され、その外形は図２を標準とする。 

また灯火運用盤は、操作部により構成されその外形は図３を標準とする。 

７.２.２ 灯火運用操作部 

(１) 灯火運用操作部には、次の入力機構及び表示機構を備えるものとする。 

ア 灯火運用入力機構 （５.３.２項） 

イ 灯火運用表示機構 （５.３.３項） 

(２) 入力機構及び表示機構は、自照式押釦スイッチとし、表面に記号を記入する。 

(３) 入力機構及び表示機構は、適切な単位にユニット化して、容易に保守ができるようにする。 

(４) 操作部は、前面からすべて点検保守ができるものとする。 

(５) ＣＣＲの操作場所切替スイッチの設定状態が表示できるものとする。 

７.２.３ 形象表示部 

形象表示部は、飛行場の滑走路、誘導路及びエプロンの形状を形象化し表４の適用灯火を照

光表示するもので、灯火運用卓の場合に設けるものとする。 

７.２.４ 表示灯用光度調整器 

表示灯の光度を、室内の明るさに応じて適切な明るさにできる調整器を備えるものとする。 

７.２.５ ランプチェック 

ランプ断芯をチェックするためのランプチェック回路を設けるものとする。 

７.３ モニター盤 

７.３.１ 構成及び形状 

モニター盤は、表示機構で構成するものとし、外形は壁掛形（図４）を標準とする。 

７.３.２ 表示機構 

表示素子は、７.１.３項による。 

７.４ インターフェイス盤 

７.４.１ 構成及び形状 

(１) インターフェイス盤は、灯火運用卓(盤)と灯火電力制御装置等の間で制御及び監視信号を
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受け渡しのための必要なインターフェイスモジュール、及びリレー等で構成するものとする。 

(２) インターフェイス盤の形状は、収容される構成部品の状態に応じて壁掛形又は自立形とする。

ただし、ＣＣＲ等の灯火用電力制御装置と組合わせて配置する場合は、図５のとおりＣＣＲ等と

同形状とすることができるものとする。 

７.４.２ 構成部品 

機能別にユニット化し、故障の際には容易に点検及び保守が行えるものとする。 

８ 試 験 

８.１ 外観・構造 

構造、寸法、仕上げ、塗装及び内部構成部品の着脱性が、本仕様書に適合するものとする。 

８.２ 動作性能試験 

システム性能及び動作特性が、本仕様書に適合するものとする。 

８.３ 電気特性試験 

８.３.１ 絶縁抵抗試験 

次項の耐電圧試験の前後、導電部一括と非導電部間の絶縁抵抗を測定したとき、次の値以上

とする。 

表 １ 絶縁抵抗試験 

回  路  電  圧 絶 縁 抵 抗 値  測 定 器 

６０Ｖ以下 ５ＭΩ 以 上  ２５０Ｖ絶縁抵抗計 

６０Ｖを越え６６０Ｖ以下 ５ＭΩ 以 上  ５００Ｖ絶縁抵抗計 

注 半導体を含むプリント基板は取外して試験する。 

８.３.２ 耐電圧試験 

導電部一括と非導電部間に、使用回路電圧に応じて表２に示す周波数５０Ｈｚ又は６０Ｈｚの正

弦波に近い交流電圧を１分間印加したとき、これに耐えるものとする。 

表 ２ 耐電圧試験 

 公 称 回 路 電 圧 （Ｖ） 試験電圧（Ｖ） 備   考  

操 作 回 路  

(交 、直 流 ) 

６０以 下  ２５０  

６０～１２５ ５００  

主 回 路 

(交 流 ) 

３００以 下  ２,０００  

３００～６６０ ２,５００  

注 半導体を含むプリント基板は取外して試験する。 



 ３－３－６

９ 検査 

立会い検査は、原則として監督官立会いのうえ行うものとし、項目は８項によるものとする。 

１０ 表示及び運搬 

１０.１ 表示 

各装置本体には、次の事項を明確に表示する銘板を取付けるものとする。 

また、内部構成主要部品には、製造者名、部品名、製造年月を表す管理記号を鋳造、刻印、不

滅インク等で表示する。 

型式・品名 

製 造 年 月 

製 造 番 号 

製 造 者 名 

１０.２ 運搬 

運搬中損傷しないよう、充分な強度を有する木枠等により適切な方法で拘束する。 

１０.３ 取扱説明書 

設置及び保守点検に必要な次の取扱説明書を提出する。 

(１) 部品表のすべての構成部品を表す回路図 

(２) 製造者、型式及び定格を記入した部品表 

(３) 保守要領書 

(４) 故障対策リスト（トラブルシューティング・チャート） 

(５) 操作説明書 
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離陸目標灯用飽和変圧器仕様
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 ３－４－１

１ 適用範囲 

本仕様書は、飛行場灯火用直列点灯回路に接続され、離陸目標灯の電源として使用する飽和変

圧器（以下「変圧器」という。）に適用する。 

２ 適用法規及び規格 

(１) 航空法施行規則       （昭和２７年７月 運輸省令 第５６号） 

(２) 日本工業規格       （ＪＩＳ） 

(３) 電気学会電気規格調査会標準規格  （ＪＥＣ） 

(４) 関連仕様書 

直列点灯回路用ゴム被覆絶縁変圧器仕様書  防灯仕 第９９号 

航空照明用接手仕様書      防灯仕 第１６０号 

３ 変圧器の構成 

変圧器は、次の各機器等により構成されるものとする。 

(１) 飽 和 変 圧 器 

(２) 端 子 台 

(３) 避 雷 器 

(４) 変圧器収納箱 

(５) 可 折 接 手 

４ 基本性能 

４.１ 電気的特性 

定電流調整装置（以下「ＣＣＲ」という。）の直列点灯回路のゴム被覆絶縁変圧器を介して接続さ

れる変圧器で、ＣＣＲより供給される電流が５段階に変化しても、二次側に一定の交流出力電圧が

得られるものとし、特性は表１のとおりとする。 

表 １ 電気特性 

項 目 定 格 事 項 

入力電流範囲 ２．８Ａ～６．６Ａ(ＣＣＲタップ１～５) 

定格出力容量 ２００ＶＡ以下(負荷容量２００Ｗ) 

定格出力電圧 

（定 格 出 力 容 量 時 ） 

入力電流２．８Ａ～３．４Ａの範囲でＡＣ１００Ｖ±１０％ 

入力電流４．１Ａ～６．６Ａの範囲でＡＣ１００Ｖ±５％ 

出 力 タ ッ プ １０５,１１０,１１５％ 

注 ただし、ＣＣＲの出力波形に整合すること。 

４.２ 耐環境特性 

(１) 変圧器の内部には、正常な動作を阻害する浸水がないものとする。 

(２) 周囲温度－３０℃～＋４５℃の環境下において屋外連続使用ができるものとする。 



 ３－４－２

(３) 使用中の降雪等による熱衝撃に耐えるものとする。 

(４) 風速４５ｍ／sec 以下のすべての気象条件下においての屋外使用に耐えるものとする。 

(５) 航空機が接触した場合、航空機が受ける損害を最小とする脆弱性を有するものとする。 

(６) 航空機の離着陸・走行時及びジェットエンジン・ブラストによる振動に耐えるものとする。 

５ 仕様及び細部性能 

５.１ 変圧器及び回路 

(１) 変圧器は乾式形とし、絶縁の種類はＪＩＳ Ｃ ４００３（電気絶縁の耐熱クラス及び耐熱性評

価）に規定されたＨ種とする。 

(２) 変圧器二次側には１０５、１１０，１１５％の出力タップを設けるものとする。 

(３) 変圧器の回路は図１のとおりとする。 

(４) 変圧器入力側及び出力側には、外部配線接続用の端子台を設ける。 

端子台の定格は、６００Ｖ１０Ａの容量を有するものとし、また、「入力」「出力」その他を刻印

記入により明確に表示するものとする。 

５.２ 変圧器収納箱等 

(１) 箱体は、内部に正常な動作を阻害する浸水がない防水構造で、通常の運搬、設置、保守等

により変形しないものとし、外形寸法は図１を参考とする。 

(２) 箱体の材質は、ＪＩＳ Ｇ ４３０５（冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）に規定された厚さ２.０

mm 以上の鋼板（ＳＵＳ３０４）とする。 

(３) 箱体下部には、「航空照明用接手仕様書」（防灯仕第１６０号）によるＣ-３型可折接手が取付

けられる支持具を設けるものとする。 

(４) 箱体側面に、入力及び出力配線に適合する電線貫通金物を設けるものとする。貫通金物は、

ＪＩＳ Ｃ ８３５０（金属製可とう電線管用附属品）に規定する防水型ユニオンボックスコネクターと

する。 

(５) 箱体外側の適当な位置に接地端子を設け、内部で変圧器取付けシャーシに接続するものと

する。 

５.３ 塗装 

箱体の塗装色は、ＪＩＳ Ｗ ８３０１（航空標識の色）に規定された標識色（航空黄赤色）とする。 

６ 試験 

６.１ 外観・構造 

構造・寸法、仕上げ、塗装及び内部構成部品が、本仕様書に適合するものとする。 

６.２ 電気特性試験 

６.２.１ 性能試験 

変圧器一次側に２.８Ａから６.６Ａまで通電したときの二次側電圧特性は、４.１項（表１）に適合

するものとする。 



 ３－４－３

６.２.２ 絶縁抵抗試験 

次項の耐電圧試験の前後、導電部と非導電部（外箱）間を５００Ｖ絶縁抵抗計で測定したとき、

一次側（入力）及び二次側（出力）とも３０MΩ以上とする。 

６.２.３ 耐電圧試験 

導電部と非導電部（外箱）間に、表２に示す周波数５０Hz 又は６０Hz の正弦波に近い交流電圧

を１分間印加したとき、これに耐えるものとする。 

表 ２ 耐電圧試験 

印 加 箇 所  試 験 電 圧 （Ｖ） 

一 次 側 ～外 箱 間  ２，０００ 

二 次 側 ～外 箱 間  ２，０００ 

６.３ 温度試験 

定格負荷状態において、定格最大タップ電流（６.６Ａ）で８時間以上各部の温度上昇値がほぼ一

定となるまで連続運転したとき、各部に異常が生ずることなく、また、各部の温度上昇値を測定したと

き、表３の値以下とする。 

表 ３ 変圧器の温度上昇限度 

変圧器の部分 温度測定方法 温 度 上 昇 の限 度 (℃ｄｅｇ) 

巻 線 
温度計法 １１０ 

抵 抗 法 １１５ 

鉄心表面 温度計法 １１０ 

６.４ 防水試験 

ＪＩＳ Ｃ ０９２０（電気機械器具の防水試験及び固形物の侵入に対する保護等級）のうち「保護等

級・４，種類・防まつ形」により試験を行い、変圧器の内部に正常な動作を阻害する浸水がないもと

する。 



 ３－４－４

７ 検査 

立会い検査は、原則として監督官立会いのうえ行うものとし、項目は表４のとおりとする。 

表 ４ 検査の項目 

種 別  

検 査 項 目  

Ａ欄  
Ｂ欄 備考 

(ア) (イ) 

６．１ 外観・構造 全数 全数 ○  

６．２．１ 性 能 全数 全数 ○  

６．２．２ 絶 縁 抵 抗 全数 全数 ○  

６．２．３ 耐 電 圧 １台 全数 ○  

６．３ 温 度 － － ○  

６．４ 防 水 １台 全数 ○  

注１ Ａ欄(ア)に原則として監督官立会いのうえ行う検査項目を、Ａ欄(イ)に製造者が

社内において行う試験・検査項目を、Ｂ欄に製造者が同一設計で最初の製品に

ついて行う試験・検査項目を示す。 

注２ Ｂ欄○印は、試験・検査の実施を示す。 

８ 表示及び梱包 

８.１ 表示 

８.１.１ 箱体表示 

箱体には、次の事項を表示した銘板を取付けるものとする。 

型式・品名 

製 造 年 月 

製 造 番 号 

製 造 者 名 

８.１.２ 定格表示 

箱体扉裏面には、次の事項を表示した銘板を取付けるものとする。 

名 称 

絶 縁 の 種 類 

定 格 容 量（kVA） 

相 数 

定 格 周 波 数（Hz） 

定格一次・二次電圧（Ｖ） 

タ ッ プ 電 圧（Ｖ） 

定 格 電 流（Ａ） 

結 線 図 

総 質 量（ｋｇ） 
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８.１.３ 梱包表示 

梱包の２面側には、適正な方法で次の事項を表示する。 

型式・品目 

数 量 

製 造 者 名 

８.２ 梱包 

運搬中損傷しないよう、充分な強度を有する木箱又はダンボール等の適切な方法で梱包する。 

８.３ 取扱説明書 

変圧器及び内部構成部品の組立又は設置についての必要な取扱説明書を提出する。 

８.４ 工具類 

変圧器及び内部構成部品の組立、施工又は保守管理に特殊工具が必要な場合には付属する。 





第５章

風向・着陸方向指示灯変圧器仕様
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仕 様 書
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１ 適用範囲 

本仕様書は、風向灯及び着陸方向指示灯の電源として使用する変圧器（以下「変圧器」という。）に

適用する。 

２ 適用法規及び規格 

(１) 航空法施行規則       （昭和２７年７月 運輸省令 第５６号） 

(２) 日本工業規格       （ＪＩＳ） 

(３) 電気学会電気規格調査会標準規格  （ＪＥＣ） 

(４) 関連仕様書 

航空照明用接手仕様書   防灯仕 第１６０号 

３ 変圧器の構成 

変圧器は、次の各機器等により構成されるものとする。 

(１) 変 圧 器 

(２) 端 子 台 

(３) 配線用遮断器 

(４) 変圧器収納箱 

(５) 可 折 接 手 

４ 基本性能 

４.１ 定格及び電気的特性 

変圧器の定格及び電気的特性は、表１のとおりとする。 

表 １ 定格及び電気的特性 

項 目 定 格 事 項 

型 式 WPT-1 型 WPT-2 型 WPT-3 型 

定 格 容 量  (ｋＶＡ) １ ２ 3 

構造・仕様 屋 外 形  乾 式 自 冷 式  

絶 縁 種 別 Ｈ種  

定格の種類 連 続  

相 数 単 相  

周 波 数  (Hz) ５０又 は６０ 

定 格 電 圧（Ｖ） 
一次 ４２０ 

二次 １０５ 

タップ電 圧  (Ｖ) F 440／R 420／F 400 

効 率  (％) ９５以 上  
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４.２ 耐環境特性 

(１) 変圧器の内部には、正常な動作を阻害する浸水がないものとする。 

(２) 周囲温度－３０℃～＋４５℃の環境下において屋外連続使用ができるものとする。 

(３) 使用中の降雪等による熱衝撃に耐えるものとする。 

(４) 風速４５ｍ／sec 以下のすべての気象条件下においての屋外使用に耐えるものとする。 

(５) 航空機が接触した場合、航空機が受ける損害を最小とする脆弱性を有するものとする。 

(６) 航空機の離着陸・走行時及びジェットエンジン・ブラストによる振動に耐えるものとする。 

５ 仕様及び細部性能 

５.１ 変圧器及び回路 

(１) 変圧器は乾式とし、絶縁の種類はＪＩＳ Ｃ ４００３（電気絶縁の耐熱クラス及び耐熱性評価）

に規定されたＨ種とする。 

(２) 変圧器一次側のタップ電圧は４００Ｖ、４２０Ｖ，４４０Ｖとし、いずれも全容量タップ電圧とす

る。 

(３) 変圧器の回路は図１のとおりとする。 

(４) 変圧器入力側及び出力側には、外部配線接続用の端子台を設ける。 

端子台の定格は、６００Ｖ３０Ａの容量を有するものとし、また、「入力」「出力」その他を刻印

記入により明確に表示するものとする。 

(５) 変圧器入力側及び出力側には、ＪＩＳ Ｃ ８３７０（配線用遮断器）に規定された配線用遮断

器を設ける。 

５.２ 変圧器収納箱等 

(１) 箱体は、内部に正常な動作を阻害する浸水がない防水構造で、通常の運搬、設置、保守等

により変形しないものとし、外形寸法は図１を参考とする。 

(２) 箱体の材質は、ＪＩＳ Ｇ ４３０５（冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）に規定された厚さ２.０

mm 以上の鋼板（ＳＵＳ３０４）とする。 

(３) 箱体下部には、「航空照明用接手仕様書」（防灯仕第１６０号）によるＣ-３型可折接手が取付

けられる支持具を設けるものとする。 

(４) 箱体側面に、入力及び出力配線に適合する電線貫通金物を設けるものとする。貫通金物は、

ＪＩＳ Ｃ ８３５０（金属製可とう電線管用附属品）に規定する防水型ユニオンボックスコネクターと

する。 

(５) 箱体外側の適当な位置に接地端子を設け、内部で変圧器取付け部材に接続するものとす

る。 

５.３ 塗装 

箱体の塗装色は、ＪＩＳ Ｗ ８３０１（航空標識の色）に規定された標識色（航空黄赤色）とする。 
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６ 試験 

６.１ 外観・構造 

構造・寸法、仕上げ、塗装及び内部構成部品が、本仕様書に適合するものとする。 

６.２ 電気特性試験 

６.２.１ 変圧比測定 

全タップにおける一次電圧及び二次電圧を測定し、表１に適合するものとする。なお、指定変

圧比に対する裕度は±０.５％以内とする。 

６.２.２ 電圧変動率 

二次巻線を開放し、一次巻線に定格入力電圧を加えたときの二次無負荷電圧（Ｅ０）を測定、次

に定格動作状態での定格出力電圧(E)を測定し、次式によって求めた電圧変動率εは、表２の値

以下とする。 

[%]100
0

0

E
EE

 

表 ２ 電圧変動率 

定格出力［kＶA］ 1 2 3 

電圧変動率［％］ 4.5 4.5 4.5 

６.２.３ 効率 

無負荷損及び負荷損から次の式によって求められた効率は、表１の値以上とする。 

[%]100
0

0

ci PPP
P

 

ここに η ： 効 率［％］ 

 P0 ： 出 力［Ｗ］ 

 Pi ： 無負荷損［Ｗ］ 

 Pc ： 負 荷 損［Ｗ］（基準温度に補正した値） 

６.２.４ 絶縁抵抗試験 

次項の耐電圧試験の前後、導電部と非導電部（外箱）間を５００Ｖ絶縁抵抗計で測定したとき、

一次側（入力）及び二次側（出力）とも３０MΩ以上とする。 

６.２.５ 耐電圧試験 

導電部と非導電部（外箱）間に、表３に示す周波数５０Ｈｚ又は６０Ｈｚの正弦波に近い交流電圧

を１分間印加したとき、これに耐えるものとする。 
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表 ３ 耐電圧試験 

印 加 箇 所  試 験 電 圧 （Ｖ） 

一 次 側 ～外 箱 間  ４，０００ 

二 次 側 ～外 箱 間  ２，０００ 

６.２.６ 誘導耐電圧試験 

二次巻線のすべてを開放し、一次巻線に定格周波数(Ｆ)の２倍以上の試験周波数（ｆ）で定格

入力電圧の２倍以上の電圧を印加したとき、次の時間これに耐えるものとする。なお、試験時間は

最長６０秒間、最短１５秒間とする。 

[sec]120
f
F

試験時間  

ここに Ｆ ： 定格周波数［Ｈｚ］ 

 ｆ ： 試験周波数［Ｈｚ］ 

６.３ 温度試験 

定格負荷状態において、各部の温度上昇値がほぼ一定となるまで連続運転したとき、各部に異

常が生ずることなく、また、各部の温度上昇値を測定したとき、表４の値以下とする。 

表 ４ 変圧器の温度上昇限度 

変圧器の部分 温度測定方法 温 度 上 昇 の限 度 (℃ｄｅｇ) 

巻 線 
温度計法 １１０ 

抵 抗 法 １１５ 

鉄心表面 温度計法 １１０ 

６.４ 防水試験 

ＪＩＳ Ｃ ０９２０（電気機械器具の防水試験及び固形物の侵入に対する保護等級）のうち「保護等

級・４，種類・防まつ形」により試験を行い、変圧器の内部に正常な動作を阻害する浸水がないもと

する。 
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７ 検査 

立会い検査は、原則として監督官立会いのうえ行うものとし、項目は表５のとおりとする。 

表 ５ 検査の項目 

種 別  

検 査 項 目  

Ａ欄  
Ｂ欄 備考 

(ア) (イ) 

６．１ 外 観 ・構 造 全数 全数 ○  

６．２．１ 変 圧 比 １台 全数 ○  

６．２．２ 電圧変動率 － 全数 ○  

６．２．３ 効 率 － 全数 ○  

６．２．４ 絶 縁 抵 抗 全数 全数 ○  

６．２．５ 耐 電 圧 １台 全数 ○  

６．２．６ 誘導耐電圧 － － ○  

６．３ 温 度 上 昇 － － ○  

６．４ 防 水 １台 全数 ○  

注１ Ａ欄(ア)に原則として監督官立会いのうえ行う検査項目を、Ａ欄(イ)に製造者が

社内において行う試験・検査項目を、Ｂ欄に製造者が同一設計で最初の製品に

ついて行う試験・検査項目を示す。 

注２ Ｂ欄○印は、試験・検査の実施を示す。 

８ 表示及び梱包 

８.１ 表示 

８.１.１ 箱体表示 

箱体表面には、次の次項を表示した銘板を取付けるものとする。 

型式・品名 

製 造 年 月 

製 造 番 号 

製 造 者 名 

８.１.２ 定格表示 

箱体扉裏面には、次の事項を表示した銘板を取付けるものとする。 

名 称 

絶 縁 の 種 類 

定 格 容 量（ｋＶＡ） 

相 数 

定 格 周 波 数（Ｈｚ） 

定格一次･二次電圧（Ｖ） 
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タ ッ プ 電 圧（Ｖ） 

定 格 電 流（Ａ） 

結 線 図 

総 質 量（ｋｇ） 

８.１.３ 梱包表示 

梱包の２面側には、適正な方法で次の事項を表示する。 

型式・品名 

数 量 

製 造 者 名 

８.２ 梱包 

運搬中損傷しないよう、充分な強度を有する木箱又はダンボール等の適切な方法で梱包する。 

８.３ 取扱説明書 

変圧器及び内部構成部品の組立又は設置についての必要な取扱説明書を提出する。 

８.４ 工具類 

変圧器及び内部構成部品の組立、施工又は保守管理に特殊工具が必要な場合には付属する。 
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１ 適用範囲

本仕様書は、飛行場灯火用光源として使用するタングステン電球（以下「電球」

という。）に適用する。

２ 適用法規及び規格

(1) 航空法施行規則 （昭和２７年７月運輸省令第５６号）

(2) 日本工業規格（ＪＩＳ）
(3) 関 連 仕 様 書

ＭＴ－１型誘導標識灯仕様書 防灯仕第１００１号

Ｔ型着陸方向指示灯仕様書 防灯仕第１００３号

ＲＢ－９２型飛行場灯台仕様書 防灯仕第１００４号

３ 用語の定義

本仕様書で用いる用語は、ＪＩＳ Ｃ ７８０１（電球類試験方法通則）及び

ＪＩＳ Ｚ ８１１３（照明用語）によるほか、次によるものとする。

(1) 定 格 電 流 ： 電球に表示された電流。

(2) 定 格 電 圧 ： 電球に表示された電圧。

(3) 定 格 電 力 ： 電球に表示された消費電力。

(4) 規定点灯時間 ： 光束維持率を測定するため、予め規定した時間。

(5) 光 束 維 持 率 ： 一定時間点灯後の全光束と初光束との比の百分率。

(6) 寿 命 ： 電球が点灯しなくなるまでの連続点灯時間。

(7) 定 格 寿 命 ： 長期間にわたり製造された同一型式の電球の寿命の平均

値に基づいて公表された寿命。

４ 電球の種類及び型式

(1) 電球の種類及び型式は、表１のとおりとする。
(2) 電球の形状及び寸法は、表３のとおりとする。

表 １ 電 球 の 種 類

型 式 定格電圧 定格電流 定格電力 適用灯仕番号 適 用 灯 器

AF 6.6A 60w 6.6 A 60 w 防灯仕 1001号 ＭＴ -１型誘導標識灯

AF 100V 20w 100 v 20 w 防灯仕 1003号 Ｔ型着陸方向指示灯

AF 100V 1000w 100 v 1000 w 防灯仕 1004号 ＲＢ -９２型飛行場灯台

５ 性 能

電球の性能は、次によるものとする。

(1) 初特性
７ .２ .２項により試験をしたとき、表３に適合するものとする。
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(2) 光束維持率
７ .２ .３項により試験をしたとき、表４に適合するものとする。

６ 構造及び材料

６ .１ 構造、寸法

電球の構造及び寸法は、次のとおりとする。

(1) 構造及び寸法は、表３のとおりとする。
(2) フィラメントはガラス球の中正の位置に取付けるものとする。フィラメント
の寸法及び光中心距離は表３のとおりとする。

(3) 口金の寸法は、ＪＩＳ Ｃ ７７０９（電球類の口金および受金）による。

６ .２ 材 料

(1) フィラメントは、ＪＩＳ Ｈ ４４６１（照明及び電子機器用タングステン線）

に規定されたタングステン線のコイルフィラメントを使用し、品質均等で傷そ

の他の欠点のないものとする。

(2) 導入線には導電率の高い良質の材料を使用し、導入線とフィラメント並びに
口金との接続は確実なものとする。なお、口金との接続には腐食性媒剤を使用

しないものとする。

(3) ガラス球は使用上差支えのある傷その他の欠点がないものとする。
(4) 口金の導電部にはＪＩＳ Ｈ ３１００（銅及び銅合金の板及び条）に規定さ

れた材料を、また絶縁部にはガラスその他の適切な材料を使用し、緩まないよ

う適切な接着方法でガラス球に取付けるものとする。

７ 試 験

７ .１ 外観・構造

７ .１ .１ 構造び寸法

電球の構造、外観は４ .(2)項及び６ .１項について行い、本仕様書に適合する
ものとする。なお、寸法はＪＩＳ Ｂ ７５０７（ノギス）に規定するノギスに

より、また、口金の寸法は限界ゲ－ジで測定する。

７ .１ .２ 口金接着強さ試験

口金接着強さは、口金接着試験器を用い、口金とガラス球との間にねじりモ

－メントを徐々に加えたとき、BA･15 口金は８ kgf･㎝（ 0.8 N･m）、 P･28 口金は
３０ kgf･㎝（ 3 N･m）、P･40 口金では５０ kgf･㎝（ 5 N･m）のモ－メントにそ

れ ぞれ耐えるものとする。

７ .２ 特性試験

７ .２ .１ 試験条件

(1) 試験場所の状態は、ＪＩＳ Ｚ ８７０３（試験場所の標準状態）に規定す

る常温（２０±１５℃）常湿（６５±２０％）で、風及び振動の影響を受け

ない状態とする。

(2) 電気計器は、ＪＩＳ Ｃ １１０２（指示電気計器）に規定する階級０ .５級
以上の計器又はこれと同等以上の精度を有するデジタル計器とする。
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(3) 試験電源は、試験する電球の種類に応じ、安定な直流電源又は周波数５０ Hz
若しくは６０ Hz の正弦波に近い安定な交流電源とする。

(4) 全光束は、原則として球形光束計により測定する。
(5) 光束維持率及び寿命試験の場合の試験電圧又は試験電流の変動率は±１％以
内とする。

(6) 試験用電気回路はＪＩＳ Ｃ ７８０１（電球類試験方法通則）の３ .４項に
よる。

７ .２ .２ 初特性試験

(1) ＪＩＳ Ｃ ７８０１（電球類試験方法通則）の４ .３ .５項により電圧、電流
及び消費電力試験を、また、同４ .３ .６項により定格電流又は定格電圧で点灯
したときの光束を測定し、表４に適合するものとする。

(2) ガス入電球では測定にあたって、定格電流又は電圧で約１分間点灯し、封入
ガスがほぼ定常の状態に達してから行なうものとする。この試験は特に指定の

ない限り電球の常位置で行なう。

(3) ８ .２ (1), (2)項に示す検査数量について８０％以上の個数が表４に適合するも
のとする。

７ .２ .３ 光束維持率試験

(1) 光束維持率は、寿命試験中の電球につき表４に示す規定点灯時間に達したと
き、７ .２ .１項の条件により点灯して光束及び消費電力を測定し、表４に適合
するものとする。

(2) 予め試験電流又は電圧と点灯時間との関係を協議し、合意された場合には、
その試験電流（原則として定格電流の１１０％以下）又は電圧（原則として定

格電圧の１２０％以下）で行うことができるものとする。

(3) ８ .２ (1), (2)項に示す検査数量について８０％以上の個数が表４に適合するも
のとする。

７ .２ .４ 寿命試験

(1) 寿命試験は、７ .２ .１項の条件（温度、湿度条件を除く。）で行い、点灯しな
くなるまでの時間を測定したとき、表４に適合するものとする。

(2) 予め試験電圧と点灯時間との関係を協議し、合意された場合には、その試験
電圧を真空電球では原則として定格電圧の１３０％以下、ガス入電球では原則

として定格電圧の１２０％以下で行うことができるものとする。

(3) ８ .２ (1), (2)項に示す検査数量について８０％以上の個数が表４に適合するも
のとする。
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８ 検 査

８ .１ 検査の項目

立会い検査は、原則として監督官立会いのうえ行うものとし、項目は表２の

とおりとする。

表 ２ 検査の項目

種 別 Ａ 欄

Ｂ 欄 備 考

検 査 項 目 (ア ) (イ )

7.1.1 外観・構造 ○ ○ ○

7.1.2 口金接着強さ ○

7.2.2 初 特 性 ○ ○ ○

7.2.3 光束維持率 ○ ○ ○

7.2.4 寿 命 ○ ○

注 1 Ａ欄 (ア )に原則として監督官立会いのうえ行う検査項目を、Ａ欄 (イ )
に製造者が社内において行う試験・検査項目を、Ｂ欄に製造者が同

一設計で最初の製品について行う試験・検査項目を示す。

８ .２ 検査数量

表２のＡ欄 (イ )の試験・検査は、同一型式の電球について次の個数により行
うものとする。

ただし、検査対象個数が５０個以下の場合は、製造者の社内試験のデ－タに

よって、検査を省略することができるものとする。

(1) 検査対象個数２００個以下の場合は、光束維持率試験及び寿命試験用とし

て３個，その他７個の合計１０個とする。

(2) 検査対象個数５００個以下の場合は、光束維持率試験及び寿命試験用とし

て５個、その他１５個の合計２０個とする。

９ 表示及び梱包

９ .１ 表 示

９ .１ .１ 本体表示

電球には、次の事項を口金に表示する。

型式・定格

製造者名又はその略号

（例）航空照明用電球 ＡＦ ６ .６ A ６０ w
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９ .１ .２ 梱包表示

梱包の２面側には適当な方法で次の事項を表示する。

型式・品名

数 量

製 造 者 名

９ .２ 梱 包

運搬中損傷しないよう、充分な強度を有するダンボ－ル、木箱等の適切な方法

で梱包する。
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１ 適用範囲

本仕様書は、飛行場灯火用光源として使用するハロゲン電球（以下「電球」

という。）に適用する。

２ 適用法規及び規格

(1) 航空法施行規則 (昭和２７年７月 運輸省令第５６号）

(2) 日本工業規格 (ＪＩＳ）
(3) 関 連 仕 様 書

Ｔ－５型標識灯仕様書 防灯仕第２６２号

Ｆ型標識灯仕様書 防灯仕第２６８号

Ｅ型標識灯仕様書 防灯仕第２７５号

３ 用語の定義

本仕様書で用いる用語は、ＪＩＳ Ｃ ７８０１（電球類試験方法通則）及び

ＪＩＳ Ｚ ８１１３（照明用語）によるほか、次によるものとする。

(1) 定 格 電 流 ：電球に表示された電流。

(2) 定 格 電 力 ：電球に表示された消費電力。

(3) 規定点灯時間 ：光束維持率を測定するために、あらかじめ規定した時間。

(4) 光 束 維 持 率 ：一定時間点灯後の全光束と初光束との比の百分率。

(5) 寿 命 ：電球が点灯しなくなるまでの連続点灯時間。

(6) 定 格 寿 命 ：長期間にわたり製造された同一型式の電球の寿命の平均

値に基づいて公表された寿命。

４ 電球の種類及び型式

電球の種類及び型式は、表１のとおりとする。
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表 １ 電 球 の 種 類

型 式 定格電流 定格電力 寸法図 適用灯仕番号 主な適用灯器型式

JF 6.6A 100wSF3 6.6 A 100 w 図１ FHB-36 型標識灯

FHU-34 型標識灯
JF 6.6A 150wSF3 6.6 A 150 w 図１ FHB-33/34(34)型標識灯

FHB-36 Ⅱ型標識灯
防灯仕第 268号

JF 6.6A 200wSF3 6.6 A 200 w 図１ FHU-33 型標識灯
FHB-33/34(33)型標識灯

JF 6.6A 275wSF3 6.6 A 275 w 図１ FHU-31 型標識灯
FHU-35 型標識灯

JF 6.6A 100wV3 6.6 A 100 w 図２ EHU-33 型標識灯

JF 6.6A 150wV3 6.6 A 150 w 図２ EHB-35 型標識灯
防灯仕第 275号

JF 6.6A 200wV3 6.6 A 200 w 図２ EHU-31 型標識灯
EHU-32 型標識灯

JF 6.6A 250wV3 6.6 A 250 w 図２ EHB-34 型標識灯

JF 6.6A 60wV 6.6 A 60 w 図３ 防灯仕第 262号 T-5 型標識灯

備考 (1)型式に用いる記号は次を表わす。
Ｊ：ハロゲン電球

Ｆ：用途区分（飛行場用）

Ｄ：２重コイルフィラメント．無表示は単コイルフィラメント

(2)定格の後の記号
Ｓ：片口金形

Ｖ：多脚突出形

Ｆ：扁平フィラメント

３：ＣＡＴⅢ対応

５ 初特性及び光束維持率

電球の初特性及び光束維持率は、表２のとおりとする。
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表 ２ 初特性及び光束維持率

定 定 初 特 性 光 束 維 持 率 定
格 格 格

型 式 電 電 規定 光 束 寿
流 力 消費電力 光 束 効 率 点灯 消費電力 維持率 命

時間
(A) (w) (w) (lm) (lm/w) (h) (w) (%) (h)

JF6.6A 100wSF3 6.6 100 100 ± 8 2100 以上 300 129 以下 90 以上 500
(2300) (23.0)

JF6.6A 150wSF3 6.6 150 150 ± 11 3250 以上 300 183 以下 90 以上 500
(3550) (23.7)

JF6.6A 200wSF3 6.6 200 ＋ 14 4900 以上 300 252 以下 90 以上 500
200 － 8 (5300) (26.5)

JF6.6A 275wSF3 6.6 275 275 ± 21 6600 以上 300 330 以下 90 以上 500
(7670) (27.9)

JF6.6A 100wV3 6.6 100 100 ± 7 2050 以上 300 120 以下 90 以上 500
(2200) (22.0)

JF6.6A 150wV3 6.6 150 150 ± 11 3200 以上 300 180 以下 90 以上 500
(3450) (23.0)

JF6.6A 200wV3 6.6 200 200 ± 14 4600 以上 300 240 以下 90 以上 500
(4800) (24.0)

JF6.6A 250wV3 6.6 250 250 ± 20 5750 以上 300 300 以下 90 以上 500
(6000) (24.0)

JF6.6A 60wV 6.6 60 60 ± 6 1040 以上 300 72 以下 90 以上 500
(1200) (20.0)

備考 1 （ ）内数値は標準値を示す。

６ 性 能

電球の性能は、次によるものとする。

(1) 初特性
８ .２ .２項により試験をしたとき、表２に適合するものとする。

(2) 光束維持率
８ .２ .３項により試験をしたとき、表２に適合するものとする。

７ 構造及び材料

７ .１ 構造、寸法

電球の構造及び寸法は、次のとおりとする。
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(1) フィラメントの取付け位置は、図１～図３によるものとする。
(2) 口金とガラス球の取り付けは確実で、使用中に緩まない構造とする。
(3) 導入線とフィラメント及び導入線と口金は確実に接続されているものとす
る。

(4) 電球は正常な使用時に生ずる衝撃または振動に耐える構造のものとする。
(5) 寸法は、図１～図３によるものとする。ただし、口金の中でＪＩＳ Ｃ７７

０９（電球類の口金及び受金）に規定されているものは、この規定によるも

のとする。

７ .２ 材 料

(1) フィラメントは、ＪＩＳ Ｈ ４４６１（照明及び電子機器用タングステン

線）に規定されたタングステン線又はこれと同等以上のものを使用しコイル

状としたもので、使用上差し支えのある変形が生じないものとする。

(2) ガラス球は、耐熱性を有する石英ガラス又はこれと同等以上の品質のもの
とし、使用上差支えのある傷，泡等がないものとする。

(3) 封止部には、モリブテン又はこれと同等以上の品質の金属を、また、内部

及び外部導入線はモリブデン，タングステン，モリブテン合金若しくはこれ

らと同等以上の品質の金属を使用するものとする。

(4) 口金の導電部には、ニッケル，タングステンなどの耐熱性を有する金属を，

絶縁部にはステアタイト磁器，樹脂又はこれと同等以上の品質の絶縁物を使

用するものとする。

(5) 電球内部には、アルゴンなどの不活性ガスのほか，微量のよう素，臭素等

のハロゲン族元素又はこれらの化合物を封入してあるものとする。

８ 試 験

８ .１ 外観・構造

電球の構造、外観は７ .１項及び７ .２項について行い、本仕様書に適合する
ものとする。なお、寸法はＪＩＳ Ｂ ７５０７（ノギス）に規定するノギスに

より測定する。ただし、フィラメント寸法は、電球の正面及び側面から光学的

にスクリ－ン上に投影したときのフィラメント投影像を測定するものとする。

８ .２ 特性試験

８ .２ .１ 試験条件

(1) 試験場所の状態は、ＪＩＳ Ｚ ８７０３（試験場所の標準状態）に規定す

る常温（２０±１５℃）常湿（６５±２０％）で、風及び振動の影響を受け

ない状態とする。

(2) 電気計器は、ＪＩＳ Ｃ １１０２（指示電気計器）に規定する０ .５級以上
の計器又はこれと同等以上の精度を有するデジタル計器とする。

(3) 試験電源は、試験する電球の種類に応じ、安定な直流電源又は周波数５０

H z 若しくは６０ Hz の正弦波に近い安定な交流電源とする。
(4) 全光束は、原則として球形光束計により測定する。
(5) 光束維持率試験及び寿命試験の場合の試験電流の変動率は±１％以内とす
る。
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(6) 試験用電気回路はＪＩＳ Ｃ ７８０１（電球類試験方法通則）の３ .４項に
よる。

８ .２ .２ 初特性試験

(1) ＪＩＳ Ｃ ７８０１ (電球類試験方法通則 )の４ .３ .５項により電圧、電流及
び消費電力試験を、また、同４ .３ .６項により定格電流で点灯したときの光
束を測定し、表２に適合するものとする。

この試験は特性が安定した後に測定するものとする。この場合の電球の向

きは標準点灯の向きとする。

(2) ９ .２ (1)、 (2)項に示す検査数量について９０％以上の個数が表２に適合する
ものとする。

８ .２ .３ 光束維持率試験

(1) 光束維持率は、寿命試験中の電球につき表２に示された測定点灯時間に達
したとき、８ .２ .１項の条件により点灯して全光束及び消費電力を測定し、
表２に適合するものとする。この場合の電球の向きは標準点灯の向きとする。

(2) ９ .２ (1)、 (2)項に示す検査数量の５個について行い、表２に適合するものと
する。

８ .２ .４ 寿命試験

(1) 寿命試験は、８ .２ .１項の条件（温度、湿度条件を除く。）で行い、点灯し
なくなるまでの時間を測定したとき、表２に適合するものとする。

この場合の電球の向きは標準点灯の向きとする。

(2) 予め試験電流に対する寿命係数を協議し、合意された場合には、その試験
電流で試験を行うことができるものとする。

(3) ９ .２ (1)、 (2)項に示す検査数量の５個について行い、５個の寿命の平均値が
表２に適合するものとする。

８ .２ .５ 絶縁抵抗試験

(1) 口金の接点以外に金属を有する電球は、温度２０℃、相対湿度６５±５％
の環境下に１時間放置した後、口金の一方の電極と金属部間の絶縁抵抗を５

００ v 絶縁抵抗計で測定したとき、５ＭΩ以上とする。
(2) ９ .２ (1)、(2)項に示す検査全数量について行い、すべて適合するものとする。

８ .２ .６ 絶縁耐力試験

(1) 口金の接点以外に金属を有する電球は、前８ .２ .５項に示された条件下で
口金の一方の電極と金属部間に、周波数５０ Hz 又は６０ Hz の正弦波に近い
交流電圧１５００ v を１分間印加したとき、これに耐えるものとする。

(2) ９ .２ (1)、 (2)項に示す検査全数量について行い、すべて適合するものとする。

８ .２ .７ 点灯試験

(1) 定格電流を電球端子に与え、異常なく点灯することを確認する。

(2) ９ .２ (1)、(2)項に示す検査全数量について行い、すべて適合するものとする。
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９ 検 査

９ .１ 検査の項目

立会い検査は、原則として監督官立会いのうえ行うものとし、項目は表３の

とおりとする。

表 ３ 検査の項目

種 別 Ａ 欄
Ｂ 欄 備 考

検 査 項 目 (ア ) (イ )

8.1 外観・構造 ○ ○ ○

8.2.2 初 特 性 ○ ○ ○

8.2.3 光束維持率 ○ ○

8.2.4 寿 命 ○ ○

8.2.5 絶 縁 抵 抗 ○ ○ ○

8.2.6 耐 電 圧 ○ ○ ○

8.2.7 点 灯 ○ ○ ○

注 1 Ａ欄 (ア )に原則として監督官立会いのうえ行う検査項目を、Ａ欄 (イ )
に製造者が社内において行う試験・検査項目を、Ｂ欄に製造者が同
一設計で最初の製品について行う試験・検査項目を示す。

９ .２ 検査数量
表３のＡ欄 (イ )の試験・検査は、同一型式の電球について次の個数により
行うものとする。

(1) 検査対象個数が５００個以下の場合は、光束維持率及び寿命試験用として

５個，その他１５個の合計２０個とする。

(2) 検査対象個数が５００個を越える場合は、光束維持率及び寿命試験用とし

て５個，その他２５個の合計３０個とする。

１０ 表示及び梱包

10.１ 表 示

10.１ .１ 本体表示

電球には、次の事項をガラス球又は口金に表示する。

型式・定格

製造者名又はその略号

10.１ .２ 梱包表示

梱包の２面側には適当な方法で次の事項を表示する。

型式・品名

数 量

製 造 者 名
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10.２ 梱 包

運搬中損傷しないよう、充分な強度を有するダンボ－ル、木箱等の適切な方

法で梱包する。













第５編
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１ 適用範囲

本仕様書は、飛行場の標識灯に使用する接手について適用する。

２ 種 類

接手の種類は、表１のとおりとする。

表 １ 接手の種類

型 式 用 途 対 象 灯 器

Ｂ－３型 誘導標識灯 MT-1

Ｃ－３型 進入灯 ,誘導路出入口灯 ,滑走路灯，末 FX-AV, EHU, EHB, T-2, FX-3S
端識別灯

Ｄ－３型 進入角指示灯 P

Ｅ－３型 離陸目標灯 , 進入角指示灯 (電源配管用) GM-A

Ｆ－２型 滑走路距離灯 ,２型風向灯 G-2, 2B,2AL,2AH

３ 構 造

３ .１ 形状及び寸法

各接手の形状及び寸法は、図１～５に示すとおりで使用上差支えのある

傷その他のないものとする。

３ .２ 材 質

材質は軽合金とし、仕上後ＪＩＳ Ｈ ８６０１（アルミニゥム及びアル

ミニゥム合金の陽極酸化皮膜）に規定された陽極処理皮膜を施すものとする。

４ . 強 度

ねじ部を、接手軸が水平になるように固定し、切断溝より灯器付面の方

向３０㎝（Ｆ－２の場合は１００㎝）の点に、表２のイに示す静荷重を加

えたとき荷重点の変位が１３㎜（Ｆ－２の場合は４３㎜）以下であって、

表２のロに示す静荷重を加えたとき切断溝から完全に切断されるものとす

る。
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表 ２ 接手の強度 単位： kg･ f (N)

型 式
Ｂ－３ Ｃ－３ Ｄ－３ Ｅ－３ Ｆ－２

静荷重

イ 50 (490) 135 (1320) 135 (1320) 135 (1320) 135 (1320)

ロ 100 (980) 230 (2250) 230 (2250) 230 (2250) 230 (2250)

５ 塗 装

灯器取付面及びねじ部を除く接手の全表面の塗装色は、ＪＩＳ Ｗ ８３

０１（航空標識の色）に規定された標識色（航空黄赤色）とする。

６ 試 験

６ .１ 外観・構造

外観・構造について行ない、本仕様書による形状、寸法に適合するも

のとする。

６ .２ 強度試験

４項に示された静荷重及び衝撃試験を行ない、これに適合するものと

する。

７ 検 査

立会い検査は、原則として監督官立会いのうえ行うものとし、項目は表３

のとおりとする。

表 ３ 検査の項目

種 別 Ａ 欄

Ｂ 欄 備 考

検 査 項 目 (ア ) (イ )

３ 外観・構造 １０％ 全 数

４ 強 度 １ 個 １ 個

注 1 Ａ欄 (ア )に原則として監督官立会いのうえ行う検査項目を、Ａ欄
(イ )に製造者が社内において行う試験・検査項目を、Ｂ欄に製造者
が同一設計で最初の製品について行う試験・検査項目を示す。

2 Ｂ欄○印は試験・検査の実施を示す。

3 検査対象品の１０％の数が３個以下の場合、検査個数は最低限３個

とする。
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８ 表示及び梱包

８ .１ 表 示

８ .１ .１ 本体表示

接手には適当な位置に、製造者名又は商標をわかりやすく型押するか

刻印による表示をするものとする。

８ .１ .２ 梱包表示

梱包の２面側には適当な方法で、型式、品名、製造者名を表示する。

８ .２ 梱 包

運搬中損傷しないよう、充分な強度を有する木箱又はダンボ－ル等の

適切な方法で梱包する。
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１ 適用範囲

本仕様書は、航空灯火用標識灯（以下「灯器」という。）に使用する干渉

膜透過フィルタ（以下「フィルタ」という。）に適用する。

２ 適用法規及び規格

(1) 日本工業規格 （ＪＩＳ）

(2) 関 連 仕 様 書

Ｆ型標識灯仕様書 防灯仕第２６８号

Ｐ型進入角指示灯 (PAPI)仕様書 防灯仕第２７１号

Ｅ型標識灯仕様書 防灯仕第２７５号

３ 環境条件

フィルタは、滑走路の舗装面等に設置され、かつ、密閉された灯器に装着

されることから、高温度等の環境条件に充分耐えるものとする。

４ 種 類

灯器及びその光色の種類は、表１のとおりとする。

表 １ 光 色 の 種 類

光色の

灯 火 の 種 類 備 考

種 類

滑走路末端灯 (進入端 ) 緑

滑走路末端灯 (終端 )、進入角指示灯 赤

滑走路末端補助灯 緑

滑 走 路 灯 黄

５ 性 能

５ .１ 光 色

光色は、７ .１項に示す試験条件で試験したとき、ＪＩＳ Ｗ ８３０１

（航空標識の色）に規定された色度範囲内（図１参照）とする。

なお、航空緑については、最大光度の５％まで調光した場合において制

限緑Ⅱの色度範囲内にあるものとする。

５ .２ 透過率

フィルタの透過率は、７ .２項による試験を行ったとき表２に示す基準に
適合するものとする。
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表 ２ フィルタの透過率

光 色 透 過 率

緑 ３３％ 以上

赤 ２０％ 以上

黄 ４０％ 以上

５ .３ 環境性能

フィルタは、７ .４項煮沸試験及び７ .５項加速寿命試験に適合するもの
とする。

６ 構造及び寸法

６ .１ 外形，寸法

Ｆ型標識灯仕様書（防灯仕第２６８号）、Ｅ型標識灯仕様書（防灯仕

第２７５号）及び P 型進入角指示灯仕様書（防灯仕第２７１号）に適合
するものとする。

６ .２ 材 料

耐熱ガラスに金属酸化物等の蒸着表面処理を施し、光学性能に影響を及

ぼす脈理，泡及び異物がないものとする。

ただし、脈理とは、ガラス中に存在する筋状の素材の不均質な部分をい

い、泡とは、ガラス中に存在する気泡をいう。

また、異物とは、ガラス中に存在する黒色，白色等の型錆や不溶物質を

いう。

７ 試 験

７ .１ 外 観

寸法及び装着状態が、本仕様書に適合するものとする。

７ .２ 光色試験

フィルタを灯器に装着し、点灯した後の安定した温度条件で、フィルタ

の分光透過率及び光色について、ＪＩＳ Ｚ ８７２４（光源色の測定方法）

に規定する分光測定色方法又は刺激値直読方法によって測定し、各光度段

階の色度座標Ｘ，Ｙを求める。

７ .３ 透過率試験

フィルタを灯器に装着し、温度の安定した点灯状態で、光度を測定し、

フィルタを外した時（白）の光度と比較し透過率を算出する。
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７ .４ 煮沸試験

フィルタを９０℃以上の煮沸した湯中に１時間入れ、次に常温の水中に

漬け、これを２回繰返したときフィルタにヒビ割れ・変色，剥れ等がない

ものとする。

７ .５ 加速寿命試験

Ｆ型標識灯仕様書（防灯仕第２６８号）、Ｅ型標識灯仕様書（防灯仕第

２７５号）及びＰ型進入角指示灯仕様書（防灯仕第２７１号）による加速

寿命試験を行ったとき、フィルタに変形又は熱による損傷がないものとする。

なお、試験後において、７ .２項の光色試験及び７ .３項の透過率試験を
行い、加速寿命試験前と同等であることを確認するものとする。

８ 検 査

立会い検査は、原則として監督官立会いのうえ行うものとし、項目は表

３のとおりとする。

表 ３ 試験検査の項目

種 別 Ａ 欄

Ｂ 欄 備 考

検 査 項 目 (ア ) (イ )

7.1 外 観 １枚 １ 枚 ○

7.2 光 色 １ 枚 ○

7.3 透 過 率 １ 枚 ○

注 1 Ａ欄 (ア )に原則として監督官立会いのうえ行う検査項目を、Ａ欄 (イ )
に製造者が社内において行う試験・検査項目を、Ｂ欄に製造者が同

一設計で最初に製品について行う試験・検査項目を示す。

2 Ａ欄の数量は各光色について検査対象枚数５０枚以下の場合を示す。

５０枚を越える場合の枚数は５％（最低３枚）とする。

3 Ｂ欄○印は試験・検査の実施を示す。
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１ 適用範囲 

本仕様書は、進入灯の支持柱として使用する軽量型進入灯柱（以下「灯柱」という。）について適用

する。 

２ 適用法規及び規格 

(１) 日本工業規格  （ＪＩＳ） 

３ 灯柱の型式 

灯柱は支柱と可傾式ベースプレート等により構成され、表１及び図１～８によるものとする。 

表 １ 灯柱の型式 

型式 標準高さ（ｍｍ） 高さ調整範囲（ｍｍ） 

１型 ２，３００ １，６５０ ～ ２，９５０ 

２型 ３，６００ ２，９５０ ～ ４，２５０ 

３型 ４，９００ ４，２５０ ～ ５，５５０ 

４型 ６，２００ ５，５５０ ～ ６，８５０ 

５型 ７，５００ ６，８５０ ～ ８，１５０ 

６型 ８，８００ ８，１５０ ～ ９，４５０ 

７型 １０，１００ ９，４５０ ～ １０，７５０ 

８型 １１，４００ １０，７５０ ～ １２，０５０ 

４ 仕様 

灯柱の仕様は、次によるものとする。 

(１) 脆弱性 

灯柱は航空機が衝突したとき、航空機に著しい損傷を与えることなく倒壊する脆弱性

を有するものとする。 

(２) 灯柱強度 

灯柱は灯器を設置した状態で、風速６０ｍ／sec と同等以上の荷重を加えたとき、こ

れに耐えるものとする。 

なお、沖縄等台風の襲来頻度が多い地域で特に強度を必要とする場合は、６０ｍ／

sec を８０ｍ／sec に置き換えるものとする。 

(３) 歪み 

灯柱は灯器を設置した状態で、風速６０ｍ／sec と同等以上の荷重を１０分間以上連

続して加えたとき、永久歪みが生じないものとする。 

なお、沖縄等台風の襲来頻度が多い地域で特に強度を必要とする場合は、６０ｍ／

sec を８０ｍ／sec に置き換えるものとする。 

(４) 光軸の変位 

灯柱は灯器を設置した状態で、風速３０ｍ／sec と同等以上の荷重を加えたとき、軸
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の変位は鉛直方向±２°以下、水平方向±５°以下とする。 

(５) 高さの調整 

灯器の高さは、±６５ｃｍまで調整ができるものとする。 

(６) 保守性 

灯柱は可傾式構造とし、灯器は地上１ｍまで降下するものとする。また、倒した状態

で灯器の水平及び鉛直照準操作が容易にできるものとする。 

(７) 組立 

灯柱は取扱いが容易で、各部材間に互換性を有するものとし、現地組立の際、特殊

な工具を使用することなく正確、かつ、迅速に組立が可能な構造とする。 

(８) 材質 

次による。 

灯 柱 アルミニウム合金（管、板、鋳物） 

ボルト類 アルミニウム合金、ステンレス鋼、亜鉛めっきボルト 

基 板 一般構造用鋼材 

(９) 灯器用配線 

灯器用配線は支柱内に配線ができる構造とする。 

５ 材料 

使用する材料は、次の各表に示すＪＩＳ規格品とし、有害な傷及び腐食等がないものとする。また、ア

ルミニウム鋳物は、均一な品質で有害な傷及び鋳巣がないものとする。 

５.１ アルミニウム材 

(１) 管材等 

管材等の材質は、表２の規格によるものとする。 

表 ２ アルミニウム管材等 

材料 規格 内 容  

管 材 ＪＩＳ Ｈ ４０８０ 
アルミニウム及 びアルミニウム合 金 継 目 無 管  

種 類  Ａ６０６１ 

板 材 ＪＩＳ Ｈ ４０００ 
アルミニウム及 びアルミニウム合 金 の板 及 び条 

種 類  Ａ５０８３ 

鋳 物 ＪＩＳ Ｈ ５２０２ 
アルミニウム合 金 鋳 物  

種 類  ＡＣ７Ａ 

ボルト類 ＪＩＳ Ｈ ４０４０ 
アルミニウム及 びアルミニウム合 金 の棒 及 び線 

種 類  Ａ２０２４ 

溶 接 棒 ＪＩＳ Ｚ ３２３２ 
アルミニウム及 びアルミニウム合 金 溶 接 棒 並 びにワイヤ 

種 類  Ａ４０４３ 

注1 断面形状、寸法及び重量の許容誤差は、それぞれ上記欄の規格によるものとする。 
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(２) ボルト及びナット等 

ボルト、ナット及び座金の材質は、表３の規格によるものとする。 

表 ３ ボルト等 

品名 材料規格 形状規格 備 考  

六角ボルト 
ＪＩＳ Ｈ ４０４０ 

［２０２４］ 
ＪＩＳ Ｂ １１８０ 

ＪＩＳ Ｂ ０２０５(メートル並 目

ねじ) による中 ２級  

六角ナット 
ＪＩＳ Ｈ ４０４０ 

［６０６１］ 
ＪＩＳ Ｂ １１８１ 

ＪＩＳ Ｂ ０２０５(メートル並 目

ねじ) による中 ２級  

平座金 
ＪＩＳ Ｈ ４０４０ 

［２０１７］ 
ＪＩＳ Ｂ １２５６  

５.２ 鋼材 

鋼材の材質は、表４の規格によるものとする。 

表 ４ 鋼材 

品名 材料規格 形状規格 備 考  

鋼材 
ＪＩＳ Ｇ ３１０１ 

［ＳＳ ４００］ 
 一 般 構 造 用 圧 延 鋼 材  アンカー 

ボルト 

注１ 断面形状及び寸法並びに重量の許容差は、ＪＩＳ Ｇ ３１９３（熱間圧延鋼板及

び鋼帯の形状、寸法、質量及びその許容差）によるものとする。 

注２ 溶接棒は、ＪＩＳ Ｚ ３２１１（軟鋼用被覆アーク溶接棒）に規定するＤ４３０１（イル

ミナイト系）、Ｄ４３０３（ライムチタニヤ系）又はＤ４３１６（低水素系）のいずれかと

する。 

なお、シールドガス溶接を用いる場合は、ＪＩＳ Ｚ ３３１２（軟鋼及び高張力鋼用

マグ溶接ソリッドワイヤ）のうち使用するガスに適した鋼種の溶接棒とする。 

５.３ ステンレス鋼材 

ステンレス鋼材の材質は、表５の規格によるものとする。 
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表 ５ ステンレス鋼材 

品名 材料規格 形状規格 備 考  

六角ボルト 
ＪＩＳ Ｇ ４３０３ 

［ＳＵＳ 304］ 

ＪＩＳ Ｂ １１８０ 
ＪＩＳ Ｂ ０２０５(メートル並

目 ねじ)による中 ２級  

六角ナット ＪＩＳ Ｂ １１８１ 
ＪＩＳ Ｂ ０２０５(メートル並

目 ねじ)による中 ２級  

平座金 

ＪＩＳ Ｇ ４３０４ 

ＪＩＳ Ｇ ４３０５ 

［ＳＵＳ 304］ 

ＪＩＳ Ｂ １２５６  

６ 細部仕様 

６.１ 製作基準 

次の基準によるものとする。 

軽金属溶接技術会 アルミニウムとその合金のイナートガスアーク溶接 

日 本 建 築 学 会 アルミニウム合金建築設計・施工基準案、同解説 

６.２ 製作方法 

(１) 製作図 

加工に先だち、図面及び仕様書等を照査の上、製作図を作成し、監督官の承諾を

受けるものとする。 

(２) 使用材料 

材料は、切断等の製作加工の過程において歪み、切断傷又は掻傷等が生じないも

のとする。 

(３) 許容寸法 

灯柱の許容寸法範囲は、接点間で±３mm 以内とし、全体で±２０mm 以内とする。 

(４) 部材加工 

灯柱の加工を必要とする部材はすべて工場加工とし、現場加工は行わないものとす

る。 

各部材の切断面は設計図面に指定されたものを除き、軸線と直角とする。なお、アル

ミニウム材の切断に際しては、溶接等による部材の収縮を考慮して加工を行うものとす

る。 

(５) 曲げ加工 

原則として常温による加工とする。 

(６) 部材の接合 

部材間の接合は溶接及びボルト締めとし、リベットによる接合は行わないものとする。 

なお、ボルトの孔あけは、原則として工場でドリルによるものとする。 

(７) 仕口加工 
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仕口の製作で部材の取合面が密着を欠く箇所は、次の加工方法のいずれか又はそ

の組合わせによって密着させるものとする。 

ただし、この際応力の伝達に支障を及ぼすことのないようにする。 

ア ひらき度 

イ すぼみ度 

ウ 曲 げ 度 

(８) 修正 

仮組立時において、部材相互接続箇所のボルト穴芯の不一致箇所はリーマ掛けに

より修正するものとする。 

６.３ 溶接接合 

６.３.１ アルミニウム合金の溶接 

(１) 溶接は、ＪＩＳ Ｚ ３６０４（アルミニウムのイナートガスアーク溶接作業標準）によるイナートガス

アーク溶接によるものとし、原則として半自動ミグ溶接又は手動テイグ溶接工法とする。 

(２) 溶接従事者は、ＪＩＳ Ｚ ３８１１（アルミニウム溶接技術検定における試験方法及び判定基

準）に基づく（社）日本溶接協会の管溶接の資格を有し、技能証明書の交付を受けているも

のとする。 

６.３.２ 鋼材の溶接 

(１) 溶接はアーク溶接とし、アーク手溶接、ガスシールドアーク半自動溶接又はサブマージアー

ク自動溶接のいずれかの工法によるものとする。 

(２) アーク手溶接の従事者は、ＪＩＳ Ｚ ３８０１（手溶接技術検定における試験方法及び判定基

準）に、また、半自動溶接はＪＩＳ Ｚ ３８４１（半自動溶接技術検定における試験方法及び判

定基準）に基づく（社）日本溶接協会の管溶接の資格を有し、技能証明書の交付を受けてい

るものとする。 

６.３.３ その他 

(１) 主要部材の溶接は、屋内又はこれに準ずる環境で行うものとする。 

(２) 溶接時の熱により生じた歪みは、機械的方法により材質を損なわないように矯正するものと

する。 

６.３.４ 試験・検査 

溶接に関する試験・検査（非破壊検査）は、必要に応じ次のいずれかにより行うものとする。 

(１) 試験・検査の項目 

浸 透 探 傷 検 査 

磁 粉 探 傷 検 査 

放射線透過検査 

(２) 試験・検査の内容 

ア 浸透探傷検査 

ＪＩＳ Ｚ ２３４３（浸透探傷試験方法及び浸透指示模様の分類）による染色浸透試験
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とする。 

イ 磁粉探傷検査 

ＪＩＳ Ｇ ０５６５（鉄鋼材料の磁粉探傷試験方法及び磁粉模様の分類）による。 

ウ 放射線透過検査 

ＪＩＳ Ｚ ３８６１（溶接部の放射線透過試験の技術検定における試験方法及び判定基

準）によるものとするが、円周溶接部にあっては、ＪＩＳ Ｚ ３１０８（アルミニウム管の円周

溶接部の放射線透過試験方法）による。 

６.４ 防食及び防錆 

６.４.１ アルミニウム 

主要構造物に使用するアルミニウム管、板類は、ＪＩＳ Ｈ ８６０２（アルミニウム及びアルミニウム

合金の陽極酸化塗装複合皮膜）に規定する種類Ｂとし、艶消し仕上げとする。 

なお、ボルトは、ＪＩＳ Ｈ ８６０１（アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮膜）に規定す

る硫酸アルマイト処理（５ミクロン以上）とし、処理後焼付塗装を施すものとする。 

６.４.２ 鋼材 

鋼材は、ＪＩＳ Ｈ ８６４１（溶融亜鉛めっき）に規定する２種５５（ＨＤＺ５５）とする。また、アンカー

ボルトはＪＩＳ Ｈ ８６４１（溶融亜鉛めっき）に規定する２種３５（ＨＤＺ３５）とする。 

７ 灯柱装置の構造 

７.１ 可傾装置 

灯柱の可傾装置は進入灯柱の機能を損なわない構造とし、安全、かつ、故障のない構造とする。

なお、可傾装置には転倒防止用の安全装置を設けるものとする。 

７.２ 柱頭可動部 

可動部は、位置決定後位置の変化が生じないようボルト等により締付けができる構造とする。 

８ 試験 

灯柱はあらかじめ製作承認図、強度計算書を提出し、監督官の承認を受けるものとする。また製造

者の製造工場において、次の項目の試験・検査及び４項仕様の該当事項の検査に適合するものとす

る。 

(１) 外観及び構造 

(２) 材料引張試験 

(３) 成 分 検 査 

(４) 強 度 試 験 

(５) 歪 み 試 験 

(６) 光軸変位試験 

(７) 高さ調整試験 
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９ 検査 

立会い検査は、原則として製造工場において監督官立会いのうえ８項試験（１）、（２）、（３）、（５）及

び４項仕様に規定する事項について行うものとする。 

１０ 表示及び運搬 

１０.１ 表示 

灯柱又は灯柱基礎には、次の事項を表示した銘板を取付けるものとする。 

型 式 ・ 品 名 

製造又は設置年月 

製 造 者 名 

１０.２ 運搬 

運搬に際しては構成部材を損傷しないよう、適切な方法で拘束又は梱包を行うものとする。 


















